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　日中両国においては、2018年に両国首脳の相互訪問が実現し、さらに、2019年4月には5回目となる日中ハイレベ

ル経済対話が開催されました。こうした背景のもと、日中の相互交流が活発になり、両国の経済発展をさらに推進し

て、日中関係の改善の流れに積極的な影響を与えることが期待されます。

　中国日本商会は中国の中央政府および地方政府とのさらなる対話促進を目的として、2010年から本白書を発刊し

ています。本白書は、中国日本商会および中国各地の商工会組織の日系企業（法人会員8,765社）が直面している課

題の分析および解決のための建議を取りまとめたものです。｢中国経済と日本企業の現状｣、｢共通課題・建議｣、｢各

産業の現状・建議｣、｢各地域の現状・建議｣の4部に分かれ、全27章、54の建議項目からなっています。描かれてい

るのは、日本企業の目から見た中国経済の現在の姿にほかならず、中国全土で長きにわたり事業に携わってきた日系

企業が、中国でのビジネスの過程で遭遇したさまざまな課題が浮き彫りになっています。

　2019年3月に開催された第13期全国人民代表大会第2回会議では、第13次五カ年規画のこれまでの達成状況等

を踏まえ、市場主体の活力を引き出し、ビジネス環境改善に注力すること、重点分野の改革を深化させ、市場メカニ

ズムの整備を加速すること、全面的対外開放を推進することなどが示されました。本白書の主要な訴求点である「公

平性の確保」はこれらの実現にあたっての土台となるものであり、中国が発展の質の向上を図るうえで不可欠なもの

です。本白書の建議には、中国政府がこれらの実現のため改革の深化を図るにあたり、ヒントとなるものが多く含ま

れていると確信しています。

　中国経済の改革開放において、外資の重要性は計り知れず、中でも日本企業の果たしてきた役割は非常に大きいも

のがあります。また昨今、世界を取り巻く情勢の不透明感が高まる中で、中国日本商会は先人の業績を引き継ぎ、日

中間の経済協力関係をさらに磐石で強固たるものとし、中国のビジネス環境をさらに良いものとするために、今後も

中国の中央政府および地方政府に積極的に建議して参ります。

　本白書は、すべて中国日本商会の会員である企業の方々から仕事の傍ら寄せていただいた玉稿から成っていま

す。本白書の取りまとめにあたり、当会の調査委員会事務局（日本貿易振興機構（ジェトロ）北京事務所）が中心的

な役割を担いました。また、中国各地の商工会組織との連携でも上海、大連、広州、青島、武漢、成都の各ジェトロ事

務所に多大なるご協力をいただきました。この場をお借りし、御尽力いただいた方々に心からお礼を申し上げたいと

思います。

　本白書を通じて日中両国の対話が促進され、両国間の絆が深まり、共にさらなる発展に繋がることを切に願ってい

ます。

ご挨拶

　小野-元生
中国日本商会会長
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2019年建議の訴求点

＜全体コンセプト＞

「公平性の確保」

＜建議の三要素＞

1. 近代的な市場体系の完備
秩序ある競争の行われる市場体系の建設のため、公平競争の阻害となっている各種制度
の見直し、国内企業と外資企業への公平な待遇、知的財産権制度の一層の改革を要望する。

2. 行政管理体制改革の深化
法治政府・サービス型政府の建設のため、行政手続きの簡素化・迅速化、許認可・認証
の大幅な廃止を要望する。併せて、制度の運用・解釈の統一や制度変更の際の十分な準
備期間の確保を要望する。

3. 全面的開放に向けた新枠組みの完備
経済のグローバル化に適応するため、製造・サービス業分野での外資参入制限の一層の
開放、グローバルスタンダードのさらなる採用を要望する。

＜本年の重点分野＞

１．「投資」
2020 年から施行される外商投資法が条文の規定どおり執行されることにより中国市場が
いっそう開かれたものとなることを期待する。引き続き外資参入規制分野のいっそうの開
放、グローバルスタンダードのさらなる採用に向けた積極的な取り組みを要望する。

２．「税務」
2019 年 4月1日から増値税率の引き下げが、5月1日から社会保険料企業負担比率の引
き下げが実施されるなど各種税制上の大きな変更が行われている。こうした制度変更の際
の十分な準備期間の確保や制度の運用・解釈の統一などについていっそうの改善を要望
する。
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中国経済の改革の方向と主要な建議
さらなる改革の深化に期待
国民経済・社会発展第13次五カ年規画綱要（以下、13・5

規画）では、小康社会の全面的完成に向け、イノベーション
発展、調和のとれた発展、グリーン発展、開放発展、共に享
受する発展という5つの発展理念の確固たる樹立と徹底し
た貫徹に取り組むとしている。これにあたり、13・5規画では
改革によって構造調整を推進することや市場の役割を重視
する方針が改めて強調されている。

2019年3月に開催された第13期全国人民代表大会第2回
会議（全人代）の政府活動報告（以下、政府活動報告）で
は、13・5規画のこれまでの達成状況等を踏まえ、2019年の
重点活動任務が定められた。同任務の筆頭には「引き続き
マクロコントロールを革新し充実させ、経済の動きを合理的
な区間（レンジ）内に確実に保つ」が挙げられ、財政・金融・
雇用政策などを活用して、マクロ政策の逆周期機能（周期的
な経済の変動を緩和する機能）を発揮させるとした。加え
て、雇用優先政策を初めてマクロ政策として位置付けた。こ
のほか、改革開放の推進にいっそう力を入れ、統一的で開
放され、競争と秩序のある現代的市場体系の確立を急ぎ、
市場参入条件を緩和し､公正な監督管理を強め、法治化・国
際化・円滑化されたビジネス環境を整備し、各種の市場主体
をいっそう活気づけなければならないと強調した。

また、全人代期間中の2019年3月15日には、外資系企業
にとって基本法となる外商投資法が可決・成立した（2020
年1月1日より施行）。同法には、外商投資に関連する法令を
制定する際、外資系企業の意見や建議を聴取しなければな
らないこと（第10条）、標準化業務に外資系企業も等しく
参与すること（第15条）、外商投資企業の政府調達活動へ
の公平な参与を保障すること（第16条）、外国投資者の利
益、資本収益などについて、法に基づき人民元または外貨に
より自由に海外から入金、海外へ送金することができること
（第21条）など、日系企業等がこれまで「中国経済と日本企
業白書」等において要望してきた内容が含まれている。同法
は、中国とのビジネスを行う日系企業に大きな影響をもたら
すものであり、同法が条文の規定どおり執行されることによ
り中国市場がいっそう開かれたものとなることを期待する。

日系企業は、2019年が「公平性の確保」された、「透明性
の高い」ビジネス環境の整備に繋がる改革の深化が図られ
る重要な年となるよう期待しつつ、中国政府が改革の深化
を図り、5つの発展理念を貫徹する上で、各種ビジネスなど
を通じて積極的に貢献をする構えである。

13・5規画およびそれを踏まえた2019年の政府活動報告
において、中国政府は近代的な市場体系の完備、行政管理
体制改革の深化、全面的開放に向けた新枠組みの完備を目
指し、改革を深化させていく方向にあるが、日系企業が中国

ビジネスの現場で直面している課題を、それぞれの分野で
整理すると下記の通りである。

改革の深化にあたり、長きにわたり中国で事業に携わって
きた日系企業が直面している課題の分析と解決のための建
議を取りまとめた本白書にはヒントとなるものが多く含まれ
ると確信している。この中の少しでも今後の政策運営の参考
としていただきたい。

近代的な市場体系の完備
13・5規画の中では、統一的な市場や公平競争の障害と

なっている各種規定や方法を徹底的に整理・取り除き、公
平競争が可能な審査制度を実施する点や、市場参入制限を
緩和する点が強調されたところである。本白書ではこの方向
性に沿って、市場原理が十分に活きるように、公平競争の障
害となっている各種制度を見直し、透明性の高い市場経済
ルールの整備とその適正な運用を要望する。

・投資：市場経済化が進展する中で、競争の活性化を通
じて、事業再編を余儀なくされる企業が出ることは自
然な流れであり、撤退、分割、合併といった事業再
編にかかわる時間的、費用的負担を軽減する制度整備
を要望する。特に税務関係の負担が大きく、例えば、
税務登記抹消にかかる時間短縮などが必要とされてい
る。こうした措置により、予見可能性が向上し、却っ
て新たな投資をもたらすことや、中国の産業構造の適
正化につながることが期待される。
・競争法：事業者結合審査の透明性向上の観点から、承
認するか否かの根拠、条件付承認をする場合における
根拠に関する規定、市場範囲の画定方法等の企業結合
審査の基準、特に「業務または資産の独立性維持」と
いう制限条件の付与と解除に関する基準を明確化し、
純粋に競争制限効果の観点から審査を行うことを要望
する。
・ソフトウェア：ソフトウェア人材のレベル向上のため
に、中国人社員を日本の本社等に1年以上出向させる
ケースが多々ある。日本へ派遣した中国人社員に対し
て本来還付されるべき個人所得税が還付されず、結果
として二重課税となっている事がある。日中間の租税
条約の確実な実行を要望する。

行政管理体制改革の深化
13・5規画の中では、行政審査・認可制度改革を深化さ

せ、最大限に政府の企業経営への干渉を減らし、審査・認
可事項の範囲を最大限縮小すること、公開で透明、高効率
で迅速、誰にとっても公平な政府サービスを実現すること
が強調されている。政府活動報告においても、審査･認可の
スリム化とサービスの最適化によって投資や事業が円滑に
進められるようにすることや審査・認可事項をできるだけ少
なくし､審査･認可が不可欠な事項については手順と段階を
削ることなどを強調している。行政手続きの簡素化・迅速
化、必要最低限のものを除いた許認可・認証の廃止、政府

エグゼクティブ・サマリー
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サービスの向上は、本白書においても引き続き日系企業が
多くの分野で求めているものである。中国政府は、2019年も
「行政簡素化と権限移譲」「緩和と管理の結合」「サービス
の最適化」改革を深化させるとしており、いっそう積極的な
取り組みの展開を要望する。

また、2019年4月1日から増値税率の引き下げが、5月1日
から社会保険料企業負担比率の引き下げが実施されるな
ど税制上の大きな変更が行われている。こうした制度変更
の際の十分な準備期間の確保や制度の運用・解釈の統一な
ど、ビジネス上の予見性の向上に関わる改善も引き続き多く
の分野で求められており、これらについてもいっそうの改善
を要望する。

・税務：2018年度に増値税率が低減され、2019年4月1
日から増値税率がさらに引き下げられるなど税法改正
が継続している。今後よりいっそうの税法改正に伴う
減税効果が期待される。一方で2018年度の改正におい
ては、取引相手地域と実務上の解釈の相違から申告誤
りとして扱われたケース等があり税法改正対応に苦慮
した企業がみられた。今後は税法改正に先立ち、事前
準備時間の確保とともに納税申告対応について具体的
な事例を挙げた取扱要領を示す等、企業の納税実務に
も配慮した対応を要望する。
・省エネ・環境：環境保護法の改正等によって、法令違
反をした企業に対する罰則は強化されている。日系企
業が法令遵守を適切に行うにあたり、生態環境部、応
急管理部、地方政府当局による監視や取り締まりなど
執行面において、担当者の恣意的な対応ではなく、内
外資問わず統一した基準に基づく運用がなされること
を要望する。加えて、企業に対する行政指導等を行う
際には、その根拠法令やデータ等の違反根拠を書面で
示す等の説明を要望する。生態環境部は、「一刀切
（個別事情を顧みない一刀両断措置）」は厳に禁じる
と発表しているが、汾渭平原などの地域に所在する企
業には、環境監査が突発的に実施され、工場が一時的
な休業もしくは営業停止指示を受け顧客の信用を失っ
ているといった事例も見受けられる。また、地域の大
気汚染濃度が一時的に高まった、もしくは高まる可能
性がある場合の操業停止等の措置について、任意の工
場に突発的に指示することは避け、操業停止の対象と
なる事業者を選定する際の客観的基準の公表、事前通
知の徹底等、公平かつ合理的なルールを構築すること
を要望する。

全面的開放に向けた新枠組みの完備
13・5規画の中では、公平競争が行われる市場環境、公正

透明な法運用の実現、サービス業などの開放とイノベーショ
ンの全面的な実行が示された。2018年7月には、「外商投資
参入ネガティブリスト（2018年版）」が公布され、それまでの
「外商投資産業指導目録（2017年改訂）」と比べて制限・
禁止条項が63から48に減少した。銀行や自動車といった業
種において外資の出資比率制限の緩和・撤廃が行われるな
ど、中国がより開かれた市場となるための取り組みが進展し
ている。2019年の政府活動報告では、重点取り組みの1つと
して「全面的対外開放を推し進め、国際的な経済協力・競争
における新たな優位性を育てる」が挙げられた。

また、2019年3月15日には、第13期全国人民代表大会

（全人代）第2回会議において、外資企業にとって基本法
となる外商投資法が可決・成立した（2020年1月1日より施
行）。今後実施細則等の策定や関連する規定の改正が行わ
れるとみられる。引き続き外資参入規制分野のいっそうの
開放、グローバルスタンダードのさらなる採用に向けた積極
的な取り組みを要望する。

・投資：各種ネガティブリストの改定や、企業が新たな
分野への参入を模索する中で、「外商投資参入特別管
理措置（ネガティブリスト）（2018年版）」や「市場
参入ネガティブリスト（2018年版）」では制限されて
いないが、他の関連法令によって外資への開放分野が
事実上制限されており、参入が難しいといった事例が
生じる場合がある。そういった事例に対応するため、
国家発展改革委員会や商務部などに対応窓口を設け、
問題の把握を行うとともに関連部門との連携により必
要な関連法令の改正を行うことができるよう、体制の
整備を要望する。
・技術標準・認証：中国サイバーセキュリティ法につい
て、その具体的な内容は弁法、細則、標準等により明
確になると国家インターネット情報弁公室から説明さ
れているが、一部のものを除き、まだ制定されていな
い。これらの細則、標準等の制定プロセスにおいて、
外資系企業を含む関係者の意見を取り入れるととも
に、外国製品を差別的に取り扱うことのないよう制度
の制定や運用面での配慮を要望する。サイバーセキュ
リティ法に関する規制において、クラウドサービスな
どの新しいビジネスの発展に妨げとならないよう、ま
た、これらのビジネスで外資企業が不当に差別されな
いよう、制度設計や制度の運用に配慮されるよう要望
する。
・化粧品：2018年12月18日にWTO/TBT通報となった
「化粧品監督管理条例」が本書の建議や世界各国の建
議を取り入れ、その細則規定と共に十分な移行期間を
もって円滑に施行される事を強く要望する。
・保険：外資合弁生保は、これまで、複数の支店の設立
申請を同時に行なってはならないとのことだが、外資
参入規制分野のいっそうの開放の中、特に新たな支店
の設立申請過程において、外資合弁生保が中国国内企
業と同様な待遇を受けられるとの明確な規定がないた
め、同規定を設けるよう要請する。

2018年白書の建議のうち、改善がみられた主な項目
2018年白書の建議のうち、改善がみられた主な項目を例

示すると次の通りとなる。これらの項目では、建議の方向に
沿った改善がみられたと考えており、中国政府のビジネス環
境改善に向けた取り組みに感謝する。しかし、これらの中に
もさらなる改善が求められる部分が残されているものもあ
る。また、これら以外にも改善を期待する分野は依然多く残
されており、引き続き、改善の取り組みが行われることを期
待する。

1)-外商投資における制限・禁止条項の減少（2018年版
白書、ｐ38、「投資」建議⑧、⑨）

-　2018年7月に施行された「外商投資参入ネガティブリ
スト（2018年版）」は、2017年版外商投資産業指導
目録と比較して制限・禁止条項は現行の63から48に
減少し、引き続き一定の緩和が進んだ。また、金融や
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自動車などにおいて外資出資比率規制の緩和が発表さ
れるなど、特定業種の規制緩和についても進展が見ら
れた。

2)-社会保険料率の引き下げ（2018年版白書、P58、「労
務」建議⑤）

　-2019年3月5日、全人代の政府活動報告にて都市部職
工基本養老保険の保険料率（企業負担分）を引き下げ､
各地方政府はそれを16％まで引き下げてもよいことと
すること、失業保険と労災保険の保険料率の段階的引
き下げ政策を引き続き実施することが発表された。ま
た、李克強首相は3月15日の全人代閉幕後の記者会見
において、上記の企業の社会保険負担比率引き下げを
2019年5月1日から行うと発表した。

3)-技術ライセンス関連制度の是正（2018年版白書、ｐ
72、「知的財産権」）

-　2019年3月に技術輸出入管理条例が改正され、中国
への輸入技術が他人の権利を侵害した場合にライセン
サーが責任を負うこと（旧24条第3項）、移転後の改
良技術は改良した側に帰属すること（旧27条）、技術
輸入契約の制限的条項を禁止すること（旧29条）と
いった条項が削除されたことは歓迎される。今後も技
術取引の環境改善の取り組みが引き続き行われること
を期待する。

4)-新潟産米の輸入解禁（2018年版白書、ｐ108、「農林
水産業・食品」建議⑨）

　-2011年3月の東日本大震災に伴う福島原子力発電所の
事故の影響で、10都県産の多くの食品品目において輸
入制限が行われているが、2018年11月28日公布の海
関総署公告2018年第175号により、新潟県産米の輸
入が許可され、制限緩和の1歩が踏み出された。今後
も中国の消費者の食生活を豊かにするため、一般的に
リスクが低い酒類などのほかの品目についても引き続
き科学的な根拠に基づいて究明を早めて頂き、早期の
規制解除を要望する。

5)-輸入非特殊用途化粧品の備案登録制度が全国で実施
（2018年版白書、ｐ170、「化粧品」建議⑥）

　-2018年11月9日に「全国範囲で輸入非特殊用途化粧
品の備案管理実施に関する公告」が国家薬品監督管理
局（NMPA）から公布され、翌10日から施行された。
即日施行であった為に改善が求められる部分も残され
てはいるが、従来自由貿易試験区のみで可能だった非
特殊用途化粧品の輸入時における届け出制が全国で実
施されることになった。

日系企業の中国ビジネスへの取り組み
2018年における日本の対中投資実行額は前年比16.5％

増の38億1,000万ドルとなり前年から2ケタの伸びとなった
（図1）。また、2018年の全世界からの対中投資実行額も、
前年比3.0％増の1,349億7,000万ドルとなり、前年に引き続
き過去最高を記録した。

中国に進出している日系企業に対して2018年10～11月
にジェトロが実施したアンケート調査では、今後1～2年の事
業展開の方向性について、「拡大」と回答した企業の割合
は48.7％、「現状維持」と回答した企業の割合が44.8％と
なっている（図2）。中国における事業拡大の意向は、2015
年度に38.1％と1998年の調査開始以来、初めて4割を下回っ

ていたが、2016年度は2.0ポイント拡大し40.1％となった。
さらに、2017年度は大幅に回復して48.3％となり今回も拡
大意欲の回復傾向が続いた。そして「拡大」すると回答した
企業に対し、具体的に「拡大する機能」を複数回答で尋ね
たところ、「販売機能」（59.5％）、「生産（高付加価値品）」
（37.4％）が上位2位の回答となった。中国で製造・消費の高
度化が進展するなか、優れた商品や技術、ノウハウ等を提
供すべく日本企業が市場開拓を強化している様子がうかが
える。

図2：今後１～２年の事業展開の方向性

0% 20% 40% 60% 80% 100%

出所：ジェトロ「アジア・オセアニア進出日系企業実態調査」

人件費の上昇等の投資環境の変化や対中投資リスクが指
摘される場面は依然あるものの、日本企業が中国を世界有
数の巨大市場と捉えていることに変わりはなく、拡大する中
国市場の開拓を強化する動きは内販型の企業・業種を中心
に今後も継続するとみられる。

また、前述の調査では、経営上の問題点についても選択
式で尋ねている。それによると、最も多かったのは前年同
様「従業員の賃金上昇」であった。回答率は前年比0.4ポ
イント上昇して75.7％であった。以下、「調達コストの上昇」
（53.5％）、「競合相手の台頭(コスト面で競合)」（51.7％）、
「品質管理の難しさ」（48.0％）、「環境規制の厳格化」
（45.8％）となっている（表）。

図1：日本の対中投資
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表：経営上の問題点(中国 全分野上位10項目、複数回答)
回答項目　 2018年

調査(％)
2017年
調査(％)

増減
(ポイント)

1位 従業員の賃金上昇 75.7 75.3 0.4

2位 調達コストの上昇
（製造業のみ) 53.5 50.2 3.3

3位 競合相手の台頭
（コスト面で競合） 51.7 55 △3.3-

4位 品質管理の難しさ
（製造業のみ) 48 50.2 △2.2-

5位 環境規制の厳格化
（製造業のみ) 45.8 39.3 6.6

6位 人材（一般ワーカー）の
採用難(製造業のみ) 44 39.1 5

7位 新規顧客の開拓が
進まない 43.4 39.9 3.5

8位 限界に近づきつつある
コスト削減（製造業のみ) 43 46.1 △3.1-

9位 従業員の質 42 44.3 △2.3-

10位 人材（技術者）の採用難
（製造業のみ) 40.3 36.8 3.4

出所：ジェトロ「アジア・オセアニア進出日系企業実態調査」

中国経済における日本
中国が成長の質と効率の向上を図りながら経済規模を拡

大してきた中で、日系企業はこれまで非常に重要な役割を
担ってきた。貿易については、日本は2018年の中国の輸出
先として国・地域別では第3位で、金額は1,471億ドルとなっ
た。輸入でも第2位の1,806億ドルと、中国にとって日本は重
要な貿易パートナーとなっている。中国は部品などの生産財
や機械などの資本財を輸入し、中国での製品化に活用した
うえで、世界に向けて輸出しているが、特に基幹部品や工作
機械は日本からの輸入が多い。

投資について中国側の統計をみると、中国への進出日系
企業数は2万3,094社（2012年末時点、中国貿易外経統計年
鑑2013：注）であり、国別ではトップとなっている（なお、日
本外務省の「海外進出日系企業実態調査平成30年要約版：
2017年10月1日時点」では中国の日系企業の「拠点数」は3
万2,349拠点）。直接・間接合わせて約1,000万人以上の雇
用を生んでいるとされ、雇用創出面での貢献も大きい。

また、優れた技術・ノウハウ等を保有する日系企業が少
なくなく、受発注両面で中国企業の技術力や経営効率の向
上、競争力の強化に貢献している。また、一部産業のサプラ
イチェーンにおいては、他に代替のききにくいハイテク製品
の基幹部品や特殊原材料の供給における日系企業のプレ
ゼンスも高い。

日系企業は経済がグローバル化し、サプライチェーンが複
雑に絡み合った状況の中、今後も中国とともに発展しようと
している。

日中第三国市場協力と日系企業
日本の外務省および経済産業省は2018年5月10日、中国

の国家発展改革委員会および商務部と、第三国における日
中民間経済協力に関する覚書を締結した。同覚書において、
日中双方は、日中経済関係は相互補完性が強く、両国の企
業はそれぞれの強みを有しており、民間企業間のビジネスを
促進し、第三国でも日中のビジネスを展開していくことが、

両国の経済分野での協力の拡大、さらには対象国の発展に
とっても有益であるとの認識で一致した。また、第三国にお
ける民間経済協力案件を念頭に、日中の民間企業間の交流
をいっそう推進するため、幅広い企業の経営者や関係閣僚
等の出席する「日中第三国市場協力フォーラム」を設立・運
営することで一致した。

このような両国の認識の一致の下で、日本の経済産業省
および外務省は中国商務部および国家発展改革委員会と共
に、「第1回日中第三国市場協力フォーラム」を2018年10月
26日に北京の人民大会堂において開催した。日中の政財界
のトップを含む約1,500名が参加し、活発な議論が行われ
た。また、同フォーラムの開催に併せ、両国政府・企業等の
間でインフラ、物流、IT、ヘルスケア、金融など、幅広い分野
に渡る計52件の協力覚書が締結された。

さらに、同フォーラムでは「交通・物流」「エネルギー・環
境」「産業高度化・金融支援（IoT、ニューエコノミー、ヘル
スケア-等）」「地域開発（EEC、工業団地、スマートシティ-
等）」の4つの分科会が開催された。それぞれの分科会にお
いては、日中企業による各社の取組についての紹介をもと
に、第三国における日中企業のさらなる協力に向け、意見交
換が行われた。うち、地域開発分科会では、タイのEEC（東
部経済回廊）について、EEC委員会事務局長やタイ企業から
取組の紹介があり、日中タイ企業間の協力について活発な
意見交換が行われた。同フォーラムに併せて行われた世耕
経済産業大臣と鍾山商務部部長の会談では、第三国市場協
力について、同フォーラムが大きな成果を上げたことを相互
に確認するとともに、今後、プロジェクトがさらに進展するよ
う、協力していくことで一致した。

このような結果を受け、2019年4月2日には、同フォーラム
で結ばれたジェトロと中国国際貿易促進委員会（CCPIT）の
業務協力覚書に基づき、タイのバンコクにおいて、ジェトロと
CCPIT主催により「タイにおける日中ビジネス協力に関する
ワークショップ」が第三国では初めて開催され、日中タイの
官民合わせて約300名を超える参加者が来場した。

このように日中両国のハイレベルにおける協力の認識の
一致のもと、両国の第三国市場における協力が継続する中
で、中国日本商会としても、民間企業間のビジネスを促進
し、第三国でも日中のビジネスを展開していくことが、両国
の経済分野での協力の拡大、さらには対象国の発展にとっ
ても有益であると認識しており、「日中第三国市場協力」に
おける日本企業と中国企業との協力の一助となるような役
割を果たしていきたい。また、中国政府当局に対しては、「日
中第三国市場協力」について、日系企業にとっての具体的な
ビジネス機会の創出につながるような情報提供などの機会
の提供を要望する。
注：-中国貿易外経統計年鑑では、2014年版以降は国別の企業数の統

計が発表されていない。
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2018年の中国経済の動向
2018年の中国経済をみると、各方面の債務抑制策を推進

するもとでインフラ投資が減速し、中小零細を含む民営企
業の金融環境が引き締まる中、米中貿易摩擦の本格化に伴
う先行きの不透明感も加わって、経済全体への下押し圧力
が次第に強まってきた。もっとも、夏場以降、中国政府が、
構造改革との両立を意識しつつも景気の下支え姿勢を明確
化し、金融・財政の両面から政策対応を採ったこともあり、
経済成長率は前年比6.6％と前年の6.8％からは減速したも
のの、通年で「6.5％前後」という所期目標を達成した。

表１：主要経済指標と予測目標値  
2018年 2019年

目標 実績 目標
経済成長率(実質) 6.5％前後 6.6％ 6.0～6.5％
消費者物価指数(CPI) 3.0％前後 2.1％ 3.0％前後
社会消費品小売総額(名目) 10.0％前後 9.0％ n.a.
M2(注) 8.1％ 8.1％ 8.1％
都市部調査失業率 5.5％以下 4.9％ 5.5％前後
都市登録失業率 4.5％以下 3.8％ 4.5％以下
都市新規就業者数(万人) 1,100以上 1,361 1,100以上
全国住民一人当たり可処分所得(実質) 6.5％前後 6.5％ 6.0～6.5％

注：-2018年および2019年のM2の目標値は、「国民経済社会発展計
画」において、「（それらの伸び率が）前年の実績の伸び率と同じ
規模になるようにする」との記載を踏まえ、ここでは前年実績の数
字を記載。

出所：「2019年政府活動報告」、国家発展改革委員会「2018年国民経
済・社会発展計画の執行状況と2019年国民経済・社会発展計画
案についての報告」、CEIC

図１：実質経済成長率と寄与度
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出所：CEIC

需要項目別動向
消費は、夏頃以降、自動車販売が振るわず、社会消費品

小売総額は前年比9.0％増と所期目標には届かなかった

が、比較的底堅い所得・雇用環境を背景に、総じてみれば
堅調さを維持した。経済成長に対する消費の寄与率が7割
強を占めるなど、引き続き、消費主導型経済への転換が進
んでいる。

固定資産投資（農家を除く）は、前年比5.9％増と前年
（7.2％増）から減速。製造業投資は伸びを強めたが、公共
投資案件の合法性・合理性審査を強化したこと等もあり、
インフラ投資が大幅に減速したことが影響した。

輸出は、一部に米中貿易摩擦による影響もあってか年末
に大きく減少し、経済成長率に対する寄与度は2年ぶりにマ
イナスに転化した。

図２：固定資産投資の推移

出所：CEIC

金融デレバレッジの推進と民営企業の資金繰り支援
金融面をみると、中国政府は2018年4月に資産管理業務

に関する指導意見を正式に公布するなどシャドーバンキン
グの管理を強化した。この結果、シャドー金融商品の残高が
減少に転じ、社会融資総量の伸びも減速する一方で、中小
零細を含む民営企業の融資難や資金調達コスト高といった
問題が先鋭化した。

このため中国人民銀行は4度にわたって準備預金率を引
き下げたほか、秋頃からは米中貿易摩擦の本格化に伴い先
行きの不透明感が強まるとともに株価も低迷する中で、銀
行貸出の促進、債券発行の円滑化、株式担保融資のサポー
トといった「三本の矢」を打ち出し、民営企業の資金繰り支
援を一段と強化した。

この間、中国人民銀行による潤沢な流動性供給を背景
に、市場金利は低下した。

第１章
中国経済と日本企業の現状



20 中国経済と日本企業2019年白書

第
１
部  

中
国
経
済
と
日
本
企
業
の
現
状

図３：インターバンク金利と債券金利（10年）
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人民元および上海総合株価指数の動向
2017年末から2018年初にかけて、ドル安が進むもとで

急速に元高が進行した。その後、5月頃までは人民元対ドル
レートが6.2～6.3台での比較的落ち着いた動きとなってい
たが、6月以降は米中貿易摩擦の深刻化や弱めの中国経済
指標などを背景に、速いテンポで元安が進行。一時は7.0近
辺まで上昇したものの、12月に米中首脳会談が行われ、貿
易摩擦のいっそうの激化が一旦回避されたことを受けて元
安がやや修正された。この間、中国人民銀行は、為替レート
の一方向的な動きを抑制する観点から、外貨リスク準備金
率の引き上げやカウンターシクリカル調整項の再始動など
により対応した。

上海総合株価指数は、金融デレバレッジの推進や米中貿
易摩擦の本格化などを背景に1年を通して下落傾向が継続
した。なお、株価指数が10月に一時2,500割れとなった場面
で複数の金融当局トップが発出した株式市場に関するコメ
ントや、12月に行われた米中首脳会談の結果を好感する動
きもみられたが、いずれも株価を明確に反転上昇させるほど
の材料とはならなかった。

2019年の展望
中国政府は、2019年の経済成長率の目標値を「6.0～

6.5％」と、前年の「6.5％前後」から引き下げた。中国政府
自身、その目標の達成には「多大な努力を払う必要がある」
と危機感を滲ませており、経済への下押し圧力が継続する
中、難しいかじ取りを迫られるとみられる。

中国政府は、2019年3月の政府活動報告で、2019年も積
極的な財政政策と穏健な金融政策を継続するとしたほか、
雇用を最優先の課題とする姿勢を改めて示した。また、供
給側構造改革については、さらなる推進ではなく「これまで

の成果を打ち固める」と表現しており、当面は景気の下支え
を重視するスタンスが窺われる。

実際、2019年に入ってから、内需拡大に資する施策や大
幅な減税等が打ち出されている。中国政府は今後、これらの
施策の効果を見極めつつ、必要に応じて追加的な政策対応
を検討するものとみられる。

リスク要因としては、①民営企業等に必要な資金が行き
渡らないことによる投資の先送りや資金繰り倒産などの増
加、②自動車や素材などの在庫調整が進まず、卸売物価が
一段と下落することによる企業収益の悪化、③米中貿易摩
擦の激化や世界経済の急減速といった外部環境の悪化、な
どを指摘でき、引き続き注意深くみていく必要がある。

在中国日系企業の経営状況
日本貿易振興機構（ジェトロ）は、毎年「アジア・オセアニ

ア進出日系企業実態調査を実施し、中国を含む海外への進
出日系企業の活動実態について調査・公表している（中国
の有効回答企業数756社）。同調査によると、2018年度の
営業利益（見込み）を「黒字」と回答した在中国日系企業の
割合は前年度比1.4ポイント増の71.7％となり、前年に続き
70％を超える水準を維持した。

製造業を対象にした国際協力銀行の「わが国製造業企
業の海外事業展開に関する調査報告‐2018年度-海外直接
投資アンケート結果（第30回）-」）においては、中期的(今
後3年程度)有望事業展開先国・地域の中で、中国が5年ぶ
りに1位に返り咲いた前年に続き首位を維持した。同報告
書では、その要因として、「中国製造2025」のもとで設備投

図４：人民元対ドルレートと上海総合株価指数
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資が活性化する中、国外企業の技術・製品への需要が高ま
り、半導体や工作機械の販売が好調に推移したこと、また
所得水準の上昇で、Eコマースを活用した一般消費財（衛生
用品等）の販売や、乗用車など耐久消費財の販売が伸びた
ことを指摘している。

前述のジェトロ日系企業調査では、経営上の課題につい
ても選択式で調査をしている。それによると、日系企業の経
営上の課題で最も回答率が高かったものは、「従業員の賃
金上昇」（75.7％）で、17年調査比で0.4ポイント微増し、引
き続き最大となった。第2位は、調達コストの上昇（53.5％）
だった。中国政府は、減税や手続コストの削減を進めてい
るが、回答からは日系企業がさまざまなコストの上昇に面し
ている姿が浮かび上がった。

このほか、上位10項目中では、「環境規制の厳格化」
（45.8％）が17年調査比で6.6ポイント増と最も大きく増加
した。環境保護法の改正等への対応を求められたことが背
景にあるとみられる。日系企業からは、法令遵守を適切に
行うにあたり、生態環境部、応急監理部、地方政府当局に
よる監視や取り締まりなど執行面において、担当者の恣意
的な対応ではなく、内外資問わず統一した基準に基づく運
用がなされることや、企業に対する行政指導等を行う際に
は、その根拠法令やデータ等の違反根拠を書面で示す等の
説明を要望するとの声が上がっている。

また、「人材（一般ワーカー）の採用難」（44.0％）、「人材
（技術者）の採用難」（40.3％）の2項目が新たに上位10項目
に加わり、人材の確保が難しくなっている様子がうかがえる。

表２：在中国日系企業の経営上の問題点

　 回答項目 回答率（％） 増減-
(ポイント)2018年度 2017年度

1位 従業員の賃金上昇 75.7 75.3 0.4

2位 調達コストの上昇
(製造業のみ) 53.5 50.2 3.3

3位 競合相手の台頭
(コスト面で競合)- 51.7 55.0 △-3.3

4位 品質管理の難しさ
(製造業のみ) 48.0 50.2 △-2.2

5位 環境規制の厳格化
(製造業のみ) 45.8 39.3 6.6

6位 人材（一般ワーカー）の
採用難（製造業のみ） 44.0 39.1 5.0

7位 新規顧客の開拓が進まない 43.4 39.9 3.5

8位 限界に近づきつつある
コスト削減（製造業のみ） 43.0 46.1 △-3.1

9位 従業員の質 42.0 44.3 △-2.3

10位 人材（技術者）の採用難
（製造業のみ） 40.3 36.8 3.4

出所：ジェトロ「アジア・オセアニア進出日系企業実態調査」

図５：中国における営業利益（見込み）の推移
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出所：ジェトロ「アジア・オセアニア進出日系企業実態調査」
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2018年の中国の貿易総額は前年比12.6％増の4兆6,230
億ドルと過去最高に、また輸出は2兆4,874億ドル（前年比
9.9％増）、輸入は2兆1,356億ドル（15.8％増）となり、2年
連続で輸出入とも前年比でプラスの伸びになった。海関総
署は2018年の貿易が好調だった要因として、ビジネス環境
の改善や輸出増値税還付率の引き上げ、自動車（完成車、
部品）および日用品の輸入関税率引き下げなどを挙げた。
政府は、2018年3月の政府活動報告において、通関の総所
要時間を3分の1短縮するなどの方針を打ち出し、2019年の
同報告では、貨物の通関時間を前年より半分以上短縮した
と実績を評価した。こうした取り組みの今後の進捗が注目
される。

2018年の日中貿易を双方輸入ベース（注1）でみたとこ
ろ、総額は前年比7.4％増の3,537億7,293万ドルとなり、3
年ぶりに増加に転じた前年に続き増加を維持した。日本か
らの輸出（中国の対日輸入、以下同じ）は9.3％増の1,802億
3425万ドル、輸入は5.5％増の1,735億3,868万ドルとなっ
た（注2）。その結果、日本の中国に対する貿易収支は66億
9,557万ドルと、6年ぶりに黒字に転じた前年よりも黒字幅
を拡大した。

日本からの輸出を品目別にみると、機械類（HSコード84
類）、集積回路などの電気機器（HSコード85類）、車両（HS
コード87類）が輸出を牽引した。なかでも輸出額の構成比
で22.6％を占める機械類は、中国における旺盛な設備投資
を背景に、前年比17.9％増と大幅に増加した。その内訳をみ
ると、半導体、集積回路、フラットパネルディスプレイ等の
製造用機器（HSコード8486）の増加が目立った。

車両（構成比10.1％）も前年比10.3％と好調だった。うち、
高級車（特に排気量3,000ｃｃ超の乗用車）の牽引を受けて
乗用車（HSコード8703）が好調であった。

電気機器（構成比24.7％）は5.2％増だった。うち、35.6％
を占める集積回路（HSコード8542）が14.1％増と堅調に推移
したほか、スマートフォンや自動車に使用されるセラミックコ
ンデンサー（HSコード853224）は9月、11月、12月に前年同
月比マイナスの伸びとなったが通年では22.2％増となった。

日本への輸入は、自動データ処理機械やエアコンディショ
ナーの増加などを受け機械類（構成比17.7％）が7.7％増と
けん引した。

日本の貿易における中国の構成比は、輸出が19.5％で前
年比0.5ポイント拡大した一方、輸入は23.2％で1.3ポイン
ト縮小した。その結果、貿易総額に占める中国の構成比は
21.4％と、前年比0.3ポイント縮小した。日本の対世界貿易
において、中国は輸出額で2012年以来6年ぶりに米国を上

回り第1位となった。貿易総額と輸入額でも引き続き第1位と
なった。それぞれ2007年以降12年連続、2002年以降17年
連続で第1位となっている。-中国の統計によると、2012年
末の在中国日系企業数は2万3,094社（中国貿易外経統計
年鑑2013：注3）と2万社を超えている（なお、日本外務省の
「海外進出日系企業実態調査平成30年要約版：2017年10
月1日時点」では中国の日系企業の「拠点数」は3万2,349
拠点）。日系企業は中国に生産・販売拠点を設置し、中国で
の競争力強化と内需開拓に向け経営資源を配分しつつ、積
極的に事業を展開し、グローバルなサプライチェーンの中で
日々貿易に従事している。

中国政府はWTO加盟後、貿易・通関面において、制度面
の効率化、透明性・サービスの向上など、各種の努力を行っ
ており、以前に比べると環境は大きく改善している。しかし
ながら、日系企業からは2018年版白書に引き続き改善要望
が寄せられており、さらなる法制度整備および運用統一化、
通関手続の簡素化などを期待する声が大きい。ジェトロが在
中国日系企業に行った調査（注4）でも、経営上の問題点と
いう項目において、上海市で34.5％、四川省で37.9％の企業
が「通関等諸手続が煩雑」を挙げており、さらなる取り組み
の展開をお願いしたい。
注1：JETROが財務省貿易統計と中国海関統計を基に分析したもの。貿

易統計は輸出を仕向地主義、輸入を原産地主義で計上しており、
香港経由の対中輸出（仕向地を香港としている財）が、日本の統計
では対中輸出に計上されない。一方で、中国の輸入統計には日本を
原産地とする財がすべて計上されることから、両国間の貿易は双方
の輸入統計のデータがより実態に近いと考える。なお、中国の輸入
統計はドルベース発表値、日本の輸入統計は-Global-Trade-Atlas
によるドル換算値を用いている。

注2：財務省貿易統計の円ベース（輸出確報、輸入9桁速報）では、総額
が35兆881億円（5.3％増）、輸出が15兆9,010億円（6.8％増）、輸
入が19兆1,871億円（3.9％増）となった。

注3：中国貿易外経統計年鑑では、2014年版以降は国別の企業数の統
計が発表されていない。

注4：「アジア・オセアニア進出日系企業実態調査（2018年度調査）」。
調査時期は2018年10月9日～11月9日。

貿易・通関における具体的問題点
法制度・運用の不透明性
中国には通関拠点数が4,000近くある。これだけ多くの拠

点があるためか、依然として各税関において税関審査や法
制度の解釈に違いがみられるなどの問題が発生している。
同一商品が通関担当者によって異なるHS番号区分と判定さ
れ、関税や輸出増値税還付率が異なるケースも発生してい
る。また、危険品に関しては、数多くの法令が公布されてお
り所管機関も多いことに加えて、天津の爆発事故以降、規
制運用の強化がみられる。

第１章
貿易
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通関手続きの複雑（煩雑）性
中国政府は通関の効率化やサービス向上のため、各種

努力を行っており、以前に比べると状況は大きく改善してい
る。通関のペーパレス化などの進展を評価する日系企業の
声も聞かれる。

海関総署が2017年12月26日に公布した「海関予裁定管
理暫定弁法」（以下「管理暫定弁法」、海関総署令第236
号）は、事前裁定について、その申請や認可範囲と手続き等
について規定しており、2018年2月1日から施行された。同
法の施行により輸出入貨物の商品分類や原産地等資格な
らびに課税価格にかかわる要素等について事前の裁定が
認められることになり、企業の輸出入にかかわる予見性の
向上に寄与することが期待される。また、2018年10月には
「税関事前分類決定後の関連事項に関する公告」（海関総
署公告-[2018]138号）が公布され、「管理暫定弁法」実施
後の措置の詳細が明らかとなった。今後、企業が税関商品
分類の事前裁定を申請する必要がある場合、「管理暫定弁
法」および「『税関事前裁定管理暫定弁法』の実施に関す
る事項についての公告」（税関総署公告[2018]14号）の関
連規定に従うことになる。

さらなる自由化への期待
中国政府は貿易のさらなる自由化のため、近年諸外国・

地域とのFTA締結に向けた取り組みを積極的に進めている
ことを歓迎できる。今後も引き続き貿易自由化に向けた取
り組みの進展が期待される。

＜建議＞
①通関に関する規制・制度の変更が直前に周
知されるケースがある。WCO（世界税関機
構）改正京都規約の一般付属書第9章では、
税関はすべての利害関係者が関連情報を容易
に入手できるようにすること、変更が発生し
た際には事前に十分な余裕を持って情報を入
手できるようにすることを規定している。つ
いては、海関総署などの関連部門に対し、通
関に伴う規制・制度の変更を実施する場合に
は、十分な準備期間を確保するとともに、文
書で事前に税関ホームページに掲載するなど
情報開示時期および具体的実施方法について
配慮するよう要望する。

②同一製品のHS番号や原産地証明など輸出入
申告に関する税関審査および保税区、物流園
区または保税港区の運用や規則、規定に対す
る解釈も、地域や担当者により異なる。通関
一体化の推進に伴い改善が見られる部分もあ
るが、海関総署等の関連部門に対して、窓口
人員等への研修の強化やより詳細なマニュア
ルの整備などにより全国で統一的な運用を行
うよう要望する。また、全国統一的な運用の
実効性を高めるため、税関間の調整機能の強
化を要望する。

③WTO貿易円滑化協定第7条では努力規定とし
て所要時間調査（TRS）を定期的に実施し公
表するように求めている。各税関の通関所要
時間を可視化することにより、通関効率化へ
の取り組み向上にもつながるため、税関ごと
の通関所要時間を調査し公表するよう要望す
る。また、上記で収集したデータに基づき、
引き続き通関、商品検査に係るリードタイム
の短縮に取り組むよう要望する。

④輸入商品の法定検査について、「輸出入商品
検査法実施条例」第16条に基づき通関申告
地の出入境検験検疫機構へ検査申請すること
になっており、かつ同条例第18条により目
的地での検査を受けなければならないが、通
関申告地と目的地の検査検疫組織間で申請情
報の連絡がうまくできておらず、検査まで非
常に時間を要したケースがあった。海関総署
等の関連部門に対して、通関申告地において
も法定検査を受検できるよう要望する。併せ
て商品検査検疫の迅速化、手続の簡素化、通
関・検疫のペーパーレス化を早期に実現し、
同一港湾のみならず全国で検疫一体化を実施
するよう要望する。

⑤HS番号の対象品目を詳細に解釈した資料の
公開を要望する。また、入港、接岸、荷役許
可時の必要書類、所要時間も可能な限りの統
一を要望する。

⑥「税関輸出入貨物通関申告書修正および取
消管理弁法」第7条により、修正事由が通関
業者に起因する場合は申告事項を修正できる
が、それ以外の中国輸入者や海外輸出者等に
起因する場合については修正の可否が規定さ
れておらず、修正が認められない場合が多
い。海関総署等の関連部門に対して、通関後
の輸出入申告事項の修正の可否を明確にする
とともに、FAQ等において自主的な修正申告
が認められる事例を例示するよう要望する。

⑦天津爆発事故以降、各港によりIMDG（国際
海上危険物）の取扱いCLASSが制限され、
全CLASSの取扱いが可能な港は上海港のみと
なった。その結果、上海での輸入を余儀なく
されコスト上昇を招いている。他港でも従来
通り全CLASSの取扱を可能とするよう改善を
要望する。

⑧近年、税関によるロイヤルティ支払いにか
かわる調査が強化されている。しかし、個々
の案件について、税関からどのような根拠・
基準に基づいて課税の必要性や価格の妥当性
を判断しているかの情報が企業に十分に開示
されていない。また、企業の主張および説明
に対して、税関が同意しない場合、その理由
を明確にせず、企業に主張を立証するように
一方的に求める事例がある。企業の対応負担
を減らすため、海関総署から各地税関に対し
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て、課税の要否や課税価格の判断根拠を明確
に提示するよう、指導することを要望する。

⑨中国からASEANや中南米向けに自由貿易協定
（FTA）を利用する際、その施行細則上に、
原産地証明書に記載するHSコードを輸入国
のHSコードとする旨の規定がある。しか
し、輸入国と輸出国（中国）のHSコードが
異なる品目について、中国各地の原産地証明
書発給機関が自国（中国）のHSコードを記
載するよう要求している。発給機関の要求通
りに発給された原産地証明書は、輸入国では
条文違反となることから、FTAが利用できな
い、あるいは発給機関との交渉に時間を要し
FTAの利用に遅れが生じる場合がある。この
問題は2016年白書で提起しており、その後
も解消しておらず、最近においても同様な問
題が発生しているため、中央政府から各地の
原産地証明書発給機関に対して、FTAの条文
と矛盾したり条文に記載のない要求を行わな
いよう、指導徹底頂く事を強く要望する。

⑩日中韓自由貿易協定（FTA）、東アジア地域
包括的経済連携（RCEP）の早期締結を要望
する。

⑪「輸出監督管理倉庫および所蔵貨物の管理
規定」によれば、中国の輸出監督管理倉庫の
うち、国内結節点型倉庫は最低申請面積が
1,000平方メートルとなっているために保有
が困難となっている。海関総署等の関連部門
に対して、最低申請面積の縮小を要望する。

⑫米中貿易摩擦により、関税率の複数回にわた
る引き上げが事前に十分な周知期間なく実施
されている。関税負担額の増加により、収益
の悪化など深刻な影響を受けている企業もあ
り、早期の問題解決が望まれる。両国政府間
で摩擦解消に向けた協議を加速することを要
望する。
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商務部の発表によると、2018年の対内直接投資（銀行・
証券・保険分野を含まず）は、契約件数が前年比69.8％増
の6万533件となり、5年連続での増加となった。実行ベー
スの投資額は3％増の1,349億7,000万ドルとなった（人民
元建てでは0.9％増の8,856億1,000万元）。2016年はドル
ベースで2012年以来4年ぶりに減少に転じたが、2017年と
2018年はいずれもプラスの伸びとなり、2018年は過去最高
を記録した。法制度面においては、外商投資法が2019年3
月に成立し、2020年1月から施行されることとなった。同法
において定められた方針が有効に実施されるよう、関連法
規の制定が着実に進むことを期待する。

2018年の対中直接投資を業種別にみると、製造業が前
年比22.9％増の411億7400万ドルと増加したのに対し（寄
与度5.9ポイント）、非製造業は3.6％減の917億6,200万ド
ルと減少した（同マイナス2.6ポイント）。

非製造業をみると、全体の最大の投資分野となった不動
産が、前年比33.3％増で寄与度は4.3ポイントとなった。投
資金額で第2位のリース・商業サービスは12.8％増の188億
7,500万ドル、第3位の情報通信・コンピュータサービスは
44.3％減の116億6,100万ドルとなった。

国・地域別にみると、1位は依然として香港となったが、
伸び率は、前年比2.9％減の960億1,000万ドルで、構成比
も71.1％と4.4ポイント縮小した。日本は16.5％増の38億
1,000万ドルとなり、2012年以来5年ぶりにプラスの伸びと
なった2017年に続き前年比で増加を維持した。

なお、中国商務年鑑2018によると、日本の投資は2017
年末までの累積値で1,082億ドルとなっており、香港、英領
バージン諸島を除くと国・地域別でトップである。全体の投
資額に占めるシェアは5.7％となっている。

ジェトロの「アジア・オセアニア進出日系企業実態調査」
によると、今後1～2年の中国事業展開の方向性について、
「拡大」と回答する企業の比率は、2015年度は38.1％と
1998年の調査開始以来、初めて4割を下回っていたが、
2016年度は2.0ポイント拡大し40.1％となり、2017年度は
大幅に回復して48.3％となった。2018年は、「拡大」と回答
した企業は48.7％となり、前年から0.4ポイント増となった。
また、製造業を対象にした国際協力銀行の「わが国製造業
企業の海外事業展開に関する調査報告‐2018年度海外直
接投資アンケート結果（第30回）-」）においては、中期的(今
後3年程度)有望事業展開先国・地域の中で、中国は2012年
度以来5年振りに1位を獲得した2017年度に引き続き1位を
維持した。

そして、前述の「アジア・オセアニア進出日系企業実態調

査」で2018年度に事業を「拡大」すると回答した企業に対
し、具体的に「拡大する機能」を複数回答で尋ねているが、
「販売機能」59.5％、「生産（高付加価値品）」37.4％が上
位2位の回答となっている。また、「拡大する機能」への回
答のうち、前年からの回答比率の上昇が最も高かった項目は
「物流機能（4.8ポイント上昇）」であった。中国で製造・消
費の高度化が進展する中、そこへ優れた商品・技術・ノウハ
ウ等を提供すべく日本企業が市場開拓を強化している様子
が伺える。

人件費の上昇等の投資環境の変化や米中摩擦による不
確実性の高まりなどをふまえ、対中投資リスクが指摘される
場面は依然あるものの、日本企業が中国を世界有数の巨大
市場と捉えていることに変わりはなく、内販型の企業・業種
を中心に拡大する中国市場の開拓を強化する動きは今後も
継続するとみられる。

2016年3月の「国民経済・社会発展第13次五カ年規画要
綱」では、「対外開放の新体制の整備」が打ち出され、法治
化、国際化、円滑化されたビジネス環境を整備し、協力・ウィ
ンウィンに資する、国際的な投資貿易規則に適応する体制・
メカニズムを整備する方針が示されていた。この方針に従っ
て、国務院は2017年1月に「対外開放を拡大し、外資を積極
的に利用するための若干の措置（国発［2017］5号）」を、同
年8月に「外資の成長促進に向けた若干の措置に関する通知
(国発［2017］39号)」を公布し、対外開放のさらなる拡大、外
資導入のさらなる強化を図る措置を示した。また、2018年3
月の全国人民代表大会の政府活動報告では、国際的に普及
している経済・貿易ルールとの一致を強化し、世界一流のビ
ジネス環境を整備すると強調した。

2019年3月には、第13期全国人民代表大会第2回会議に
おいて、外商投資法が成立し、2020年1月1日から施行され
ることとなった。同法は、これまで外資企業の投資に対して
適用されてきた外資企業法、中外合資経営企業法、中外合
作経営企業法の外資3法に代わる、外資に関する統一され
た基本法とされる。

同法では、外商投資に関連する法令を制定する際、外資
系企業の意見や建議を聴取しなければならないこと（第10
条）、標準化業務に外資系企業も等しく参与すること（第15
条）、外商投資企業の政府調達活動への公平な参与を保障
すること（第16条）、外国投資者の利益、資本収益などにつ
いて、法に基づき人民元または外貨により自由に海外送金す
ることができること（第21条）など、中国日本商会が「中国
経済と日本企業白書」などにおいて中国政府に要望していた
内容も含まれた。

第２章
投資
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さらに、李克強首相は、2019年3月に海南省ボアオ市で
開催されたボアオ・アジアフォーラム年次総会の開幕式に
おいて、外商投資法を有効に実施するため、同法の関連法
規の制定作業を2019年内に完成させ、2020年1月1日の同
法施行と同時に実施すると表明した。既存の法規について
も整理を進め、外商投資法と一致しないものについては全
て廃止か修正するとした。

それとともに、外資の市場参入についても、制限緩和を
表明した。2019年6月末までに外商投資参入ネガティブリス
ト、自由貿易試験区外商投資参入ネガティブリストの改定
を行い、特に付加価値電信業務、医療機関、教育サービス、
交通運輸、インフラ、エネルギー資源などの領域で開放を
進めるとした。また、ネガティブリストで外資参入が禁止され
ていない分野については、全て参入可能とするよう徹底する
とした。

習近平国家主席は2019年4月、一帯一路国際協力サミッ
トフォーラムの基調講演において、より高い水準での対外開
放を進める方針を示した。さらに、外商投資法の関連法規
の制定を加速し、同法の厳格な実施を確保することや強制
的な技術移転を防止することを改めて示した。

投資における具体的問題点
近代的な市場体系の完備
3月の政府活動報告では、公正な監督管理により、公正な

競争を促すこと、国家レベルで監督管理の統一ルール・基
準を重点的に制定し、地方政府は公正な監督管理に注力す
る必要があることが示された。

秩序ある競争の行われる市場体系の建設のため、外資
系企業の対中投資のリスクと見られている不透明な制度運
営の問題が改善されるよう要望する。法制度解釈の統一的
運用、制度変更の際の十分な準備期間確保、諸手続の簡素
化・迅速化、申請・照会に対する文書での回答といった予見
可能性等に資する改善が引き続き望まれている。

行政管理体制改革の深化
3月の政府活動報告では、「行政簡素化と権限委譲」、

「緩和と管理の結合」、「サービスの最適化」改革を深化さ
せ、制度に起因する取引コストの引き下げをはかることが示
された。2019年にすべての企業関係経営許可事項について
「証」と「照」の分離改革を実行し、企業が手軽に営業許
可を取得して速やかに営業を始められるようにすることや、
オンラインでできる手続きの割合を増やし、窓口に出向か
なければならない手続きは1カ所に1度足を運べば済むよう
にするともしており、企業手続きの利便性を一層高めること
が強調されている。

こうした方針に基づき、会社の設立や通関手続き等の手
続きが従来より簡素化されたことを歓迎したい。ただ、運用
面でのばらつき、システムのバグなどを指摘する声がある。
今後の実務において、全国で統一的な運用、利便性の向上
が図られるよう要望する。

全方位の対外開放に向けた新枠組みの完備
3月の政府活動報告では、開放の分野の開拓、商品・要素

流動型の開放を引き続き促進し、ルールなど制度型の開放
を一層重視し、ハイレベルの開放によって改革の全面的深
化をけん引することが示された。その具体的な措置として、
市場参入条件の一層の緩和や外資の参入ネガティブリスト
の項目の削減、より多くの分野での外資独資経営を認める
とした。

このほか、国際的に普及している経済・貿易ルールとのす
り合わせを急ぎ、政策の透明性と執行の一致性を高めるこ
と、国内企業と外資企業が分け隔てなく平等に遇され公平
に競争する公正な市場環境を整えること、外資の合法的な
権利、権益の保護を強化することなども示された。

経済のグローバル化に適応するため、より多くの分野に
おける外資参入制限の一層の開放が示されたことは喜ばし
い。2019年は、外商投資法の施行に向け、関連法規を制定
するうえで外資企業の意見を十分に聴取することや同法が
有効に実施されるよう、矛盾する関連規定の改正を行うこ
とをお願いしたい。

＜建議＞
①外資系企業の対中投資のリスクと見られてい
る不透明な制度運営について、法制度解釈の
統一的運用、制度変更の際の十分な準備期間
確保、諸手続の簡素化・迅速化、申請・照会
に対する文書での回答といった予見可能性等
に資する改善を要望する。

②2020年1月1日より施行されることになって
いる「外商投資法」は、外資系企業の経営に
大きな影響を与えることが予想される。その
ため、商務部、発展改革委員会、司法部など
関係機関に対して、施行前の事前説明会の
開催等の形式で、この法律を外資系企業が十
分に理解できるよう配慮していただくことを
要望する。また、同法の規定がいずれも原則
的、指導的な内容となっていることから、関
係機関より実効性のある相応の関連法令が迅
速かつ明確に制定されることを要望する（例
えば、元または外貨による海外送金の自由の
保障など）。

③2018年7月に施行された「外商投資参入特
別管理措置（ネガティブリスト）（2018年
版）」では、制限・禁止条項が2017年版の
63から48に減少し、一定の緩和が進んだこ
とを評価するが、発展改革委員会および商務
部に対して、さらなる制限、禁止項目の減少
を要望する。

④2018年7月施行の「外商投資参入特別管理
措置（ネガティブリスト）（2018年版）」
には、「インターネットカルチャーに関する
商品の経営（音楽を除く）」という表現があ
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り、「音楽を除く」となっていることから、
外資がネット音楽商品を取り扱う可能性を見
出せるが、実際は「ネットワーク出版サービ
ス管理規定（工業情報化部、旧国家新聞出版
広電総局）」の存在等により難しいとされ
る。ネガティブリストを掌握する発展改革委
員会および商務部と、同規定を掌握する工業
情報化部等に対し、「外商投資参入特別管
理措置（ネガティブリスト）」に合わせ、
「ネットワーク出版サービス管理規定」を改
正し、外資企業でも、ネットでの音楽分野の
サービスを運営できるよう要望する。

⑤その他の特定業種に対する外資規制について
も緩和を要望する。例えば、外資投資建設企
業（外資100%の建設企業）が実施可能な工
事請負範囲は、現状では、「外商独資建設企
業管理規定」により、外国投資が50％以上
の中外連合による建設工事等に限定されてい
るといった規制がある。

⑥各種ネガティブリストの改定や、企業が新
たな分野への参入を模索する中で、上記④、
⑤のように「外商投資参入特別管理措置（ネ
ガティブリスト）（2018年版）」や「市場
参入ネガティブリスト（2018年版）」では
制限されていないが、他の関連法令によって
外資への開放分野が事実上制限されており、
参入が難しいといった事例が生じる場合があ
る。そういった事例に対応するため、発展改
革委員会や商務部などに対応窓口を設け、問
題の把握を行うとともに関連部門との連携に
より必要な関連法令の改正を行うことができ
るよう、体制の整備を要望する。

⑦国有資産の譲渡手続につき、｢会社法｣、｢
企業国有財産権譲渡管理暫定規則｣等に基づ
き、通常の持分譲渡手続に加え、国有資産譲
渡の審査・認可取得、資産評価、公開取引等
の一連の手続も必要とされ、実務上で所用期
間が相当必要となるため関連手続の簡素化を
要望する。また、国有資産譲渡に該当するか
の判断基準をより明確にするよう要望する
（例えば、重大資産の定義の明確化など）。

⑧市場経済化が進展する中で、競争の活性化を
通じて、事業再編を余儀なくされる企業が出
ることは自然な流れであり、撤退、分割、合
併といった事業再編にかかわる時間的、費用
的負担を軽減する制度整備を要望する。特に
税務関係の負担が大きく、例えば、税務登記
抹消にかかる時間短縮などが必要とされてい
る。こうした措置により、予見可能性が向上
し、却って新たな投資をもたらすことや、中
国の産業構造の適正化につながることが期待
される。
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2008年に独占禁止法の施行が開始されて以来10年が
経過した2018年の中国においては、行政機関改革により、
独占禁止法執行機能が一本化されたほか、各地で公平競
争審査制度が広く実施されるようになった。また、独占禁
止法の具体的運用ガイドラインは、未だ正式に公布されて
いないとはいえ、2017年に続き、地方政府部門による競争
排除・制限行為に対する規制も強化され、さらに、独占禁
止法に基づく処罰も行われた。具体的な法執行内容とし
ては、まず、医薬品原料業者、ガス業者、交通・物流・港湾
サービス業者、業界協会による独占協定・カルテルに対し
処罰が行われ、また、港湾サービス業者による差別待遇、
医薬集中調達における取引拒絶、電力業者・銀行による抱
合せ販売等、市場支配的地位の濫用に対しても規制が行わ
れた。企業結合については、条件付認可の決定が下された
案件、制限条件の解除が認められた案件、未申告・制限条
件の違反等により処罰が行われた案件が公表された。商業
賄賂については、医薬品等の重要業界に対する各地方の工
商行政管理局による規制が引き続き行われている。

独占禁止法執行機能の一本化
2018年3月の第13期全国人民代表大会においては、従

来、独占禁止法執行機関であった商務部、国家発展改革委
員会および国家工商行政管理総局の3つの政府機関を新設
の国家市場監督管理総局（SAMR）に統合する旨が決定さ
れた。それにより、中国の独占禁止法および不正競争防止
法の執行の職権は、全てSAMRに集中することになった。中
央政府レベルの機関改革は、ほぼ完了したものの、関連実
施細則の改正および地方レベルの独占禁止法執行機関の
改革については、急ぎ進められているところである。

公平競争審査制度の細則および独占禁
止法の運用ガイドラインの制定
2016年6月には、「市場システム構築における公平な競争

審査制度の確立に関する国務院の意見」により、公平な競
争審査制度が導入され、2018年には、中央および各地方政
府部門が当該制度の実施細則を制定し、制度の実施が加速
された。その一方で、独占禁止法の具体的運用ガイドライン
については、リーニエンシー制度および承諾による調査中
止、自動車産業に対する独占禁止法の適用、独占協定の適
用除外、違法所得および制裁金の確定、知的財産権の行使
に関するガイドラインの意見募集稿が2016年、2017年に公
布されたものの、未だ正式には公布・施行されていない。

独占協定行為に対する処罰
2018年には、中国国内企業および関連業界協会による独

占協定行為がSAMRによる規制を受けた。具体的には、深
圳市のタグボート業者および貨物検査業者、天津市の倉庫
業者による価格・販売市場分割カルテル行為に対し制裁金
が科されたほか、北京市のコンクリート業界協会、山東省の
会計士事務所協会、寧夏回族自治区のガス業界協会、黒龍
江省のガス業者、山東省の家具業者、広西チワン族自治区
の爆竹業者、広東省・四川省の医薬原材料業者による価格
カルテル・市場分割行為等に対し制裁金が科された。

市場支配的地位の濫用に対する規制
市場支配的地位の濫用については、湖北省のふ頭業者に

よる差別待遇に対し処罰が行われたほか、上海市の医薬品
集中調達による取引拒絶、内モンゴル自治区の銀行および
南京市の電力業者による抱合せ販売等に対する規制も行わ
れた。また、江西省、北京市、上海市、山西省、海南省、江蘇
省、山東省、陝西省、四川省、内モンゴル自治区、広東省、湖
北省、安徽省等において、地方行政機関による行政権力・法
定授権の濫用行為に対しても、規制が加えられた。

なお、最高人民法院は、中国の独占禁止法施行10周年に
あたり、華為対IDC事件（2013年）等、独占禁止法にかかわ
る民事訴訟の10大案件を公表した。

企業結合案件に関する状況
2018年には、441件の企業結合案件に対する審査決定が

下された。前年における審査決定件数に比べ、36％増加し
ており、簡易手続の効率的な運用、独占禁止法執行機関改
革等が功を奏していると思われる。

その一方で、中国においては、企業が買収・出資または合
弁企業の設立等を行った場合において、関連当事者が中
国・世界市場において一定の売上高を有するときは、独占禁
止法執行機関に対する企業結合の申告が必要になる事由が
あるところ、事前申告をしなかった企業または条件付認可の
決定における付加条件に違反した企業に対し処罰が行われ
（10件以上）、規制が強化された。

2018年の申告案件のうち、Bayer社によるMonsanto社買
収案件、Luxottica社およびEssilor社の合併案件、Linde社
によるPraxair社買収案件、UTC社によるRockwell-Collins
社買収案件については、条件付認可の決定が下された。さ
らに、漢高香港および天德化工の合弁設立案件、MediaTek
によるMStar買収案件等については、制限条件の解除の決

第３章
競争法
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定が下された一方で、制限条件の期限が過ぎたにもかかわ
らずそれが解除されない案件もあった。

商業賄賂に関する実施細則の未改正
2019年4月23日に改正された新しい「不正競争防止法」

においては、商業賄賂の目的、対象、手段、責任等について
改正が加えられており、商業賄賂制度がある程度整備され
たといえるものの、原則的内容が多く、また、旧「不正競争
防止法」に基づき制定された「商業賄賂行為禁止に関する
暫定施行規定」等の重要な実施細則は、未だ改正されては
いないことから、各規定の間に矛盾が生じている。

なお、2018年には、SAMRが医薬品、教育、公共事業等
を商業賄賂規制の重点対象とする方針を発表したことを受
け、各地方政府部門も、かかる業界を対象として、商業賄賂
規制を強化した。

＜建議＞
＜独占禁止法執行機構改革の徹底およびルール

の統一化＞
①2018年は中国政府部門の改革により独占禁
止法関連執行権限が新設の国家市場監督管理
総局に集中してきたが、全国の独占禁止法律
執行を一体化するため、従来、地方独占禁止
法執行権限を有する地方独禁法執行機構（地
方の物価管理部門または発展改革委員会）の
行政改革を早急に完了することを要望する。

②従来、各独禁法執行機関がそれぞれ公布・執
行していた独禁法関連ルール、特に独占的協
定および市場支配的地位の濫用について、国
家発展改革委員会のルールおよび元国家工商
行政管理総局のルールとの間に判断基準が一
致しない内容もあるので、統一的で明確な基
準を作成し、早急に公布するよう要望する。

＜独禁法ガイドラインの早急な公布および法律
執行ルールの明確化＞

①2016年5月12日に国家発展改革委員会が発
表した「独占的協定の適用除外にかかわる一
般的条件および手続に関する国務院独占禁止
委員会のガイドライン」の意見募集稿は、独
占禁止法第13条（水平的独占協定）および
第14条（垂直的独占協定）の適用除外に関
して、一般的に許される場合および許されな
い場合の境界線を検討する際の重要な指針と
なるべきものであるが、行動指針としてはそ
の内容が十分ではなく、さらに事例を通じて
判断基準をより明確化したうえ、早急に公布
することを要望する。

②2016年2月2日に国家発展改革委員会が発表
した「水平的独占的協定案件リニエンシー制
度適用ガイドライン」の意見募集稿につい

て、調査対象当事者からの調査協力におい
て、他の主要各国では認められている口頭報
告がある程度認められているが、書面での確
認・資料の提出が必要となる。その結果、米
国民事訴訟でのディスカバリーの対象となり
うるため、十分な調査協力に躊躇するケース
が生じうる。他の主要各国と同様、口頭報告
を認める運用の徹底化を要望する。

③2017年3月23日に国務院独占禁止委員会が発
表した「知的財産権濫用に関する独占禁止ガ
イドライン」の意見募集稿は、知財の権利行
使および独占禁止法への抵触を検討する際に
重要な指針となるべきものであるが、判断基
準が明確でなく、実際の執行において当局の
裁量を著しく大きくする懸念があるので、縦
割りではなく、司法機関を含む各機関間にお
いて統一的で明確な基準を作成し、早急に公
布するよう要望する。また、特許権はそもそ
も独占的、排他的権利であるところ、FRAND
宣言をしていない標準必須特許にFRAND条件
でのライセンスを強制している等、知的財産
権を過度に制限し、イノベーションを阻害す
る懸念もあるので、世界各国の法令の制定お
よび運用を踏まえて整合的な法令およびガイ
ドラインを制定することを要望する。

④2016年6月17日に国家発展改革委員会が発
表した「事業者の独占行為による違法所得の
認定および罰金の確定に関する国務院独占禁
止委員会のガイドライン」の意見募集稿は、
違法所得の認定および罰金の確定方法をある
程度明確にしたが、違法所得の没収および罰
金の併科において、中国以外の海外本社の売
上額も罰金の算定ベースとして計上すること
も可能であり、その内容が曖昧で執行機関に
大きな裁量を与えるものとなっているので、
過剰規制の懸念があり、その運用基準をさら
に明確化したうえ、早急に公布することを要
望する。

⑤2017年4月5日に商務部の発表した「自動車
販売管理弁法」および2016年3月23日に国
家発展改革委員会の発表した「自動車産業に
関する独占禁止ガイドライン」の意見募集稿
は、中国の自動車ディストリビューション制
度をある程度整備したが、その文言が曖昧で
あるので、純正同質部品の認定基準および運
用をさらに明確化し、早急に公布するよう要
望する。

⑥独占禁止法第17条（市場支配的地位の濫
用）の規制に関する詳細なガイドラインが存
在せず、違法となる場合の境界線が不透明と
なっていることが、当局の裁量を大きくし、
企業の行動上の障害となっているので、ガイ
ドライン等を公布することによる明確化を要
望する。
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⑦事業者結合の届出の要件とされる「結合」
の要件が不明確であり、事業者側の判断が困
難となるケースがある。特にマイノリティー
出資の場合の届出義務の有無に関するガイド
ラインを早急に公布することを要望する。ま
た、事業者結合の届出基準となる事業者集中
当事者のグループ全体の売上高基準につい
て、中国国内外の経済発展情勢に応じて適宜
引き上げるよう要望する。

⑧事業者結合の届出における簡易手続に関連する
法令において明確にされているように、中国国
外における結合行為で中国市場に全く影響がな
い場合（例えば、外国での外国企業間の合弁会
社設立において合弁会社が中国向けの輸出を全
く想定していない場合）でも、中国での届出が
義務づけられている。中国市場に全く影響がな
いような取引類型を届出の対象となる取引から
除外する例外規定を設ける等、一定の法制度の
改善を行うよう要望する。

⑨企業が届出基準に達するか否かを判断する際
の基準について、届出が必要な場合について
は網羅的に広く記載されているが、その一方
で、届出が不要な場合の基準は触れられてい
ない。届出が不要な場合の基準の明確化を要
望する。

＜独占的協定および市場支配的地位の濫用の法
律執行＞

①行政調査手続について、例えば、国家市場監
督管理総局の「市場監督管理行政処罰手続暫
定規定」51条等では、事前告知書を受領して
から3営業日以内に申し出なければならない
等、期間が非常に短く設定されているが、特
に外国企業の場合は、翻訳を踏まえて検討す
る必要があるので、対応困難の場合もある。
当事者の陳述、弁明の機会が実質的に保護さ
れるように法令を運用することを要望する。

②処罰事案について、公表の程度が案件ごとに
異なり、特に地方レベルの処罰事案について
は、従来未公表事案も多いように見受けられ
る。独禁法執行機構の改革の機会を活用し制
裁金等の処罰が科された事案については、処
罰に至った理由も含め、積極的に公表を行う
よう要望する。

＜事業者結合の法律執行＞
①事業者結合の届出において、書類の提出から
正式な立件までの期間がケースによって異な
り、また、長すぎる。簡易届出制度の実施お
よび事例の蓄積により若干迅速化してはいる
ものの、同一案件での世界各国での届出の際
に中国での届出のみがスケジュール上遅滞す
ることがあるため、さらなる運用の改善を要
望する。

②事業者結合審査の透明性向上の観点から、承認
するか否かの根拠、条件付承認をする場合にお
ける根拠に関する規定、市場範囲の画定方法等
企業結合審査の基準、特に「業務または資産の
独立性維持」という制限条件の付与と解除に関
する基準を明確化し、純粋に競争制限効果の観
点から審査を行うことを要望する。

③一部業種については、国家安全審査を受ける
必要があるところ、対象業種、審査認可プロ
セスが不明確であり、また、審査期限も明確
ではない。対象業種および審査プロセスを明
確にすることを要望する。

＜商業賄賂＞
①2019年4月23日に改正された「不正競争防
止法」は、商業賄賂防止制度をある程度整備
し、商業賄賂の目的、対象、手段、責任等に
ついて改正を加えたものであるが、その文言
が曖昧であるため、これを明確化するよう要
望する。特に、商業賄賂の認定にかかわるコ
ミッションおよび割引の「事実通りに記帳」
の基準ならびに「職権または影響力を利用し
て取引に影響を及ぼす単位または個人」の範
囲が不明確である。関連実施細則の公布を要
望する。

②現行の「商業賄賂行為禁止に関する暫定施行
規定」は、2019年の改正前の「不正競争防
止法」に基づくもので、一定の条件を満たす
値引き、コミッションおよび付帯的贈与を除
く、販売に伴う取引相手方に対する一切の物
品・利益の提供が違法となる余地が未だ残さ
れている。企業の経済活動を過度に萎縮させ
ないためには、合理的な利益提供を適法化す
る法令改正を行うべきであり、改正後の「不
正競争防止法」に基づく当該暫定施行規定の
改正またはガイドライン等の公布を可及的速
やかに実施することを要望する。

③改正後の「不正競争防止法」においては、商業
賄賂と認定された場合に科される「違法所得
の没収」および「10万元以上、300万元以下
の罰金」が定められているところ、違法所得
の認定および罰金の運用基準について、ガイ
ドラインまたは関連実施細則においてさらに
明確化することを要望する。また、商業賄賂
に該当する場合における行政責任および刑事
責任その他の法的責任の適用基準の明確化、
企業が商業賄賂防止体制を徹底化し、従業員
個人の賄賂行為を当局に通報した場合におけ
る責任軽減・免除制度の明確化を要望する。
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税務・会計上の問題点
2018年の中国における税収は15兆元を超え、前年比

8.3％の伸びを記録した。近年、徴税強化の動きが強まるな
か、2018年には、移転価格税制、出向者給与の立替送金に
絡むPE課税などへの対応に加えて、個人所得税の税制改正
など、新たに企業が対応すべき課題も増えた。

税務上の問題点
制度運用上の問題点
税務および税法通達の実務上の運用にあたっては、税務

当局の担当官によって解釈がなされることがある。このた
め、税務当局の運用には地域差があり、窓口担当者によって
対応が異なるケースが発生している。また通達の公布に関し
ては、突発的に公布もしくは改定されていることから対応へ
の準備期間がないケースも少なからず存在する。さらに、企
業の移転に伴い徴税管轄間の税収変動が生じる場合などに
おいて税務当局の対応に遅れがみられるという声も聞かれ
た。納税業務のオンライン化が進み、税務当局の担当官か
らの積極的な情報開示や連絡が増加したことは評価に値す
る一方、納税者の利便性をさらに高め、さらにスムーズな産
業振興を遂行するために、税務問題について全国各地の税
務当局が共通した見解を持った上で統一性のある運用を行
うとともに、ルールの制定にあたってはある程度実務面まで
配慮した細則と時間的猶予を確保するなど、納税者の対応
に十分に配慮することを引き続き希望する。

現状の税収管理の通達上、税務当局の課税判定に不服が
ある場合、納税者に対する救済措置として上級税務機関へ
の不服申立、さらには中国人民法院への提訴に加えて、国家
間での二重課税が生じている際には相互協議に持ち込む方
法が挙げられる。しかしながら、相互協議に委ねて問題解
決するには相当な時間を要する状況が続いており、その結
果、調査案件による二重課税の継続や、長期間にわたる不
安定な状況が続く事態にもつながっている。税務当局への
不服申立の実務運用への配慮および相互協議がよりスピー
ディーに機能することを引き続き希望する。

流通税（増値税）
営業税から増値税への移行改革が2016年5月以降、建

設業、不動産業、金融保険業、生活関連サービス業にまで
拡大され、増値税改革が全国的に完了した。流通税改革以
降、増値税に関しては特定の業種における減税効果および
還付手続の効率化向上などを評価する声があり、2018年度
においても引き続き増値税の税率の低減が進められたこと

は評価に値する。

一方、対象取引範囲や控除可能項目分類の解釈等で統一
的な運用がなされていない、という声が引き続き日系企業か
ら聞かれる。

また、輸入増値税の仕入控除に関し、輸入増値税認証、
控除手続が遅延しているケースがみられる。この背景には
税関の輸入システムと国家税務総局のシステムの連携上の
問題があるとみられる。

以上を踏まえ、増値税に関しては、改革に対応する運用面
での統一化を要望するとともに、今後は法改定に先立ち実
務上の解釈や取扱方法などについて具体例を挙げた取扱要
領等を作成するなどいっそうの改善を希望する。また、増値
税のシステムと税関を含む他の税務システム間でのいっそ
うの連携強化を希望する。

所得税（個人所得税・企業所得税）
個人所得税は、2018年に大幅な改正が実施されている。

具体的には、基礎控除額の引き上げ、新たな「専門付加控
除」の導入、そして一部税率の実質的引き下げなど、特に中
国人に対しては減税効果をもたらした。一方、個人所得税
法修正案が提出されてから半年ほどでの全面施行となった
ことから、対応に追われた日系企業も少なからず見受けら
れた。また、今回の個人所得税法改正は、日本人を含む外
国人従業員にとっては、新たに導入された「居住者」の概念
や「5年ルール」の適用、ならびに外国籍従業員への免税手
当の扱いなど、留意すべき事項も多い。「5年ルール」は6年
ルールとなり引き続き有効となり、この点は評価に値する。
しかし、外国人従業員の免税手当の制度は時限的に保留さ
れ、2022年より廃止されることになっている。また、「非居
住者」と「居住者」の納税金額の算出方法が異なることか
ら、従前以上に赴任や帰国のタイミングに留意する必要が
ある。今後引き続き、外国人の税務ステータスや確定申告に
関する疑問点をさらに明確化するような通達の発表が望ま
れる。

企業所得税の分野では、税務当局による移転価格調査に
おいて、企業の機能およびリスク、業界動向、そして所得移
転の蓋然性を十分に確認せずに高い利益率を追及する税
務調査のケースが見受けられる。また、地域によっては税務
当局が低利益率（もしくは赤字）のみの理由で企業に自主
調整を促す事例も出ている。税務調査の現場においては利
益率の水準のみをもって追徴課税の判断根拠とするのでは
なく、企業の個別事情を十分に考慮し、税法の解釈方法も
統一した上で、移転価格税制を運用することが望まれる。と
りわけ、国際課税の管理強化（BEPS:税源浸食と利益移転）

第４章
税務・会計
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を受けて、中国の移転価格税制の基本ルールである特別納
税調整実施弁法が改正された。これにより、現地法人が作
成するローカルファイルに関して、文書の記載事項が増加す
ることになった。このような流れの中で、近年、企業グルー
プに税務当局から求められる情報提供の量が増えているこ
とからも、企業の負担を考慮したうえでOECDの規定に応じ
た執行が望まれる。

さらに日系企業の中には、重複した機能を統一して事業
の効率的な運営を図るために、グループ企業間での組織再
編を検討する企業が増えている。具体的には、会社の分社
化、持分譲渡、合併、傘型会社を利用した組織再編を検討
するケースがある。こうした組織再編を進めるにあたり企業
の負担を軽減するために課税繰延となる特殊税務処理の
適用条件のさらなる明確化を望む声も聞かれる。

恒久的施設（PE）課税
各地でPE課税の認定における税務問題が発生している。

1つ目は、日本をはじめとする海外からの出張者に対するPE
認定である。日本から中国への長期出張者に対して、コンサ
ルタント役務およびプロジェクト管理期間をめぐってPE課
税される事例が発生しており、技術移転の阻害要因となる
可能性がある。PE課税要否の判断における事実確認手続
についても、いっそうの統一化と制度化を望む声が聞かれ
る。2つ目は、国外本社からの派遣駐在員に対するPE認定
である。国外本社が立替払いした駐在員の人件費を中国子
会社から日本本社へ送金するにあたり、PE課税を受けたう
えで納税しないと送金に支障を来たすケースが見られる。
2013年に税務局および外貨管理局から通達が公表され、
出向者の真の雇用者が中国子会社であると判定されれば
PE課税が回避されることが規定上明確となり、かつ必要書
類を税務局へ登記することにより制度的には立替送金が可
能となった。最近は出向者の送金について手続が簡素化さ
れているとの声もあり、その点は評価に値する。一方で、未
だ一部地域または担当者により政策の解釈が異なる場合も
あるとの声も聞かれる。今後、駐在員の人件費の立替送金
が速やかに国外送金できるような対応が望まれる。

関税
税関に関する改正法令が複数回にわたり公布・施行さ

れている。その結果、企業からは税関対応にかかる負担
が重くなったという声が聞かれる。具体的には、主にロイ
ヤルティ等の扱いに関して、税関申告書の記載に関し税関
との見解相違による税関対応コストが増えたとの指摘が
ある。今後、引き続き実務の視点に立った運用と対応が望
まれる。

会計上の問題点
新会計準則と国際財務報告基準の関係
現行の新会計準則（以下、新準則と略称）は2006年に公

表され、2007年以降、すべての中国証券市場上場会社が新
準則を採用している。新準則は、2006年当時の国際財務報
告基準（以下、IFRSと略称）を参考に作成された会計基準
であり、IFRSの改正に伴い新準則本文は修正されていない

ものの、財政部の指導指針である「企業会計準則講解」等
により実質的にアップデートされてきた。また、IFRSの改正
が大きいものについて順次、新準則本文の追加、修正が行
われており、2018年以降の新準則の主な改正として、2019
年1月に、IFRS16号への対応として「企業会計準則第21号
リース」が施行されている。

中国財政部による2010年の「中国企業会計基準のロー
ドマップ」によれば、中国ではIFRSを直接採用（アドプショ
ン）せず、新準則にIFRSの内容を取り込むことにより同等性
を維持するコンバージェンス（中国語原文では「趨同」）を
採用している。経済大国として成長著しい中国の会計基準
がIFRSをどのようにコンバージェンスするかは、世界におけ
るIFRS統一の動きに大きな影響を与えると考えられており、
その動向が注視されている。

中国における日系企業に与える影響
中国における日系企業は中国では非上場企業であるた

め、従来、新準則の適用は強制されず、多くの日系企業は
「旧企業会計準則」および「企業会計制度」（両基準を合
わせて、以下、旧準則）を採用してきた。しかし、近年、各地
財政当局の指導により、非上場の大中規模企業に対しても
新準則の適用が強制されている地域が増えており、日系企
業においても新準則を採用している会社が増えている。今
後も順次新準則の強制適用の動きが全国範囲に及ぶこと
が予想される。

さらに、2015年2月に財政部より発表された「財会
2015.3号」では、旧準則適用企業が準拠していた「旧企業
会計準則」が全て廃止された（旧準則体系中の、「企業会
計制度」は残存）。同通達は、元々2つの会計準則が運用さ
れている状況を是正するためのもので、早晩「企業会計制
度」も廃止される可能性がある。財政部も新準則の適用を
推奨しており、旧準則を採用している日系企業も新準則の
適用が強制されると予想される。なお、新準則の適用が要
求されているのは主に大中規模企業であり、小規模企業に
は簡便な会計処理が採用されている新小企業会計準則の
適用も認められている。

新準則と旧準則における重要な相違点は、(1)旧準則では
連結財務諸表の作成は強制されていないが、新準則では子
会社があれば連結財務諸表の作成が強制される、(2)旧準
則では税効果会計は任意適用であったが、新準則では強制
される、(3)旧準則では金融商品会計はなかったが、新準則
ではIFRSとほぼ同様の金融商品会計が採用されている、(4)
旧準則では曖昧であった減損会計について、新準則では明
確に定められている、(5)旧準則に比べ新準則では財務諸表
および注記の記載内容が著しく増加し、実務担当者の負担
が増えることになる。

また、中国企業会計制度の特徴として、近年グローバルで
IFRSへの移行が検討されている中、現状、中国では12月決
算しか認められていない点も特徴として挙げられる。
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＜建議＞
＜税務＞
①税収徴収管理において、納税者の適切な納税
活動を支援する体制を確保し、地域差や当局
担当者による解釈の差異をなくし、法規の解
釈に混乱が生じないような対応を引き続き要
望する。

②法制度の突発的な改定により、納税者の負担
が増えた状況がみられた。法制度の通知にあ
たっては、納税者が適切に対応するための周
知期間を十分とるよう要望する。

③二国間相互協議について、納税者の長期にわ
たる不安定な状況を排除するために相互協議
がより円滑に機能することを要望する。

④移転価格調査において企業の主張があまり認
められず、課税ありきの姿勢で調査が展開さ
れているケースがある。BEPSを受け企業グ
ループが多くの情報提供を行うことになるこ
とからも、OECDの規定に応じた執行を行う
ことを要望する。

⑤2018年度においても増値税率が低減され、
2019年度も引き続き増値税率の引き下げが
進むとみられる。また、中国全土における増
値税改革が一通り完了した。結果として、一
定の減税効果がみられた一方で、取引相手地
域との実務上の解釈の相違から、申告誤りと
して扱われたケースがあり対応に苦慮した企
業がみられる。今後は法改定に先立ち、実務
上の解釈や取扱方法などについて具体的な事
例を挙げた取扱要領など、補足的な詳細説明
を要望する。

⑥本社からの出向者に対するPE（恒久的施設
課税）の扱いにつき、企業の申請に基づく事
実関係を判断しよりいっそう速やかなる海外
送金を実現する対応を要望する。

⑦事業再編、特にグループ会社間の組織再編に
つき、適格再編認定における明確な基準の提
示および実務での運用を要望する。

＜会計＞
⑧現在グローバルベースでIFRS（国際会計基
準）への移行が検討されているなかで、連結
決算対応の観点より、現在の中国における
12月決算のみではなく企業の自主的判断で
決算期の設定を可能とする中国企業会計制度
の柔軟な適用を要望する。

⑨新しい企業会計準則への移行措置が各地で異
なっており、今後義務化するにあたり事前準
備期間を考慮したうえで全国一律の対応を要
望する。また、当該準則は2012年に欧州委
員会によりIFRSと同等と認められたが、一部
の処理において依然として差異が存在する。

今後よりいっそうのコンバージェンスへの取
り組みを要望する。
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2018年、複雑化を続け変動に富む国際情勢と、高まり続
ける国内経済の下振れ圧力等の多重の要素の影響を受け
る中で、企業の雇用縮小、労働力需要の低下等が顕著にな
り、雇用情勢は経済を反映するバロメーターとなっている。
雇用の規模と安定性を維持し、大規模な集中的リストラの
発生を防ぐため、中国政府は一時的な経済困難を抱える企
業に対する支援を徐々に強化しつつある。

社会保険制度に関しては、中国共産党第19回全国代表
大会で提起された社会保険制度の改革継続の方針を受け、
社会保険料の徴収主体が変更され、社会保険信用管理体
系の構築が強化された等、中国の社会保険制度は2018年
に一連の重大な変革を迎えたといえる。

外国人の就労および中国滞在に関しても一部の新政策
が打ち出され、今後の人材育成体制の改革深化に向けて堅
固な基礎が築かれている。

2018年に公布、施行された 
主な政策と行政措置
社会保険制度への重大改革

国家医療保障局の新設
2018年3月13日に全国人民代表大会での審議を経て承

認された国務院機構改革案により、従前は人力資源社会保
障部（以下「人社部」という）が管轄していた、都市部従業員
および都市部住民基本医療保険、出産保険の職責と、従前
は国家衛生計画出産委員会が管轄していた新型農村合作
医療の職責等を統合して国家医療保障局が新設され、国務
院の直属機関となった。2018年5月31日に設立された国家
医療保障局は、全国民を対象とする完全な医療保険体系の
構築、医療保障水準の向上、医療と医療保険および医薬の
相互の有効な連携を図る「三医連動」改革の統括推進、さ
らには医療保険資金の合理的運用の確保に対し、今後積極
的な作用をもたらすと見られる。

社会保険料の税務機関による統一徴収
2018年3月に可決された「党および国家の機構改革深化

案」では、社会保険資金の徴収効率を高めるために、各種
の社会保険料を税務機関により統一徴収することが定めら
れた。今回は徴収主体の変更のみにとどまり、現行の社会
保険料徴収政策については調整されていない。その後、一
部の地方では企業に過去の未納社会保険料を追納させる
動きが出るようになったが、これによる社会の混乱を防ぐ
ため、人社部では2018年9月21日に「国務院常務会議の精
神の実現履行を徹底し、穏当に社会保険料の徴収を行うこ

とに関する人社部弁公庁の緊急通知」（人社庁函【2018】
246号）を公布し、各地の人力資源社会保障機関に対して
「企業に対し過去の未納に対する集中的な追徴を独自に行
うことの厳禁」を指示し、徴収管理の管轄移行を平穏かつ
秩序をもって進めるための基盤が築かれた。社会保険料の
徴収主体が変更されたことにより、社会保険料率の引き下
げや日系企業の保険料負担軽減につながる条件がもたらさ
れることとなる。

社会保険分野における信用管理体系の建設強化
2018年10月16日、人社部は「社会保険分野における重大

な信用失墜『ブラックリスト』管理の暫定施行弁法（意見聴
取稿）」を公布した。この中で、関連規定の通りに社会保険
に加入せず、かつ是正を命じても改めず、騙しや証明書類の
偽造またはその他の手段を講じて社会保険への加入や申告
を行い、不正に社会保険待遇や社会保険基金からの支出を
受ける等の状況があった使用者を、全て社会保険の「ブラッ
クリスト」に記録することを明記した。関係機関はそれぞれ
の職責の範囲内において、「社会保険分野の重大信用失墜
企業およびその関係者に対する合同懲戒の実施協力に関す
る覚書」の規定により、政府調達、交通機関の利用、入札募
集・入札、生産許可、資格審査確認、融資貸付、市場参入、
租税優遇、優秀・先進性評価等の面で該当する使用者に対
し制限を課すことになる。当該文書が正式に施行されると、
使用者の保険加入行為の規範化に役立ち、社会保険分野
の信用体系構築がいっそう強化されることになる。

労災認定および労働能力鑑定がより利用しやすく
労災認定、労働能力鑑定の利便性向上を推進するため、

人社部は2018年10月17日、「労災認定および労働能力鑑定
の利便性向上の取組み推進に関する通知」を公布した。そ
の要点は次の通りである。①2019年より、労災認定および
労働能力の一次鑑定の権限を省級の人力資源社会保障機
関に全面的に委譲する。②労災認定および労働能力鑑定の
受理事項を、1機関、1つの窓口で全て済ませられるようにす
る。③提出証明書類を見直し、重複していた部分は廃止す
る。④労災認定および労働能力鑑定の効率を向上させる。
⑤登録勤務地以外での労災認定および労働能力鑑定の委
託提携について積極的に模索していく。⑥「インターネット
＋認定・鑑定」を積極的に推進する。

当該文書が施行されると、労災認定および労働能力鑑定
の効率が向上し、登録勤務地以外での労災認定および労働
能力鑑定の実現見込みも高まることにより、登録勤務地か
ら外部地域に出向して勤務する従業員にとり利便性が向上
する期待がある。

第５章
労務
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外国人の就労および滞在に関する制度の
最新状況
国家移民管理局の発足
2018年4月2日、国家移民管理局が設立された。その主な

職責は、移民政策の協調・策定とその実行を統括すること
であり、出入国管理、出入国検査場での証明書検査および
国境地帯住民の往来管理、外国人の逗留、滞在および永住
の管理や、難民の管理等を担当する機関となっている。国
家移民管理局の設立以来、パスポート等の出入国証明書の
発給申請における「ワンストップ」制度を含む全国範囲の重
大改革が相次いで打ち出されており、今後移民および出入
国管理に関する統括的管理と各種制度の協調等の面で、重
要な作用を発揮すると見られる。

香港・マカオ・台湾籍の人員の就業証が不要に
2018年7月28日、国務院は「一連の行政許可事項の取消

しに関する決定」（国発【2018】28号）を公布し、これまで
は台湾・香港・マカオ籍の人員が取得手続きを行っていた
中国本土での就業許可を正式に廃止した。その後人社部よ
り「『台湾・香港・マカオ住民本土就業管理規定』の廃止に
関する決定」が公布され、2018年7月28日より明確に各地
で「台湾・香港・マカオ人員就業証」の申請が受理されなく
なり、本土（大陸）で職を探し、就労する香港・マカオ・台
湾籍の人員は、香港・マカオ・台湾の居民居住証、香港・マ
カオ籍人員の本土通行証、台湾籍の人員の大陸通行証等、
有効な身分証明書を提示することにより、人力資源社会保
障に関する各種の手続きを行うことができるようになった。
これまで、日系企業では全日制もしくは国外からの任命派
遣の形を取らなければ、香港・マカオ・台湾籍の人員の就業
許可を取得することはできなかったが、香港・マカオ・台湾
籍人員の就業証が廃止されてからは、日系企業が香港・マ
カオ・台湾の人員を従業員に使用するルートが増え、労務派
遣、兼任、非全日制等の方式でも香港・マカオ・台湾の人員
を雇用できるようになる見込みがある。

2019年の展望
日中社会保障協定の署名、発効
2018年5月9日、日中両国政府により正式に「社会保障に

関する日本国政府と中華人民共和国政府との間の協定」が
署名された。また、2019年5月16日には同協定の効力発生
のための外交上の公文の交換が北京で行われ、9月1日より
同協定は発効することとなった。

「外国人在中就労管理条例」の正式公布への期待
人社部および科学技術部は、近年複数回にわたり「外国

人在中就労管理条例」の制定に向けた活動計画の加速に
言及してきた。2019年1月8日に中国共産党科学技術部党
組が2019年は必ずイノベーション型国家となるべきことを
唱える意見を発表し、再度「外国人在中就労管理条例」の
制定と関連政策および細則を整備することが提起された。
関係機関での検討を早期に完了し、「外国人在中就労管理
条例」制定への取組みを着実に進め、外国人材サービスの

政策体系のさらなる改善と多層的で多様な外国人材の表
彰・奨励体系が確立されることを望む。

養老保険料率のいっそうの引き下げへの期待
2019年1月24日、人社部は2018年第4四半期の記者会見

を行い、養老保険制度改革を引き続き進め、社会保険料率
を適度に引き下げる政策について検討する方針を明らかに
した。財政部は、2019年1月15日に国務院報道弁公室が主
催した記者会見上で、2019年に関係機関との協力により、社
会保険料率の引き下げ案を積極的に検討して制定し、企業
の社会保険料負担をさらに軽減する方針を発表した。2019
年3月15日、李克強首相は記者会見で、5月1日より、各地で
都市部従業員基本養老保険料の企業負担率を、従前規定
の20％から16％に引き下げることを明らかにした。各種の
最近の動きに見るところでは、養老保険料率の引き下げは
2019年に政府機関が重点的に推進する活動の1つとされて
おり、養老保険料率の引き下げは日系企業の負担軽減につ
ながるため、日系企業は十分注目することが勧められる。

＜建議＞
（1）出入国関連
①現在、居留許可の新規取得、延長、抹消等
の手続所要時間を短縮するために、多くの都
市または地域において、それぞれの利便性を
図る措置（オンライン予約することで手続所
要時間を短縮できる等）が設けられているこ
とは歓迎される。ただし、外国人のパスポー
ト原本を長期間審査機関に預けることになる
ため、居留許可取得申請にかかる各種手続は
依然として外国人の就労や生活に不便さをも
たらしている。手続の所要時間のさらなる短
縮と、「即時受領」の段階的な実現を要望す
る。このほか、中国国内で居留許可を取得し
ている外国人が、中国国内でのチケット予
約、銀行口座開設等に使用できるようなカー
ド型の身分証があれば、外国人の国内移動や
生活がより便利になるため、公安機関による
発行を要望する。

②中国国内において、外国人の勤務する都市が
変更となる場合に、就労許可を直接変更する
ことができず、必ず現有の就労許可を抹消し
たうえで改めて申請しなければならないとい
う方式では、かなりの時間を要するため、勤
務地または使用者の変更という方式の採用に
より、外国人の勤務地変更の問題を解決でき
るよう要望する。また、抹消したうえで改め
て就労許可を申請するという同じ手続であっ
ても、各都市により取扱いの基準が完全に一
致してはいない。例えば、再申請時に犯罪経
歴証明書の提出が必要かどうかや、本人が出
向かなければならないか等の要求が異なり、
外国人は対応に大いに困惑している。統一的
な執行基準を明確に公示したうえで、その基
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準が執行時に厳守されることとともに、相談
窓口や問い合わせ用ホットラインの設置によ
り、外国人が政策について確認しやすくなる
よう要望する。

③さまざまな方面において業務経験の豊富な外
国人の技術人材を起用するために、全国範囲
で60歳の年齢制限と大卒の学歴制限を緩和
することを要望する。

④一部の都市または地域では、いまなお有効
期間を1年とする就労許可証の交付が通常の
扱いとなっており、外国人の手続負担が重く
なっているため、2年または3年有効の就労
許可を全国で統一適用していただきたい。ま
た、外国人が書類作成、手続準備に十分時間
をかけることができるよう、例えば、就労許
可証の有効期間が満了する90日～100日前か
ら更新手続を受理できるといった措置につい
ても全国統一適用を要望する。

（2）社会保障
⑤2019年1月1日より、税務機関により各種の
社会保険料が統一徴収されるようになってい
るが、人力資源社会保障機関には早期に社会
保険料率の引き下げに関する具体案を研究・
制定いただきたい。特に負担の重い養老保険
の納付料率について、企業の負担が実質的に
引き下げられることを強く要望する。また、
一部地方政府で実行されている「住宅貨幣補
助」等の徴収項目は、事実上企業負担を増加
させるものとなっているため、早期廃止また
は調整がなされるよう要望する。

⑥保険加入地とは異なる場所で勤務する従業員
（営業担当者等）に、勤務地での社会保険待
遇を確実に享受させられるようにするために
は、日系企業が支社を設けるか、人事代理機
関を通す方式によって従業員を現地の社会保
険に加入させるしかないため、人件費が大幅
に嵩んでいる。保険加入地に必ず支社を設立
しなければ保険口座を開設できないとする制
限を廃止するか、全国統一の社会保険ネット
ワークを実現することにより、社会保険の適
用差異の問題が解決されることを要望する。

（3）労務派遣
⑦業種によって異なる労働者使用上のニーズ
に適応するため、「労務派遣暫定施行規定」
（人力資源社会保障部2014年第22号）等の
文書に規定されている、派遣労働者数量が総
従業員数の10％を超えてはならないとする
制限を早急に緩和いただき、業界の状況に応
じて企業が比率を適度に調整することを認め
ていただくよう要望する。

（4）工会
⑧上部工会へ経費を上納した後、基層工会では

経費の残額が少ない等の理由により、十分な
活動の運営が難しくなるため、工会経費の上
納比率の引き下げを要望する。

⑨基層工会から上納した経費の使途が不透明で
あるため、上層工会により経費の収支状況を
明らかにするよう要望する。

（5）その他
⑩労働紛争案件において、労働仲裁機関によ
り労働者の権益保護があまり強く志向されて
いると、日系企業が後に裁判所に訴訟を提起
し勝訴したとしても、なお一定の時間やコス
トを負担しなければならないことになる。労
働仲裁機関が労働者と日系企業双方の権益の
バランスを考慮し、事実と法律に基づいた公
平で公正な裁決が下されるとともに、労働仲
裁機関と司法機関が効果的な連携メカニズム
を構築し、関連のプロセスがいっそう簡素化
されて審理の時間が短縮されることを要望す
る。

⑪就労環境が不断に改善されているとはいえ、
日系の生産型企業の労働力不足はますます深
刻化している。例えば職業教育を強化して労
働者の能力を高め、労働力の自由な流動を促
す等、労働所管機関がより効果のある政策措
置を講じることで、日系の生産型企業が抱え
る「労働者不足と雇用難」の問題解決が進め
られることを要望する。

⑫業界や職種によって残業時間に対するニーズ
が異なるため、「労働法」に所定の月あたり
残業時間が36時間を超えてはならないとい
う強行規定を調整し、各界の意見を広く取り
入れたうえで合理的な月あたり残業時間の上
限を確定するよう要望する。
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現状の概要
2018年4月10日、習近平国家主席がボアオアジアフォー

ラム年次総会開幕式で、新時代における中国の開放拡大に
関する四大取組のひとつとして知的財産権保護の強化を掲
げる等、中国は知的財産権保護を重視する姿勢を益々鮮明
に打ち出し、司法・行政において体制や制度の整備が加速
している。すでに中国は知財大国であり訴訟大国である。
さらに、2018年12月に全人代常務委員会で第一審の審理
が行われた専利法改正草案に、賠償金額の高額化が盛り
込まれる等、損害賠償額は増加傾向にある。こうした中、
2018年2月28日の国務院新聞弁公室記者会見において、最
高人民法院副院長から、知財分野の結審した全国の事件
のうち20％前後に外国企業が当事者として関与していたこ
とが紹介された。今後もさらに知的財産関連訴訟の増加が
見込まれるところ、日系企業が関係する場合も増えてくるこ
とが予想される。

中国政府は、知的財産権の司法保護に力を入れており、
2018年2月27日に中国共産党中央委員会弁公庁および中国
国務院弁公庁から、「知識産権裁判分野の改革・イノベーショ
ン強化における若干の問題に関する意見」が公表されて、知
財訴訟制度の充実化や司法体制の整備が進められている。例
えば、2018年10月に全人代常務委員会が、最高人民法院に知
識産権法廷を設置して、専門技術性が高い知財権の民事・行
政事件の第一審の判決、裁定を不服とし、上告した場合の案
件を審理することを決定し、本年1月1日から施行された。

2018年3月に全人代で決定された国務院の機構改革で
は、国家市場監督管理総局が新設され、国家工商行政管理
総局、国家食品薬品監督局および国家品質監督検査検疫
総局の市場監督管理機能を集中させ、独占禁止法を所管す
る機関を統一した。また、国家知識産権局に商標管理と原
産地・地理的表示管理の職掌を追加した。これに伴い、地
方政府の市場監督管理体制の改革が進んでいる。

AIやIoT等をはじめとする科学技術イノベーションの発展
を目指す中国にとって、知的財産権の保護および活用がま
すます重要となっている。2015年12月に国務院から「新情
勢下における知的財産強国の建設加速に関する国務院の
若干の意見」が発表され、2020年までに、運用が効率的で
法治が保障された知財システムの形成、イノベーション・起
業の環境改善などを行い、世界水準の知財強国の建設に向
けて着実な基礎固めを行う国家戦略が示された。さらに、
2016年3月に全人代が採択した「国民経済・社会発展第13
次五カ年規画（2016-2020年）」においても、イノベーション
牽引型発展のために、知的財産権を厳格に保護するととも

に、活用するためのプラットフォームを構築することが明記
されている。実際に、国家知識産権局が2019年1月10日に
プレス発表会で公表した統計データによると、2018年の専
利担保融資金額が885億元（前年比23％増）となっている
等、知財活用の面でも実績を積んできている。

その他、知的財産権法の制度整備についての取り組みも
盛んに行われている。2018年1月1日には、インターネット上
の不正競争行為を規定する等した改正反不公正競争法が
施行され、2019年1月1日には、電子商取引プラットフォーム
経営者の知財に関する責任を明記した電子商取引法が施行
された。また、2018年12月の全人代常務委員会において専
利法改正草案の第一審の審議が行われた。この他、2018年
4月には第四次商標法改正に向けた意見募集が行われ、ま
た知的財産権濫用による競争排除・制限行為の禁止に関す
る規定等の改正・制定に向けた作業が進められている。こ
れらの公開意見募集に対しては、中国日本商会としての意見
を個々に提出しているところである。

このように、知的財産の保護・活用が進んできているが、
中国では依然として模倣品が多く流通している。これに対応
するため、国務院は、副総理を組長とする「全国打撃侵犯知
識産権和制售假冒偽劣商品工作領導小組」を設置し、関係
30部署が連携して模倣品摘発を実施して大きな成果が得ら
れていることは高く評価できる。その一方で、巧妙化・分業
化する模倣品、インターネット上で販売される模倣品といっ
た困難な課題が顕在化しており、権利者の費用面・人的面で
の負担が大きい状況も当面変わらないものと思われる。

さらに、2018年11月21日に国家発展改革委員会、中国人
民銀行、国家知識産権局、共産党中央組織部、最高人民法
院をはじめとする38の政府機関などにより合意された「知
的財産権（専利）分野における深刻な信用失墜主体に対す
る共同懲戒の実施に関する覚書」で、専利権の繰り返し侵害
行為をはじめとする6類型の信用失墜行為に対して、網羅的
に行う共同懲戒措置が列挙されたことも高く評価できる。

以上のとおり、中国の知的財産を巡る状況がダイナミック
に変化している中、諸外国の知的財産制度・運用とさらに調
和し、企業間で公平・公正に競争できる環境の構築が日本
企業および中国企業のいずれにとっても好ましいと考えられ
る。しかしながら、依然として以下の課題が残る。

知的財産の保護の現状と課題
職務発明条例草案
2015年4月、中国国務院法制弁公室により職務発明条例

第６章
知的財産権
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草案に関する公開意見募集が行われた。職務発明規定は
従前から専利法および同法実施細則において、専利につい
ては規定されているが、この職務発明条例草案は専利以外
の技術秘密、植物新品種権、集積回路配置権等の他の権
利についても職務発明の取り扱いを規定するものである。
また、「取り決め優先の原則」を規定した条文がある一方、
「取り決め優先の原則」とするのが望ましいものの、「取り
決め優先の原則」を規定していない条文もある。

出願権利化プロセス

実用新案・意匠審査
真のイノベーション活性化を図るためには、専利権の量

のみならず質を向上することも不可欠となる。しかしなが
ら、現在の実用新案および意匠は初歩審査のみで登録を
行い十分な実体審査が行われないため、進歩性および創
作性がなくイノベーション活性化に何ら貢献しない粗悪権
利の発生を抑制できない。国家知識産権局（CNIPA）は、
初歩審査における新規性審査を強化するための審査指南
改正を2013年9月に行ったが、その実効性は不透明であ
り、かかる保護価値の無い粗悪権利まで奨励され濫用さ
れれば、高度イノベーション意欲の減衰や成長加速の阻害
が懸念される。

意匠制度
意匠的な創作は立体物や平面物の全体や部分について

なされるものであり、通常は創作された意匠のうちの一部
から製品化がなされるものである。また、外観である意匠が
消費者の購買意欲に大きく影響を与える製品については、
意匠の斬新さを保つため、製品発表前まで意匠の公開を
遅らせる必要性がある。専利審査指南が改正され、2014年
5月から画面意匠（グラフィカル・ユーザー・インターフェー
ス）の保護が導入されたが、意匠の保護の対象や態様につ
いて、さらに柔軟に認めてこそ、適切な意匠創作の保護が図
れるものである。

商標審査
改正後の中国商標法においても、外国で著名な商標につ

いて、中国内での著名性を立証できなければ他者の悪意の
ある出願を排除できない。これら悪意ある出願による商標
は市場を混乱させるとともに著名な商標権者の利益や中国
での活動を不当に阻害し、ひいては消費者利益も害する。こ
れら悪意の商標を排除するには、著名性を証明するため膨
大な証拠資料の提出が必要である。また、証拠資料によっ
ては審査されずに却下される場合があり、かつその審査に
長期間を要しており、出願人のみならず当局にとっても相当
な負担である。

商標審査における情報提供
特許審査の場合と異なり、商標審査においては第三者に

よる証拠資料の提出機会となる情報提供制度を有しておら
ず、安定性が十分でない権利が付与される懸念がある。

異議申立時における商標出願人の義務
冒認出願の傾向として、冒認出願人は自ら商標を使用す

る意図なく大量の商標出願を行っている。このような冒認出

願に対し、現状の異議申立制度では正規の商標使用者であ
る異議申立人に資料作成等の過度な負担が生ずる一方、冒
認出願人は安価な出願費用を支払うのみである。

専利権・商標権の冒認出願
他人の発明創造や外国商標を第三者が不正に出願する

冒認出願について、専利法や商標法には直接の排除規定が
なく、第三者に冒認出願をされた真の発明創造者、商標所
有者に大きな訴訟の負担を強いることとなる。これは冒認
出願を有効に抑制する上で問題である。

特許審査
特許の審査は、出願件数の増加にもかかわらず審査期間

の短縮化・迅速化および審査の質向上・適格化が図られて
おり、特許の適正な保護の観点から好ましい傾向であると
評価している。また、現在試行延長中である日中特許審査
ハイウェイ（日中PPH）については、審査の迅速化のみなら
ず出願人の負担軽減に大いに役立つものであり、試行およ
びその延長や申請必要書類の簡素化等の当局の取り組み
に感謝している。一方、審査促進を図る制度として優先審査
制度が設けられているところ、中国企業と比べて外国企業
が実質的に不利に扱われる虞がある。例えば、優先審査は
中国が初出願で外国出願予定の発明等に対象が限定され
ており、一般的に中国以外の国に初出願を行う外国企業は
この制度を十分には利用できないという問題がある。また、
日中PPHについては、日本に申請する場合と異なり出願公
開等が条件となっていることから、利便性に問題がある。

特許請求の範囲および明細書の記載要件並びに補正制限
2017年4月1日施行の専利審査指南では、ビジネスモデ

ル発明とコンピュータプログラム発明の審査基準が緩和さ
れ、登録後特許文書の特許請求範囲の補正方式も緩和さ
れた。これらの点については当局の取り組みに感謝してい
る。一方、特許請求の範囲および明細書の記載要件は、いま
だ諸外国に比べて厳しい審査基準により運用されており、
その補正および訂正についても同様である。特許請求の範
囲および明細書の記載についての過度に厳しい基準の要求
や、その補正および訂正についての過度な制限は、発明の
適切な保護に欠けることになる。

秘密保持審査制度
中国で完成した発明または実用新案を外国に出願する場

合、CNIPAによる秘密保持審査を受ける必要があるところ、
そのために必要な説明文書は実質的に中国語による出願
明細書と同等であり、海外市場を見据えた技術開発を中国
で行った場合であっても、費用・労力の大きな負担が求め
られることになる。

出願言語
CNIPAへの専利出願は中国語での出願しか認められてお

らず、外国語で記載された発明は中国語に翻訳して出願す
ることが必要となる。しかしながら、翻訳に際して誤訳が生
じることがあり、誤訳を原因として権利取得や権利行使が
できない事例も存在する。日本を含む諸外国においては、
外国語、特に英語での出願が広く認められており、さらに誤
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訳訂正も認められていることから、権利の安定性の面から
好ましい制度となっている。

知的財産に関する競争環境の現状と課題
さまざまな模倣行為

再犯行為
日系企業は模倣業者に対する摘発に積極的に協力して

いるが、模倣業者は処罰を回避するため、手法の多様化、
複雑化等さまざまな施策を講じている。一方で、模倣品
摘発がなされても、侵害行為に比して制裁が十分なされな
い、再犯行為の定義が不明瞭、当局間の連携や情報共有
の体制が不十分等、複数の要因により、模倣行為を意図的
に繰り返す再犯者に対する十分な抑止効果が機能してい
ない。

違法経営額の算定
模倣品の摘発については、違法経営額の算定が処罰決

定の基礎となり、刑事移送の判断基準となるが、押収数量
に比較して極端に低い算定額により、不適切と思われる処
罰や刑事移送の不成立といった、権利者にとって不本意な
結果に終わる案件も依然として存在する。また、電子商取引
（EC）市場の急速な普及拡大に伴い、ECサイト運営者保有
の販売記録を違法経営額算定の根拠とする運用が散見さ
れるようになってきているが、全国各地においてその運用は
統一されているとは言い難い。

模倣巧妙化
模倣品を異なる場所に分散させて生産、保管したり、部

品単位で出荷し市場の近辺で最終組立、梱包を実施した
り、商標表示を切り替え可能な措置を講じて保管時、輸送時
にはノーブランドもしくは別ブランドにしたり、ビジネス（生
産、輸送、販売等）自体を摘発執行機関の勤務時間外であ
る夜間や休日に行う等、摘発回避の手段も多様化が進んで
いる。またビジネスネットワークの複雑化・細分化により首
謀者の特定を困難にしているという課題も存在している。

違法看板
権利者の登録商標を無断で自社店舗の看板、装飾等に

使用し、恰も当該権利者と何らかのビジネスまたは授権関
係があるかに装い、消費者に誤認・混同を与えている店舗
は、従前に比較して減少はしているものの依然として散見さ
れる。また、行政指導、摘発を受けても、看板を布等により
覆うだけでその場は回避して、その後で元に戻したり、文字
の一部だけ削除したり、故意に是正期間を引き延ばしたり
等、確実な執行ができないといった悪質な再犯事例も散見
される。なお、違法看板の認定やその執行手段に明確な基
準が公示されていないことから、地域ごとに執行機関の対
応が異なるという課題も依然として存在する。

さらに前述のようなオフライン現場での問題が、EC市場
の急速な普及拡大に伴って、オンライン上の店舗でも拡大し
つつあり、早急な関連法規の整備およびその統一的運用の
徹底が望まれる。

インターネットを介した模倣品販売

知的財産保護プログラムの整備
インターネットを悪用した模倣品販売について、ネットビ

ジネス量の増加により模倣品業者が急増し、1つのサイトで
数千にのぼる出品のうち相当数の模倣品が販売されている
ともいわれている。各ECサイト運営者は、知的財産保護プ
ログラムの整備や統一化、権利者との積極的な情報交換等
の自主的な取り組みを行っているが、模倣品の多さに対応
が追い付かない現実がある。また、ネット上の取引において
は相手方の顔が見えないため、名称を変えれば容易に再犯
がなされ、オフライン取引よりも模倣品業者の特定が困難
である。さらに、インターネット上で、外国企業名と代理店ま
たは専用修理センター等の名称を勝手に使ったウェブサイ
トが増えており、外国企業と正式に契約した企業であると
消費者に誤認させる悪質な不正競争行為である。

電子商取引事業者、電子商取引プラットフォーム事業者
およびプラットフォーム内の事業者の負う義務および法的
責任について規定した電子商取引法が2019年1月1日に施
行されたが、その実効性について未だ不透明である。

模倣品の海外流出
インターネットは海外からもアクセス容易で、小口郵便ルー

ト等を介して海外への模倣品流出が広がる可能性が高い。

知的財産に関する紛争処理の公平化・合理化
専利権侵害に対する行政権限の適正化
国務院法制弁公室「専利法改正草案」等においては、行

政機関（専利行政部門、専利事業管理部門、専利法執行担
当部門）が専利権侵害行為を積極的に取り締まることが企
図されている（専利法改正草案第69条、同第70条など）。

しかしながら、専利権の有効性判断や侵害判断は容易で
はなく、所定の行政手続や司法手続を経て、最終的に権利
が無効と判断される場合や権利非侵害と判断される場合も
多い。ここで、専利侵害についての判断については、当事者
双方の主張を十分に勘案し、専門的かつ客観的なプロセス
を経て慎重に行なわれるべきである。また、当事者間に専利
権の有効性や専利権侵害の有無などに争いがある場合は、
最終的な判断は司法に委ねられるべきであると考える。

したがって、専利権侵害において、専利権の有効性や専
利権侵害判断について当事者間に争いがある場合、専利行
政部門が司法判断を待たずに早急に取り締り（執行）を行う
ことは問題であると考える。

知的財産権の濫用となる場合の基準明確化
国務院法制弁公室「専利法改正草案」第20条、国家工

商行政管理総局「知財濫用に関する独占禁止法執行指南
（第7稿）」、国務院独占禁止委員会｢知的財産権濫用に
関する独占禁止ガイドライン（意見募集稿）」においては、
「専利権の濫用」について、「公共の利益への損害」や「競
争の排除、制限」との関係で説明がされている。

これらは独占禁止法（55条）の知的財産の濫用に関して
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の解釈規定であり、このうち国務院独占禁止委員会「知的
財産権濫用に関する独占禁止ガイドライン（意見募集稿）」
では濫用の分析･判断要素などが記載されているものの、判
断基準の細則、サンプルケースを用いた具体的分析、事例
集等が十分でないため、企業側としてどう判断されるのかが
合理的に予測し難い状況となっている。

また、現在は前記ガイドライン（意見募集稿）を含め、複
数の機関から別途に類似であるが相互に相違するガイドラ
インが公表された状態であり、このままでは却って混乱を招
くことが懸念される。国務院の機構改革により新設された
国家市場監督管理総局から統一的な基準が示されること
が期待される。

司法機関・行政機関の期日・期限設定
知的財産紛争において、在外者や意思決定機関が中国外

にある当事者、意思決定が中国語以外の言語でなされる当
事者（以下、在外者等）は、地理的・言語的負担を強いられ
ることになる。ここで、中国の行政・司法実務においては、当
事者の対応期日が期限・期日直前に設定されることが多々
見受けられる。このような場合、在外者等は、中国国内にあ
り中国語で組織内の意思決定がなされる一般的な在内者
に比べ、地理的、言語的に著しく不平等な状況で、困難な
対応を求められることになる。このような在外者等の地理
的・言語的な不平等を救済するため、十分な期間をおいて
期日・期限を設定する国や、当事者からの申し立て等により
期日・期限を調整可能とする国もある。中国の知的財産紛
争においても、司法機関や行政機関が期日・期間を設定す
る場合、在外者等に対して、負担軽減の救済策が考慮され
るべきと考える。

知的財産訴訟における技術調査
知的財産訴訟の専門性や重要性に鑑み、近年主要3都市

（北京市、上海市、広州市）へ知識産権法院が新設される
と共に、多くの既存法院において知識産権法廷が設置され
てきている。これらの法院や法廷の特徴の一つに、技術調
査官制度の導入がある。現在の知的財産訴訟、特に専利関
連訴訟においては、技術の高度化・複雑化の観点から、知
的財産訴訟制度のユーザーたる当事者の技術調査官制度
に対する期待は高い。しかしながら、現在の状況では、技術
調査官の関与の有無や、関与した内容、技術調査官の心証
や意見については、当事者は十分に把握することができな
い状況である。すなわち、技術的に高度な理解が必要とさ
れる知的財産訴訟案件（専利有効性判断、専利侵害判断）
においても、当事者は技術調査官が関与しているかどうか
把握できない。したがって、各当事者は明示的には技術調
査官に対する技術説明の機会を与えられておらず、技術調
査官の見解を直接確認して意見を述べる機会も明示的には
与えられていない。

知的財産権侵害対応における行政法執行の統一化、
効率化
近年、意匠権等の専利権と商標権若しくは著作権と商標

権というように、複数の知的財産権が同時に侵害されるケー
スが見受けられる。このように複数の権利を侵害している

場合、一つの権利侵害で行政摘発を行っても、その後、当該
権利は侵害せずとも、他方の権利侵害が残ったままの製品
が市場に出回るケースが発生する。こうしたケースでは他方
の権利侵害で再度行政摘発を実施することで侵害問題は
解決することにはなるが、模倣品が長期にわたって市場に残
ることになる。このような事態を防ぐため、新設された市場
監督管理総合執法隊伍が複数の権利侵害について同時に
処理できるようになれば、早期に市場から模倣品を排除す
ることができ、消費者、権利者のみならず、行政資源の効率
的活用という観点からも非常に有効であると考える。

実用新案権および意匠権の行使
実用新案等の出願・登録は近年急速に増加してきたが、

実用新案等は実体審査を経ないで登録されるため、無効理
由を有する権利の発生を防ぐことが困難である。このような
無効理由を有する権利は保護価値がないばかりでなく、権
利行使がなされた場合は、行使を受けた第三者に多大な損
害や負担を強いることとなり、さらに権利の濫用がなされた
場合は産業の発達も阻害される。

先使用権制度の運用
企業活動においては、営業秘密として保護するため、また

は権利化には及ばないとして、研究開発成果の専利出願を
行わない場合がある。しかしながら、情報漏洩等により後
発的に第三者が同じ内容を専利出願し権利化される場合
があり、このような場合に公平性の観点から認められるの
が先使用権である。しかしながら、中国の先使用権は、発明
ではなく実施製品についてのみ、使用を証明できた時点の
製造能力の範囲内でのみ認められるにすぎない。同じ発明
を利用した改良製品やその後に拡大した製造範囲は先使
用権が認められず、公平性の観点から先使用者の保護に欠
ける場合がある。

判決の執行
訴訟により、知的財産権侵害が認められた判決を得られ

ても、その履行が十分にはなされない執行難問題がある。
強制執行制度はあるが、被執行人が執行通知を拒絶した
場合や、財産を隠匿するおそれがある場合等に限られてい
る。また、最高人民法院は、2013年7月に「信用喪失被執行
者の名簿情報の公表に関する最高人民法院の若干規定」
を公布し、判決不履行者の社会的制裁を行うとし、また、
2016年4月に「『2、3年間で執行難の問題を基本的に解決
すること』の実行に関する業務要綱」の通知を発行したが、
その実効性は不透明である。

情報公開
専利復審委員会の審決や知的財産事件の人民法院の判

決の公開の促進、および公開促進に向けた当局の努力は評
価できるものである。しかしながら商標評審委員会による
審決は未だ十分に公開されておらず、専利復審委員会の審
決や人民法院が公開した判決書のみでは内容把握が難し
い場合や公開に時間を要する場合がある。最高人民法院
は、2013年11月に「人民法院のインターネット上での裁判
文書の公開に関する規定」を公布し、裁判文書の公開を進
めているが、予見可能性を高めて公平性を担保するために
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も、各案件についてさらに迅速かつ適切な範囲での公開が
なされることが必要である。

＜建議＞
1.知的財産の適切な保護の促進

(1)職務発明条例草案の再考（建議先：科学技術部）
　職務発明制度は、そもそも専利法および同法
実施細則において包括的に規定されており、
専利法のような上位規定がない植物新品種権
や集積回路配置権等の他の権利まで適用範囲
を広げることは、法体系上の混乱を招くこと
から、本条例を制定する必要はない。また、
仮に制定されるとしても、上記に鑑みて本条
例の対象を専利権のみに限定していただくと
ともに、事業体と発明者との間で合意された
「取り決め優先の原則」を徹底していただく
よう要望する。

(2)出願権利化プロセス・保護期間の合理化・適
正化（建議先：国家知識産権局）

①実用新案・意匠における審査主義の導入
- 実用新案と意匠について、審査主義（実体審
査制度）を導入していただくよう要望する。

②意匠制度の見直し
- 意匠出願について、登録延期制度と、実体
審査を前提とした部分意匠制度を導入いた
だくよう要望する。また、自己開示による
新規性喪失の例外適用も導入いただくよう
要望する。

③適切な商標審査
　他者の悪意による出願を排除するため、外
国における馳名（著名）性、商標標識の顕著
性、地域ブランドを考慮した審査を行うとと
もに、類否判断において異なる商品役務区分
の馳名商標を含めた判断を行っていただくよ
う要望する。さらに、馳名商標の認定審査お
よび法院審理においては、現在のビジネス形
態に鑑み、中国国内でのホームページ閲覧数
やインターネット販売数、中国業界団体との
交流実績等の資料を出願人が提出した場合で
あっても、審査と審理の対象としていただく
よう要望する。

④商標審査における情報提供制度の導入
　権利の安定性を高めることは、権利者自身に
とっても有益であることから、商標法等にお
いて、第三者による情報提供制度を導入して
いただくよう要望する。

⑤異議申立時における商標出願人の義務
　異議申立を受けた商標出願について、出願人

（被異議申立人）は異議申立に対する反論答
弁を行うものとし、それを行わなかった場合に

は、当該出願（初歩査定公告）は強制的に拒絶
する制度を導入していただくよう要望する。

⑥専利権・商標権の冒認出願への対策
　他人の発明創造物・標章の内容を不正に取得
した者による専利権・商標権の冒認出願に対
抗するため、拒絶理由や無効理由に冒認出願
を加えていただくとともに、当該権利の移転
請求制度を導入していただくよう要望する。

⑦特許審査の迅速化・的確化
　優先審査制度において、外国企業が実質的に不

利に扱われないよう基準の明確化や公平な取
り扱いを要望する。特に、2017年8月1日付施
行の「専利優先審査管理弁法」第八条第一項
および第二項では優先審査請求書に対して国
務院関係部門または省級知識産権局の推薦意
見記入が要求されているが、このような要件
を削除いただくか、推薦基準を明確化いただ
くよう要望する。また、本弁法第三条（五）
では「中国に初出願し外国出願するもの」が
優先審査の条件に挙げられているが、この条
件を緩和し、中国初出願でなくても外国関連
出願が存在すれば優先審査の対象としていた
だくよう要望する。また、日中特許審査ハイ
ウェイ（日中PPH）については、速やかな正式
合意を行うとともに、出願公開前の受理等の
条件緩和をしていただくよう要望する。

⑧特許請求の範囲や明細書の記載要件および補
正制限の緩和

　サポート要件等の特許請求の範囲や明細書の
記載要件を諸外国のレベルに緩和していただ
くとともに、特許請求の範囲については、減
縮を目的としたものであれば、明細書および
図面に記載の範囲内での柔軟な補正や訂正を
認めていただくよう要望する。

⑨秘密保持審査制度の改善
　中国における技術開発がさらに活発になる中

で、競争力を上げるためにも、中国で生まれた
発明または実用新案を外国に出願する場合に必
要となる秘密保持審査を行うことなく外国出願
できる制度としていただくよう要望する。

⑩外国語出願の容認
　英語や日本語など外国語での出願を認めてい
ただくとともに、外国語出願について翻訳文
の誤訳訂正を認めていただくよう要望する。

2.知的財産にかかわる公正な競争環境の実現

(1)模倣行為抑制に向けた諸施策
①再犯防止（建議先：国家市場監督管理総局、

海関総署、公安部）
　国務院の機構改革を契機として、再犯に該当す
る行為の統一化を図り、中央および地方を含む
市場監督管理局、海関、公安機関による摘発の
処罰情報の共有化を要望する。また、再犯を抑



66 中国経済と日本企業2019年白書

第
２
部   

共
通
課
題
・
建
議

止するために、行政機関と公安機関との間で刑
事移送のいっそうの円滑化をお願いするととも
に、海関が所有する輸出入者情報を権利者に提
供する等、権利者との連携もいっそう密にして
いただくよう要望する。さらに、再犯行為に対
する厳罰化の法運用を適切に進めていただくと
ともに、これらの取り組みを全国規模で行って
いただくよう要望する。

②違法経営額の統一的で適正な算定（建議先：
公安部、国家市場監督管理総局）

　摘発された模倣行為の処罰が適切に行われ
るためには、違法経営額の算出額が重要であ
り、当該算出手続を明確にし、統一的かつ適
正な運用を図っていただくよう要望する。特
に、電子商取引（EC）市場は今後もさらに
拡大していくことが見込まれるため、電子商
取引（EC）サイト運営者保有の販売記録を
違法経営額算定の根拠として統一的かつ積極
的に採用していただくよう要望する。

③模倣巧妙化への対処（建議先：国家市場監督
管理総局、国家知識産権局）

　行政機関に分業の繋がりを捜査する権限を付
与すること等の法整備を進めていただくよう
要望する。また、商標が付されていない商品
と商標ラベルとが見つかった場合であって、
商標ラベルが商品に付されることが客観的に
判断できる場合には、商品も押収できるよう
にしていただくよう要望する。

④登録商標等を不当に使用した看板への対応
（建議先：国家市場監督管理総局、国家知識
産権局）

　消費者保護の観点からも、他人の登録商標を
不当に使用し、消費者の誤認混同を誘発する
違法看板を速やかに撤去・是正させる仕組み
を確立するとともに、違法性認定基準を明確
にし、それを全国各地にて統一運用するよう
に指導いただくよう要望する。

(2)インターネットを介した模倣品販売の対応
①知的財産保護プログラムの整備強化（建議

先：国家市場監督管理総局、国家知識産権
局、工業・情報化部）

　電子商取引法の施行に伴い、電子商取引
（EC）サイト運営者による知的財産保護プ
ログラムの整備をさらに強化し、模倣品販売
サイトや他人の登録商標を不正に使用したサ
イトの迅速な削除や再犯抑制の仕組み作りお
よびその運用がどのサイトにおいても均一に
なされるよう関係部門の指導が強化されるこ
とを要望する。

②模倣品の海外流出への対応（建議先：海関総署）
　電子商取引（EC）サイト運営者に対して、
海関との連携を強化し、電子商取引（EC）
サイト運営者保有のビッグデータを活用した

「海関布控」等、現状に即した海外への模倣
品流出を抑止する仕組みづくりを強化するこ
とを要望する。

3. 知的財産にかかわる紛争処理の公平化・合理化

(1)専利権侵害に対する行政権限の適正化（建議
先：国家市場監督管理総局、国家知識産権局）

　専利権の有効性や侵害性について、当事者間
に争いがある場合、行政機関は職権等に基づ
いて決定・執行を行うことは避け、法院との
連携を取って司法判断に基づいて慎重に対応
していただくよう要望する。

(2)知的財産権の濫用となる場合の基準明確化
（建議先：国家市場監督管理総局）

　独占禁止法違反となる知的財産権の濫用に
ついては、「知的財産権濫用に関する独占禁
止指南（意見募集稿）」などで濫用などの分
析・判断要素が検討されている。これに対し
ては、公平性の確保などの観点から、濫用の
分析・判断要素のみならず、その要素の具体
的判断基準を明確にし、独占排他権たる知的
財産権の一般的な正当な行使が安易に知的財
産権の濫用と判断されることがないよう要望
する。また、知的財産権の濫用に関する基準
判断規定・指南につき、現在複数の政府関係
機関から類似の案が示されている。国務院の
機構改革により、各委員会、省、局に分散し
ていた独占禁止法の執行権限が新設の市場監
督管理総局に一本化されたことに伴い、過去
の運用基準を整理し、唯一の統一的な基準
（指南・ガイドライン）を作成していただく
よう要望する。

(3)司法機関・行政機関の期日・期限設定におけ
る配慮（建議先：最高人民法院、国家市場監
督管理総局、国家知識産権局）

　知的財産紛争において、地理的・言語的不
平等を解消するため、当事者の一方が外国企
業・在外者の場合、司法機関・行政機関は相
当な余裕を持って期日・期限の連絡を行うこ
と（例えば最低半月～1カ月前に当事者に連
絡して調整）、または、当事者の申し立てに
より期日・期限を調整可能とすることを要望
する。

(4)知的財産訴訟における技術調査官制度の拡充
（建議先：最高人民法院）

　技術的に高度な理解が要請される知的財産訴
訟案件（専利有効性判断、専利侵害判断）に
おいては、原則として技術調査官を関与させ
ることを要望する。この場合、当事者双方に
よる裁判官および技術調査官に対する技術説
明の機会を設けると共に、技術調査官の見解
を双方当事者に開示して、双方当事者に意見
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の機会を与えることを要望する。

(5)知的財産権侵害対応における行政法執行の統一
化、効率化（建議先：国家市場監督管理総局）

　市場監督管理総合執法隊伍の設立により、一
つの製品に対して、意匠権と商標権など複数
の権利が同時に侵害された場合、一度の法執
行により、複数の権利侵害に対する摘発と処
罰が行えるようになることを要望する。

(6)実用新案権および意匠権行使時の注意義務化
（建議先：国家知識産権局）

　実用新案および意匠制度については、上記の
とおり審査主義の導入を建議するが、直ちに
導入することが難しい場合、実用新案権およ
び意匠権行使時の評価報告書提出を義務付け
る等、権利行使に一定の法的および行政的制
限を課していただくよう要望する。

(7)先使用権制度運用の適切化（建議先：国家知
識産権局）

　先使用権の範囲（先使用権として実施が許容
される対象範囲、実施範囲）を拡大していた
だくよう要望する。すなわち、発明としての
同一性や事業目的の同一性を失わない範囲内
での実施形式・実施態様の変更を認めていた
だくよう要望する。

(8)判決の執行強化（建議先：最高人民法院）
　強制執行権の拡大、強制執行不可能時の社会
的制裁の強化等により、判決による確定事項
を確実に執行する仕組みを作っていただくよ
う要望する。

(9)情報公開の促進（建議先：国家知識産権局、
最高人民法院）

　国家知識産権局・商標評審委員会の審決お
よび人民法院の判決の公開をさらにかつ速や
かに促進していただくと共に、これら資料の
電子版を各当局・人民法院のホームページ等
から閲覧・取得できる仕組みの整備を要望す
る。また、営業秘密情報を除き、誰でも審査
資料、裁判資料の全部資料の閲覧を可能とす
る制度を設けていただくよう要望する。さら
に、重要な情報（全部もしくは要部）につい
ては英語などの他の言語での情報提供も検討
いただくことを要望する。
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第13次五カ年規画期においてはさまざまな環境関連の
政策が策定されており、2019年1月に「土壌汚染防治法」が
施行され、2019年中には「固体廃棄物汚染環境防治法」が
施行されるとみられている。今後も法整備が進むと考えら
れ、法の実効性を高めるため、情報公開の徹底、監視体制
の強化や取り締まりなどの面での厳格かつ公平な執行が求
められる。

また、日系企業としては法令遵守については誠心誠意取
り組んでいくつもりであるが、対応する際に問題点が発生
することもあるため、関連業界・企業との情報交換、関係
国の政府機関との調整も十分に行うことを要望する。

環境汚染問題の現状
2019年の政府活動
2019年3月に開催された第13期全国人民代表大会第2回

会議の政府活動報告において、2018年は汚染防止を強化
し、微小粒子状物質（PM2.5）の濃度が継続的に低下してい
ると報告された。その上で、2019年の政府活動では、二酸化
硫黄（SO2）と窒素酸化物（NOx）の排出量を3％削減し、重
点地区におけるPM2.5の濃度を引き続き低下させるとした。
また、水および土壌汚染対策も強化し、2019年は化学的酸
素要求量(COD)とアンモニア態窒素の排出量を2％削減する
とした。企業が汚染防止の主体となり、法律に基づく環境保
護責任を履行することが必要としており、政府は企業に対し
て法に基づいた監督管理を行い、企業からの合理的要求を
重視し、指導の協力を強化する。かつ、目標を達成するため
に合理的な期間を設け、粗暴な処罰および閉鎖措置は行わ
ないとした。

依然深刻な大気汚染の現状
中国生態環境部の発表によると、2018年における大気

汚染の状況は中国全体で見ると前年に比べて改善されてい
る。全国338都市を対象としたPM2.5の1㎥当たりの平均濃
度は39マイクログラムと、前年比9.3％減少し、PM10の濃
度は71マイクログラム/㎥と前年比5.3％減少した。各地域の
PM2.5の平均濃度をみると、京津冀および周辺地域は60マ
イクログラム（前年比11.8％減少）、長江デルタ地域は44マ
イクログラム（同10.2％減少）、汾渭平原は58マイクログラム
（同10.8％減少）となっており、改善はされているものの、依
然として健康に影響を及ぼす深刻な状況が続いている。

環境関連制度の状況と政策動向
2020年までの環境汚染対策目標
2018年6月に「生態環境保護を全面的に強化し汚染防止

攻略戦に断固勝利することに関する意見」と題する政策ガ
イドラインが公布された。2020年までに主要な汚染物質の
排出総量を大幅に削減するとともに、環境リスクを制御し、
生態環境を全面的に改善する目標を示している。本意見が
掲げるスローガンは、「青空を守る戦い」、「青い水を守る戦
い」、「浄土を守る戦い」としており、大気、水、土壌の環境
対策に全力で取り組むことを強調している。これら目標に対
して、日本企業も誠心誠意取り組んでいくが、担当者の恣意
的な対応ではなく、内外資問わず統一した基準に基づく運
用がなされることを要望する。加えて、生態環境部、応急管
理部、地方政府当局による企業に対する行政指導等を行う
際には、その根拠法令やデータ等の違反根拠を書面で示す
等の説明を要望する。

「土壌汚染防治法」の発効
「土壌汚染防治法」は、2019年1月1日に施行された。同

法は、全7章99条文からなっており、①土壌汚染に対する政
府、企業、個人の責任や義務の明確化、②土壌有毒有害物
質の規制、重点監督管理事業者規制制度の構築、③種類別
土壌汚染リスク規制・修復制度の構築、④土壌汚染防止基
金制度の構築、⑤全国土壌汚染状況調査、土壌汚染状況モ
ニタリング制度の構築、⑥罰則の設定が主な内容である。

企業に対する監督管理および処罰措置は強化され、企業
の違法リスクとコストを増大させることになるため、法の実
効性が高められるよう、生態環境部および地方政府当局に
おいては情報公開の徹底、監視や取り締まりなど執行面に
おいて厳格かつ公平な対応を要望する。

「固体廃棄物汚染環境防治法」の改正
「固体廃棄物汚染環境防治法」は1996年に施行され、

これまで4度改正されており、2018年に再改定をすべくパブ
リックコメント募集が行われた。同法は、現状の環境関連法
令に基づいた修正がなされるとともに、①生産者責任の拡
大、②固体廃棄物の転送にかかわる関連当事者の義務およ
び責任の明確化、③危険廃棄物の段階的管理システムの構
築、④罰金金額の引き上げの点が前法より修正されている。
本パブリックコメント草案は、6章102条からなり、そのうち
50条が改定、14条が追加され、4条が削除された。

改正「固体廃棄物汚染環境防治法」は2019年には施行
される見通しとなっており、同法の導入にあたっては、生態
環境部より、影響が出る部分について企業に対する説明会

第７章
省エネ・環境
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を開催する等、事前に情報周知が徹底されることを強く要
望する。

また、危険廃棄物については、2015年以降の環境保護に
かかわる取り組みの強化に伴い、地域によっては多くの危
険廃棄物処理業者が廃業し、産業廃棄物処理業者および
処理可能量が慢性的に不足する状況となり、処理価格の高
騰、処理待機時間の延長といった問題が生じている。その
ため、地域の企業ニーズを把握した上で、処理業者の誘致
や、環境と安全に配慮した一時保管場所の提供等に取り組
むことを要望する。

第2巡目中央環境保護監督査察
2016年から2017年まで約2年間にわたり行われた第1巡目

の中央環境保護監督査察に続き、2019年より第2巡目の中
央環境保護監督査察が行われるとの報道もなされている。

第1巡目の査察では、日系企業も含めた外資系企業にも
定期的に当局からの査察が入り、中には一部の担当者から
法令に基づかず、必ずしも必要とは考えられない設備設置
等の命令を受けるケースも報告されている。企業にとっては
担当官に逆らうことができず、また、外国企業向けの相談窓
口も無いため、従わざるを得ないケースも報告されているた
め、生態環境部および地方政府当局による行政指導におい
てはその根拠法令やデータ等での違反根拠を書面で示すと
ともに、外国企業向けの相談窓口を設置し、第三者による
厳正な審査を行うとともに適切な処分を実施する等の配慮
をいただきたい。

電器電子製品有害物質使用制限管理弁法（中国版RoHS）
大量に販売される電子情報製品に関して、有害物質の含

有量を削減し環境汚染を低減することを目的に2007年から
施行されていた「電子情報製品汚染制御管理弁法」（旧中
国版RoHS）に代わり、「電器電子製品有害物質使用制限管
理弁法」（現行の中国版RoHS）が2016年1月21日に公布、
同年7月1日に施行されており、その対象は、電子情報製品だ
けでなく、白物家電製品、照明機器、電動工具等を含む電
器電子製品に拡大され、次のような制度となっている。

(1)対象有害物質：鉛、水銀、カドミウム（およびそれぞ
れの化合物）、六価クロム化合物、PBB、PBDE

(2)対象品目：電器電子製品
　旧中国版RoHSの電子情報製品に加えて白物家電製

品、照明機器、電動工具等の広範囲な電器電子製品に
拡大されている（Q&Aで例示や対象外となるものの説
明はあるが、目録指定はない）

(3)制度の概要：すべての対象品目に適用される「第1ス
テップ」と目録により指定された品目が対象となる
「第2ステップ」がある。

［第1ステップ］
　対象製品の設計および生産時に無毒・無害あるいは毒
性や害の少ないもの等を採用し市場に投入する場合、
製品あるいは説明書に環境保護使用期限、有害有毒物
質の名称、含有量等を注記すること

［第2ステップ］
・汚染制御を重点管理すべきものとして産品を指定し、

その産品での有害物質の使用を制限し、含有したもの
の製造・販売を禁じる

・有害物質使用制限について合格評定制度を設け、認証
機関による認証の他に、企業の自己適合宣言も認めら
れる制度が構築される予定。

・対象品目は2018年3月12日付工業情報化部公告第15
号で冷蔵庫、エアコン等12品目が示されている。

　現行中国版RoHSでは、第2ステップの制度が強制認証
から合格評定制度に変更されたところであるが、合格
評定制度の詳細は不明であり、今後示される制度の詳
細を確認する必要がある。

廃棄電器電子製品回収処理管理条例（中国版WEEE）
「廃棄電器電子製品回収処理管理条例」（中国版

WEEE）は、廃家電のリサイクルの促進を目的として2009年
に公布され、テレビ、冷蔵庫、洗濯機、エアコン、パソコンの
5品目を対象に2011年1月1日から施行されたものである。こ
のリサイクル制度は、対象製品の生産者および輸入業者が
リサイクル基金を納付し、当該基金からリサイクル事業者に
補助金が支給されることにより、廃家電のリサイクルを推進
する仕組みである。

対象製品は当初の5品目に加え、2015年2月に温水器、レ
ンジフード、携帯電話、複写機、プリンター、モニター等が
追加されて14品目となり、追加品目については2016年3月
から実施されることとなっていたが、2019年3月時点では対
象品目の詳細な定義、賦課金の徴収基準、補助金の額等が
示されておらず、賦課金徴収等は開始されていない。

リサイクル工場に対する補助金については、リサイクル事
業者が補助金申請後、交付が約1年以上遅延しているなど、
制度の仕組み自体に改善を要する事項が残っている。

＜建議＞
①中国各都市における大気汚染は年々改善され
ているものの、健康的に事業活動が行えない
重度汚染の日もある。また、水質汚染、土壌
汚染などの環境問題も早急な対策が求められ
る。2018年6月には日本の環境政務官、11
月に経済産業大臣が訪中し、省エネ・環境分
野における日中連携について意見交換を行っ
た。今後、中国の環境問題改善のためには、
生態環境部および各省・市のプロジェクトへ
の日系企業の参加とその技術・設備の導入・
普及がさらに求められる。その際に、優れた
製品や技術を普及させる観点から、プロジェ
クトに関する情報を早期に公示するなど、企
業が申請や提案を検討するための十分な時間
を持てるようにすることを要望する。

②環境保護法の改正等によって、法令違反を
した企業に対する罰則は強化されている。日
系企業が法令遵守を適切に行うにあたり、生
態環境部、応急管理部、地方政府当局による
監視や取り締まりなど執行面において、担当
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者の恣意的な対応ではなく、内外資問わず統
一した基準に基づく運用がなされることを要
望する。加えて、企業に対する行政指導等を
行う際には、その根拠法令やデータ等の違反
根拠を書面で示す等の説明を要望する。生態
環境部は、「一刀切（個別事情を顧みない一
刀両断措置）」は厳に禁じると発表している
が、汾渭平原などの地域に所在する企業に
は、環境監査が突発的に実施され、工場が一
時的な休業もしくは営業停止指示を受け顧客
の信用を失っているといった事例も見受けら
れる。また、地域の大気汚染濃度が一時的に
高まった、もしくは高まる可能性がある場合
の操業停止等の措置について、任意の工場に
突発的に指示することは避け、操業停止の対
象となる事業者を選定する際の客観的基準の
公表、事前通知の徹底等、公平かつ合理的な
ルールを構築することを要望する。

③生態環境部等において省エネ・環境関連の
政策・法律・計画の策定をする際、外資企業
を含む関連業界との情報交換、関係国の政府
機関との調整も十分に行いつつ進めるととも
に、実施細則等の規制の整備や解釈の明確
化、問い合わせ窓口の明確化が引続き必要で
ある。また、新たな規制を執行する際、地方
毎、局毎のGB、DBとの統一性を持たせたう
えで、既存設備への適用については、企業の
能力を考慮しながら猶予期間・経過措置を設
けるなど、必要な配慮を要望する。

④危険廃棄物について、資格のある業者への
委託処理が必要となるが、業者の処理能力が
不足しており、また、市外への持出処理につ
いては「固体廃棄物汚染環境防治法」等によ
り受入地での承認が必要となっていることか
ら、企業活動に影響を与えている。そのた
め、「国家危険廃棄物目録」に記載の危険廃
棄物の区分別に処理ニーズ把握を行い、需要
のある区分・地域に処理業者を早急に誘致
し、市外、省外移転の審査手続をできるだけ
簡易にすると同時に、危険廃棄物自社リサイ
クルへの規制緩和・奨励策の導入について要
望する。

⑤省エネ・環境関連ラベル制度において、認
証、試験、ラベル貼付等に時間やコストがか
かる現行制度の合理化を要望する。例えば、
「環境配慮製品」として一種類のラベルに統
合すること、多地域での相互認証を認めるこ
と等を要望する。さらに、環境配慮製品を普
及させるため、政府調達額などの計画目標や
実績の公開を要望する。

⑥2017年12月に中国国家発展改革委員会より
発表された排出量取引制度の全国導入につい
ては、まずは電力業界のうち年間エネルギー
消費量が1万トン標準炭（CO2換算で約2万

6,000トン）を超える事業者約1,700社が対
象となるが、今後他の業種にも拡大される予
定となっており、外資系企業も含めて広範囲
に影響を及ぼすことが想定される。発表内容
では、その他の業種への拡大時期等が不明確
であり関係事業への影響についての予見性、
蓋然性を持つことができないため、今後とも
外資企業を含む関連業界との情報交換、関係
国の政府機関との調整も十分に行いつつ進め
ることを要望する。

⑦電器電子製品有害物質使用制限管理弁法-
（中国版RoHS）

・対象品目の制定や追加・拡大等を検討される
場合には、これら対象品目における対応時間
を考慮し、実施まで十分な猶予期間を設定す
るよう要望する。

・合格評定制度については、国内外およびサプ
ライチェーン全体の企業負担の軽減を図り、
生産者自身が適合性を証明できる仕組み（自
己適合宣言）を導入することを要望する。例
えば、欧州等の制度を参考に中国に最適な制
度を作成いただくよう要望する。

⑧ 廃 棄 電 器 電 子 製 品 回 収 処 理 管 理 条 例-
（中国版WEEE）

・リサイクル制度において、処理基金の徴収額
の設定（決定）根拠、処理実態、補助金の支
給やその他の基金使途の状況について不透明
であり、公平性を確保するために公表を要望
する。

・対象品目が追加され、2016年3月1日から適
用されることとなったが、これらの追加品目
を含め、品目の対象とその徴収基準額が処理
実態を反映させ、公平性を確保するために、
品目毎に基金が管理されること、また、その
実態に合わせて補助金額や徴収金額の見直
し、対象品の削除も含めて対象品目の見直し
が適切に行われるよう要望する。

・また、当該制度に参加している事業者間の公
平性を確保するためにも、認定リサイクル事
業者への補助金の支払いが速やかに行われる
よう要望する。
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国務院は2015年8月に「標準化事業の改革深化にかかる
プランの徹底実施のための行動計画（2015～2016年）の通
知」（以下「行動計画の通知」）を発表し、また同年12月に
は、「国家標準化体系構築発展計画（2016～2020年）」を発
表した。これらは、「第13次五カ年計画」における標準化事
業の改革深化にかかる方向性と標準化事業発展の全体的な
青写真を示している。

この標準化事業にかかる改革は、標準化の全体調整のため
の仕組みづくりのほか、①国、業界、地方のそれぞれが制定し
ている強制的標準規格の統合と簡素化、②推奨標準規格の
統廃合・重複排除などの改善と産業・技術の発展状況に適合
しない標準の見直し、③学会、協会、商会、連合会といった民
間の組織や産業技術連盟などの標準化団体による標準規格
制定の奨励、④企業標準規格の規制緩和と活性化、⑤標準規
格の国際化レベル向上、などがまとめられている。

外資企業の中国における標準化活動への公平な参加に関
しては、2017年11月に「外商投資企業の中国標準化作業へ
の参与に関する指導意見」が公布され、中国の標準化活動
において外商投資企業も内資企業と同等の待遇を得るとの
方針が示された。また、2019年3月15日に全人代で可決・成
立した外商投資法の第15条においても外商投資企業の標準
化活動への平等な参加を保障することが盛り込まれた。

新規標準化法の概要
新規標準化法に定められている標準の定義によると、標準

とは、農業、工業、サービス業および社会事業等の領域で統
一すべき技術規格を指す。

新規標準化法では、標準の制定機関によって標準を国家標
準、業界標準、地方標準、団体標準、企業標準に分類している。

国家標準
国家標準とは、全国の経済、技術発展に重要な意義を有

し、国務院標準化行政主管部門が批准して公布し、全国で
統一的に適用する標準としている。また、国家標準は強制標
準、推奨標準に分けられている。強制標準は遵守されなけれ
ばならず、如何なる企業が生産する製品または提供するサー
ビスも強制標準に符合しなければならない。推奨標準は企業
が自主的に選択して採用するが、企業は推奨標準の採用を選
択した場合はその製品またはサービスは当該推奨標準に符
合しなければならない。

強制国家標準
強制国家標準は、人身健康および生命財産安全、国家安

全、生態環境安全および経済社会管理の基本的な需要を満
たすために制定され、対象範囲内の製品やサービスなどに
強制的に適用されている国家標準とされている。もし製品や
サービスなどが強制国家標準に合致していない場合は製造・
販売・輸入または提供・供給を行ってはならない。

強制国家標準は国務院、または国務院が授権した機関の
批准後に公布される。

推奨国家標準
推奨国家標準は、基礎・通用の必要に応じて、または強制

国家標準とセットで、あるいは各種関係業界に指導的な役割
を果たす必要な技術要求を満たすために制定された国家標
準とされており、対象範囲の製品やサービスに強制的には適
用されていない。通常、推奨国家標準は企業に強制的な拘束
力がないが、企業が推奨国家標準の採用を選択した場合は
当該推奨国家標準の拘束を受ける。

推奨国家標準は国務院標準化行政主管部門が制定する。

業界標準
業界標準は、推奨国家標準が制定されておらず、関連業界

範囲内で統合すべき技術的要求を満たすために制定された
基準である。新規標準化法の実施前に制定された業界標準
は強制標準および推奨標準があるが、新規標準化法の実施
後に制定する業界標準は全て推奨標準になる。

業界標準は国務院関連行政主管部門が制定し、国務院標
準化行政主管部門に届出する。

地方標準
地方標準は、地方の自然条件、風習などの特殊な技術的要

求を満たすために制定される標準を指す。新規標準化法の施
行前に制定された地方標準は強制標準および推奨標準があ
るが、新規標準化法の実施後に制定する地方標準は全て推
奨標準になる。

地方標準は省、自治区、直轄市、区を設置している市（批
准後）の人民政府の標準化行政主管部門が制定し、国務院
標準化行政主管部門に届出し、かつ国務院標準化行政主管
部門が国務院関連行政主管部門へ報告する。

団体標準
団体標準は、学会、協会、商会、連合会、産業技術連盟等

の社会団体が関連市場主体と共同で、市場およびイノベー
ションの需要を満たすために制定する標準とされる。団体標
準は、新規標準化法で新たに定められた標準であり、新規標
準化法の実施前には団体標準は存在していない。

団体標準の制定については事前に行政許認可を得る必要

第８章
技術標準・認証
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がなく、社会団体や産業技術連盟が自主的に制定して公布す
ることができるとされる。国務院標準化行政主管部門と国務
院関連行政主管部門は共同で団体標準の制定に対してその
規範化、指導、監督を行う。

企業標準
企業標準は、企業の社内で統合を必要とする技術的要

求、管理的要求および業務的要求を満たすために制定され
る標準とされる。国家は、企業が国家標準・業界標準・地方
標準より高く、競争力を有する企業標準を制定することを奨
励するとしている。

企業標準は企業が制定し、企業の法定代表者または授権
された主管責任者が承認して公布する。

中国における標準化活動における 
外資企業の参加

2017年11月に国家標準化管理委員会、国家発展改革委員
会、商務部は連名で「外商投資企業の中国標準化作業への
参与に関する指導意見」を公布した。当該指導意見では、外
商投資企業（外商投資企業は、中外合弁企業、中外合作企
業および外商全額出資企業であって、海外の企業またはその
他の海外の経済組織が中国国内に設置した支店機構を含ま
ない。）は中国の標準化活動に参与する場合、内資企業と同
等の待遇を得るとされている。これにより外商投資企業は

①国家標準の起草活動と国家標準の外国語版の翻訳活動
への参加、

②全国専門標準化技術委員会（サブ技術委員会、活動グ
ループなどを含む）に委員または観察員として参加、

③ISOの関連活動への参加などが可能であると規定されて
いる。
また、2019年3月15日に全人代で可決・成立した外商投資

法の第15条においても外商投資企業の標準化活動への平等
な参加を保障することが盛り込まれた。

標準に関わる特許に関する規定
国家標準化管理委員会と国家知識産権局は、2013年12

月19日に「国家標準に関わる特許の管理規定（暫定施行）」
を制定し、2014年1月1日より施行した。これは、国家標準の
管理業務を規範化し、イノベーションと技術の進歩を奨励
し、国家標準における新技術の合理的採用を促進し、一般
公衆と特許権者および関連権利者の合法的権益を保護し、
国家標準の効果的な実施を保障するための規定であるとし
ている。この制定前の2012年12月に意見募集稿が公表さ
れたところ、用語の定義や手続に曖昧な点があり、さらに、
標準化団体等で規定されているパテントポリシー（例えば、
ITU/ISO/IEC共通パテントポリシー）との整合・調和をさら
に図るべきであることから、中国日本商会として意見書を提
出したが、十分には採用されていない状況である。当該規定
の実施規則として、2014年5月1日から、推奨標準であるGB/
T2003.1「標準制定の特別手続き-第一部分：特許に関わる
標準」が施行されたところ、当該規定の今後の運用について

注視していくことが重要である。

また、標準必須特許の扱いについては、最高人民法院から
公表されて2016年4月1日から施行された「専利権侵害紛争
事件の審理における法適用の若干の問題に関する最高人民
法院の解釈（二）」の第24条に記載されているほか、2019年
3月現在、国務院で作成され全人代で審議されている第4次
専利法改正案および知的財産権濫用に関する独占禁止ガイ
ドラインにおいても検討されている。今後、同専利法改正お
よび同ガイドライン策定の動向を注視する必要がある。

個別事例（情報セキュリティ関係）
IT製品の情報セキュリティ審査制度

情報セキュリティの基本法として、2016年11月に「中国サ
イバーセキュリティ法」が公布され、2017年6月から施行され
ているが、同法の実施に必要なサイバーセキュリティ等級保
護制度、重要情報インフラ保護制度、個人情報・重要情報越
境規制などの関連する細則は、2019年3月末現在、未整備の
状況である。

中国サイバーセキュリティ法の規定では、ネットワーク運営
者は、サイバーセキュリティ保護能力を有することが求められ
ており、国が実施するサイバーセキュリティのレベル別保護
制度に基づき、コンピュータウイルス、サイバー攻撃等を防止
する技術的措置などの安全保護義務を履行しなければなら
ないとされている。ネットワーク製品・サービスには、関連す
る国家規格の強制的な要求事項に適合することが求められ、
そのサプライヤーには、サービスの継続が求められている。
また、公共通信・情報サービス、エネルギー、交通、金融など
は重要情報インフラとされ、その運営者に対しては、国が実
施するレベル別保護制度で重点保護を適用するとされ、重
要情報インフラの運営者が調達するネットワーク製品・サー
ビスについては、国家の安全に影響を及ぼす可能性がある
場合、国が実施する安全審査を通過しなければならないとさ
れている。

重要情報インフラで発生する重要データや、中国国内で生
じる個人情報および重要データについては、中国国内に保存
することや国外に提供することを制限するための規定が制定
される見込みであり、2017年4月に「個人情報と重要データ
越境セキュリティ評価弁法（意見募集稿）」のパブリックコメ
ントが実施されている。

制度の対象、検査制度等、具体的な内容については、今
後、弁法、規則、ガイドライン、国家標準などの細則の制定に
より明確になってくるとされていが、これらの制度において、
情報技術製品・サービスおよびその提供者、利用者に対し、
厳しいセキュリティ審査が実施される可能性がある。

商用暗号管理条例
1999年に導入された商用暗号管理条例では、海外で生産

された暗号化製品の中国への持ち込みや使用についても申
請・許可が必要とされ、また、その対象製品は暗号化、解読
化の操作を中心とする機能の専用機器およびソフトのみに
限るとされていたものであったが、国家暗号管理局は、この
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商用暗号管理条例を改正すると2011年に声明を発出してい
たところである。この法改正の動向については、2017年4月
12日付で「中国暗号法（案）」に対する意見募集が行われて
おり、同法の規定の1つとして商用暗号が位置づけられる見
込みである。また、2017年12月1日付国家暗号管理局公告第
32号により、商用暗号管理条例に基づき制定されていた「商
用暗号製品販売管理規定」「商用暗号製品使用管理規定」
「域外組織や個人の暗号製品中国使用管理弁法」の3つの
規定が廃止され、また、「商用暗号研究管理規定」「商用暗号
製品生産管理規定」「電子認証サービス暗号管理弁法」の3
つの規定が一部改正（主体の指定の廃止など）されている。

＜建議＞
　標準化法改正により、強制標準の国家標準へ

の一本化、団体標準の制定、各種標準間の整
理、統廃合の取組といった制度改善に向けた
進展があったことは評価できる。また、2017
年11月に「外商投資企業の中国標準化作業へ
の参与に関する指導意見」（以下「外商投資
企業標準化作業指導意見」）を公布し、中国
の標準化活動において外商投資企業も内資企
業と同等の待遇を得るとの方針が示されたこ
とは評価できる。サイバーセキュリティ法に
関する説明会も実施されており説明する努力
は認められる。引き続き、国際的にオープン
な形で透明性を高め、公平性を確保し、イノ
ベーションを阻害しかねない制度や運用が改
善されるべく、下記を要望する。

＜透明性の向上、公平性の確保 
（※制度設計プロセスへの要望）＞

①国家標準の解釈や制度運用による混乱を防
ぎ、認証、試験等に係る、さらなる手続透明
化と合理化を図ることを要望する。

②国家標準、業界標準などの公的標準策定プロ
セスにおいて、例えば会員資格、会員費用な
どを内資・外資で区別されることが依然見ら
れるなど、標準工作組によって運営方法が統
一されておらず透明性に欠ける。外商投資企
業標準化作業指導意見が公布され外商企業と
内資企業が標準化活動で同等の待遇を得ると
の方針が示されたことは高く評価するが、こ
の方針に則った対応が徹底されるとともに、
標準化活動にかかる策定・改定過程は、公開
を原則とし、外国企業の標準化技術委員会や
標準化策定工作組などへの参加を中国企業と
同等の条件とするなど、外資企業の参画も容
易にすることで透明性と公平性を高めるよう
要望する。

③強制標準や認証等の実施に当たり、企業に影
響を与える規定や内部書簡、解釈、説明会の
開催情報と一般的な質疑応答（FAQ）等に関
する情報は、会議の開催を通じて内容を伝

えるだけではなく、関連する全ての機関・部
門のホームページ上に即時かつ正式に公布す
るよう要望する。また、新規分野などについ
て、標準策定部門の早期明確化、提案窓口一
本化に努めていただくよう要望する。

④準公布日から実施日まで、十分な猶予期間を
取るよう要望する。特に強制標準について
は、公に誰もが入手可能となった日を起算日
として、1年間ないしは2年間の猶予期間を確
保するべきである。

＜イノベーションの基盤として 
（※標準内容への要望）＞

⑤一部の標準において、現実には実現し得ない
試験条件の設定や目標値、理想値のような高
い数値設定が見受けられる。過度なスペック
や、過度に詳細化した標準の策定は避けるよ
う要望する。技術水準や社会状況が考慮され
ない標準は、技術進歩や自由な競争を阻害し
かねず、イノベーションを進める中国の政策
の方向性にも反する。

⑥推奨標準の扱いについて、法令法規で引用さ
れることにより強制化している懸念がある。
標準作成を検討する際、事前に制度との関係
が説明される仕組みを構築してほしい。

＜情報セキュリティ認証制度＞

⑦中国サイバーセキュリティ法について、その
具体的な内容は弁法、細則、標準等により明
確になると国家インターネット情報弁公室か
ら説明されているが、一部のものを除き、ま
だ制定されていない。これらの細則、標準等
の制定プロセスにおいて、外資系企業を含む
関係者の意見を取り入れるとともに、外国製
品を差別的に取り扱うことのないよう制度の
制定や運用面での配慮を要望する。

⑧また、本制度との関係が不明であるが、従前
より運用されている、情報セキュリティ認証
制度（CC-IS）、情報セキュリティ等級管理弁
法（MLPS）の改訂、運用等においても、外
資企業が不当に差別されることがないよう、
制度・運用面での改善を強く要望する。

⑨サイバーセキュリティ法に関する規制におい
て、クラウドサービスなどの新しいビジネス
の発展に妨げとならないよう、また、これら
のビジネスで外資企業が不当に差別されない
よう、制度設計や制度の運用に配慮されるよ
う要望する。

⑩中国暗号法の制定が検討されている中で、商用
暗号については、その運用に際し2000年に発
出した商用暗号管理条例に関する通知を尊重す
るとともに、同条例改正の検討に際しては手続
の透明性、公正性を確保し、日本の産業界の意
見に十分に配慮することを強く要望する。
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2018年の実質GDP成長率は6.6％となり、7年ぶりに前年
を上回る伸びとなった2017年から一転し、中国経済は再び
減速傾向となった。四半期別でみると、第1四半期～第4四
半期はそれぞれ6.8％、6.7％、6.5％、6.4％と減速傾向を示
している。このような減速傾向から、2018年12月の中央経
済工作会議では、財政・金融政策により、景気を下支えする
政策方針が公表された。米中貿易摩擦など厳しい外部環境
が予想される中、財政政策では、インフラ投資に加え、減
税、行政費用などの削減や消費刺激策が、また金融政策で
は、民営零細企業向け融資の促進などが図られ、景気が下
支えされることから、中国経済は、緩やかな減速で推移す
ると見込まれる。

社会を支える重要インフラである物流分野でもさまざま
な面で改革が推し進められており、めざましいスピードで
変化が起こっているが、国内消費拡大や対外開放政策に呼
応し、インフラ整備や技術革新が今後も着実に進展するこ
とは確実である。

経済環境
産業別で見ると、第三次産業のGDP成長率は、前同7.6％

増と第一次産業、第二次産業と比較し、最も高い成長率と
なった。また名目GDP構成比も52.2％と、経済の牽引役は第
三次産業に移行しつつある。しかし、先進国と比較して第二
次産業の比重が大きく第三次産業の比重が小さいという構
成に大きな変化はなく、サービス市場にはまだ拡大の余地
がある。

需要構造では、2018年GDP成長率に対する最終消費支
出の寄与率は76.2％と、2017年の58.8％を大きく上回り、
前年にも増して経済成長大きく寄与したことから、消費が景
気を下支えしている。

表１：中国の輸出入総額（単位：億ドル）
輸出 輸入 輸出入合計

金額 前年比 金額 前年比 金額 前年比
2018年 24,874 9.90％ 21,356 15.8％ 46,230 12.6％
2017年 22,635 7.4％ 18,401 15.9％ 22,635 11.4％
2016年 20,974 △7.7％ 15,874 △5.5％ 36,849 △6.8％
2015年 22,765 △2.8％ 16,820 △4.1％ 39,586 △8.0％
2014年 23,427 6.1％ 19,603 0.4％ 43,030 3.4％

出所：海関統計資訊網、海関信息網

2018年の貿易額は前年比12.6％増で過去最高、2年連
続のプラス成長で、伸び率は前年を1.2ポイント上回った。
2018年には、中国当局によって、減税政策が相次いで実施
され、輸出業者の環境が最適化され、貿易の利便性が著し

く向上した。特に、医薬品や自動車や同部品、日用消費品
などの輸入関税率を引き下げ、輸入の増加を促進した。国
別では、中国と「一帯一路」沿線国、アフリカ、ラテンアメ
リカとの貿易が特に活発し、それぞれの伸び率は全体より
3.6％、6.7％、6.0％上回った。一方、対米貿易黒字が前年比
17.2％拡大したことで、貿易不均衡の是正を求める米国と
の貿易摩擦がさらに激化することが懸念点である。また、貿
易全体の伸び率が2018年第4四半期に急激に失速したこと
は、今後に向けての不安材料と見られる。2019年の貿易に
ついては、外部環境は不確定、不安定な要素が依然として
多いので、貿易伸び率は鈍化する可能性がある。

表２：2018年中国の輸送モード別貨物輸送量
貨物輸送重量-

（単位：億トン）
貨物回転量-

（単位：億トン・キロ）
輸送モード 重量 前年比 回転量 前年比

鉄道 40.3 9.2％ 28,821.0 6.9％
道路 395.9 7.4％ 71,202.5 6.6％
水運 69.9 4.7％ 99,303.6 0.7％

民間航空 0.074 4.6％ 262.4 7.7％
パイプライン 8.5 5.4％ 5,862.0 22.5％

合計 514.6 7.1％ 205,451.6 4.1％

出所：2018年国民経済と社会発展統計公報

2018年の貨物輸送量に関して、全体的に2017年より成長
していたが、伸び率は前年より減速した。中国の貿易が復調
したことが貨物輸送量の増加に寄与していたと見られる。
また、輸送モード別では、鉄道貨物輸送は貨物輸送全体
の8％を占めるに過ぎず、そのうち、約60％が石炭輸送であ
ることから、環境規制など政策の影響を受けやすいため、
2018年10月に道路から鉄道・水路への貨物輸送シフトを促
す3カ年計画が施行されたことで、鉄道貨物輸送が増加し
た。そのほか、中国当局が提唱している「中欧鉄道」の利用
促進は、鉄道貨物輸送の伸びにも大きく影響を与えた。ま
た、越境ECの発展が、鉄道輸送および道路輸送にも影響し
た。その結果を受けて、鉄道輸送は輸送モードの中で、伸び
率が最も高かった。

2019年は高速成長よりも質の高い発展と効率の向上を目
指す方針が示されており、短期的には痛みを伴う構造改革
に重点が置かれ、景気対策も一息つくことで経済成長が緩
やかに減速すると見られている。しかし、工業からサービス
業、投資から消費へと経済成長の牽引役の転換が進み、国
家主導での取り組みが進められるテクノロジー分野が新た
な成長エンジンとして育ちつつある状況から、必ずしも悲観
的な状況にはなく、むしろ将来の安定成長継続を期待する
こともできる。

第９章
物流
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物流情勢
所得水準の向上や都市と農村の所得格差の縮小もあり、

個人消費は拡大を続けているが、特に荷量急増への対応を
迫られる中国のインターネット通販や宅配の大手は積極的
に物流の技術革新を進めている。ロボット導入による無人
化倉庫が実現し、AIを活用した配送・調達の高度自動化へ
の取り組みが進み、「ラストワンマイル」でも自動運転トラッ
クやドローンが研究開発段階から既に運用試験段階に入っ
ている。労働力人口が減少傾向にあり、人件費も年々上昇
する中、自動化・効率化に向けた物流革新はこれからも急
速に進むことが見込まれる。

政策面では市場開放政策として推し進められる「一帯一
路」構想が拡大し、物流インフラの整備も進められている
が、中でも「中欧班列」というブランドに統一された国際鉄
道ルートが現代版“シルクロード”として確立されつつあり、
注目を集めている。2011年3月から運行が開始された中国
－欧州間の鉄道ルートは便数が急速に増加し、ルートも新
設され、2018年の実績では便数が年間で6,300便超、2011
年からの累計が約1万3,000便となった。

輸送網は中国59都市、欧州15カ国48都市をカバーする
65ルートまで拡大した。中欧班列については、中国からの
輸出に比べて依然欧州からの輸入が少ない、輸送ルートで
レール幅が異なるため積み替えや台車の交換が必要とな
る、経由国の通関ルールが統一されていない、積替えポイ
ントにおいて物量の増加に対応しきれない、運行スケジュー
ルや輸送品質の面で不安定さが残る、などの課題が徐々に
改善されてきたが、さらなる改善が望まれている。現状は航
空輸送や海上輸送を補完する輸送手段として軌道に乗りつ
つある国際鉄道輸送であるが、他の輸送モードを組み合わ
せた複合輸送としても利用の拡大が進められており、新た
な輸送手段の柱として成長が期待される。

もう一つ、政府が取り組みを強化する環境対策にも着目
しておく必要がある。特に大気汚染対策は急務としてEVシ
フトなどの政策が推し進められているが、物流分野でも環
境対策の推進に同調する動きが見られる。モーダルシフト
やコンテナラウンドユースなどに代表されるCO2削減を始
め、「グリーン物流」をキーワードとした取り組みは拡大す
ることが見込まれる。

＜建議＞
①税関手続の基準整備
　全国的に通関一体化の実施が推進され、これ
まで地域によっては通関手続の処理スピード
や解釈が異なっていた状況がこの通関一体化
により手続の標準化が進み、申告時間につい
ても以前より短縮が見られ、一定の効果が認
められる。ただし、税関手続の形態や内容に
よっては、まだ統一されていない状況も散見
され、実務面でさらなる改善が望まれる。

②税関規則に関する通知と運用の明確化
　税関手続に関するさまざまな規則の発効あ
るいは変更については依然として突然の通知
により通関業者のみならず荷主にとっても混
乱が生じている。特に直近で見られる事例と
して、輸入貨物の48時間ルール（貨物到着
後48時間以内に通関しなければならない）
があるも、税関によってはその時間を到着後
72時間とする、あるいは、週末はカウント
しない等々、基準が一様でなく、書面での通
知もないことから、通関業務および荷主への
案内において混乱が生じている。運用開始ま
で余裕をもった事前通知とともに、書面での
通知を要望する。

③通関・検疫システムの改善
　通関一体化の拡大に伴いシステム統一も実
施され、ペーパーレス化も実現され審査手続
の効率が向上するなど、システムの運用面で
改善がみられるようになった。しかし、シス
テムのメンテナンスや事前周知が今なお不十
分であることで、システム運用に安定性を欠
き、また、不具合により諸手配に遅延が生じ
るケースも散見されるため、システムのさら
なる安定運用と余裕をもった事前周知を要望
する。

④別送品輸出入通関手続の簡素化
　別送品の輸出入手続については、これまで緩
和措置が取られてきた部分もあるものの、依
然として外国人工作許可証および外国人居留
許可の有効期間に制限があり、通関時にこれ
ら書類等の原本を税関に提示しなければなら
ない等、通関手続における煩雑さは今なお解
消されていない。また、地域により運用ルー
ルの差異も発生しており、通関手続の簡素化
と運用ルールの統一化を早急に進めるよう要
望する。

⑤CFS(Container Freight Station)における荷
役品質向上

　空港や港のCFSにおいて扱われる輸出入貨物
は、施設の整備不良や指定業者の手荒なハン
ドリングによるダメージのほか、税関検査時
での商品の汚損・紛失、検査後の梱包不良な
どの問題が依然として頻発している。また、
北京首都空港など一部の空港貨物施設では、
貨物荷受けエリア（輸出ターミナル）におけ
る搬入混雑に加え、雨天時のウェットダメー
ジ対策も課題としてあることから、荷役品質
の改善と貨物施設および周辺の整備、また、
物流業者の立ち入り・立ち合い規制緩和への
取り組みを要望する。
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⑥危険品取り扱い規則の改善
　危険品の輸送手配については不便を強いら
れる状況が続いている。それまで危険品の取
り扱いが可能であった地域で突然取り扱い禁
止の通知が出されるという状況も発生してお
り、規制内容や運用ルールが不明な上に地域
によっても運用が異なる状況である。また、
危険品ライセンスを有する業者や蔵置スペー
スにも限りがあるため、非効率な輸送手段に
つながっている。適度な規制緩和のほか、透
明性のある運用ルールやインフラ面の整備を
早期に進められるよう要望する。

⑦宅配便輸送における危険物輸送緩和
　「宅配便暫定条例」により、爆発性、引火
性、腐食性、放射性、毒性等を有する物品に
ついては宅配便として受託できない状況下、
他の輸送手段を利用するとなると費用増と輸
送時間増になってしまう。この回避策とし
て、2018年9月に公布された中国交通運輸部
(MOT)第68号公告にある「危険貨物道路輸送
規則(JT/T617-2018)」の第3章に危険貨物の
有限数量・例外数量に関する内容が規定され
たことで、宅配便業界においても当該規定の
採用検討を要望する。

⑧交通規制の合理化
　公用行事に伴う臨時の交通規制がショート
ノーティスまたは事前通知なしで実施される
状況が最近でもよく見受けられ、トラックな
どの商用車両が急遽ルートの変更を強いられ
るなど、リードタイムの延長や輸送コストの
増加に繋がっている。特に2019年には中華
人民共和国建国70周年記念行事など全国的
にも多くの行事が予定されていることから、
交通規制による経済活動への影響を考慮し、
十分な周知を経たうえで実施するよう改善を
要望する。
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2018年に中国政府が公表したデータによると、2017年
の全国の政府調達規模は急速成長が続き3兆2,114億元に
達しており、前年比6,383億元増、成長率は24.8％となり、
全国の財政支出とGDPに占める比率はそれぞれ12.2％およ
び3.9％であった。また、一部を対象とした集計の結果によ
ると、2018年における中国の政府調達規模は、過去に比べ
て絶対値、相対値のいずれも穏やかな上昇傾向を示してい
る。外資系企業の政府調達について、2019年に制定された
「外商投資法」では外商投資企業の平等な政府調達活動
への参与が保障されたものの、関連する実施細則がまだ公
布されていないことについて、注目と早期の対応が求めら
れている。

2018年に打ち出された関連政策と動向
中国EUの政府調達対話、中国EU政府調達協定
（GPA）フォーラムの北京開催
2018年7月16日、北京で第20回中国EU首脳会議が開催

され、中国の早期GPA加盟のために双方がともに尽力する
という共同声明が発表された。その後11月15日には中国と
EUで政府調達対話が行われ、双方が中国GPA加盟のロード
マップについて協議した。中国側からはEU側の注目する中
国の政府調達管理、「入札募集・入札法」の改正および国有
企業改革に関する最新の進展状況を説明し、これに対して
EU側からも調達手続の電子化や新たに公布された調達指
令の実施状況概要が説明され、双方で認識が共有された。
11月16日、財政部とEUの域内市場・産業・起業・中小企業
総局が北京で中国EU政府調達協定（GPA）フォーラムを共
同開催し、中国とEUの政府調達体制についての交流が行わ
れた。

「外商投資法」が正式に可決
2018年12月26日、全国人民代表大会常務委員会は「外

商投資法（草案）」について意見公募を開始した。その後
「外商投資法」は2019年3月の全人代において正式に可
決、成立した。2020年1月1日より施行される。

「外商投資法」では、国は外商投資企業の公平な政府調
達活動への参加を保障するとし、政府調達においては法に
より外商投資企業が中国国内で生産した製品および提供す
るサービスを平等に扱うことを提起している。現状では、中
国にある外商投資企業が中国国内の政府調達プロジェクト
に参加するには数々の障壁に直面することが多いが、同法
により外商投資企業の適法な権益の保護、外商投資企業と
国内資本企業との同等の待遇享受に積極的な影響がもたら
されることが期待される。

政府調達分野で重大な違法行為のあった信用失墜主
体への合同懲戒
2018年11月20日、財政部等の29の機関が「政府調達分

野の重大違法信用失墜主体への合同懲戒実施協力に関す
る覚書」（以下「覚書」という）に署名した。これは政府調
達分野の信用体系確立の動きを加速させ、信用失墜への合
同懲戒メカニズムを構築し整備していく趣旨となっている。
「覚書」は、合同懲戒の対象範囲、情報共有と合同懲戒の
実施方式、34通りの合同懲戒措置およびそれに対する情報
の動態管理等について明示した内容となっており、「覚書」
の実行は政府調達分野の秩序の規範化にとり非常に重要
な意義を持つものとなる。

「政府調達公告・公示情報発表管理弁法」の改正
政府調達にかかる公告や公示情報を発表する活動につ

いて規範化し、政府調達の透明性を高める目的から、2019
年1月8日、財政部は「政府調達公告・公示情報発表管理
弁法」を改訂した「政府調達公告・公示情報発表管理弁法
（意見聴取稿）」を作成して意見を公募した。当該「意見聴
取稿」では政府調達にかかる公告や公示情報の範囲、発表
の原則、書式・編制上の要求、指定メディア、安全防護、責
任負担等について明確に示し、政府調達にかかる広告や公
示情報を発表する活動の規範化に積極的な影響をもたらす
ものとなっている。

政府調達の代理機関の規範化
財政部が2018年2月13日に公布した「政府調達代理機関

名簿登記の関連業務の徹底に関する通知」では、名簿登記
業務の維持管理、情報の補足・補完、名簿登記管理の規範
化、情報公開、行政処分結果の確実な実行等についての規
定が設けられた。

また、政府調達代理機関に対する監督管理を強化し、政
府調達代理機関の秩序ある発展を促進するために、財政部
は2018年3月1日より「政府調達代理機関管理暫定施行弁
法」の施行を開始し、名簿登記、業務従事管理、信用評価お
よび監督検査等の側面から政府調達代理機関への監督管
理に関する内容が全面的に規定されたことで、監督管理と
代理機関業界の自律管理が強化され、政府調達代理機関
の秩序ある発展が促進された。

2019年の展望
GPA加盟への各種取組みの実行継続
2018年の中国GPA加盟を目指す各種の取組みには一定

の成果が得られており、2019年にはGPA加入に向けたいっ

第10章
政府調達
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そう主体的な展開が期待される。このためには、各加盟国と
の積極的な交渉を行い早期に各加盟国と合意する一方で、
中国の政府調達制度を不断に改善しつつ、加盟国の多くと
一致した制度を確立していくことが考えられる。これには、
政府調達の範囲に対する認識、政府調達方式やプロセス、
政府監督体系を統一し、政府調達の対外開放への動きを加
速させること等が含まれる。

関連法令および政府調達市場環境の整備
政府調達に関連する制度や法令を不断に整備していくこ

とを前提に、2019年には政府調達の関連法律間の相互整
合や連携が強化され、政府調達の適用範囲が拡大すること
が期待される。政府調達における公平取引の中心的メカニ
ズムが確立されて政府調達政策の機能が発揮され、監督を
強化することで、統一的開放が守られた、秩序ある競争の
行われる政府調達市場となれば、政府調達制度が真の意味
で政府にとり重要な公共管理制度や機関支出の管理制度と
なることが可能となる。

外商投資企業の平等待遇の確保
外商投資企業の公平な政府調達への参与、外商投資企

業が国内資本企業と同等の待遇を享受できることの保障に
関する「外商投資法」の内容は現状の進展を促し、外商投
資企業による政府調達活動への積極的な参与を促すもの
になると思われる。外商投資企業の政府調達活動参与に関
する「外商投資法」の実施細則が早期に公布され、新政策
が確実に履行実現されることを期待する。

輸入製品の政府調達市場における待遇
関係機関により過去に公布されてきたリストを振り返れ

ば、輸入製品の政府調達市場参入は依然として相当な制限
を受ける現状となっている。さらには、一部の政府調達公告
において、入札者が供給するのは必ず非輸入製品でなけれ
ばならないと明確に要求される場合さえある。中国政府が
輸入製品の政府調達市場参入の制限を緩和することで、政
府調達市場の範囲がより開放され、輸入品が国産品と対等
に政府調達市場の競争に参与できる環境が整えられること
を期待する。

＜建議＞
①引き続きWTO「政府調達協定」（GPA）加

盟交渉進度の加速、早期のGPA加盟を要望
　2007年12月、中国政府はWTOに対して「政
府調達協定」（GPA）加盟のためのイニシャ
ル・オファーを提出し、2014年12月には第
6次オファーを提出した。それ以来、毎年北
京で中国EU政府調達協定フォーラムが行わ
れ、EUの最新の公共調達に関する規定や、
中国とEUの政府調達体制等について、交
流・協議が行われてきた。中国政府が当該協
議に加盟するために取ったこれら一連の措置
は評価されるものであり、引き続き、中国政
府がGPA加盟交渉を加速させ、早期のGPA加

盟が目指されることを要望する。

②政府調達市場のさらなる開放拡大、政府調達
市場の国際化に向けた発展を要望

　現在、中国において製品生産に従事する日本
企業の一部では、制限のために米国の政府調
達に参与できないといった状況があり、米国
に次いでEUの公共調達分野でも、中国に対
する制裁条項が検討された。今後一部のEU
国家の公共調達分野においても、製品を中国
で生産する日本企業が制限を受けることにな
る可能性は否定できない。中国政府が政府調
達市場の開放をさらに拡大して、他国家との
協議や協力を強化し、政府調達市場の国際化
に向けた発展が推進されることを要望する。

③「外商投資法」の関連実施細則の早期制定・
公布、外商投資企業の政府調達活動への公平
な参加のさらなる保障を要望

　2020年1月1日より施行される「外商投資
法」の第16条では、国は外商投資企業の公
平な政府調達活動への参与を保障し、政府調
達は、外商投資企業が中国国内で生産する製
品および提供するサービスを平等に取り扱う
旨が、明確に規定されている。この重大な変
革は、外商投資企業の公平な政府調達への参
与、外商投資企業が国内資本企業と同等の待
遇を受けることの保障に好影響をもたらすも
のであり、歓迎される。ただ、第16条はあ
くまで原則的規定であることから、具体的に
どのように保障を行うかの執行案について、
関連の実施細則の早期制定を要望する。

④輸入製品の政府調達市場における待遇改善、輸
入製品と国産製品の公平な競争の実現を要望

　中国の外商投資企業が国内資本企業と同等に
政府調達に参与できる環境が実現されつつあ
る一方で、国外に所在する外国企業で生産さ
れた後、中国国内に輸入された製品が、平等
な条件で政府調達に参与できるかにはなお不
確実性があり、以下に示すような製品の例が
ある。

・中国政府は輸入製品を「省エネ製品政府調
達リスト」（以下「省エネ製品リスト」とい
う）、「エコマーク製品政府調達リスト」（以
下「エコマーク製品リスト」）に含めること
を明確に禁止しているわけではないが、関係
機関で過去に公布されてきたリストを振り返
ると、輸入製品の政府調達市場参入には依然
としてかなりの制限がかけられている。さら
には一部の政府調達に関する公告において、
入札者は非輸入製品を供給しなければならな
いと明確に要求している場合さえある。輸入
製品の政府調達市場への参入制限が撤廃さ
れ、政府調達市場の範囲がさらに拡大され、
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輸入製品と国産製品が平等に政府調達市場の
競争に参与できる環境が作られることを要望
する。

・政府調達関係機関の要求により、「省エネ製
品リスト」、「エコマーク製品リスト」の更
新周期はともに6カ月に1回とされているこ
とから、入札者は、リストの有効期間中の供
給持続、一定の在庫確保を書面で保証するこ
とを要求される。しかし、実際には、技術革
新、製品寿命等の影響により、リストの更新
周期と製品のバージョンアップの速度にはず
れが生じるものである。特に、IT製品におい
ては、リスト更新の周期が製品のバージョン
アップの速さにとても追いつかず、在庫の書
面保証が要求されることによって企業の経営
リスクやコスト負担が増大している。このた
め、関係政府機関が調達する製品や企業の具
体的状況を踏まえ、リストの更新メカニズム
を確立、整備するよう要望する。リストの更
新周期を短縮するとともに、製品リストの内
容を適時調整、更新することにより、企業の
経営コストが引き下げられ、より優れた製品
が調達されるという結果にもつながる。

⑤日中韓自由貿易協定（日中韓FTA）、東アジ
ア地域包括的経済連携（RCEP）への政府調
達関連内容の追加を要望

　2018年12月、日中韓FTAの第14回交渉会合
が北京で行われ、3カ国の代表が貨物貿易、
サービス貿易の開放についてさらなる交渉・
協議を行ったことは、歓迎される。日中韓
FTA交渉とRCEP交渉において、徐々に政府
調達に関する内容が盛り込まれていくことを
要望する。相互に政府調達の市場を開放する
ことができるだけでなく、その国の政府機関
の調達コストを低減し、職権を利用した贈収
賄や横領を防止するうえでも、良好な補助的
効果を発揮するものとなる。多国間または二
国間協定により、地方政府機関や国有企業を
取り込んだ、より広範な政府調達市場の開放
が実現することを要望する。
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2019年3月の全人代で可決・成立した外商投資法（2020
年1月より施行）では外商投資企業による商会の設立・参加
が認められているが、中国における日本の商工会組織のう
ち、中国日本商会が唯一の民政部から認可された商工会組
織で、各地の多くの日系商工会組織は未公認組織のため活
動に大きな制約がある。

また、外国商会管理臨時規定により、日本人であっても中
国企業在籍者は、外国商会への加入が認められていない。

中国には、進出日系企業で構成される商工会組織が40以
上も存在する。会員企業・団体数の多い商工会を順に並べる
と、上海(2,307)、大連(734)、香港(651)、北京（638）、広州
(628)、蘇州(613)、深圳(422)、昆山（373）、天津(349)となる
（出所:2018年全国日本人交流会会議資料）が、それぞれが
独自に発足し、地域に根ざして独立して運営されている。

各商工会は、会員への情報の周知や事業支援、会員間の
交流のみならず、地元政府・経済界との交流、地元社会への
貢献なども行っており、中国の経済社会の発展、日中両国経
済関係の深化、ひいてはグローバル経済の進展に大きな役
割を果たしている。

また、専門的な技術的知見を必要とするテーマに関して
は、各地の商工会を通じて地域を越えた交流へと発展して
いるケースもある。知的財産権（商標・特許等）に関するグ
ループでは、北京市・上海市・広州市で情報を共有して連携
を深めるとともに、さらなる成果実現に向け一体的な活動を
行っている。化学品業界やライフサイエンス業界（医薬品・
医療機器・化粧品の三分野）においては中国の関係当局と
の交流・対話を積極的に行い、ビジネスに大きな影響を与え
る政策・施策について、日中双方の政府当局者を交えた交
流・対話がそれぞれの分野で実現するなど効果的な取り組
みにつながっている。

このように重要な役割を担っている中国各地の商工会組
織だが、外国商会管理臨時規定で各国の商工会組織は1つ
しか認可されないため、そのほとんどが未公認組織の位置
付けとなっており、次のような運営上の困難に直面している
ケースが少なくない。

（１）未公認組織であるため当該商工会組織名を提示で
きない場合がある。

（２）当該組織としての銀行口座を開設できない。
（３）事務所借用や専任職員の身分保証、ビザ取得など

に苦慮する。
外商投資法第27条では、外商投資企業が商会・協会を設

立・参加し、自らの適法な権益を維持・保護できることが規
定されており、各地域においてそれぞれ実情に合った商工会

組織の設立・運営が可能となるような規制の緩和、あるいは
融通性のある運用を要望する。-中国は地理的に広大であ
り外国企業の進出先も多都市に広がっている。中国への投
資を検討する企業にとって、当該地域に安定した自国商工会
組織があることは、進出の大きなインセンティブとなり、企
業の誘致につながると考える。

また、中国における在留邦人数は2017年10月現在12万
4,162名（出所:平成30年度-外務省-領事局政策課-海外在留
邦人数調査統計）となっている。この多くは中国各地の日系
企業で働く者とその家族であるが、高度な技能を買われて中
国の企業に勤める者もいる。中国企業に勤務する日本人が、
邦人との交流や母国語での情報を求めて商工会活動への参
加を希望する場合に、外国商会管理臨時規定第5条で個人
会員資格が「商業機構と外商投資企業の非中国国籍の従業
員」に限定されているため、この法令の下にある限り参加を
認めることができない。高度技能人材が心身の健康を保ち、
その能力をいかんなく発揮するとともに、商工会活動がより
いっそう活発なものとなるよう規定の改正を要望する。

＜建議＞
①各地域の商工会および日本人会が、それぞれ
独立した組織として銀行口座の開設や各種の
契約等を行えるよう、外国商会管理臨時規定
の改正あるいは柔軟な運用を要望する。

②中国企業（非外商投資企業）に在籍する非中
国国籍の従業員が商会に加入できるよう外国
商会管理臨時規定の改正を要望する。

第11章
商工会組織
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中国における生活水準は引き続き向上している。2018
年のエンゲル係数は、都市部27.7％、農村部30.1％とさら
に低減し、日本の26％超に近づいた。また、日本を訪問す
る中国人観光客数は年間838万人に達し、過去最高記録を
更新した。その訪日観光客に日本でしたいことを聞くと、
第1位の「遊園地で遊ぶ（60％）」に続き、第2位は「食事
（51.7％）」となっている。加えて、輸入食品を購入したこ
とがある中国人のうち、日本産食品の購入率が54.9％とな
り、原産国別で3年連続第1位となっている。中国消費者の
日本食・日本産食品への関心の高さが伺える（出所:中国国
家統計局・日本国土交通省・ジェトロ）。

よって日系食品関連企業にとっては販売拡大のチャンス
と捉えられると共に、日本と異なる法規制・工場事情・流通
事情・商習慣に対応し、中国消費者の食生活の向上に貢献
すると同時に、中国の食品関連政府部門に協力し、より健
全な市場環境作りに尽力していきたいと考える。

農林水産業・食品の現状
食品製造業・小売業について
中国における食品製造業の販売総額は2004年の約1兆

1,000億元から、2017年には約10兆5,000億元と約10倍に
なっており、大きく拡大している。2018年の小売業の売上
総額は約38兆1,000億元（前年比9.0％増となった）。うち、
2018年第4四半期には国慶節休暇・双11キャンペーン・年
末商戦などの大型イベントがあり、10兆元以上を売り上げ
た。また、外食産業の売上総額は約4兆3,000億元（2018
年・前年比10％増）に拡大した。

一方、中国の外食市場では、食の多様化・高級化が進む
につれて、IoT関連技術の発展を背景に、「スーパー・外食」
を中心に新小売業態が急増しており、代表的なものでは、
アリババ系の「盒馬鮮生」が100店舗以上出店している。同
チェーンは高級海鮮類等を店頭調理し、その場ですぐ食べ
られることや、3キロ圏30分以内の無料配送が特徴となって
いる。そのほか、「小象鮮生」・「永輝超級物種」・「蘇寧小
店」など同類業態の店が続出した。

また、既存外食店もIoT技術による革新を試みている。
2018年11月には、有名火鍋チェーン「海底撈」が無人店舗
を北京で初出店し、店内にスマート倉庫、自動調理機械、ロ
ボット・ウェーター、無人酒類販売機など数多くの技術を導
入した。

加えて、モバイルネットユーザー数の増加を背景に、オン
ライン注文による外食宅配市場が急速に拡大している。「美

団」・「餓了麼」といった外食宅配業者が市場をほぼ占め、
消費者は業者のアプリを利用して既存外食店のメニューか
らスマホで注文する仕組みになっている。オンライン外食宅
配市場の規模は2017年には2,000億元を超え、2018年は
約2,430億元になるとみられる。既存外食店も宅配業者との
コラボを加速している。

食品関連政府部門の機構改革
2018年3月17日、「国務院機構改革案」が全国人民代表

大会で可決され、食品関連政府部門について大規模な機構
改革が行われた。旧国家工商行政管理総局（食品流通管
理）、国家質量監督検査検疫総局（標準策定・輸入食品安
全管理）、国家食品薬品監督管理総局（食品生産安全管
理）が廃止され、新たに成立した国家市場監督管理総局に
職務機能が集約された。加えて国家発展改革委員会および
商務部の一部機能も国家市場監督管理総局に移管された。
一方、輸入食品の衛生安全管理の機能は、国家質量監督検
査検疫総局から海関総署の管轄に移管された。中国におけ
る食品安全監督管理は新たな段階に入ったと言える。

食品関連法規について
上記の通り、食品安全に関する組織体制の整備が大きく

進んでいるなか、2016年より2年連続で公布されていた「食
品安全重点作業計画」は2018年は公布されず、2017年に始
まった「食品安全法実施条例」の再改正作業も2018年内に
は完了せず公布されなかった。

表：食品安全に関する法律および組織体制の整備
2009年：中国食品安全法施行、中国食品安全法実施条例施行
2013年：国家食品薬品監督管理総局（CFDA）設置。食品生産-
　　　　の衛生安全の一元管理
2015年：改正中国食品安全法施行
2016年：改正中国食品安全法実施条例施行
2018年：国家市場監督管理総局（SAMR）設置。流通分野も-
　　　　加え食品安全の一元管理

日本食レストランの動向
中国における日本食レストラン数は近年で急増し、2017

年に約4万1,000店と2015年から約2倍に拡大し、国別で
は日本以外で世界一位となっている。また、省（直轄市含
む）別では、広東省（6,500店）、江蘇省（3,800店）、上
海市（3,300店）が上位に位置し、市別ではトップ3が上海
市、広州市、北京市の順となっている。（出所：在中国日本
国公館）

ただし2018年には、中国の日本食レストラン数は約3万
6,000店になり、約1割減になったとみられる。上海・北京・

第１章
農林水産業・食品
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広州など主要都市では微増だったが、東北・中部・西南など
の地域では大きく減少した都市もあった。その要因として、
景気動向や日本食の受入度の地域差が推測される（出所：
大衆点評）。

中国の農林水産物貿易統計
2017年、中国の農林水産物の輸入総額は1,153億ドルに

なり、総輸入額の約6.3％を占めた。輸出総額は742億ドル
で、総輸出額の約3.3％を占めた。輸入品で多い品目は油用
種子、畜産品および水産品、輸出品では水産物、野菜、果物
などである（出所：中国統計年鑑）。

対日農林水産物貿易の現状
2018年、中国から日本への農林水産物の輸出額は、1兆

2,478億円と2017年より368億円増加し、米国から日本へ
の1兆8,078億円に次ぎ二位になっており、日本の農林水産
品輸入総額の12.9％を占めている。品目は多岐にわたり、
金額順では鶏肉調製品、うなぎ（活魚・調製品）、野菜（生
鮮・冷蔵）が上位になっている。

一方、日本からの輸入額は1,337億円と2017年より329
億円（前年比1.3倍）と大きく増加し、日本の農林水産品輸
出先では、香港の2,115億円に次ぎ二位になっており、日本
の輸出総額の14.8％を占めている。品目は水産物、製材・
加工材、菓子、飲料（酒類を含む）などが多い（出所：農林
水産省）。

中国FTAの状況
現時点で中国と自由貿易協定（FTA）を締結した国・地域

は、香港、マカオ、ASEAN、チリ、パキスタン、ニュージーラン
ド、シンガポール、ペルー、台湾、コスタリカ、アイスランド、
スイス、韓国、オーストラリア、ジョージアであり、その他多
数の国と交渉中である（19年3月現在・出所：ジェトロ）。

日系企業が直面している問題点
生産許可関係
中国消費者の食生活が飛躍的に向上しており、日本をは

じめとする多くの外国から食品や食スタイルが中国に入って
いる。その中に、中国の既存分類にない食品分野または新規
開発商品が数多く存在する。日本の清酒やみりんなどがそ
の一例である。現状では、それらの食品の生産認可は従来
の基準に準拠せざるを得ないが、これでは食品本来の風味
や品質をすべて再現するのが難しくなる。中国消費者への
海外食の広がりが制限されてしまっている現状である。

食品輸出入関係
①2011年3月の東日本大震災に伴う福島原子力発電所の
事故の影響で、10都県産の多くの食品品目において輸
入制限が行われているが、2018年11月28日公布の海
関総署公告により、新潟産米の輸入が許可された。し
かし、一般的にリスクが低い酒類など、ほかの多くの
品目についてはまだ輸入許可がされていないので、引
き続き政府関連部門に規制緩和を働きかけなければな
らない状況である。

②輸入食品添加物は通関の際、規定に則った検査に合格

しなければならない。中国国家標準（GB）において、
規格・基準・試験方法が策定中の食品添加物について
は、試験方法が未定との理由で検査が実施されず、衛
生証明が発行されない可能性がある。策定中の場合の
救済措置も現状確認できない。

③2017年11月公布の「出入境検験検疫管理規定」で食
品輸入手続のガイドラインが具体化された。これは地
域によって通関業務の運用統一性が欠けていたことに
対して、当局が対策を講じたものである。このガイド
ラインの徹底実施を引き続き期待したい。輸入食品の
流通には、衛生証明書が必須になっているため、通関
ができても証明書の手続に時間を要すると、賞味期限
の短い商品は廃棄せざるを得ない。現状では、輸入食
品が中国の港についてから、実際流通するまでに1カ
月以上を要しており、同じ品目を複数回輸入しても同
様の手続を踏まねばならず、短縮化されていない。こ
れでは、日本から欧州（例えば英国）に船便で輸出す
るリードタイムと大差がない。

飲食業関係
中国では飲食店で食事をする際、酒類を持込むことを許

す商習慣が昔から存在する。酒類を飲食店に持ち込む行為
は、当然飲食店の利益にダメージを与える。しかし、2013年
12月9日、北京市工商局が「飲食店における六種の不公平
行為の禁止」の通達を発表し、酒類および飲料の持込禁止
が解除された。この通達に対して、消費者は歓迎するが、中
国調理協会・中国観光ホテル協会などの業界団体は猛反発
し、当時は激しい議論が続いた。

2014年2月14日、最高人民法院が最終見解を公表し、飲
食店による酒類および飲料の持込禁止は違法との認識を
明確にした。持込禁止は「契約法」および「消費者権益保
護法」に違反する行為に当たり、消費者は飲食店に対して
持込禁止は無効だと主張できるとしている。

一方、北京市工商局の見解によれば、持込禁止は違法だ
が、消費者から合理的な持込サービス料を徴収することは
違法ではない。日系飲食店においても、非常に納得しがた
い商習慣ではあるが、自己保護のためにも対応策を考える
必要がある。

保質期の表示問題
中国では、食品安全国家標準「GB7718-2011-包装済食

品ラベル通則」の規定により、食品包装には一律に「保質
期」の表示が要求される。食品安全意識が高まっているな
か、中国の流通業者や消費者は保質期に対して厳しい考え
方を持っており、保質期を少しでも過ぎると、直ちに人体に
影響が及ぶと考えている。これは日本の「消費期限」に対す
る考え方だ。その反面、保質期限の前に、食品の風味に変
化があっても問題無いとされている。

一方、日本では、パンや牛乳など腐敗しやすい食品には
「消費期限」を表示し、飲料や缶詰など比較的に長期保存
（3カ月以上が目安）できる食品には「賞味期限」を表示し
ている。日本の食品関連企業は、食品の風味が変わり始め
る期限を賞味期限であると認識している。中国で食品の保
質期を決める際、日本の賞味期限の考え方をそのまま保質
期に適用すると、不利に保質期を短くしてしまう恐れがある
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ので、よく調査したうえ現地事情にあった対応を行うことが
望まれる。

＜建議＞
1.生産許可関係
①ラベルの原料記載内容の見直し
　食品安全国家標準「GB7718-2011-包装済食
品ラベル通則」の規定により、食品包装のラ
ベル記載事項に、原料欄には「その構成物質
および配合量」等を表示する旨が明記されて
いる。しかしその表示は企業ノウハウの漏え
いにつながる恐れがあるので、詳細をラベル
に記載せず、別途生産標準や製造規格書の提
出等の対応を要望する。

②新しい食品分野の基準策定
　食品分野の許認可申請に関して、海外由来食
品や酒類などの拡大のためにも、既存の食品
分類にない新分類（日本式食品や清酒・みり
んなど）の認可基準の策定を要望する。

③食品工場の立ち入り検査の基準統一
　新しい法律、条例および通達等の施行に伴
う政府関係各部署の生産現場立ち入り検査の
際、担当者によって基準が異なること度々発
生するが、特に食品工場への立ち入り検査は
頻繁に実施されるため、その度の異なる基準
の指導には食品工場として非常に対応しにく
い。担当者への研修強化などを通じた基準の
統一を要望する。

2.食品輸出入関係
①10都県産食品輸入制限のさらなる緩和
　2011年3月の東日本大震災に伴う福島原子
力発電所の事故の影響で、10都県産の多く
の食品品目において輸入制限が行われてい
るが、2018年11月28日公布の海関総署公告
2018年第175号により、新潟産米の輸入が
許可されたことを歓迎する。今後も中国の消
費者の食生活を豊かにするため、一般的にリ
スクが低い酒類などのほかの品目についても
引き続き科学的な根拠に基づいて究明を早め
ていただき、早期の規制解除を要望する。

②輸入食品添加物のGB策定の加速
　2018年6月公布の「GB-1886.301-2018-食
品添加物-ガラクトマンナン」により、該当
食品添加物の規格・基準・試験方法が策定さ
れたことを評価したい。今後も中国の消費者
の食生活を豊かにすべく、より多くの食品添
加物（例えば金箔など）が輸入できるよう、
ほかの輸入食品添加物のGBの策定も早期に
進めるよう要望する。

③食品輸入手続の全国統一運用
　2017年11月公布の「出入境検験検疫管理規

定」による、食品輸入手続のガイドラインの
具体化に関しては、当局の改善努力を称えた
い。今後は食品輸入手続のさらなる迅速化の
ため、上記規定の徹底実施により、各地域に
おいて統一した基準に基づいた効率的な運用
がなされるよう引き続き要望する。

④不正規輸入食品の取り締まりのさらなる強化
　食品は消費者の健康に直接かかわるため、
正規輸入によって検査検疫を受けることが非
常に重要となる。密輸品、個人輸入品や越境
ECの転売等により、市場では未だに輸入ラ
ベルのない商品や偽造の輸入ラベルを貼って
ある商品などが販売されている。このことは
特に日本料理店など仕入れルートが監督管理
しにくい販売先で見られる。不正規輸入食品
は衛生面が懸念されるうえ、正規輸入業者の
販売を妨げている。不正規輸入食品の取り締
まりのさらなる強化を要望する。

3.食品物流関係
①食品物流車両の例外措置
　大気汚染・赤色警報などの発令の際、急な車
両規制が実施されるが、食品には賞味期限が
あり、流通も在庫が最低限しかされていない
ので、輸送が遅れると国民生活への影響が出
る。よって、食品物流車両については規制対
象から除外するなどの例外措置を要望する。

4.消費者対応関係
①悪質クレーマー行為に対する公正な判断
　近年では、人為的な賞味期限の消去や故意の
異物混入等悪意のあるクレーマー行為が散見
され、食品企業に対して賠償を請求する事例
が発生している。悪質なクレーマー行為は企
業の正常な経営活動の妨げになり、結果とし
て消費者に不利益をもたらすので、その様な
クレーマー行為を抑制できるよう、「消費者
権益保護法」などの運用等において、十分な
考慮を要望する。

②保質期の考え方の見直し
　日本では、パンや牛乳など腐敗しやすい食
品には「消費期限」の表示、飲料や缶詰など
比較的に長期保存（三カ月以上が目安）でき
る食品には「賞味期限」の表示が義務付けら
れている。昨今の世界的な流れでは、長期保
存できる食品の賞味期限を柔軟に考える流れ
がある。一方、中国では食品安全国家標準
「GB7718-2011-包装済食品ラベル通則」の
規定により、食品包装には一律に日本の「消
費期限」の概念に近い「保質期」の表示が要
求される。食糧を無駄にしないためにも、
「保質期」を「消費期限」と「賞味期限」に
分けるなど、考え方の見直しを要望する。
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１．石炭
2018年の中国のGDPは前年比で6.6％増加し、年度目標

（6.5％）を達成したが、四半期ごとの成長率は徐々に低
下していることからみれば、経済減速の圧力が大きいこと
が示された。特に、2018年の第４四半期のGDP成長率は
6.4％と2009年以来の最低レベルとなった。

このようなマクロ経済の背景のもと、2018年の石炭消
費量は3.4％増加したが（そのうち、電力炭消費量は6.6％
増）、一方、地球規模の環境問題への対応から石炭の一次
エネルギー消費に占める割合は初めて60％以下になった。
2016年から実施されている供給側（サプライサイド）改革
は2018年も引き続き実施され、石炭価格（NAR5,500kk、
秦皇島FOB）はほぼ600元/トン以上と高いレベルを維持し、
特に下期の市況変動はある一定の幅に抑えることができて
いる。長期ターム契約の割合が増えたこと、および新たに
在庫保証制度が実施されたことなどが主な要因といえる。
このことは石炭業界の利益レベルの向上をもたらした。

17年4月から実施されている海外炭の輸入制限は2018
年も頻繁に行われており、需給の安定化に寄与する一方、
通関に時間がかかるなど輸入業務に少なからず影響を与え
た。このような輸入制限はおそらく常態化されることが予
想される。

供給側改革の継続
中国経済の最大の課題は企業の過剰債務問題で、石炭産

業では特に国営石炭会社の負債削減が重要である。そこで
過剰生産設備の淘汰を進め、需給のバランスをとることで
製品価格を上昇させ、企業債務を削減する取り組みとして、
2016年2月から政府は、石炭業界の供給側改革を実施す
ることを決定した。石炭分野の第13次5カ年（2016～2020
年）計画によると、2020年までに、石炭生産能力を8億トン
削減することとしている。2016-2018年において下表のとお
り、すでに6億トン削減されたため、2019年以降も残りの2
億トンの削減に向けて引き続き、石炭業界の供給側改革が
実施されると考えられる。

表１：石炭生産能力の年度別削減量
石炭生産能力削減量

2016年 2億9,000万トン
2017年 1億6,000万トン
2018年 1億5,000万トン
合計 6億トン

供給側改革が3年間実施されたことにより、国家統計局に
よれば2018年の石炭会社数（主営業所得が2,000万元以上
の企業）は前年比で611社減少した。一方、同年の原炭の生
産量は35.5億トンと前年比で5.2％増加しており、生産企業
の集中度が高まっている。原炭生産量が1億トンを超えた企
業は7社（国家能源（エネルギー）集団、中煤、エン州鉱業、
陝西煤業、山東エネルギー集団、大同煤業、山西焦煤）と
2017年より1社増えており、当該7社の2018年の原炭生産量
は2017年より1億トン増え、全国原炭生産量増加分にほぼ
等しい。地域別でみれば、内モンゴル、山西、陝西、新疆、貴
州、山東、安徽、河南の8省・自治区の生産量が1億トンを超
えており、上位5位の省はすべて増産し、かつ、内モンゴル、
山西、陝西の3省・自治区の原炭生産量は全国の7割近くを
占めた。一方、原炭生産量1,000万トン以下の省の生産量は
すべて減少している。

このような供給側改革の進展に伴い、需給は引き締めら
れ、石炭価格は上昇し、石炭業界の利益レベルが向上し、負
債レベルは低下しており、当初の改革目標をある程度、達成
したと言える。

図１：石炭企業の利益と負債の変化（単位：億元）
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出所：国家統計局

2018年マーケット需給コントロールの状況
需給安定化に向けた長期契約数量の増加
2017年末、国家発展改革委員会は石炭需給変動の抑制、

供給と価格の安定化に向けた「2018年中長期契約締結履
行に関する通知」を通達した。このなかで石炭企業に対し、
長期契約数量は自社保有資源量または調達量の75％以上
とすること、さらに契約履行率は90％以上とすることが求め
られた。これに基づき、神華、中煤は十数社の電力企業と3
年契約（2018～2020年）を締結し、長期契約数量が増やさ
れた。

第２章
鉱業・エネルギー
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在庫制度の実施による需要家調達の安定化
2017年末、石炭市況の安定化に向け、「石炭最低・最高

在庫制度の構築・完全化の指導意見」が発表された。これ
は2018年1月1日から2022年12月31日まで実施される。当
該発表では、発電所の最低在庫は下表に示したように輸送
距離（50km以下、50-100km、100km以上）および輸送方
法（鉄道、水路、トラック）により5～20日間が要求された。
また需給がタイトであったり、価格が連続して速く上昇する
場合の最高在庫は最低在庫の2倍以下とされた。当該制度
の実施により、2018年の沿海エリア発電所の夏場需要期
（6～9月）および冬場需要期（11月15日～翌年3月15日）の
在庫は前年に比べて3～4日分多く、特に11月15日～12月31
日は11日分多かった。このことにより、気温変化などの影響
に対する緊急調達の発生が少なくなり、調達の安定化が実
現した。

表２：新たに求められた需要家の最低在庫
炭鉱までの距離 最低在庫

50km以下 5日分
50～100km、トラック輸送 7日分
50～100km、自動車輸送 10日分

100km以上 15日分
鉄道、水路複合輸送 20日分
2パターン以上の場合 低い数値を採用

2018年の市況「不需要期価格上昇、需要期価格低下」
2018年の石炭市況をまとめると、「不需要期価格上昇、

需要期価格低下」であることが示された。通常、2月の旧正
月の前や4～5月、9～10月は工場が休止したり、発電所がメ
ンテナンスを実施したりすることにより、石炭の不需要期と
見なされ、石炭価格は低下する。一方、6～8月、11、12月は、
夏場、冬場の需要期とされ、石炭価格は上昇する。しかしな
がら、2018年の市況は下図に示したように、不需要期にお
いては石炭価格が上昇し、需要期においては石炭価格が下
落した。

図２：2018年秦皇島FOB価格の推移（単位：元/トン）

出所：煤炭市場網

2018年年初は、2017年の冬場に実施された北方地域に
おける「ボイラの燃料を石炭から天然ガスへ転換する」政
策により、天然ガスの需要が急増したが、結局、暖房用天然
ガスの供給が不足したために石炭需要が急増したこと、お
よび年中の輸入炭制限などが要因と見られる。しかしなが

ら前記の長期契約数量の増加、在庫制度の影響はより大き
いと思われる。この2つの制度の実施により、スポット炭の
需要が少なくなり、発電所は常にあるレベルの在庫分を保
つことで、緊急かつ大量の調達が発生しなかったことから、
特に下期以降の石炭価格の変動は抑えられた。

2018年は輸入制限が頻発
中国の石炭の輸入は、政府の立場からすれば、国内価格

の調整の役割を期待するものであり、国内炭価格が高くな
れば、生産量を増やすことと、輸入量を増やすことで高騰
を抑制することができ、また国内炭価格が低下した局面で
は、生産量を削減することと輸入量を絞ることで需給のバ
ランスをとることを可能にするものである。輸入量について
は2017年初頭に政府は2016年並みとして、むやみな輸入
量増に歯止めをかけていたが、2016年の予想以上の経済
成長に伴って輸入量はやや前年を上回った。しかし2017年
下期には輸入制限として輸入炭の通関検査の厳格化や揚
げ港の制限を実施している。2018年度も政府は輸入炭量
について前年を超えないように抑制する計画を持っていた
が、2018年1～3月には国内炭価格の上昇、電力需要の増加
により、輸入量は前年比で16.9％増加した。そこで、下記の
通り4月から輸入規制が相次いで出された。

・4月　税関の電話通知により、第2類港湾（地方政府が
批准した港湾、電力自社バースを含む）における輸入
炭の荷揚げが禁止された。

・8月　江蘇省の南京以外の港湾において、1～7月の輸
入実績がすでに前年の通年分に近づいたため、8月か
ら輸入炭の受け入れが中止された。

・10月　2018年通年の輸入量は17年の2.71億トンを超
過してはいけないとの指示が出された。

・11月　各沿海地域で輸入炭会議が開催され12月末ま
での輸入禁止が指示された。
これにより2018年の輸入量は2.81億トンと前年比0.1億ト

ン増加し、2018年12月の輸入量はわずか1,020万トンに止
まった。

石炭業界第13次5カ年（2016～2020年）計画によれば
2020年の石炭生産量は39億トン、消費量は41億トンで、
ギャップの2億トンは輸入で補うと思われる。したがって、政
府としては、石炭需給の健全性を考慮し、輸入を年々増やす
ことを容認することはなく、輸入制限を常態化し、2020年
の輸入量を2億トンまでは低下させないが、最低でも2016
年の2.5億トンのレベルに抑えることが予想される。

在中国日系企業が直面する問題点および中国政府へ
の改善要望
中国の輸入炭量は年間2.7億トンに上り、アジア市場での

貿易に大きな影響を与える。特に近年の輸入規制はアジア
の市況に反映され、石炭価格の変動をもたらし、日本の需
要家への調達価格上昇をもたらす可能性がある。また正確
な市況状況を把握するための各種の統計についても近年、
非公開になっているものがある。このことは日本の石炭業
界、需要家の調達に関する情報収集に対し少なからず影響



108 中国経済と日本企業2019年白書

第
３
部   

各
産
業
の
現
状
・
建
議

を及ぼす。

また中国の石炭消費量は一次エネルギーに占める割合が
減少しているとはいえ世界一であり、温暖化ガスの排出量も
多い。地球温暖化とエネルギーの安定供給の問題は中国の
みならず世界的なものであるが、消費量が多い国としてそ
の解決に向けたリーダーシップを期待したい。

＜建議＞
＜貿易関係＞
①輸入規制の事前の公表について
　中国は国内石炭マーケットの需給を調整する
ため、2017年末より輸入規制を実施してき
た。このことは中国の石炭会社の生産量の安
定化や価格レベルの適正化による健全な経営
に資するものであるが、一方、輸入炭を利用
する中国南部の石炭需要家の安定的かつ経済
的な石炭の調達や、石炭サプライヤーの安定
供給に対しては大きな影響を及ぼしている。
特にこの輸入規制は、計画的でかつ、あらか
じめ石炭に従事する関係者に対し公表されて
いれば、事前に対応を取ることができるもの
である。今後は海外炭の輸入規制について事
前に計画を公表し、より円滑な石炭業務がで
きるよう対応されることを要望する。

＜政策関係＞
②石炭に関する統計の再公開について
　中国の石炭需給はアジアの石炭マーケットに
対する影響が非常に大きく、その正確な情報
は、石炭の輸出入業者のみならず日本や周辺
国の石炭利用者や豪州、インドネシアのサプ
ライヤーにとっても大変に重要である。中国
税関は2018年3月まで毎月の石炭銘柄（原料
炭・一般炭・他の瀝青炭・褐炭・無煙炭・他
の石炭）の国別の輸出入データを公表してい
たが、2018年4月以降、この発表を中止し
た。これにより石炭にかかわる関係者は需給
の正確な実態把握ができなくなっており、今
後の円滑な輸出入とアジアマーケットにおけ
る供給安定性の確保に向けて、国別の輸出入
データの発表再開を要望する。

＜環境関係＞
③有害微量成分の対策、地球温暖化対策の国際

交流と省エネ技術導入の優遇処置
　中国の最新石炭火力の排煙処理では日本や
先進国並みの高水準の設備が導入されつつあ
り、煤塵、NOｘ、SOｘなどの大気汚染物質
の排出も大幅に減少することが期待される。
今後も新設および既設のプロセスへの最新鋭
排ガス処理設備の導入の継続をお願いした
い。また、水銀やホウ素、フッ素などのいわ
ゆる有害微量成分についても、大気、水質へ

の汚染防止を目的とした、燃料や灰に含まれ
る微量成分含有量および排出量の把握と排
出・含有規制の導入、対策技術の開発・導入
について早急に検討いただきたい。

　石炭火力から排出される地球温暖化物質の
対策技術の開発については、中国においても
排ガス中のCO2ガスの利用として、燃料や化
学品原料への転換技術などについて研究開発
が進められている。これらの技術開発スピー
ドを世界レベルで促進するためにも、中国が
リーダーシップをとって国際会議などによる
技術交流を活発に推し進めていただきたい。
また日本など海外で実用化されている省エネ
技術については各種の交流を通じてビジネス
ベースで進められているが、いまだ不十分で
あるため、早期導入に向けた優遇政策の検討
を要望する。
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２．電力
2018年の中国の電力消費は前年比8.5％増と経済成長

率を上回る高い伸びを示した。一方、発電設備の増強も積
極的に行われ供給不足は生じていない。発電設備では、引
き続き太陽光・風力発電の導入が急速に進んでいる。電力
取引の市場化、自由化も進展しており電気料金の引き下げ
に結び付くこれらの施策は電力ユーザーに歓迎されてい
る。また、配電・電力販売事業の自由化拡大は、外資系企
業も含めた新規参入の道を開くこととなった。

2018年の動向および回顧
2018年の中国国内の電力消費量は6.84兆キロワット時

で、前年比8.5％増と高い伸びを示したと速報されている。
図1に示すように、電力消費の前年比伸び率は中国の経済が
低迷したとされる2015年に2.9％増と落ち込んだが、その後
年々伸び率は高まっている。逆にこの間、実質経済成長率
は微減の傾向となっており、このような状況下で電力消費の
伸び率が高まるというかつてない状況が2016年以降続い
ている。この動向については、GDP構成および全電力消費
に第二次産業が占める比率の低下や暖房用熱源の石炭か
ら電力への転換などによる電力消費構造の変化が影響して
いるとする論評がなされている。

図１：GDP、電力消費の前年比伸び率推移 
（1990～2018年、前年比（％））

出所：2017年までは中国統計年鑑2018表9-8、2018年は速報値

これらの電力需要に応えるため、中国国内では引き続き
大規模な発電所の増設が行われている。2018年1年間に
総発電設備容量は1億2,000万キロワット増加し、19億キロ
ワットとなっている。これにより、電力需要の高い伸びが継
続しているものの供給不足は発生していない。

2018年1年間に新規に投入された発電設備の容量を種
類別にみると、火力発電が4,120万キロワット（うち石炭
火力は2,900万キロワット）、水力発電は850万キロワッ
ト、原子力発電が880万キロワット、風力発電が2,100万キ
ロワット、太陽光発電が4,470万キロワットとなっている。
（図2参照）

図２：中国の毎年の新規電源投入量の推移： 
2009年以降の石炭火力・風力・太陽光発電
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出所：中国電力企業聯合会HP掲載の全国電力工業統計各年版から筆
者作成

風力・太陽光発電の動向
中国では、風力および太陽光発電の導入が積極的に進め

られている。電力発展13次五カ年規画の2020年目標値は
風力、太陽光がそれぞれ2億1,000万キロワット、1億1,000
万キロワットとなっているが、実際の導入ペースは計画を大
きく上回り、太陽光は2017年に目標値を超え、風力は2019
年中にも目標を達成する見込みであり、中国政府は期中の
計画見直しに着手している。また、風力／太陽光発電の棄
風／棄光問題（発電する能力がありながら送電線の容量が
不足し電力を送れない問題）は、送電線の整備と地域バラ
ンスを考慮した立地により改善が進んでいる。

電力価格の動向
電力ユーザーが負担する電気料金は、一部の自由化部分

を除き、国家能源局の管理下に置かれている。料金表は省／
自治区／直轄市ごとにその区域を管轄する電網公司が政府
の許可のもと定めているが、その料金形態はまちまちになっ
ている。都市部では、民生用料金に電力使用量が増えるに
従い単価が上昇する逓増制が採用されるとともに、スマート
メーターの普及を背景に時間帯別、季節別の料金設定がな
されている区域もある。一方、東北地方などでは電灯、動力
などの区分ごとに単一単価の従量制料金となっている区域も
ある。

総体としては、都市部が高く、農村・辺境部で低く設定
されている。用途別では、民生用、大規模工業用、一般工
業・商業用電力の順に料金が高くなるよう設定されている。
2017年の全国平均では、民生用が0.529元／キロワット
時、大規模工業用が0.598元／キロワット時、一般工業・商
業用電力が0.765元／キロワット時となっている。中国の料
金体系は歴史的経緯から民生用電気料金が依然として低く
設定されている。

この電気料金体系に対しては、大口需要家からの不満は
根強いものがあり、これを受け2018年3月の全国人民代表
大会で決定された「2018年政府活動報告」では、“企業の
税外負担の大幅低減”の一環として、「託送料金と各種の付
加金を引き下げることにより2018年内に一般工業・商業用
電気料金の水準を平均で10％引き下げる」との方針を決定
している。
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これを受け、国家発展改革委員会は、2018年3月から8月
にかけて計4回の値下げ措置を実施しており、一般工業・商
業用電気料金の10％引き下げは各省レベルで実現されたも
のと見られている。

また「2019年政府活動報告」において、一般工業・商業
用電気料金を2019年内にさらに平均10％引き下げる方針
が示されている。

図3に、2013年から2017年の全国平均電気料金の用途
別推移を示す。

図３：2013～17年の全国平均電気料金の用途別推移
（単位：元／キロワット時）
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出所：国家能源局「全国電力価格状況監督管理通報」各年版

電力改革と自由化の進展
中国の送配電事業は、国家電網と南方電網が非常に大き

なシェアを握っているが、近年これら電網公司の事業運営
に対して政府による管理が厳しくなるとともに、一部自由化
も導入されている。

一例としては、2017年、国家能源局が電網公司の送電・
配電線の使用料金である託送料金の査定を行い、その結果
託送料金の引き下げが実施されている。

また、配電事業への参入自由化や大口需要家の発電事業
者との電力直接取引は2015年から徐々に実施に移されてお
り、工業団地や大規模商業施設などでの配電・販売事業は
新規の事業者にも開放されている。

さらに、2018年7月から送配電事業が外資に完全開放さ
れている。これにより、配電・販売事業では自由化とあわせ
外資の新規参入の道がひらかれることとなった。

在中国日系企業が直面している問題およ
び中国政府への改善要望
電力ユーザーとしては、かつて電力不足が表面化していた

時期には、電力使用枠の確保に加え、計画的な供給カット
や突然の停電への対応に苦慮していた。しかしながら、近
年大幅に改善された電力需給状況のもと、かつての量的な
電力確保から電力供給の質およびコスト面に関心が移って
きている。

電力ユーザーにとっては、電網公司による電気料金の引
き下げのほか、配電・販売事業の自由化の進展により電力

の供給元およびその料金プログラムの選択肢が広がること
は大変好ましい方向といえる。さらにその選択肢の間に市
場による競争が行われ、電気料金のいっそうの低廉化が図
られることが期待される。

また、2015年以降進められている配電・販売事業の自由
化に加え、2018年7月からは送配電事業が外資に完全開放
されたことから、外資系企業にとって電力分野への新規参
入の道がひらかれることとなり、新たなビジネスチャンスが
生まれている。

＜建議＞
①電気料金引き下げの継続
　2018年政府活動報告に示された一般工業・
商業用電気料金の平均10％の引き下げが
2018年内に実現されたこと、また、2019年
の政府活動報告においても一般工業・商業用
電気料金をさらに平均10％引き下げると示
されたことは電力ユーザーの負担軽減の観点
から大いに評価できる。今後、電気料金体系
の合理化をさらに進め、一般工業・商業用お
よび大口工業用電気料金のいっそうの引き下
げに取り組むよう要望する。

②電力自由化の継続
　2015年11月の国家発展改革委員会および国
家能源局による「電力小売事業改革の推進に
関する実施意見」に基づく電力小売り自由
化が着実に進められていることは、電力ユー
ザーの選択肢を増やすとともに電力コスト
低減の観点から大いに評価できる。また、
2018年7月に実施された外資参入規制の一部
緩和・撤廃により、中国国内における送電お
よび配電事業が外資に対して全面開放された
ことは、外資系企業にとってのビジネスチャ
ンスの拡大をもたらしている。今後、このよ
うな電力分野での自由化を継続するととも
に、透明・公平な制度の運用を要望する。

③電力供給品質の高度化の継続
　電力発展第13次五カ年規画に示された配電
網の高度化の進展により、中国における電力
供給は質・量ともに改善が進んでいること
は、電力ユーザーの立場から評価できる。今
後は、瞬時停電の発生防止などのさらなる品
質向上とともに、計画停電の際の余裕をもっ
た事前連絡など、電力ユーザーに十分配慮し
たいっそうのサービスの向上を要望する。
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１．建設
2018年の中国の全国建築業総生産額は前年比9.8％増

の23兆5,000億元と、依然として高い市場成長を維持して
いる。日本からの直接投資は、大幅な回復基調となったも
のの、発注者の中には、米中貿易摩擦、中国経済の減速な
どの懸念材料から、計画中止、延期、見直しなど中国での
新規投資に対して二の足を踏む動きも見受けられる。さら
に、実施される案件でも発注者の低価格志向が強まってお
り、中国の建設会社が競合となる案件が増加傾向にあり、
中系顧客発注工事の受注が制限されている日系建設企業
の経営は依然厳しいものとなっている。

2018年度の都市部の固定資産投資額は63兆6,000億元
と、前年比で5.9％増となった。固定資産投資の増加率は、
2010年以降逓減しており、2018年は現行の統計が確認で
きる1989年以降で最低の成長率となった。内訳をみると固
定資産投資の約20％を占めるインフラ投資は、地方政府債
務の急増につながり得るPPPプロジェクトの一部停止や見
直しが広がったことがあり、前年比3.8％増と2017年の19％
増から大きく鈍化した。また、国有企業固定資産投資額も
前年比2.3％と低迷した。その一方で、民間固定資産投資額
は、前年比8.7％増、さらに不動産投資額は、前年比9.5％増
とそれぞれ堅調に推移した。

不動産の販売面積、価格は、2017年にはそれぞれ前年比
7.7％増、13.7％増であったが、2018年には、購入制限等の
影響で、それぞれ1.3％増、12.2％増となった。一方、2018年
12月末での販売在庫は、5億2,000万平方メートルと、2017
年末の5億8,000万平方メートル、2016年末の6億9,000万
平方メートルから改善が見られた。

政策面では、2018年10月に国務院から発表された「ビ
ジネス環境最適化政策のいっそうの推進を実行する通知」
（国弁発（2018〕104号）で、内外資一致となるよう目標が
公布され、外資系建設企業にとっても今後の市場環境の改
善が期待できる一年となった。また、2018年11月に国務院
から公布された「インフラ施設の欠点の補完に関する指導
意見」（国弁発〔2018〕101号）によると、貧困緩和、鉄道、
道路、水上輸送、空港、水の保全、エネルギー、農業と農
村、環境保護、社会と人々の生活の短期的な主要分野に焦
点を当て、既に計画されている主要プロジェクトを迅速に推
進すべきとされており、2018年に伸びが減少したインフラ建
設投資の成長率の回復が予想される。

このような状況下、進出日系建設企業が直面する問題点
と改善要望に関して述べる。

建設業にかかわる問題点と改善要望
2018年に改善された項目
2018年の白書において建議した内容のうち、以下の建議

については改善が見られた。

①外資独資建築企業に対する受注規制（中系顧客工事の
受注制限）の緩和を要望する。（2018年白書建議事
項①）

　本建議については、前述の国弁発（2018〕104号通知
により、改善目標が公布されたことは、評価したい。
既に、2013年から自由貿易試験区内での中外合弁会
社発注の工事に関しては、受注規制が緩和されている
が、2019年2月に国務院より発行された「自由貿易試
験区深化改革の通知」（建外〔2019〕10号）では、
自由貿易試験区で登録している外資建築会社は、会社
登録地での中外合弁会社発注の工事を中外の投資比率
の制限なしに請負うことが可能となっており、将来的
には、全国統一で受注規制が撤廃されるように、中央
政府のさらなる指導、監督に期待したい。

②外資企業の設計資質取得条件（常駐外国人設計士の人
数等）について緩和を要望する。（2018年白書建議事
項③）

　本建議については、2018年12月に、「廃止《外商投
資建設工程設計企業管理規定実施細則》の通知」（建
市〔2018〕126号）により、外資企業の設計資質取得
条件が廃止されたことは評価したい。

③外資系工事（非国有民間プロジェクト）において、勘
察（事前探査）・監理・設計・施工それぞれの業者決
定にあたり発注者による入札実施が必要であることの
見直し、手続の簡素化を要望する。（2018年白書建議
事項④）

　本建議については、2018年5月に国務院より公布され
た「建設工事の審査制度改革に関する通知」（国辦発
〔2018〕33号）において、入札手続の不要化を含む
項目申請手続の簡素化が2020年までに全国で実施され
るよう目標が示されており、中央政府の指導のもと早
期に実現されることを期待したい。

2019年以降引き続き改善が求められる問題
建設企業が直面する問題には、日系建設企業を含む外資

系企業に特有の問題と中国の建設企業も含めた建築業界全
体としての問題がある。

外資系企業に特有の問題については、2015年5月5日に共
産党中央、国務院より公布された「開放型経済新体制構築

第３章
建設業
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に関する若干の意見」およびその後、2017年1月12日に国
務院より公布された「対外開放を拡大し、積極的に外資を
利用することに関する若干の対策の通知」において、外資
系企業へのいっそうの門戸開放が示されたのは評価できる
ことである。今後、さらに以下に述べるような問題について
も、順次規制の緩和が図られていくことを期待したい。

日系企業を含む外資系企業特有の問題

外資独資建築企業、および外資企業の受注規制・設
計資質についての問題
外資独資建築企業については、「外商独資建築企業管理

規定」により、請負可能な工事について、①100％外資、海
外無償援助、②国際金融機構による借款、③外資50％以上
の中外聯合建設、外資50％未満ではあるが技術的に困難
で、省、自治区、直轄市政府が許可した中外聯合建設等の
工事に限られており、国内建設投資の主要部分である中国
資本100％の工事については、中国企業では施工が技術的
に困難な場合のみ省、自治区、直轄市政府の許可を得て、
中外建築企業は受注可能であるが、外資独資建築企業へ
は門戸が開かれていない。この結果、中国の建設市場は、そ
の多くが外資独資企業である日系建設企業にとって、魅力
的な市場となっておらず、中国が抱える都市問題、環境問題
解決のために、保有する経験、知見、および先進的な技術
を活かす機会を逸していることは、中国にとっても損失であ
ると考える。

また、外国設計事務所が、中国国内で設計業務を請負う
場合、建市［2004］78号により、中国での設計資質を有する
中国の設計事務所（設計院）との合作設計が必要である。

建造師資格に関する問題
2008年2月の住建部通知（建市［2008］48号）により、

項目経理（プロジェクトマネージャー）制度が建造師制度に
変更されたことで、日本人を含む外国人項目経理に対する
扱いが変更となり、外国人が現場責任者となる場合、「建造
師」試験を受験、合格するしか方法が無くなった。

この結果、「一級建築士」など日本の公的資格を保有し、
中国人の建造師資格保有者と同等の技術水準にある日本
人技術者の工事現場での位置付けが不安定となり、またそ
の扱いそのものが不平等となっている。

建設業界において普遍的に生じている問題

入札に関する問題
「入札法」（主席令第21号）、「工事建設項目入札募集

範囲および規模の標準規定」（国家発展計画委員会第3号
令）では、インフラ施設・公用事業・国有資金投資・国家融
資・国際組織または外国政府の資金使用等のプロジェクト
等については入札募集が必要であると規定されている。

上述規定では、省政府レベルで入札募集範囲、規模を規
定できるため、上海市、江蘇省等では、外資民間プロジェク
ト（非国有投資）では入札手続が不要な一方、地域によって
は入札募集が必要であり、地域毎にばらつきがある。

入札手続については、資格を有する入札代理機構が実施

し、入札評価も第三者機関が実施するため、発注者の意向
どおりの発注ができない可能性があるほか、入札手続に時
間を要する、少なからぬ入札代理公司報酬の発生等、プロ
ジェクト遂行に影響が出ている。

前述のとおり、2018年5月に公布された「建設工事の審
査制度改革に関する通知」において示された目標に基づ
き、入札手続の不要化を含む項目申請手続の簡素化が、中
央政府の指導のもと早期に全国で実現されることを期待し
たい。

品質終身責任追及制の問題
2014年8月に住建部より公布された「建築プロジェクト五

方主体プロジェクト責任者の品質に関する終身責任を追及
する暫定弁法」（建質［2014］124号）により、建築プロジェ
クトにかかわる五方（発注者、勘察会社、設計会社、施工会
社、監理会社）のプロジェクト責任者個人は、工事対象物の
設計使用年限（通常50年）において品質に関する終身責任
を負うこととなった。

この責任は個人が所属会社を離職した場合でも、継続し
て追及され、品質問題が生じた場合は、資格停止処分等の
行政罰の他、刑事罰を負うことも規定されている。

工事品質を重視するという政策意図は理解できるもの
の、経済のソフト化進展により建設業への従事希望者が
年々減少している中で、このような政策はさらに建設業が敬
遠される一因となることを懸念しており、規定の撤廃を含
め、今後の見直しに期待したい。

施工許可申請における諸問題
建設工事施工許可は、施工地の建設行政機関に申請を

行うが、地方により以下のような各種要求・指導が行われ、
プロジェクト工程、工事費に影響が出ている。

工事登記人員（現場施工管理有資格者）の社会保険
証明についての問題
中国の多くの地域（日系建設企業の進出地域の殆ど）

で、現場施工管理有資格者が自社従業員である証明として
社会保険証明の提出が求められている。ただし、各地の社
会保障局発行の社会保険証明は書式・記載内容にばらつ
きがあり、往々にして施工地の建設行政機関の書式・記載
内容要求を満たせず、解決に時間を要している。このほか、
分公司名義で納めた社会保険証明を認めない、直近5年間
の納付証明でなければ認めない等の地域もあり、制限の緩
和・運用の統一に期待したい。

工事ボンド（保証状）についての問題
工事ボンド（保証状）とは、工事費支払ボンド、請負者契

約履行ボンド等、請負契約当事者双方の債務不履行を担保
するものであり、契約条件により相手方に差入れるものであ
る。しかし、当事者間で差入不要と約定しても、一部地域で
は建設行政機関より差入（契約条件の変更）を指導される
ことがある。

要求されるボンドの種類・金額は地域により異なるが、
契約当事者双方で一工事1,000万円以上の費用（ボンド費
用）が発生する地域もあり、工事費増加への影響があるた



118 中国経済と日本企業2019年白書

第
３
部   

各
産
業
の
現
状
・
建
議

め、契約当事者間の合意を尊重した運用を期待したい。

施行契約モデル書式についての問題
上記と類似の問題であるが、一部の地域では工事請負契

約約款について、施工地行政機関から「モデル書式」（住
建部・各地建設局制定）の使用を強制されることがある。
一方、日系を含む外資系工事の発注者からは、全世界の拠
点で統一して採用している契約約款（FIDIC約款等）の使用
が強く主張され、建設企業もこれに応じることが多い。しか
し、当事者間で合意して発注者指定の契約約款を使用して
契約締結しても、さらに当局要求により、「モデル書式」によ
る申請用契約の締結が必要となることがある。これにより、
両者の整合性確認に多大な時間・労力を要するほか、紛争
発生時に混乱が生じるリスクがあるため、これも、契約当事
者の合意を尊重した運用を期待したい。

＜建議＞
①外資独資建築企業に対する受注規制（中系顧
客工事の受注制限）の緩和を要望する。

②建設業に従事する外国人社員と現地社員の
資格取得制度の不平等な取り扱いと法令の整
備、具体的には日本の一級建築士、一級施工
管理技術士などの資格を中国の建造師資格等
と同等に取り扱うことを要望する。

③外資系工事（非国有民間投資プロジェクト）
において、勘察（事前探査）、監理、設計、
施工それぞれの業者決定にあたり発注者によ
る入札実施が必要であることの見直し、手続
の簡素化を要望する。

④中国における建築技術水準向上に資する建設
関連資格制度の広範な普及を促進するという
観点から、「プロジェクトに携わる発注者・
勘察・設計・施工・監理責任者個人に対する
品質終身責任制」の撤廃を要望する。

⑤各地域進出時、および施工許可申請時におけ
る以下の諸要求の緩和・地方毎の運用のばら
つきの改善を要望する。

・工事登記人員（項目経理の他、現場施工管理
有資格者）の社会保険証明書提出。

・当事者間（発注者-施工業者）では不要と合
意している工事ボンドの発行要求。

・請負契約締結にあたっての「施工契約モデル
書式」の使用強制

・法人身分証明書（外国人の場合パスポート）
の提出。
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２．不動産
2018年の中国不動産市場は、投資、新築分譲住宅販売

面積および販売額、着工面積、住宅竣工面積、新築住宅市
場平均市場価格と賃貸料等の主要指標が過去最高を更新
した。商品住宅の在庫は引き続き縮小している。大手不動
産会社の市場集中度はさらに拡大した。

不動産投資は引き続き増加
2018年、全国の不動産開発投資額は12兆264億元とな

り前年比9.5％増加した。不動産開発投資額の70.8％を占
める住宅投資額は8兆5,192億元となり、13.4％の増加で
あった。オフィスビル投資額は5,996億元となり、11.3％増
加した。商業用不動産への投資額は1兆4,177億元となり、
9.4％増加した。

図１：全国不動産開発投資額伸び率
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出所：国家統計局、以下同様

東部地域の不動産開発投資が全国の半数以上を占める
2018年、東部地域の不動産開発投資額は6兆4,355億

元で、前年比10.9％増加した。ほかに中部地域の投資額は
5.4％増の2兆5,180億元、西部地域は8.9％増の2兆6,009
億元、東北地域は17.5％増の4,720億元となった。

表１：地域別の不動産開発投資額（単位：億元、％） 

地区 投資額 構成比 前年比 住宅投資 構成比 前年比
東部 64,355 53.5 10.9 45,352 53.2 14.0
中部 25,180 20.9 5.4 18,805 22.1 10.6
西部 26,009 21.6 8.9 17,603 20.7 13.5
東北 4,720 3.9 17.5 3,433 4.0 20.0

土地取引総額が大幅に増加
2018年の不動産開発企業の土地購買総面積は2億9,142

平方メートルで、前年に比べ14.2％増加、土地取引総額は1
億6,102元で、同18.0％増加した。

図２：全国の不動産開発企業の土地購買面積伸び率
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住宅竣工面積の伸びは増加
2018年の不動産開発企業の施工面積は82億2,300万平

方メートルで、前年に比べ5.2％増加した。うち、住宅施工面
積は56億9,987万平方メートルで、6.3％増加した。

建物着工面積は20億9,934万平方メートルで、17.2％増
加、うち住宅竣工面積は15億3,353平方メートルで、19.7％
増加した。

建物竣工面積は9億3,550万平方メートルで7.8％減少し、
そのうち住宅竣工面積が6億6,016万平方メートルで8.1％
減少した。

分譲住宅の販売面積、販売額、共に過去最高記録
2018年の分譲住宅の販売面積は17億1,654元万平方

メートルで、前年比で1.3％増加した。そのうち住宅販売面
積は2.2％増加、オフィスビル販売面積は8.3％増加、商用不
動産販売面積は6.8％減少した。

分譲住宅の販売額は14億9,973億元で12.2％増加した。
そのうち、住宅販売額は14.7％増、オフィスビル販売額は
2.6％減少、商用不動産販売額は0.7％増加した。

図３：全国の分譲住宅販売面積および販売額伸び率
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2018年末時点の分譲住宅の販売面積は5億2,414平方
メートルで、そのうち住宅販売面積2億5,091万平方メート
ル、オフィスビル販売面積は3,649万平方メートル、商用不
動産販売面積は1億3,793万平方メートルであった。
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表２：2014-～2018年末の分譲住宅販売状況
2014年 2015年 2016年 2017年 2018年

全国分譲住宅販売面
積（万平方メートル） 62,169 71,853 69,539 58,923 52,414

--住宅 40,684 45,248 40,257 30,163 25,091
--オフィスビル 2627 3276 3631 3664 3649
--商用不動産 11,773 14,664 15,838 15,204 13,793

分譲住宅販売面積
前年比（%） 26.1 15.6 -3.2 -15.3 -11.0

--住宅前年比（%） 25.6 11.2 -11.0 -25.1 -16.8
--オフィスビル
前年比（%） 34.4 24.7 10.8 0.91 -0.4

--商用不動産
前年比（%） 26.0 24.6 8.0 -4.0 -9.3

分譲住宅販売面積
前年比率（%） 100.0 100.0 100.0 100 100

--住宅比率（%） 65.4 63.0 57.9 51.2 47.9
--オフィスビル
比率（%） 4.2 4.6 5.2 6.2 7.0

--商用不動産
比率（%） 18.9 20.4 22.8 25.8 26.3

また、不動産開発景気指数は高水準で推移した。

図４：不動産景気指数
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＜建議＞
①政府に対し不動産賃貸、販売の関連法細則を
整えてもらうことを要望する。

②ある企業の納税管轄区税務局と現在の事務所
所在地が異なる場合、この問題が中国の法律
に反するか不明である。納税に関しての明確
な法律に基づく説明を要望する。

③伝統的なオフィス面積では会社登記に数量制
限があるが、「連合オフィス」のような新
型オフィスは、SOHO（小規模）企業の会社
登記において問題があるため（一般的に不
動産所有登記証1つにつき1カ所のオフィス
しか登録できず、複数のオフィスが共同で
入居する場合、企業登記ができない）、政
府には同問題を解決する政策を発表するこ
とを要望する。

④2014年国務院が発表した文書で不動産仲介
人職業資格許可と認証を取り消しにしたた
め、不動産仲介会社は毎年主管部門へ不動産
仲介人の資質認可申請をしなくてはならない

状態になっている。企業の負担を減らすため
にも、関連法律規定を同一に整えることを要
望する。

⑤消防審査のための改築、改修、修繕工事等に
長期間を要する場合、施工日程を確定するの
は非常に困難な場合がある。建築基準法にお
ける消防審査は厳格にすべきではあるが、こ
れまで不透明であった施工日程をより明確化
し、指導サービスの提供を要望する。

⑥オフィスの所在地、商工税務の変更手続がと
ても複雑である。特に納税区変更に関しての
法律改善を要望する。

⑦オフィス移転の際、住所変更申請の事務手
続、スケジュールがとても不明瞭である。政
府管理窓口で相談するが窓口担当者からの返
答が異なる。手続の方法の簡素化と効率化、
それにおける担当者の知識およびサービス等
のレベルの向上を要望する。

⑧不動産所有権登記証の抵当権が設定され
た不動産の賃貸において、例えばオーナー
（賃貸人）側が銀行支払い未払い等の問題
を起こした際に、賃借人側は当該物件にお
いて賃貸人自身が破るリスク（設定不動産
抵当権の没収など）に対して、それを受け
入れることができない問題がある。政府機
関に対し賃借人の権利を守るための立法化
を行うよう要望する。

⑨工業団地内の不動産売却の際、工業団地管
理者側が売却に関するさまざまな制限条件を
提出してくるが、法律が不明確なところもあ
る。これを明確化し、同様な問題の処理がス
ムーズになるように要望する。

⑩外資の不動産建設業への投資における制限の
緩和を要望する。

⑪不動産賃貸の成約後、現登記所と異なる区へ
のオフィス移転を検討した際、政府機関より
当該物件は外資が登録できないと指導された
ケースがあるが、明確な法に基づく根拠がな
いため、政府事務機構の法律に基づく対応を
要望する。
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１．繊維・アパレル
2018年の中国繊維・アパレル産業は、世界的なアパレル

市況の好調、国内市場の拡大と高度化を背景に内外需共に
安定成長を遂げた。もっとも下半期に入ると米中貿易摩擦
の心理的影響や一部の国・地域の暖冬による店頭不振か
ら成長が鈍化した。2019年は内需の好調は継続する半面、
外需は米中貿易摩擦により不透明感を増すと予想する。

国内販売は前年比8％増の1兆3,700億元で伸び率は前
年から0.2ポイント拡大した。輸出は前年比3.5％増の2,767
億ドル、うち紡織品は1,191億ドル（8.1％増）となり史上最
高を更新、衣類は0.3％増の1,576億ドルで4年振りに前年
を上回った。

一方、生 産で は 環 境 規 制の厳 格 化が 続き、染 料メー
カーの操業停止による染料価格高騰のため染色加工企
業が大きな影響を受けた。原糸も8月をピークに大幅に値
上がりする等、体力のない中小企業にとっては厳しい年と
なった。

国内の人手不足や人件費高騰を背景に、ベトナムを中心
とするASEANに生産拠点をシフトする動きが続いた。一
方、国内に留まる企業はスマートファクトリー化により生き
残りを図り、そうした設備更新の投資が盛んであった。政府
が繊維産業振興を図る新疆ウイグル自治区に生産地を移
管する動きも継続した。

中国の繊維･アパレル産業動向
2018年の生産動向
1～11月の繊維主要品目の生産量は、紡績糸2,854万トン

（前年比0.6％増）、生地482億メートル（同1.4％増）、化学
繊維4,571万トン（同7.6％増）となった。紡績糸と生地は前
年同様の伸びで落ち着いているが、化学繊維は川下の需要
拡大を背景としてポリエステルを中心に稼働率が高まり、伸
び率7.6％と前年から4.5ポイント拡大した。

一方、労働集約型産業の衣類生産は布帛製が97億点、
ニット製は101億点でそれぞれ3.9％、2.2％の減少となり、
生産拠点のASEAN地域移管の影響を受けた。

表１：2018年（1～11月）繊維製品生産量
単位 1～11月 前年比

増減％
紡績糸 万トン 2,854 0.6

うち綿糸 万トン 1,740 -3.6
綿混糸 万トン 550 7.1
化繊糸 万トン 564 8.7

生地 万メートル 4,818,306 1.4
うち先染め※ 万メートル 190,1323 -2.3

綿製 万メートル 2,619,671 -2.7
綿混製 万メートル 1,144,198 6.1
化繊製 万メートル 1,054,132 7.7

後染め生地 万メートル 4,449,576 2.3
毛織物 万メートル 38,757 -6.0
不織布 万トン 352 9.7
衣類 万点 1,975,720 -3.0

うちニット製 万点 1,006,160 -2.2
布帛製 万点 969,638 -3.9

化学繊維 万トン 4,571 7.6
うちレーヨンS 万トン 355 3.9

レーヨンF 万トン 20 -0.2
アセテートF 万トン 35 0.1
ポリエステル 万トン 3,599 8.1

ナイロン 万トン 304 6.4
アクリル 万トン 57 -18.8
ビニロン 万トン 9 14.5

ポリプロピレン 万トン 35 6.5
スパンデックス 万トン 63 11.9

注）出所：国家統計局。年商2,000万元以上の企業が対象
※デニムを含む。

2018年の国内消費
国家統計局の社会消費品小売総額の服装類（衣類・靴・

帽子・ニット製品、以下統計A）は8％増の1兆3,707億元で、
伸び率は前年に比べて0.2ポイント拡大した。中華全国商業
情報センターによる百貨店を中心とした全国重点小売企業
100社の2018年衣類販売額（以下統計B）は前年比2.3％減
となった。電子商取引（EC）が広がり始めた2010年から伸
び率が下がって2015，2016年には前年割れとなり、2017年
には持ち直したものの2018年は再び水面下に沈んだ。

上記の統計Aと統計Bの違いはECを含むか否かである。
社会消費品小売総額の全体は38兆987億元で増加率9.0％
だが、そのうちECは7兆198億元で25.4％増となっている
（伸び率は前年比2.6ポイント縮小）。小売総額全体に占め
るECの割合は18.4％となり、前年より3.4ポイント拡大して
いる。

昨今の消費市場は規模の拡大だけでなく、質の向上が顕
著だ。経済発展により生活や心の豊かさを求める傾向が強
まり、消費の主流は価格最優先から品質志向へとシフトして
いる。アパレル市場では素材にこだわる高級レディースブラ

第４章
製造業
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ンドの業績好調が続いており、百貨店やモールに出店する
高級ブランドが中心のレディース上場企業8社のうち2018
年上半期で見ると6社が大幅増収増益となった。

図１：中国アパレル販売額の伸び率推移
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注：年別、前年比％、出所：A)国家統計局　B)中華全国商業信息中心

2018年の貿易動向
2018年の中国繊維品輸出は前年比3.5％増の2,767億ド

ルで、2年連続で前年を上回った。うち紡織品は1,191億ド
ル（8.1％増、伸び率は前年から3.3ポイント上昇）となり、
2014年の1,121憶ドルを上回って史上最高を記録した。衣
類は1,576億ドルで0.3％増、微増ではあるが2014年以来4
年振りに前年を上回り、世界的なアパレル市況の好調を反
映した。

図２：中国繊維品輸出の推移
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出所：中国海関統計

中国全体の2018年貿易収支は3,518億ドルの黒字（前年
比16.2％減）。繊維品の黒字2,506億ドルの全貿易黒字へ
の寄与度は71.2％となり、大幅に回復した。

表２：中国繊維品輸出入額と貿易黒字への寄与率
（単位：億ドル）

年度 輸出入
総額　 輸出額 輸入額 繊維品の貿

易黒字額
全貿易黒字へ
の寄与率（％）

2013 3,110.6 2,840.7 269.9 2,570.8 99.0
2014 3,250.4 2,984.9 265.5 2,719.4 71.1
2015 3,095.1 2,839.0 256.1 2,582.9 43.4
2016 2,906.0 2,672.5 233.6 2,438.9 47.8
2017 2,931.5 2,686.0 245.5 2,440.5 57.8
2018 3,028.7 2,767.3 261.4 2,505.9 71.2

出所：中国海関統計

地域別の繊維輸出をみると、ベトナムが前年からさらに
16.7ポイント拡大して25.3％と急伸した。米中貿易摩擦で
減速が懸念された米国は7.9％増でEU、日本の伸び率を上
回り、駆け込み輸出の側面も伺える。一方で英国は27.5％減
と大きく落ち込んだ。

表３：2018年中国繊維品輸出（地域別）
相手国・地域 輸出額-

（億ドル）
前年比増減

（％） シェア（％）

全世界 2,767.31 3.5 100.0%
うちEU 481.01 1.8 18.0%

① 米国 458.10 7.9 17.1%
② 日本 202.15 2.6 7.6%
③ ベトナム 160.30 25.3 6.0%
④ 香港 119.45 -5.2 4.5%
⑤ ドイツ 82.10 2.7 3.1%
⑥ 韓国 77.23 -2.2 2.9%
⑦ 英国 72.73 -27.5 2.7%
⑧ ロシア 58.08 -2.1 2.2%
⑨ フィリピン 54.93 -8.4 2.1%

出所：中国紡織品進出口商会

商品別で見ると繊維原料では綿花輸出が9,365万ドル
（178.9％増）と大幅に拡大した。紡織品では麻トレンドを
反映してリネン・ラミー織物が11億ドルで前年比4割近く伸
びている。一方服装は、布帛製が645億ドルで2.9％減った
が、ニット製は626億ドルで1.1％増加した。欧米のメガス
ポーツブランドがニット製品に注力し、その恩恵を受けた可
能性がある。

表４：2018年中国主要繊維品輸出（商品別）

商品名 数量
単位 数量

前年比-
増減
（％)

金額-
（千ドル)

前年比-
増減
（％）

繊維原料
繭糸 トン 4,581 -22.8 290,833 -11.4

カシミヤ トン 3,212 4.5 237,941 26.0
綿花 トン 47,349 177.2 93,651 178.9

紡織品 ― ― ― 119,097,709 8.1
綿糸 トン 402,078 2.1 1,765,924 6.6

シルク織物 ― ― ― 647,287 5.2
毛織物 ― ― ― 491,067 13.7
綿織物 ― ― ― 14,336,603 2.7

リネン・ラ
ミー織物 万m 34,829 27.7 1,066,567 39.7

合繊紡績糸・
綿混織物 万m 169,015 -5.4 2,112,738 -0.4

絨毯 万㎡ 63,562 8.7 2,974,458 10.1
ビニール製編袋
（包装用除く） 万枚 638,297 -2.4 1,003,249 4.8

服装 ― ― ― 157,633,118 0.3
布帛・ニット

製衣類 ― ― ― 127,054,437-- -0.9

うち布帛製 ― ― ― 64,467,442 -2.9
ニット製 ― ― ― 62,586,995 1.1
皮革 万着 557 -7.2 204,517 -18.2
ファー 万着 588 21.2 3,536,558 21.8

革製手袋 万双 29,356 -7.1 692,971 -1.6
編物手袋 万双 689,466 8.7 3,311,040 12.2
編物靴下 百万双 16,227 6.2 6,192,471 7.5
帽子 万個 1,188,943 4.0 4,584,490 6.9

出所：中国海関統計



128 中国経済と日本企業2019年白書

第
３
部   

各
産
業
の
現
状
・
建
議

2018年の投資動向
2018年の固定資産投資の前年比増減は紡織5.1％増、服

装1.5％減、化繊29.0％増となった。環境規制や人手不足に
対応するための既存工場における投資が主力で、特にあら
ゆるモノがネットでつながるIoTを活用してのスマートファク
トリー化投資が目立った。

また少数民族の雇用促進や「一帯一路」イニシアティブ
を背景とした政府優遇施策により、新彊ウイグル自治区で
紡績から縫製に至るサプライチェーン全体での投資が活発
化し、日本向け製品への適用も始まっている。

2019年の展望
内需は安定成長が続きそうだ。消費の高度化により新た

なチャンスも生まれている。例えば一時期苦戦していたダウ
ンウエア大手の波司登はブランド、商品の刷新により業績
を回復させている。スポーツ最大手安踏体育用品はアスレ
ジャーブームを追い風に「安踏」や「FILA」ブランドのウエ
ア販売を大きく伸ばし、2018年業績は売上高、純利益共に
過去最高を更新した。一方で外需は米中貿易摩擦を筆頭と
した不安定要素が多く、不透明となっている。

生産面では米中貿易摩擦を背景にASEAN地域への工場
の移管がさらに進む可能性が高い。国内にとどまる企業の
間では、環境対策投資や人件費高騰に対応できる勝ち組
と、そうでない負け組の差が益々広がり、中小企業の淘汰も
進むと思われる。

具体的な問題点と改善要望
日本の繊維産業にとって中国は最大の貿易相手であり、

日本企業による中国への投資やサプライチェーン形成にお
いても最重要国である。また中国側としても日本は主要な
輸出先であり、近年では重要な投資対象国となっている。こ
の様に相互に最重要パートナーという認識の下、両国業界
は日本繊維産業連盟（日本繊産連）と中紡聯による業界間
国際会議「日中繊維産業発展・協力会議」を2004年から開
始し、各種情報、意見の交換を行ってきた。

その後アジアの繊維先進国として韓国を加え、三カ国で
率直に議論を行うプラットフォーム「日中韓繊維産業協力
会議」を発展的に2010年から立ち上げ、三カ国に共通する
テーマを取り上げて専門家委員会による交流、協力関係を
さらに発展させ、より掘り下げた活動を継続している。

経済連携協定（EPA/FTA等）に向けた取り組み
前述の通り日中間の繊維貿易および投資流通による経済

規模は巨大であり、貿易自由化による効果も大きい。日本の
繊維産業界は2012年11月に合意された日中韓FTAの交渉
開始を歓迎、その重要性を認識し「日中韓繊維産業協力会
議」でも専門家委員会を通じて情報交換を行い、マーケット
アクセス、原産地規則に関する意見の整理を進めている。

一方で2018年は、米国の動きがグローバルな自由貿易に
大きな波紋を起こす中、日本としてはCPTPP、日EU・EPAと
いうメガFTAが発効に向けて大きく進展した画期的な年と
なり、日EU・EPAは2019年2月1日に発効した。日EU・EPAの

繊維分野合意は業界の意見を適切に反映しており高く評価
される。日本繊維産業界としては引き続きグローバル自由貿
易体制を補完・維持するためのメガFTA推進について関係
政府の取り組みに期待する。

この観点で中国は現時点で、米中問題に取り組む他は
一帯一路地域とのFTA交渉が進み、メガFTAと言えるのは
RCEPのみとなっている。RCEPはアジア16カ国が参加し、世
界の繊維生産の大半をカバーするため交渉の難度は高い。
従って先ずは日中韓FTAにおいて、RCEPの手本となるような
原産地規則を練り上げる等ハイレベルな内容の自由化を早
期に取りまとめ、RCEPにおいても三国がリーダーシップを
発揮しなければならない。アジアにおいては既にAFTAを核
としてのFTAネットワークが形成されている中、米中問題も
促進要因となってベトナムを中心に繊維サプライチェーンの
東南アジアへのシフトが加速する可能性が高い。膨大な川
上の生産能力を擁する中国としても、米国～東南アジア～一
帯一路～アフリカまで見据えた多角的視点で、日中韓FTAの
早期締結からRCEPに至るアジアのメガFTAに積極的に取り
組まれるよう希望する。中国政府として高レベルの自由な貿
易と投資体制構築に加えて、知的財産権保護の問題、製品
安全基準の統一等についても日本政府、業界との情報交換
や共同研究の推進に対する積極的支援を要望する。

繊維産業としてのサステナビリティへの取り組み
2015年に採択された国連SDGs、さらには2017年公表の

「衣類・履物についてのOECDデュー・ディリジェンスガイダ
ンス（以下「DDガイダンス」）」を契機として、世界の繊維産
業に対する環境・安全問題を始めとしたサステナビリティ
への関心が大きく高まっている。2018年白書では「環境保
護、省エネを織り込んだ産業政策と製品安全対策」として
いたものを、より包括的な内容に改めて建議する。

環境問題については次の2点を指摘したい。①染色を始
め製造業としての繊維産業に対して中国政府は既に厳し
い環境規制を施し、有害化学物質の排出削減、大気汚染・
水質汚濁防止等への対策を徹底しており、省エネ・リサイク
ル、再生可能な繊維製品の開発にも積極的に取り組んでい
る。日系進出企業もこれを高く評価し、全面的協力を惜しま
ない。ただし、その運用に際しては、適切な時間的余裕や事
業運営の実態にも配慮した実施をお願いしたい。②環境対
策に関して、日本の繊維業界は世界に先駆けて問題に直面
した実績があり、長年培った技術や特殊機能製品は大気･
水環境の保全、浄化に大いに貢献するものである。政府とし
ても環境対策のため有効な繊維技術、製品が導入、活用さ
れるようにさらなる制度作りを要望する。

OECD「DDガイダンス」は衣類・履物セクターに対して12
項目に亘るリスクへの対応を求めている。個々の企業ベース
での対応が主体になるものも多いが、日本繊維産業界とし
ては、環境問題に加えて製品安全にかかわる業界基準と運
用に関する情報共有を推進し、共有の懸案課題の検討から
着手して行きたい。

繊維産業のサステナビリティに関して中紡聯は2018年
1月にOECDとMOUを締結し、国内では中国紡織サプライ
チェーン化学品環境委員会が設立される等、中国における
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対応も着実に進展している。この点でも両国の繊維産業間
で情報の共有化を図り、「日中韓繊維産業協力会議」の場
でもテーマアップして、協同で取り組める分野の検討を希望
する。

知的財産権保護について
知的財産権保護の問題については2008年末に日本繊

産連と中国紡織工業協会（現中紡聯）の間で覚書を締結し
た。知的財産権の侵害で繊維産業においても未だに深刻
なのは①商標の冒認登録②インターネットサイト等での模
倣品横行の2点である。冒認登録とは、例えば日本のアパレ
ルの著名商標が中国の第三者によって中国で登録されてし
まい、現地での販売行為に支障を来すもの。模倣品は、日
本アパレルのブランドやデザインを無断でコピーした商品
がそのブランド価値や企業イメージを毀損するもの。日本
アパレル産業協会によるとECの急激な増加を受けて偽ブラ
ンドがネット上でも増加している。前年度白書に引き続き商
標登録審査の厳格化、模倣品に対する取り締まり強化を
希望する。

投資、事業運営に関する障害、各種問題点の是正
・外貨決済による中国を産地とした三国貿易において、
仕入先に対する決済のタイミングを、売り先からの
入金確認がない段階でできるよう改善を要望している
が、現状変化はない。引き続き規制緩和を求める。

・輸出増値税の還付手続について、生地取引の商売にお
いて既に仕入れて在庫しているものから輸出するケー
スもあるが、その場合には還付対象外となる現状ルー
ルを緩和してもらうよう要望する。また輸出入手帳に
関しては開設に要する期間の短縮（現状1カ月）、な
らびに恒常的にロスが発生する生地の輸出入取引につ
いては、一契約においてある程度の許容数量を設ける
事を検討いただくよう要望する。

・アパレル製品に関する品質表示基準は依然として商品
下げ札に記載する品質表示基準が不明確で、各省で
異なったルールが運用されている。また品質表示は混
率や組成および商品品質の分類も必要以上に細かく記
載を求めている。全国統一の基準制定を要望すると共
に、品質表示の簡素化等、より適切なルール運用をし
ていただきたい。

・品質管理基準について、自社基準を企業基準として登
録できる対象を、生産型企業に限定せず、非生産型企
業も対象とするルール改正を引き続き要望したい。ま
た国内販売する商品の品質検査は、CNAS（中国適格
評定国家認定委員会）とCMA（中国内販試験検査機
関）双方から認定・認証を受ける必要があり、これ
により企業はほぼ同内容の監査を2度受け入れなけれ
ばならない。品質検査機関への認定・認証はCNASと
CMAのどちらか片方で済むような改正を要望する。

＜建議＞
①繊維・アパレル製品の経済連携協定、特に日
中韓FTA交渉からRCEPに至る取り組みに関
し、関税の相互即時撤廃を含めた高いレベル
を目指して、中国政府として積極的な支援を

推進するよう要望する。

②国連、OECDの動向もあり昨今関心が高まっ
ている繊維産業のサステナビリティへの対応
という観点からも、従来から続いている環境
対応、製品安全面での協力、情報交換を継続
したい。製造業における環境対策、排出規制
には全面的に賛同するが、事業運営の実態に
も配慮の上で政策の運用を希望する。また環
境保護に有効な繊維製品・技術の積極的な導
入、製品安全にかかわる情報交換、制度情報
の公開を引き続き要望する。

③知的財産保護に関しては、商標の冒認登録な
らびにインターネットサイト等での模倣品に
対する取り締まり強化を要望する。

④外貨決済、輸出増値税に関する事務処理につい
て、より現実の取引に即した改善を要望する。

⑤アパレル製品の品質表示法に関しては、全国
統一かつ簡略化された形での適切な制度運用
を要望する。

⑥品質管理基準について、生産型企業以外でも
自社基準を適用できるよう、また品質検査機
関への認定・認証はCNASまたはCMAいずれ
かとするよう要望する。
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２．化学品
2018年の中国の石油・化学工業全体の売上総額は、前年

比13.6％増の12兆4,000億元、利益総額は同32.1％増の8,393
億元であった。利益率は6.77％と過去6年で最高、全産業に占
める売上高比率は12.1％と0.3ポイント拡大した。化学工業の
輸出入総額は前年比13.1％増え、貿易摩擦の下でも安定した
伸びを示した。2018年の同分野の固定資産投資は、前年比
5.9％増の63兆5,636億元と底入れの兆しをみせている。

2019年の化学工業の売上総額は前年比6％増の7兆7,000
億元規模になり、伸び率は2018年より2.6ポイント程度鈍化
すると予想されている。中国経済の減速感が強まっている
中で、石油・化学産業としては米中貿易摩擦やグローバル経
済で強まる経済の下押し圧力、国際原油価格の変動などの
不確定要素があるため、過剰生産能力の解消や安全生産管
理・環境保護への取り組みをさらに強化し、科学技術の革新
を促進して外部環境の変化に強い産業構造への転換を図っ
ていくことが期待されている。

原油輸入依存度は引き続き上昇
2018年の中国の原油需要は、前年比約6.5％増の6億5,100

万トンに達した。国内生産は前年比1.6％減の1億8,900万トン
にとどまる一方、原油純輸入量は前年比10.3％増の4億6,200
万トンと過去最高を更新した2017年と同水準で推移し、輸入
依存度は70.8％に高まった。

石油消費量も2030年頃までは増加し6億9,000万トン程度
まで達する見込みで、国内生産量も継続して2億トン程度と拡
大が見込めない中、輸入依存度は引き続き高水準を維持する
と予想されている。

中国のエネルギー政策を取り巻く国内・国際情勢はここ
数年で大きく変化しており、第13次5カ年計画では、一次エ
ネルギー消費の増加率を5年間で年平均3％以内に抑えた
上で、2020年の一次エネルギー消費に占める石炭比率を
58％以内（2015年は64％）に抑制する方針である。一方、非
化石エネルギー比率を15％（同12％）、天然ガス比率を10％
（同5.9％）に引き上げる方針であり、2018年の液化天然ガス
（LNG）輸入量は前年比46.3％増の3,813万トンと大幅に増加
した。これは政府が大気汚染対策を強化したため、多くの地
域で燃料を石炭から天然ガスに転換する動きがあり、需給が
逼迫したことが輸入拡大につながったとみられる。今後も天然
ガスに加え、太陽光や風力などの再生エネルギーを増やし、
非化石エネルギーの割合を上げる取り組みが加速していくも
のとみられる。

表：原油（単位：億トン）
2015年
実績

2016年
実績

2017年
実績

2018年
実績

原油生産量 2.15 2.00 1.92 1.89
純輸入量 3.33 3.78 4.19 4.62

消費 5.48 5.78 6.11 6.51
輸入依存度(％) 61% 65% 69% 70.8%

出典：中国国家統計局、中国海関統計

エチレン生産量の伸びは低水準に
化学品の基礎原料であるエチレンの2018年の生産量は、前

年比1.0％増の1,841万トンにとどまった。エチレン生産量が伸
び悩んだ理由の1つは、2018年の新増設計画が限られたこと
が考えられる。春に広東省の大亜湾石化園区に位置する中国
海油恵州煉化の第2期プロジェクト（精製能力1,000万トン）に
あわせ、中国海洋石油（CNOOC）とシェルが運営する100万ト
ン設備が立ち上がった以外に、目立った新増設がなかった。

一方、プロピレンの2018年の生産量は前年比5.7％減の
2,500万トンであった。ポリプロピレン（PP）以外にも酸化プロ
ピレン（PO）やアクリル酸など誘導品の需要は拡大し、プロパ
ン脱水素（PDH）装置の稼働率も上昇しているが、2018年は日
本で複数のナフサクラッカーの定期修理が実施されるなど北
東アジア域内で需給バランスがタイトになったとみられる。

環境規制取り締まり強化に伴う工場の操業停止や原料価格
の上昇によって、誘導品は需給がタイトになるなど市況の変化
が激しくなっているが、基礎化学原料や合成材料、専用化学品
（ファインケミカル）がそれぞれ安定して伸びている。また、比
率はまだ低いもののバイオ由来製品などの新産業の伸びも加
速した。

環境保護対策のさらなる強化、構造転換な
ど産業の質的な向上に期待

環境問題が深刻化する中、中央政府は環境保護査察の第
1巡目として2016年7月から2017年9月にかけて各省・市・自
治区・直轄市に査察チームを派遣し環境政策の実行状況な
どを査察し、2018年はその査察の見直しなどを行った。ま
た、2018年6月には「生態環境保護の全面強化、汚染防止攻
略の徹底に関する意見」が出され、その下に「青空防衛戦勝
利3カ年行動計画」が発表されて2018年から2020年までの
改善目標と実施措置が設定されるなど環境規制が緩まる気
配はないが、「一刀両断」措置を禁止するなどきめ細かい規
制措置を採るようになってきている。2019年に始動する第2
巡目の査察では、より合理的で透明性の高い環境対策を進
め、適切な対策を実行している地域や企業への負担は低減
したいとしている。

中国の製造業が直面している過剰生産能力問題は、「中国
製造2025」政策の推進により先端・近代化産業を新たに育
成し重化学工業偏重を是正することで解消されつつある。国
家発展改革委員会の報道官は、2018年の重点産業分野の過
剰生産能力解消状況について、第13次5カ年計画期（2016～
2020年）の石炭過剰生産能力解消目標は基本的に達成され
ており、引き続き供給の質的向上を目指すと説明している。

また、安全生産対策に関しては2017年国務院による「都市
人口密集区の危険化学品生産企業の移転・改造に関する指
導意見」の通知以降、人口密集地の危険化学品を扱う工場の
移転が加速し続けている。安全と衛生防護距離（工場の境界
から居住区域の境界までの最小距離）の基準に達していない
企業のうち中小企業と重大な安全・環境リスクのある大企業
は2018年末までに移転・改造を開始して2020年末までに完
了し、その他の大企業については2020年から25年末までに対



134 中国経済と日本企業2019年白書

第
３
部   

各
産
業
の
現
状
・
建
議

応させるとしており、2018年は各地方政府が対象企業リスト
や具体的な実施計画を制定し始めたが、一部地方で未発表で
あるなど対応にはばらつきがあるようだ。

2019年は中華人民共和国建国70周年に当たることから
「小康社会」実現の鍵を握る年であり、経済活動の重要性は
極めて高く、第19回党大会での決定事項の着実な実現を図る
ことが重要との認識が示されている。石油・化学工業界におい
ても、過剰生産能力のさらなる削減、技術のイノベーションに
よる新素材の開発や高付加価値製品創出による質的な向上、
環境配慮型の発展を目指す方針が示されており、その動向が
注目されるところである。

＜建議＞
　近年、国務院は政府職能の転換を重視し、「放

管服」（行政のスリム化と権限委譲、緩和と管
理の結合、サービスの最適化）を全面的に深化
させる重要項目として持続的に推進しており、
一部の許可項目を取消しまたは審査許可を届出
に変え、事中・事後管理の強化、部門間の情報
共有と共同管理体制の構築を関係部門に求めて
いる。同時に、地方の「一律取り締まり」、
「キャンペーン式法執行」などの修正を図って
いる。

　中国で投資している日本の化学企業は政府の管
理理念の転換と関連措置の実行を歓迎するが、
法規制のさらなる合理化および明確化により、
法規間や法規制と実作業間の整合性を取り、ま
た部門間で調和が取れるようにしていただくこ
とを要望する。

　また、レスポンシブル・ケアの活動は近年中国
において着実に普及しつつあり、化学品安全生
産のための従業員の安全意識向上に資するだけ
でなく、事業者、行政および社会の相互理解促
進の有力な手法であるとの認識が広がってきて
いる。化学産業が社会と調和共存し、持続的な
発展ができるよう、引き続き関係当局の理解と
積極的な支援を要望する。

　以上の観点から、化学産業にかかわる政策、法規
制とその執行に関して以下のとおり建議する。

1．環境の保全
1)危険廃棄物処理について
　循環経済の視点から、危険廃棄物目録に掲載さ

れる危険廃棄物の特徴に従って、リサイクルお
よび処理技術の要求を規定することで、危険廃
棄物のリサイクルを奨励し、減量化を促進する
よう要望する。

　単純に市場に任せるのではなく、中央主管部門
が、危険廃棄物の収集、処理業者の類別、地域
毎の排出予測数量と処理可能数量を一元的に把
握したうえで、地方主管部門と協力して危険廃
棄物回収、処理能力の充実を計画し、その計画

を公表していただくことを要望する。また、少
量危険廃棄物でも即時に収集処理できるような
制度を講じていただくよう要望する。

2) VOC（揮発性有機化合物）削減
　VOC削減は大気汚染防止上重要との共通認識に

立ち、先進技術による削減に努めた結果、効果
が表れてきたと感じている。一方、多項目・多
種類にわたる厳しい規制が次々に公表されてい
る。なかでも臭気濃度は分析精度が低いにも関
わらず、年々厳しい規制値が示されている。ま
た処理施設の除去率の数値規定は、処理前の濃
度が低いと除去率の遵守が難しい。単なる数値
目標の要求ではなく、継続的改善を評価する施
策実施を要望する。

2．化学品管理
1)危険化学品登記制度関係
①少量の危険化学品の鑑定・登記負担軽減

　少量の危険化学品の生産・輸入についてはその
鑑定・登記の負担が大きい。例えば年間の生
産・輸入数量が1トン以下の場合に鑑定・登記を
免除するような規定を設けることを要望する。

②科学研究用途の鑑定・登記免除

　科学研究用途での生産・輸入には数量制限なく
鑑定・登記の免除を要望する。

③鑑定免除リストの見直し

　物理危険性がないとして国が認めた物質につい
ては、鑑定免除リストに収載されるが、国際的
に物理危険性が低いと認識されるポリマーは収
載されていない。ポリマーを鑑定免除リストに
収載することを要望する。

④物質情報の秘密保持に対するいっそうの配慮

　NRCCのHPの「国家危険化学品安全公共服務互
聯網平台」では、CAS番号を含む組成情報等の
危険化学品登記のデータが開示されている。登
記を行った企業の秘密情報が漏洩する可能性が
ある。少なくとも組成情報、CAS番号について
はNRCCや関係当局内での取り扱いに限定し、
一般に対しては非開示とするよう要望する。

⑤輸入企業の登記申請の運用の円滑化

　現行の鑑定・登記制度の運用に際しては、企業
の自社データや合理的類推結果の活用、物理危
険性分類報告の有効期限撤廃、系列登記の活用
促進等、多種多様な危険化学品を迅速に申請す
る必要のある輸入企業による登記が円滑に進め
られ適切な運用がなされるよう要望する。

2)危険化学品法規制関係
①危険化学品法規制の制度上の齟齬の解消

　危険化学品法規制に関する法規制、通知は数が
多く、必ずしも整合性がとれていない。現在
は、現場の運用に一任されているが、運用が厳
格化された場合には企業側が直ちに対応できな
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いため制度上の齟齬の解消を要望する。

　例えば、危険化学品経営許可に必要な主要責
任者の資格証明書は「生産経営単位安全培訓
規定」では任命後6カ月以内に取得することと
なっている。一方、「危険化学品経営許可証管
理弁法」では主要責任者変更後20日以内に変
更届出が必要であり、変更届出の資料として主
要責任者資格証明書を添付する必要がある。人
事異動で主要責任者が交代になった場合、主要
責任者の資格を持っていないことが多いため、
20日以内に変更届出を行うことが難しい。本
件については、「危険化学品経営許可証管理弁
法」における主要責任者の変更届出の期日を任
命後6カ月以内とすることを要望する。

②易制毒化学物質の輸出入と国内流通の備案手続
の統一

　「易制毒化学品管理条例」では附表に列示され
た物質（基本的に純物質）が対象とされている
が、「易制毒化学品進出口管理規定」では混合
物も対象となっている。このため、混合物に該
当する易制毒化学物質を輸入した場合、中国国
内の販売先の地域では「易制毒」とみなされ
ず、購入、輸送、貯蔵といった段階の備案が受
理されない事例がある。販売先が備案を取得で
きない場合、輸入者は適切な届出を行った業者
に販売したという証拠を取得できず、販売実績
の届出を行うことができない。輸出入と国内流
通の対象物質および備案手続を統一することを
要望する。

3)危険化学品の取扱い・貯蔵
①貯蔵段階で厳格な管理が必要な化学物質の範囲

の明確化

　貯蔵段階では危険化学品法規制と危険貨物法規
制の適用範囲が必ずしも明確ではないため、危
険貨物に該当しない危険化学品も物理危険性に
対する対策が取られた専用倉庫で厳格に保管す
ることを求められるなど混乱とコスト上昇を招
いている。貯蔵段階における安全対策は主に物
理危険性に対するものであることから、危険貨
物の考え方に基づく規制を貯蔵段階に適用する
ことを要望する。

②危険化学品安全法の早期制定と策定時の業界の
参画

　危険化学品・危険貨物に関する規制を体系的に
整備するため、枠組みとしての危険化学品安全
法の早期策定を要望する。また、危険化学品安
全法の策定および関連法規制の制改定の際に
は、関連業界の意見を十分に聴取し、行政部門
毎の職責範囲を一層明確にすると共に、危険化
学品および危険貨物の二重規制とならないよう
要望する。

③少量の危険化学品の取扱い・貯蔵における緩和
措置の導入

　取扱いや貯蔵に関して「少量」の定義が無い。
そのため、少量（微量）であっても、過剰に重
厚な設備や管理基準が要求されている。化学品
の危険性に鑑み、「指定数量」を定義し、それ
以下の取扱い、貯蔵に関して規制緩和処置の導
入を要望する。

4)新化学物質環境管理登記制度関連
①簡易基本申告における提出データの緩和

　1トン未満の簡易基本申告に対して、過剰な
データの提出が要求されている。他国の新規化
学物質申請制度によれば、1トン未満の場合、
申告免除または試験データ無しの簡易申告のみ
となっている。少量多品種の産業形態にも配慮
した合理的な制度設計をしていただき、簡易基
本申告時の生態毒性データの提出を免除するよ
う要望する。

②社名変更・登記証取消申請の審査期限とプロセ
スの明確化

　海外申告人社名変更や登記証の取消の申請につ
いて、明確な審査期限とプロセスが規定され
ておらず、申請案件に対する認可が長期間に
わたって下りないケースが散見されている。変
更・取消申請の審査期限とプロセスを明確にす
るよう要望する。

5)優先管理物質リスト
　2017年12月末に第1回の優先管理物質リストが公

表されたが、このリストに挙げられた科学的根拠
やリストの位置づけ、どのように運用、活用すべ
きものかについて明確にされないままリストだけ
が公表されている。企業としてこれらの物質に対
して何を優先的に管理すべきかどのような対応を
要求されているのか明確にしたうえでその内容と
共に公表されることを要望する。

3．その他
1)海洋プラスチック問題
　プラスチックはその有用性により社会生活にお

いて必要不可欠なものとして幅広く利用されて
いる。一方で、耐久性が高いがゆえに製品ライ
フサイクルにおいて適切な取り扱いがされない
場合に、環境中に長く滞留する。海洋プラス
チック問題はその一例である。本問題は科学的
に、論理的に検討され、有用な解決策を求める
べきである。今後施策立案時には、理性的な検
討を要望する。

2)法規制の周知方法の充実
　中央政府および地方政府によりさまざまな環境

安全にかかわる法令、基準が制定されている
が、体系が複雑であるため、法令、基準、通達
を一元的に調査、検索できる仕組みを構築し、
本文のほかに、公的な解説書の充実を要望す
る。また、新規法令、基準制定時は充分な周知
および指導がなされることを要望する。
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３.医薬品
2018年は映画「我不是薬神（Dying to Survive）」が話

題になり、一般の人々の間でも医薬行政に対する関心が高
まった。そのなかで第13次五カ年規画の3年目として「健康
中国2030」をさらに推し進めるための医療分野における改
革が多く実行された。

これらの改革のなかで日本企業にとって影響が大きく関
心が高かったものは、組織改革によりこれまで分散してい
た薬価・入札・医療保険償還薬リスト収載の役割が国家医
療保障局に集中し、制度と実務の整合性が図られ将来像が
明確になってきたこと、および一部品目のゼロ関税実現や
薬価切り下げなど国民の新薬へのアクセス向上を目指す方
針が次々に出されたことである。また、2017年の官民訪中
の成果でもあるが、この組織改革後速やかに日中医薬品監
督管理政策説明会が医薬品監督管理局（NMPA）により開
催され、丁寧な質疑応答が行われたことに厚く感謝する。

2018年に再開3年目となった官民訪中は2018年12月に
行われ、国家医療保障局・国家衛生健康委員会・NMPAと
の交流、および日中平和友好条約締結40周年記念行事と
してNMPAと薬品医療機器検討会を開催し、ICH（日米EU
医薬品規制調和国際会議）活動で日中が協力していくこと
を約束した。また、上海で開催された第1回日中薬局方シ
ンポジウムにも参加し、薬局方分野でも協力の強化と拡大
のための基礎を築いた。

日本企業が直面する問題点
日本の医薬品企業は革新的で有用性が高い多くの医薬

品を中国の医療機関、患者に提供しており、また、中国の改
革開放に伴い、多くの日本医薬品企業が積極的に中国に投
資してきた。2013年に設立された中国日本商会メディカル
グループは、2014年に化粧品企業団体の正式加盟によりラ
イフサイエンスグループとなり、2018年12月現在では同グ
ループ53社の内、医薬品は23社となっている。これらメー
カーは事務所・研究開発・生産・販売または投資会社を設
立し、中国の医療と人々の福祉に積極的に貢献している。今
後も、中国日本商会・政策交流会・官民訪中などの活動を通
じて、日本の経験が中国の医療改革に役立つよう積極的に
交流活動を行っていく予定である。

このように中国で活動し、中国の医療に日々貢献している
日系医薬品企業も以下の諸問題に直面しており、中国政府
に改善を要望する。

法規の実施細則作成と改正時の対話促進
中国当局が各種法規・ガイドラインの作成・整備を進め

る際、事前に意見募集稿を公開し、業界をはじめとして意
見を広く求めるケースも多くなり、また、事前検討会が日系
企業団体にも案内されるなど、大きな改善がみられている。
引き続き、中国日本商会を窓口とした対話の実施を希望す
る。一方、法規やガイドラインの施行にあたっては必要に応

じて経過措置および救済措置に関して配慮を要望する。さ
らに地方では中央の意見募集稿段階の通知案を適用する
事例があり、中央官庁からの管理・指導を要望する。

ここ数年、日中間の政府・民間レベルでの交流は深まって
おり、中国関係当局も日本との対話に前向きである。日中衛
生分野関係当局による対話・交流の継続、さらに当局と民
間の交流深化を要望する。

新薬開発における審査・許認可制度の改善
2018年は承認審査制度改革が深化された年である。加

速された承認審査制度改革のもとで、イノベーション新薬の
研究開発が活発に行われ、Toripalimab-Injection（特瑞普
利）のような中国発新薬も含め、48個の新薬が販売された。
中国当局の改革成果とその継続的な努力が評価され、6月
7日にNMPAのICH管理委員会メンバー入りも実現できた。
中国の承認審査制度がグローバル規制に近づいたことに伴
い、中国の医薬品研究開発において新時代が到来したと同
時にドラッグラグが解消され、新薬へのアクセスにおいて国
民が恩恵を受けられるようになりつつある。

2018年初めに「ICH二級ガイドラインの適用公告」が
公表され、個々の実施スケジュールも明記された。また、グ
ローバル規制を参照しながら中国の国情に合わせた優先
審査、事前相談、臨床試験の黙示許可および海外臨床試験
データの受入れの制度を構築しつつ、最適化を図る当局の
姿勢も明確となった。これらの制度確立により臨床上緊急
性の高い医薬品へのアクセスが改善される方向性であるこ
とは業界全体として歓迎され、引き続き臨床上緊急性の高
い医薬品リストの更新およびその改革の確実な推進を要望
する。

新薬開発を進めるうえで特許と開発プロセスにおける
データ保護制度がいかに構築されるかも重要である。2015
年7月から2018年12月までに2回の意見募集が行われ、
2019年1月4日に「専利法修正案（草案）」が公表された。
医薬品に関する内容としては、現行法の「発明特許権の期
間20年、実用新案特許権10年」が維持されたほか、「意匠
特許権10年」が「15年」に延長され、また「イノベーション
新薬の承認審査に要した期間を補償するために、中国国内
と海外で同時に上市申請を行う新薬に対し、国務院は特
許権期間を5年を上限として延長でき、イノベーション新薬
上市後の特許権の総有効期間は14年を超えないものとす
る。」とする特許有効期間の補償制度が新たに設けられた。
「専利法」の改訂中に、NMPAでも関連規制が作成され、
2018年4月26日に「医薬品試験データ保護の実施弁法（暫
行）」を公表し、保護対象範囲および要件を明確にした。業
界として当局がパテントリンケージ制度も検討されているこ
とを認識しており、これらの運営規制および実施細則の早
期正式発表を期待している。

7月27日にNMPAが公表した「医薬品臨床試験承認審査
プロセスの調整に関する公告」はこれまでの臨床試験許可
制から黙認制度に移行する宣言であり、日系企業において
も大きな反響を呼んだ。2015年以降の薬政改革以来、審



140 中国経済と日本企業2019年白書

第
３
部   

各
産
業
の
現
状
・
建
議

査期間は短縮されてきたが、臨床試験実施の申請に対す
る審査期間は14～20カ月かかっていた。黙認制への移行
により申請が受理されかつ審査費用が支払われた日から
60日以内にCDE（医薬品審査評価センター）から否定ある
いは質疑がなかった場合、即時に試験開始ができることに
なっている。急速に整備されつつある優先審査、新薬の治
験相談制度は中国がグローバル同時開発の一員として参加
することを可能にし、First- in-Class製品の中国初上市事例
も出てきた。12月18日にNMPAはFibroGen社が開発した
Roxadustaカプセル（商品名：愛瑞卓）の上市申請を承認
し、世界に先駆け中国で上市された画期的新薬の第一弾と
なった。今後は継続的な規制当局、病院および企業三者間
の対話により、「薬物臨床試験品質管理規範」の早期確定
や統一された臨床管理システムを構築することにより多くの
MRCT（国際共同治験）実施を要望する。また、治験に関連
する手続、例えば検体の海外輸出などの簡素化等により他
のICH加盟国に近づく治験環境を整えることを希望する。

2016年2月の「ドラッグラグ問題解決と優先審査承認の
実施に関する意見」から始まった優先審査の、ここ3年間の
実績は注目に値する。2017年10月の国務院「承認審査制度
の改革を深化し、医薬品医療機器のイノベーションを奨励
する意見」では改革の方向性はイノベーションであると明
記された。2017年12月にCFDA（現NMPA）は「医薬品のイ
ノベーションを奨励し優先審査を実施する意見」を打ち出
し、新薬や希少疾患治療薬の研究開発の活発化を促進し
た。2018年11月からCDEが優先審査リスト入りの品目につ
いて、「即時審査」体制で対応することになり、審査期間の
短縮が図られた。2018年11月14日までに、合計710件の申
請中407品目が優先審査リストに入り、申請提出した384件
中227品目はすでに審査済である。このように絶えず制度を
進化させる一方で、希少疾病リストの定期的な更新および
オーファンドラッグ（希少疾病用医薬品）認定システムの構
築も進めていただくよう要望する。

前年度も上位法の「医薬品管理法」と承認申請指針である
「医薬品登録管理弁法」の早期確定を要望してきた。制度
の整合性、関連性の位置付けおよび従うべき基準が明らかに
なれば、新薬の中国市場への投入は判断しやすくなる。

イノベーションを促進する薬価形成シス
テムの構築
2018年4月に李克強首相がロシュの上海工場を見学後、輸

入抗がん剤の関税をゼロにする決定、薬価の引き下げと医
療保険償還リスト収載の連動、一致性評価に適合したジェネ
リック医薬品奨励策などを発表し、医薬品アクセスを向上さ
せる方針を示したことは中国国民にとって良いことであると
考える。しかし、一方で新薬開発企業にとっては、開発費・市
販後調査等の負担を反映した薬価設定がなければ、事業予
見性が確保されず、イノベーションの促進とは反対の方向へ
進む恐れがある。ついては、1類、5.1類の医薬品は承認後速
やかに開発費等イノベーションを考慮した価格設定を行い、
保険償還リストに適切な償還基準で収載されることを希望す
る。また、入札においてもオリジナル薬を評価する制度構築

を要望するが、オリジナルの証拠として物質特許が求められ
ている。開発の時期によっては物質特許がないものもあり、
その他の資料によってオリジナルを証明することを認めてい
ただきたい。なお、入札後の二次価格交渉による薬価引き下
げが行われる地域もあり、入札の意義がなくなっている。こ
のような二次価格交渉の廃止を要望する。

医薬品の安定供給およびその適正な 
情報の提供・収集
従来の個々のGLP、GCP、GMPおよびGSP認証をする監督

管理体制からライフサイクル管理に移行することは、医薬
品企業の資質向上や品質安全保証のレベルアップにつなが
る。このような理念をより業界に浸透させるために、製品ラ
イフサイクルにかかわるGXP（GLP、GCP、GMPなど）の現
場査察に関する細則の制定を要望する。

これまで品質および安全性向上への努力がなされている
一方で、医薬品の安定供給という面では課題もある。なかで
も許認可プロセスにおける課題は企業の国籍を問わない共
通の課題である。まずは医薬品欠品リスクを避けるために、
審査手続の遅延による許認可切れ期間が発生した際の救
済措置として臨時輸入許可の回数制限撤廃や更新審査結
論受領までの「許可証」の期限延長などの制度の充実が望
まれる。

そのほか、2018年10月に現行の国内のみに適用する
MAH制度の試行は1年間延期されることが決められたが、
輸入医薬品の安定供給を確保するために、本制度の海外生
産メーカーへの適用拡大に加え、一申請に対する複数製造
所での製造が可能となるように制度を発展させていただき
たい。

2017年12月に出された「医薬情報担当者登記届出管理
弁法（意見募集稿）」はまだ確定されていないが、副作用情
報等の共有において医薬情報担当者が果たす役割は重要
である。医薬情報担当者が医療従事者と円滑に交流できる
環境を保証する制度となることを要望する。

抗生剤に関しては耐性菌の出現リスクを抑えるため、抗
菌剤臨床使用管理に関する法律で病院での採用品目数制
限などの規制が行われているが、耐性菌対策という面では
実効性のある運用とは言えず、適正な使用ガイドラインの制
定が求められる。

OTCの承認審査簡素化
海外の多くの国で承認されている使用経験が長く安全性

が高いOTC製剤については、中国の医療改革推進のなか、
医療費低減に繋がるセルフメディケーションを浸透させるた
め、新規OTC製剤に現在要求されている新薬と同じ申請要
件の軽減化（資料の軽減化と臨床試験の省略化）を推進す
ることにより、患者が選択できる製剤数を増加させることが
望まれる。
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＜建議＞
1.法規作成・改正時につき以下の改善を要望する。
①日中衛生分野関係当局による対話・交流の継

続、さらに当局と民間の交流深化を要望する。

②法規公布・改正時、中国日本商会を日系企業
との窓口とした対話の強化を要望する。

③新規法規およびガイドライン施行時の経過措
置および救済措置に関して配慮を要望する。
また、意見募集稿の地方における運用に関し
ては中央官庁からの管理・指導を要望する。

④ICHに準じた法改正を推進するとともに、
GCP改正など意見募集中の法規について迅速
な公布を要望する。

⑤施設の臨床試験の倫理審査およびHGRAC審
査の指導ガイドラインを作り、統一の臨床管
理システムを構築することを要望する。

⑥治験実施医療機関のself-QCなどのクローズ
手続の標準化を要望する。

2.新薬開発の審査・許認可制度につき以下の改
善を要望する。

①全ての申請区分において、CFDA・CDE申請
前相談制度の有効な活用を要望する。

②検体の海外輸送規制の簡素化を要望する。

③輸入医薬品開発段階でのCMC・製造場所変更
の受入れを要望する。

④ 製 品 ラ イ フ サ イ ク ル に 関 わ る G x P
（GLP,GCP,GMPなど）の現場査察に関する
細則の制定を要望する。

⑤希少疾病リストの定期的な更新およびオーファ
ンドラッグ認定システムの構築を要望する。

⑥IND/NDA申請段階で実施する規格および試
験法の照合試験の簡素化を要望する。

3.医薬品価格改革につき以下の事項を要望する。
(1)イノベーションを促進する薬価形成システ

ムの構築
①1類、5.1類に関しては、承認後速やかに開発
費等を反映した価格設定を行い保険償還リス
ト収載されるよう要望する。

②入札においてオリジナル薬の評価が明確とな
る制度の構築を要望する。また、オリジナル
の判定は、物質特許以外の資料も認めること
を要望する。

③落札後の二次価格交渉の廃止を要望する。

(2)医療保険償還制度の整備
①イノベーションを考慮した償還基準の設定を
要望する。

(3)知財保護制度の整備
①イノベーションを考慮したデータ保護期間の

設定、特許延長制度の導入を要望する。

4.医薬品の安定供給およびその適正な情報を提
供・収集するために以下の改善を要望する。

①医薬品許可更新の時間厳守と許可内容の速や
かな通知、および審査遅延品目に対する救済
措置の充実を要望する。

②安定供給を図るために、輸入品について委託
を含めた複数製造所からの供給を認めること
を要望する。

③医薬品に関する十分な情報を提供・収集する
ためのMR活動の保証を要望する。

④耐性菌の発生を防止するための、抗菌剤の適
正な使用ガイドラインの制定を要望する。

5.OTC医薬品の承認審査簡素化を要望する。
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４．医療機器・体外診断用
医薬品

中国の医療機器・体外診断用医薬品産業
の現況

中国においても経済発展を背景に、先進国同様、高齢化
が進み、高血圧・糖尿病・心臓病等の慢性病の増加など疾
病構造も大きく変化しつつある。こうした変化に伴う医療
ニーズの高度化・拡大に対して、政府は医療品質の改善と
医療費圧縮を目指し、医療制度改革を果敢に実行してい
る。具体的には、民間病院・基層病院のレベルアップ、分級
診療による医療効率向上や、医療機器流通制度の改革な
どが進められている。また、国家ビジョン「健康中国2030」
の下では健康的なライフスタイルを推奨し疾病の発生を減
少させながら、疾病の早期発見・治療およびリハビリの実
施を図り国民の健康の実現を目指している。2018年には
国家医療保障局の新設のほか、医療行政関連の機構改革
が行われ、医療制度改革を推進する体制整備が着実に進
められている。また、政府はヘルスケア産業の市場規模を
2020年に8兆元、2030年に16兆元にすることを目指すとと
もに、医療機器や医療用消耗材の国産化奨励を行うとして
いる。市場の健全な発展には、自由で公正な市場競争環境
の維持が不可欠であることから、こうした点については注
視する必要がある。

日本企業が直面する問題点
審査承認制度の改革推進、審査期間の短縮
ここ数年、国家薬品監督管理局（NMPA）は、医療機器・

体外診断用医薬品の審査制度の改革に取り組まれており、
その努力に感謝したい。

審査前の事前相談制度では、2017年に「医療機器審評
沟通交流管理弁法（試行）」が施行され、革新・優先審査医
療機器が充実した。また審査制度は、新しい監督管理条例
の起案がされ、第三者機関での審査やセルフレポートの認
可の検討などの改革が推進されたことに感謝したい。

一方、現行の事前相談制度では、革新・優先審査医療機
器以外は、相談回数や時間も限られ十分な議論ができない
問題や相談結果と審査基準の不一致が生じている。また臨
床試験プロトコル審査制度もなく、審査段階になって問題
が生じることがある。円滑な審査のため事前相談制度の運
用面にさらなる改善を要望する。また審査制度は中国特有
の制度が企業にとって負担となっている。いち早く患者へ
海外の高品質な医療機器を届けられるよう、GHTF(Global-
Harmonization-Task-Force)創設国などの審査制度を参考
に、さらなる改革推進を要望する。

臨床評価システムの改善
2018年に医療機器の臨床試験免除目録の修正版、臨床

試験検査要点や判定原則等の通知が発表され、体外診断

試薬臨床試験指導原則の意見募集もされた。これらは各法
規の規範化と国際化への努力の証で、今後臨床評価方法が
大幅に改善されると予想され深謝したい。

中国はIMDRF（Internat iona l - Med ica l - Dev ice-
Regulators-Forum）議長国として、「医療機器臨床評価」プ
ロジェクトを立案した。これを通じ、引き続きGHTF創設国
などを参考に、高リスク品は申請前から関与しプロトコルの
事前審査を行うこと、技術が成熟し、すでに長く使用されて
いる製品・低リスク品・海外で充分な安全性評価を行った
製品は規制緩和し臨床試験免除目録に入れるなど、リスク
に応じた審査に改善することを要望する。上述製品につき、
徐々に市販後の監督管理に移ることを要望する。

国際調和の強化、規格法規の仕組み改善
2013年中国がIMDRFへ参加以来、海外の医療機器監督

管理を研究し、自国の医療機器監督管理水準を高めつつあ
る。中国は2018年度の議長国として、2014年IMDRFが承認
した国際規格リストを更新するプロジェクトを起案し、その
国際規格や技術的な共通点と差異を分析した。これは国際
規格への相互承認、医療機器監督管理の国際調和に繋が
る。仕組み改善への尽力に感謝したい。

国際標準は医療機器の安全性有効性の保証や、監督管
理効率を高める重要な役割を持っている。GB/YY-標準は国
際規格（ISO/IEC）を参照しているが、中国独自の変更を加
えたり、国際規格の旧バージョンを参照したままの場合が
ある。他国で既承認、販売実績がある医療機器・体外診断
用医薬品でも、中国向けのみ国際規格の旧バージョンで要
求される試験を改めて中国国内で行う必要がある。さらに
国際規格との整合を図り相互認可の促進を要望する。

近年法規制・規格が頻繁に改訂・更新されている。業界
にも大きな影響を与える場合もあるので、具体的な実施計
画を公表し、それに基づいた規格公布を要望する。推薦性
規格の本文も公開するなど、円滑に運用できる仕組み作り
を要望する。

二票制
中国の医療改革は着実に浸透している。二票制は流通

チャネルの管理監督と流通環境の浄化効果があり、経営コ
ンプライアンス違反のリスクを減らすための重要な手段で
ある。しかし、医療用消耗品はその特殊性において薬物と
は異なり、病変の位置、医者の使用習慣によって大きな違
いがある。代理店への要求も医薬品と異なる。さらには手
術時のサポート、術後のフォローアップ、技術トレーニング、
医療事故処理などのサービス機能を持つ必要がある。

現段階では、中国の大部分の地域に医療用消耗品の二票
制を導入する環境がまだ整っていないため、まず医療用消
耗品チャネルの整理および標準化の改善に着手後、二票制
導入の検討に移る必要がある。

医療用消耗材の参入規則
現在、高付加価値医療用消耗品の参入プロセスは非常

に複雑であり、申請から各段階で厳しい基準が設定されて
いる。そのため新製品が最終的なユーザーである患者に使
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用できるまでには多くの時間、リソースを無駄に費やして
いる。

入札購入プロセスでは、基本資格審査を通過すれば、
ネットワーク調達システムに参入できるような規制緩和が必
要だと考える。また、新製品の臨床使用過程の一定期間内
に同製品の価格および製品性能を特別監視、評価する必要
がある。他の段階についても同様である。

医療保険点数の設定に関して、医療用消耗品の臨床効
果によって分類し、救命治療に使用される消耗品を優先的
に医療保険の範囲に含め、高い保険点数をつけ、補助的な
消耗剤には、保険点数を調整するなどの措置をとる必要が
ある。

流通チャネルに関して、販売代理店の選定プロセスにお
ける医療機関と生産企業の主体性を十分に尊重すること、
また医療機関の支払い期間が長期化しないよう監視するこ
とを要望する。

市場の競争環境
現在、多くの採用、流通チャネル、サービス、および費用

徴収と医療保険請求の点において不透明な状況が存在して
いる。例えば、入札プロセスでは、各省内の落札結果が十
分に公開されないため、相互の監督の役割を果たすことが
できていない。

流通チャネルに関して、ほとんどの省は「陽光購買プラッ
トフォーム（透明性を高め全過程を公開する政府による購
買方法）」を実施しているが、一部の省は生産企業に開放
されておらず、製品の品質問題発生のリスクが高く、製品の
トレーサビリティ管理上も問題になる。

また、医療保険に関して、各省の医療保険の承認プロセ
スと支払基準の多くが不明確なため、申告プロセスに多く
の時間とリソースがかかり、最終的に製品のコストに転換さ
れ、さらに医療保険基金に転嫁されている。

高品質で低価格の製品の参入を促すために、医療用消耗
品の衛生経済評価システムと評価基準や同質低価品の参入
許可原則を確立することを要望する。

政策の執行力
現在、全国的に政策の運用が統一されておらず、一部は

国と地方で矛盾していることもある。企業がより良く国家政
策の実施に協力し対応できるようにするためにも、国家は統
一的な政策基準を策定し、各地方の政策執行と国家政策の
方向性が一致するように監督することを要望する。

市販後監査体制の持続的改善
近年NMPAは医療機器監督監査体制の構築を重視して

おり、敬意と感謝を表したい。

医療機器の市場抜き取り検査が行われるなど、市販後の
品質監査を強化している。しかし、抜き取り検査判定基準
と対象製品の登録申請時判定基準の不一致により、市販
後の抜き取り検査で不合格にされる事が多々見られ、企業
に困惑、イメージダウンと経済損失を与えている。医療機器
監督管理条例第57条では「検査結果に異議がある場合、検

査報告書受領日より7営業日以内に、検査センターへ再検
査を申請できる」とあるが、CMAマーク付の検査報告書を
発行できないという理由で、再検査申請を検査センターに
拒否される。そのため7営業日以内の再検査申請が困難で
ある。「医療機器監督管理条例」改正後、申請時に自社検
査報告書も登録/届出書類として提出可能になり、判定基準
の統一と最新解釈の公布がより重要になる。抜き取り検査
計画の作成時に、製品登録の判定基準と合った統一基準
での評価を行うよう要望する。一致しない場合、NMPAが
判定基準を統一、最新解釈を公布し、企業に十分な対応時
間を与える事を要望する。製品の安全性有効性に影響を与
えない場合、行政処罰の免除を要望する。

当局は企業への抜き打ち検査にも注力し、医療機器品質
管理規範の実施を推進している。抜き打ち検査のさらなる
改善のため、判定基準の調整と重要項目の設定原則の明確
化を要望する。国際的方法を参考に、企業情報保護の面か
ら、抜き打ち検査結果の公表原則の調整、例えば「是正完
了まで生産停止」の検査結果のみ公表し、それ以外は公表
しない等の調整を要望する。また現行法では、一部の役職
に明確な要件が規定されている。例えば、体外診断用医薬
品経営の管理職は少なくとも1人が主管検査師または検査
学科で大学以上の学歴が必須と規定されている。製品知識
の専門トレーニングを受ければ、関連業務に携われる。職
名や専門学科への要件を取り消すか、「検査学または医療
機器に関する専科であれば可」に調整する事を要望する。

近年中国では「放管服（行政簡素化と権限委譲、監督管
理の強化、サービスの最適化）」の政策を基に一連の改革
が実施されている。現行体制では、医療機器承認の取得前
後とも品質マネジメントシステム検査があり、製品の抜き取
り検査・抜き打ち検査などが行われているが、簡素化のた
め、医療機器製造許可証有効期限の設定を取り消し、ある
いは更新申請時の品質マネジメントシステム検査の取り消
しを要望する。

2018年、NMPAが新しい有害事象モニタリングと再評価
に関する法規を公布した。各医療機器の特性により、各製
品の有害事象の概念を明確にし、実践可能な有害事象モニ
タリング細則の制定を要望する。海外で発生する有害事象
情報につき、海外では個人情報保護が重視されているため、
モニタリングシステムに患者の個人情報を記入必須としな
いよう要望する。国際的な方法に倣い、報告不要な有害事
象項目については削減を要望する。

通関
輸出入商品検査法実施条例で2018年度より通関・検疫

が一体化され、以前より通関・検疫が速くなった。ただ必要
な資料が複雑で不透明な状況も未だ存在する。企業が書
類提出後、当局が処理に要する時間が1週間程度に改善さ
れたが、必要書類をさらに簡素化、透明化し、それに合わせ
企業への指導強化を要望する。

輸出入検験検疫証明書の申請フローも複雑である。輸入
品は既に登録時に検査合格しているため、一般輸入商検証
の申請フローの簡素化を要望する。
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また試薬・試料はヒトや動物由来が多く、検疫手続が複
雑で通関可否が不明確な場合があり、試験実施計画に影
響が出る。以前はCFDA(現NMPA)から登録試験用サンプル
証明を受領することで円滑に通関できたが、現在はその制
度が廃止された。同様の手続制定の検討と、試薬・試料の
検疫手続改善を要望する。

クールチェーン
2016年、温度管理が必要なワクチンが管理されていない

状況で市場に流通した。これに対し中国冷蔵輸送指南（医
療器械コールドチェーン（輸送、保管）管理指南公告（2016
年第54号））が公布され、冷蔵管理が必要な全ての医療機
器について、輸送と保管が厳格化された。輸送では5分毎の
冷蔵輸送記録が必要で、製品検収時に全ての輸送プロセス
の温度管理記録提示が必要となった。体外診断用医薬品は
身体には摂取されず、使用前に病院内で精度管理される製
品である。条件が少しでも外れると全て返品され、最終的に
廃棄しなければならない。このため過剰な冷蔵輸送設備や
管理が必要で製品コストの高騰を招いている。輸送途中で
温度条件から多少外れても、性能に問題ない証明ができれ
ば製品を検収してもらえるよう改善を要望する。

<建議>
　中国行政の日々の努力に感謝する。安全で高
品質の医療機器・体外診断用医薬品をいち早
く中国に供給し、中国の医療発展に貢献する
事を願い以下要望する。なお、本建議は作成
時点の内容で、その後改善が進んでいる場合
がある。

1.薬事登録
①事前相談制度の改善を要望する。

・事前相談の開催回数と対応窓口の増加を要望
する。

・非革新非優先審査医療機器に対しても、革新
あるいは優先審査医療機器と同様の相談制度
が実施されるよう要望する。

・相談結果は書面発行し、実際の審査基準と一
致することを要望する。

・臨床試験プロトコルの事前審査制度開始を要
望する。

②さらなる申請、審査制度の効率化を要望する。

・不良事件やリコール状況等から製品の安全性
有効性を判断し、それらの事例がない場合は
延長申請手続が不要となるよう要望する。

・製品の有効性安全性に影響しない軽微な変
更は、届出あるいはその他の許可事項変更申
請、延長申請時にまとめて対応できる制度を
要望する。軽微変更対象となる事例は、業界
から意見募集し通知することを要望する。

・体外診断用医薬品にも、医療機器同様、取扱

説明書の変更届制度の開始を要望する。

・IMDRF参加国に倣い、組み合わせて使用する
医療機器と体外診断用医薬品は、同一システ
ムとして登録できるよう要望する。

・国内外のISO17025認定施設の検査レポート
を申請資料として認めるよう要望する。

・GHTF創設国で承認実績がある製品は、申請
資料を簡略化できる制度設計を要望する。

③登録試験用品の輸入許可制度の整備と国家標
準品の供給状況改善を要望する。

　登録試験用品の通関手続の簡素化を要望す
る。また、国家標準品が入手困難で、登録試
験をすぐ開始できない場合がある。国家標準
品の供給状況の改善を要望する。

2.臨床評価
①臨床評価技術指導原則のさらなる修正を要望
する。

・低リスクの第二類製品であっても、同類製
品が存在しない場合がある。また指導原則で
比較が求められている「生産工程」、「臨床
データ」等は企業の機密事項であり、他社製
品の場合、入手が困難で結局、臨床試験をせ
ざるを得ず、企業の負担となっている。修正
中の「臨床試験免除の体外診断試薬同類対照
技術指導原則」を含め、医療器械臨床評価指
導原則のさらなる修正を要望する。

・臨床試験免除目録に属すると証明できる製
品は、同類機器との比較は要求せず、臨床使
用で得られたデータまたはMDDの方法や他
の関連方法で得られた資料を臨床評価報告書
と認めるべきである。輸入品は、原産国上市
時の臨床評価報告書を認める等、海外臨床文
献、報告、試験データの受け入れが確実に実
現されることを要望する

3.法令法規
①国際規格との整合・相互認可を要望する。

・国際規格に該当するGB/YY-標準は、最新版
の国際規格をそのまま引用、また国際規格を
認可するよう要望する。定期的に現行規格の
適合性を検討し、国際規格との整合化を要望
する。

②標準制定と実施に合理的な計画を立てること
を要望する。

・規格制定/改訂/廃止の実施計画等、具体的内
容や日程を事前公表し、それに基づき新規格
に移行することを要望する。それらの情報
は、公式サイト等入手しやすいルートでの公
表を要望する。

・法規や規格の公布前に、運用上の問題がない
か、広く関連業界からヒアリングすることを
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要望する。公布から施行までに充分な準備期
間を設け、公布後、権威部門により統一解釈
がされた上で関連細則を速やかに公布するこ
とを要望する。

③法規制のデータベースを構築し、英訳するこ
とを要望する。

・企業の最新法規情報の理解と円滑な運用のた
め、当局によって統一した法規制データベー
スを構築し、カテゴリ別に管理することを要
望する。海外企業への理解促進のため、関連
法規が英訳されることを要望する。

4.政府事務 
①まず医療用消耗材の流通チャネル整理と規範
化の状況を改善したうえで、二票制の実施を
検討するよう要望する。

②医療用消耗材の参入規制を緩和し、効率の良
い管理監督制度の導入と関連者の権益を守る
ことを要望する。

③公平な競争環境のもとで、市場の透明性を高
めることを要望する。

④政策の執行の効率化を要望する。

5.市場抜き取り検査
・市場抜き取り検査の判定基準の統一を要望する。

・再検査の申請期限の延長と、再検査機関の資
質の明確化を要望する。

6.品質マネジメントシステム監査
・生産品質管理規範の判定基準の改善を要望する。

・抜き打ち検査結果の公表原則の調整を要望する。

・法規における職員の職名と専門科目に対する
要求の調整を要望する。

7.製造許可
・医療機器製造許可の審査手続の取り消しか最
適化を要望する。

8.有害事象モニタリング
・有害事象モニタリングに関する法規制システ
ムの持続的改善を要望する。

9.通関
・検疫時のルーチン検査申請過程と、登録段階
の試験で検査合格済み製品の申請および証明
書発行過程の簡素化を要望する。

・全ての輸入医療機器製品に対して検疫検査証
明の発行を要望する。

・登録試験に使用する全ての未登録試薬や試料
のサンプルにつき、-NMPAの証明書の発行等
による通関の簡便化を要望する-。

10.クールチェーン
・輸送安定性バリデーション報告書を、冷蔵
輸送温度コントロールの合否根拠として受入
れ、かつ受入れを正式に認める通知の公布を
要望する。
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５．化粧品
中国化粧品市場は2018年も好調に伸長した。特にここ

2年程は輸入化粧品の伸長が著しく、海関総署データに
よれば、2018年の化粧品輸入額は前年比70.5％の伸びと
なった。

「顔値（容貌を示す指標）」という言葉に表象される価
値観、化粧品専門店を有する複合ショッピングモールの広
がり、越境ECへの政府の強力な後押しなどが主要な追い風
となっている。

また、国務院機構改革による化粧品関連行政機関の組
織改革、輸入非特殊化粧品届出の全国化、化粧品関連最
高位法規である「化粧品監督管理条例」のWTO／TBT通
報等、2018年は化粧品行政の地殻変動が始まった年とも
なった。

2018年度の回顧
市場動向
2013年に日本を抜き世界第二位となった中国化粧品市

場、その後もGDP以上の好調な成長を続け、2017年には米
国（18.5％）に次ぐ世界市場シェア11.5％に達したとされ、
2018年の市場規模は約3,938億元、直近レートで約6兆
5,000億円と推定されている。（智研諮問集団が2月13日に
産業信息網上に公表した情報）

特に最近は、有名ブランドのハイエンド品を求める都市
部の1980年代、90年代生まれの若い世代が市場を牽引し
ており、スマートフォンの各種アプリ上でKOL（インフルエン
サー）達がその口コミで市場トレンドを形成している状況で
ある。

越境ECに対する政府の後押しと、2018年7月1日からの
関税引下げ等の行政施策が輸入化粧品の伸長を加速し、
国内ECにおける消費者権益保護の強化も後押しして、ネッ
トでの化粧品購買比率は7割近くに達しているとの分析も
ある。このような中、日本の中国、香港向け化粧品輸出は非
常に高い伸びを示し（財務省統計局）、日本の主要化粧品
メーカーはMade- in-Japan品の供給能力拡大を急ぎ、また
多くの日系原料メーカーが、日本および中国の顧客の急増
する需要に十分に応えられないという苦い1年となった。

また商品カテゴリー別の動向について言えば、従来のス
キンケア用品中心の状況から、ここ2，3年はメイクアップ品
が高い伸長を示し、中でも口紅の伸長は顕著となっている。
またボリュームの大きいスキンケア用品においては、保湿訴
求のみの基本商品から美白や抗皺などの高効能を訴求す
る商品に比重がシフトしている。

行政上の動向
2018年は化粧品行政の大きな改革が始動した年と言え

る。国務院の証照分離政策に沿って2017年3月に上海市
浦東新区自由貿易試験区にて試行開始となった輸入非特
殊化粧品の届出化が、2018年3月8日に全国の自由貿易試

験区10カ所に拡大された。また同じ3月の第13期全国人民
代表大会（以下、全人代）では、「国務院機構改革案」が可
決され、化粧品行政を管轄する国家食品薬品監督管理総
局（CFDA）は、国家工商行政管理総局、国家品質監督検
査検疫総局等と共に新設の国家市場監督管理総局（以下
SAMR）に統合される事になり、化粧品行政はSAMR下に新
設された国家薬品監督管理局（以下NMPA）が管轄する事
となった。また他の商品と共に輸出入化粧品の検験検疫を
担当していた国家品質監督検査検疫総局の出入国検査検
疫管理の機能は、税関総署に組み入れられる事となった。
そして、2018年11月9日には「全国範囲で輸入非特殊用途
化粧品の備案管理実施に関する公告」が翌10日からの施行
としてNMPAから公布され、12月16日には2013年に国務院
が「化粧品衛生監督条例」の改定を計画して以来、長年議
論検討されてきた、化粧品行政の最上位に位置する「化粧
品監督管理条例」の草案がついにWTO／TBT通報となり、
公布・施行に向けた最終段階に至った。

2019年度の展望と課題
市場展望
2019年に入り日本では百貨店を中心にインバウンドの

売上が大きく落ち込んだ。訪日リピーターが増え、モノから
コトへのシフトが進んでいるとの分析もあるが、2018年11
月に国務院常務会議で決定された越境ECの無課税枠拡大
（年2万元から2万6,000元）、2019年1月1日から施行され
た電子商務法、海外で購入した商品に対する帰国入国時の
課税強化などの政策措置の影響も一部にあると分析されて
いる。一方、中国国内でのハイエンド化粧品を中心とした化
粧品需要は引き続き好調とされ、中国版インスタグラムと
呼ばれる「小紅書」に代表されるような、ライフスタイルに
こだわりをもつ若い消費者を引き付けたプラットフォームが
化粧品市場を牽引していくと予想されている。米中貿易摩
擦による中国全体の景気減速懸念の中、化粧品市場の動向
こそが一般消費者の消費マインドを映し出す良い鏡である
とする市場分析関係者も少なくない。ハイエンド輸入品に
フォーカスする外資、人気タレントを採用し積極的な広告展
開をする大手中国企業、その中で3線4線都市に集中し地盤
を固めようとする中小中国企業。このような供給サイドの熾
烈な競争も引き続き化粧品市場を拡大させていく原動力と
なっている。

化粧品企業を取り巻く課題

化粧品監督管理条例および主要下位法対応
WTO／TBT通報された「化粧品監督管理条例」草案（以

下条例草案）に対する意見募集は2019年2月16日、本稿執
筆時点で既に締め切られており、早ければ3月にも確定案が
公布されると不安視する業界関係者もいる。この条例草案
では、新規原料を高リスク、低リスク品に分けて管理すると
いう規制緩和の方向性が示され、従来9つとしていた特殊
用途化粧品を4つに削減する一方で、新効能について柔軟
に審査を行う方針も盛り込まれ、大いに期待の持てる内容
を有している。一方で、効能訴求の根拠摘要を指定のホー



154 中国経済と日本企業2019年白書

第
３
部   

各
産
業
の
現
状
・
建
議

ムページに公開し、社会による監督を取り入れるという方針
や、輸入化粧品の原包装上の表示と中文ラベルとの一致性
を求めるとの方針も盛り込まれ、各企業の営業秘密の開示
を求められたり、輸入化粧品の原包装に対する修正指導な
どが発生するとの懸念がある。

次項に示す条例草案に対する建議を含め、各国からの条
例草案に対する意見がどのように取り入れられるのか。そし
て2019年2月3日SAMRが公布した「2019年度法規整備計
画」に示された、化粧品登記管理実施法、化粧品ラベル管
理実施法、化粧品生産監督管理実施法等の主要下位法がど
のような内容で制定・公布されるのか。2010年4月の化粧品
行政許可申報受理規定および2016年12月の化粧品安全技
術規範施行の経験を踏まえ、公平性、先進性ある新しい監
督管理体制に混乱なく移行するのか。以上は日系のみなら
ず、全ての化粧品企業にとっての大きな関心事である。

その他
化粧品市場の健全発展という視点で、建議に取り上げな

かった課題について最後に触れる。

まずECに対する監督管理強化の動向である。2019年1月
1日施行の電子商務法により許認可等を得ていない出店業
者は淘汰されつつあるが、さらなる監督管理強化の中で、消
費者と化粧品経営者双方の権益が引き続きバランスよく保
たれるか否か、越境EC上の化粧品には許可や届出が不要と
されている状況が突如変更される事が無いか否かは大きな
課題である。

次に商品比較サイトの隆盛である。消費者の商品選定に
大きな影響を及ぼす比較評価において、独自の分析評価の
採用や公的評価法採用時においても検査機関が公表され
ないなどの不透明性や、情報公開前に被評価製品の生産販
売企業へ事前確認がなされないなどの課題が存在してい
る。何らかの改善措置が望まれる状況である。

最後にさらなるイノベーションにかかわる課題を挙げる。
世界の先進トレンドとして消費者個人が使用時に好みに応
じて配合塗布する商品や、店頭で消費者1人ひとりに調合販
売する商品、さらには機器との組み合わせで化粧品そのも
のの効能を増幅する新しい技術が開発されている。これら
従来の発想を超えた商品を中国消費者にも享受してもらう
ためには、さらなる法制度の革新が必要と考えられる。化粧
品監督管理条例で示された、科学的なリスク評価を基礎と
した企業自己責任の原則と制度設計とをさらに高度にかつ
迅速に発展させ、新時代の中国化粧品市場エコシステムが
実現する事を強く望むところである。

＜建議＞
①化粧品監督管理条例に関して
新原料管理について
・第9条において、比較的高いリスクの原料は
登録制、それ以外の原料は届出制とされた事
は、現法規下において新原料認証が極めて限
定されたものであった状況からは大変歓迎さ

れる事であるが、その細則制定においては、
リスク高低基準を曖昧なく定めると共に、動
物代替試験法の採用や海外における認可に採
用されたデータの受け入れ等、国際調和性の
あるものとなる事を要望する。

販売実績証明提出の免除
・化粧品安全技術規範および新原料管理規定
がある中、第16条において輸入化粧品に生
産国または原産国での販売実績証明の提出が
求められていることの科学的、合理的な理由
を見出すことができない。この制約により、
グローバルな同時発売を中国市場で実現する
事ができず、中国消費者にとっても不利益と
なっている。この販売実績証明提出が免除さ
れる事を要望する。

第38条および第39条のラベル関連規定について
・生産国、原産国における諸規定への適合性と
その地域の消費者のために有益情報として表
示される原包装表記に対する管理は企業負担
を増大させ、旅行先での購入や越境ECを通じ
て手にした商品との相違を生み出し中国消費
者に混乱を生じさせる。従って中国語ラベル
と原包装ラベルの一致性については細則制定
時に慎重に議論される事を要望する。また輸
入化粧品において生産企業の名称と住所とを
表示する事は中国消費者に誰が品質安全管理
責任者であるか混乱を生じさせ、非特殊輸入
化粧品における境内責任者の考え方と整合性
がない。従って輸入化粧品における中文ラベ
ルへの生産企業情報表示の免除を要望する。

②制度変更時の移行期間と執行現場の教育について
化粧品監督管理条例施行について
・化粧品監督管理条例の施行においては、下
位の関連細則の改定公布スケジュールも考慮
し市場に混乱が起きないよう十分な移行期間
（短くとも1年）を設け、新しい法規と行政
手続に従った行政実務が混乱なく遂行される
よう、執行員への教育をはじめとした諸準備
が周到に行われる事を要望する。特にグロー
バル展開をしている輸入化粧品においては、
企画段階から中国市場への展開までに長い時
間を要すため、1年以上の十分な移行期間を
設けることを切に要望する。また、公告施行
日前の執行や公告施行日前までに手続が進ん
だ案件への遡っての執行がないよう公正で透
明な移行を要望する。

③全国範囲で輸入非特殊用途化粧品の備案管理
実施に関する公告について
・国務院の“証照分離”改革の方針に沿い、本公
告が2018年11月9日に公布された事は、化
粧品経営会社の登録地に関係なく、全国同一
制度で備案ができる事になった点で評価でき
るが、翌10日から国家薬品監督管理部門が
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輸入非特殊用途化粧品の行政許可申請を受理
しなくなった事、また更新申請も本公告に
従った再備案をしなければならなくなった事
で、輸入販売を行う企業に対し上市の遅延や
更新申請予定品の緊急調達対応など大きな負
の影響を発生させた。今後このような大き
な制度変更においては十分な移行期間を確保
し、事業継続性に配慮した措置を準備し、国
産品との不公平が発生しないよう要望する。

④既使用化粧品原料名称目録に関して
目録拡充の必要性
・化粧品監督管理条例案に示された新規原料の
判断基準に沿い、海外において使用実績のあ
る原料も既使用化粧品原料名称目録への収載
を希望する。少なくとも科学的議論の積み重
ねで目録化されている国際的な標準ともいえ
るPCPCのINCI辞書に収載の原料を取り込む
ことを要望する。

中文INCI名の更新管理の改善
・国際的に使用されている英文INCI名は新しい
知見に基づき、客観的ルールの下に定期的な
名称見直しが行われている。中国の既使用化
粧品原料名称目録の中文INCIもこれに連動し
た定期的更新がなされる事を要望する。それ
が実施されれば、登録や備案の審査において
新原料との指摘を受けたり、中文全成分表示
の変更が認められないなどの不合理な疑義の
発生を防止できる。

⑤新化学物質環境管理弁法関連
・現在、化粧品の原料および中間体に関して
新化学物質環境管理弁法が適用となっている
が、既使用化粧品原料名称目録に収載の原料
の中に、中国現有化学物質目録に収載されて
いない原料物質が多く存在している。これは
化粧品原料流通における不合理な障壁となっ
ている。中国現有化学物質目録と既使用化粧
品原料名称目録との整合性推進（たとえば特
定分野で既に使用を認められた目録がある場
合は適用を免除するとの付記）を要望する。

⑥化粧品行政審査の基準統一化と透明化と規制 
　合理性の再確認
基準の統一化と透明化
・輸入非特殊化粧品の届出制において、国産非
特殊化粧品では免除されている動物試験がま
だ免除されていない。公平かつ統一性のある
免除を要望する。また、処方、配合フロー、
パッケージ上の表記にかかわる審査では、判
断基準の明文化が不十分で、審査官により判
断が異なる事も発生し、多くの化粧品経営企
業に不合理な不利益を発生させている。この
現状は国務院が推進する国際化、企業経営環
境の便利化に反する状況であり、行政が管理

する対象から企業責任に任せるものへの変革
を進め、その移行期間においては情報公開を
通じて審査基準の透明化を増進することを要
望する。

規制合理性の再確認
・動物由来原料に対しては、原産地証明書や化
粧品配合可能という証明書の提出が要求され
ているが、既使用化粧品原料名称目録への適
合性や他国での認証実績とからその安全性が
十分担保されていると判断できる場合の免除
等、より合理的な調整を要望する。

・また、原包装表示に対する管理の中で、無
香料、無着色料等の表示を禁じたり、日本の
医薬部外品の規定上の表示を禁じる等の判断
基準は、それらが原産国消費者にとって有用
な情報である事や、原産国における関連規定
の歴史的知見が十分考慮されていると言い難
い。表記の真実性や自分の肌質や嗜好に適合
する商品を求める中国消費者の増加を考慮
し、現審査基準見直しが公平性と先進性の基
に展開される事を要望する。

⑦市販後監督管理体制のいっそうの適正化
・市販後の市場監督において受ける指摘の中
には登録あるいは届出の際に審査を受けた内
容に対してもなされることがあり、事前事中
事後の管理の統一性がないと感じる場合があ
る。国務院機構改革で関連行政が国家市場監
督管理総局と一体になった現在、行政機構内
での情報共有を進め、統一性、合理性、効率
性のある市販後監督管理の実現を要望する。
そのような体制が整えば“12315net”など消
費者が簡易にクレームを出せる仕組みと共
に、健全で先進的な市場環境の構築につなが
ると考えられる。
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６．セメント
国家統計局の公表した2018年のセメント生産量は、

当初21億7,667万トン、伸び率は前年比3％増であったが、
「2018年国民経済と社会発展統計公報」(2019年2月28日
国家統計局公布)において、生産量22億1,000万トン、伸び
率は前年比5.3％減に修正された。

中国のセメント生産量は、世界シェアの半分以上を占
め、34年連続で他国を引き離して首位にある。（2位インド
の約7倍、3位米国の約25倍）。

一方、セメント生産能力は約35億トンに上り、生産量と
のギャップが非常に大きい。ここ数年間懸案となっている
生産能力過剰問題は、政府主導の業界再編が進められて
いるものの、各地で生産ラインが新設されている状況もあ
り、目立った解消には至っていない。今後、セメント生産量
が長期にわたって減少していくと予想される中、痛みを伴
う改革は先送りされている。

表１：中国セメント生産量の推移
2011
年

2012
年

2013
年

2014
年

2015
年

2016
年

2017
年

2018
年

生産量(百万トン)2,063 2,184 2,414 2,476 2,348 2,403 2,316 2,210
伸び率(％) 16.1 7.4 9.6 1.8 △4.9 2.5 △0.2 △5.3

※生産量および伸び率は、国家統計局の公表数値を使用している。

2018年の動向
2018年のセメント需要は、不動産新規着工件数増と農村

部の需要増により安定推移した。

セメントの生産量は前年比5.3％減の22億1,000万ト
ン、セメントの中間製品であるクリンカの生産量は前年比
3.56％増の14億2,200万トン。各地区別の伸び率について
は、京津冀を擁する華北地区と西南地区が大きく伸長した
ものの、東北・西北地区が大幅減となった。

表２：2018年中国の各地区別セメント生産量
地区 生産量-

(千トン)
伸び率
（％）

構成比-
（％）

全国 2,176,668 3.04 100
華北(北京､天津､河北､山西､内モンゴル) 169,850 8.47 7.80
東北(遼寧､吉林､黒竜江) 72,113 △5.66 3.31
西北(陝西､甘粛､青海､寧夏､新疆) 167,339 △8.22 7.69
華東(上海､江蘇､浙江､安徽､福建､江西､山東) 702,542 3.13 32.28
中南(河南､湖北､湖南､広東､広西､海南) 624,130 3.72 28.67
西南(重慶､四川､貴州､雲南､チベット) 440,694 6.44 20.25

出所：「数字水泥」2019年第01期。国家統計局修正前の数値を使用し
ている。

2018年の普通珪酸塩セメント42.5級品（バラ）の価格指
数は427元/トンで、2017年の350元/トンより77元/トン上昇
して史上最高値を記録した。

価格が上昇した主な要因としては、生産ピークシフト政策
の深化や省エネ・排出削減措置に伴う生産抑制による需給
逼迫、トラックの過積載規制による運賃コストアップや“自律

協調価格”の浸透、が挙げられる。価格が高水準で推移した
ことにより、2018年のセメント業界全体の利益は1,545億
元となり、史上最高を記録した。

2018年のセメント・クリンカ輸入量については、初めて輸
出量を上回るという事態となった。セメント輸出量は753万
トンで、前年比13％減少した。クリンカの輸出量は150万ト
ンで前年比63％の減少となった。一方、セメント輸入量は前
年比25倍の96万トン、クリンカの輸入量は前年比14.6倍の
1,267万トンと爆発的に増加した。セメント・クリンカの輸入
元の多くは、中国と同じく生産能力過剰に陥っているベトナ
ムからであった。

深刻な生産能力過剰状況であるにもかかわらず、輸入量
が激増した背景には、国内の生産ピークシフト政策による
生産抑制の影響でクリンカ供給不足となったことや、国内
クリンカ価格上昇のなか中小のクリンカ粉砕(セメント仕上
げ)企業が生き残りをかけ、低価格の輸入クリンカの購入を
増やしたこと等が挙げられる。

主な政策・行政措置
セメント業界における生産能力過剰対策は次の5つの柱

で行われてきている。

環境政策
環境基準を守らない企業に対し、生産停止命令を出す等

して淘汰していく。

改正「環境保護法」が2015年から施行され、環境汚染
企業に対する処罰が厳格化された。「セメント工業大気汚
染物排出基準」においては、PM2.5等汚染防止のための煤
塵・NOxの排出基準が世界トップクラスの厳しさとなった。

また、2018年6月に国務院により「生態環境保護を全面
的に強化し汚染防止攻撃戦に断固として立ち向かうことに
関する意見」が公布された。これは、鉄鋼、セメント、電解ア
ルミ、平板ガラス等業界の生産能力新増設の厳禁を改めて
求めたものである。

2018年1月1日からは「環境保護税法」が施行され、大気
汚染物、水汚染物、固形廃棄物、騒音に対して賦課される
汚染物排出費が環境税納付へ改定された。

生態環境部等政府部門による環境・安全査察も頻度を
増し、セメント生産窯の排出、鉱山整理整頓、粉塵発生等
に関する抜き打ち検査も厳格化されている。

電力価格差別化政策
各社の省エネレベルにより設定した電力価格差別化政策

を通じて、省エネレベルの低い企業にはコストアップさせ、
自主撤退を促す。

工業情報化部「2018年度国家重大工業省エネ検査任
務書」に従い、セメント関連1,113社に対して省エネ基準の
達成状況や段階的電気料金制度の実施状況の調査が行
われた。
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生産ピークシフト政策
生産能力過剰と環境問題を解決する措置として2014年

より実施され、冬季の暖房使用時期に、需要減退地区であ
る東北・華北・西北地区を中心にセメント生産窯を停止させ
る措置である。2016年以降、工業情報化部と生態環境部
が連名で通達を出し、同措置を2020年まで継続することと
なっている。

2018年は、北方以外の多くの地区においても、春節期間
や酷暑期間、雨季、またはPM2.5の値が高い時期等に企業
へ生産停止を求めるようになってきた。一方で、都市生活ご
み・有毒有害物質や廃棄物等を適切に処理している企業や
超低濃度の大気汚染物排出を実現した優良企業には生産
ピークシフトを実施しない、といった例外措置も取られ始め
ている。

業界再編
優良企業をプラットホームとして、国・政府ではなく市場

化手段により合併再編、技術改造、または自主的な過剰生
産能力削減を促す。

2017年に続き、北方地区を中心に新たな「聯合公司（投
資管理公司）」が6社設立された。当該公司の役割は、メン
バー各社に対して原材料調達・物流・販売の統一を図り、
生産拠点の適正配置も行うとされる。これらのモデルケー
スが成功し、全国展開されることを中国水泥（セメント）協
会は期待している。一方で、例えば東北地方において需要
低迷による価格低下を恐れた企業が脱退し始めたといった
問題や、企業間結合や価格協調といった問題も指摘されて
いる。

PC32.5関連規格廃止
工業情報化部は2017年9月に、低規格の32.5等級の早

強型複合珪酸塩セメント(PC32.5R)のGB規格を取り消すこ
とについての意見聴取稿を公示した。PC32.5Rは、中国の
セメント総生産量のうち、約50％以上を占めると言われて
いる。これらは主に中小のセメント生産企業やクリンカ粉
砕企業が環境問題を無視したり、規定量以上・規定外の
混合材を使用して生産しているケースが多い。製品品質グ
レードアップのためだけでなく、生産能力過剰対策と環境
対策のためにも、PC32.5R規格の早期取り消しが求められ
ていた。

そうした中、国家市場監督管理総局、国家標準化管理
委員会の承認を得て、GB175-2007「珪酸塩通用水泥」第
3号見直し版規格表が2019年10月1日から実施されるこ
ととなる。この中で、32.5等級早強型複合珪酸塩セメント
（PC32.5R）の規格が廃止された。スラグ、火山灰、フライ
アッシュ各セメントの32.5等級早強型規格は保留される。

2019年の展望・重点政策
2019年のセメント需要
道路・鉄道等の交通投資は増え、インフラ投資は底堅い

ものの、不動産投資の伸び率低下、農村需要のピークオフ、
新規着工案件の工期遅れ(都市部での現場作業員不足や大

型車両運転手手配難、セメント等資材価格の高騰・在庫不
足等に起因)など、セメント需要増につながる材料には乏し
い。中国水泥協会の予測では、2019年のセメント生産量は
約2％減少する見込み、としている。

価格と収益
2018年に続き、セメント業界では、製品の高価格での推

移と、大企業を中心とした高収益水準が維持されると予想
されている。

重点政策

生産ピークシフト政策の深化と緩和
南方地区も含めた中国全土においても、生産ピークシフ

ト政策が広まりつつある。2019年は各地区が独自の状況に
合わせた生産停止・抑制期間を設けるのが常態となるであ
ろう。

一方、廃棄物処理を推進し、排出削減、省エネ生産を実
現できている企業に対しては、生産ピークシフト政策の免
除が図られるような規定を策定する地区が増加するものと
思われる。

新増設の厳禁
深刻な生産能力過剰にある中、2018年に国務院、国家

発展改革委員会、工業情報化部等は立て続けにセメント産
業に対する新増設厳禁を改めて強調する意見・通知を発し
た。南方地区を中心に新増設が繰り返されており、2019年
も引き続き新増設に対する監視の目は厳しくなろう。

聯合公司（投資管理公司）設立の推進
中国水泥協会は、各地区のセメント企業の業績安定化、

セメント生産能力過剰の解消、を目的として、各地区におい
て聯合公司を設立するよう働きかけている。2017年以降、
すでに北方地区を中心に14社が設立されており、2019年も
引き続き需要減退地区を中心に聯合公司の設立が見込ま
れる。

セメント産業の問題点
生産能力過剰問題
セメントの生産能力約35億トンに対し、生産量は22億ト

ン、クリンカは生産能力20億トンに対し、生産量14億トンと
なっている。生産能力が生産量を大幅に上回っている現状
がある一方で、2019年には合計約2,500万トンの能力を有
する新設ラインが稼働し、そのうち70％が上半期に稼働す
る予定となっている。

2009年に国務院が初めて新増設を厳格に抑制する通達
を発した時のクリンカ生産能力は12億6,000万トン。南方地
区を中心に、監督管理の厳格化が求められる。

2018年8月、工業情報化部と国家発展改革委員会の連名
で「生産能力置換えを厳格化し、セメント・平板ガラス業界
の生産能力新増設を厳禁とすることに関する通知」(工信庁
聯原[2018]57号)が通達された。生産ラインの新増設を厳
禁とするとともに、旧生産ラインを転出させる通知であった
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が、実際に転出となったのは長年放置された日産量2,000ト
ンを下回る“ゾンビ設備”ばかりであり、実質的な生産能力削
減には至っていない。

生産ピークシフトの差別化実施における課題
ピークシフト政策による生産抑制の一斉実施が見直さ

れ、地区によっては生産抑制免除のための汚染物超低排出
基準が設定されるなど差別化ピークシフト政策が始まりつ
つあるが、これに伴って各地区の恣意的な規定策定による
不公平性や環境の悪化、価格競争の再燃を懸念する意見も
出ている。

輸入クリンカの衝撃
2018年クリンカの輸入量は前年比14.6倍の1,267万トン

であった。長江デルタ地域では、2019年初めに輸入品への
対抗手段としてクリンカ価格について一時160元/トンの大
幅値下げを行った。ベトナムのみならず、インドネシアを含
む東南アジアその他の生産能力過剰国も中国沿海地域にク
リンカを輸出し続ければ、中国国内市況への影響が顕在化
する可能性がある。中国水泥協会は、企業に対して予防措
置を取るよう伝えている。

＜建議＞
①華東地域において、法律法規を順守し環境・
省エネ・品質・安全に問題のない生産工場に
対し、地方の都市計画や環境対策というだけ
で一方的に閉鎖命令を出すという事例があっ
た。また、地方独自の公平性を欠く石炭使用
量制限策を設け、企業に強制し、生産活動に
深刻な影響を与えたケースもあった。この種
の閉鎖圧力や規制は科学的見地に欠け、公正
な投資環境に影響を及ぼすものである。国の
関連当局においては、各省市に対し適切な監
督・指導をしていただくよう要望する。

②2015年の改正環境保護法施行により、SOx
やNOxなど汚染物質の排出基準は世界的にも
厳しい基準となったが、日系企業としては先
進事例となれるよう積極的に対応していく。
しかしながら、法運用に当たっては、瞬時の
基準値超過も許さないというような無理なも
のとはせず、工学的なばらつきを勘案し、一
定の期間での平均値を取り締まりの指標とす
るよう要望する。

③セメント業界においては、生産能力過剰と環
境問題を解決する臨時措置として、「冬季生
産ピークシフト」策が実施されている。冬季
（11月～翌年3月）の暖房使用時期に、需要
減退地区である東北・華北・西北地区を中心
にセメント生産窯を停止させる措置である。
2016年以降、工業情報化部と環境保護部
（現在は生態環境部）が連名で通達を出し、
同措置を2020年まで継続することとなって
いる。

　また、2018年6月に国務院より公布された
「青空防衛戦勝利三年行動計画」を受け、各
地域で、よりいっそうの生産能力削減政策が
とられることが予想される。こうした中、例
えば、輸出契約の履行責任を負う企業に対し
ても一律生産停止を強制するといった不合理
な措置が取られないよう要望する。また、競
争力の劣る旧式設備の企業や省エネ・環境基
準をクリアできない企業と、資金をかけて省
エネ・環境対策を行っている企業を同一視せ
ず、個別の状況に応じた措置とするよう要望
する。

④2018年から徴収が始まった環境保護税、今
後本格化すると言われている排出権取引につ
いて、いずれも公平、公正、明確、透明な基
準に従って実施されることを要望する。
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７．鉄鋼

中国鉄鋼業の概況
2018年の中国の粗鋼生産は前年比6.6％増の9億2,800

万トンとなり、3年連続の前年比プラスで、初めて9億トン台
となった。なお、2018年の世界粗鋼生産（18億1,000万ト
ン）に占める中国のシェアは約51％であった(図1)。

図：中国の粗鋼生産量と世界シェア
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出所：World-Steel-Association

中国鉄鋼業の構造改革の動き
中国の鉄鋼国内消費は2014年以降減少に転じる一方、

過剰生産能力を背景とした高水準の生産が続き、余剰と
なった鋼材が大量に輸出されたため、2015年以降、世界各
国で中国産鋼材に対する貿易摩擦が急増するとともに、世
界的な鋼材価格の下落による鉄鋼企業の経営悪化などの
問題が深刻化した。

このような状況を受け、2016年2月、国務院は「鉄鋼業過
剰生産能力解消による困難脱却・発展実現に関する意見》
（国発［2016］6号、以下「意見」と称す）を公布し、2016
年から2020年までの5年間で製鋼能力を1～1億5,000万ト
ン削減するとの目標を提示し、中央政府主導で能力削減に
取り組んだ。

工業情報化部は、こうした取り組みの結果として、2018年
には①3,000万トンの能力削減目標を達成し、2020年まで
の削減目標の上限である1億5,000万トンを2年前倒しで達
成、②2017年に生産能力の処分完了を宣言した1億4,000万
トンの「地条鋼」ミルに対し、通報システムなどを通じて再
稼働を厳しく取り締まった、③新規の生産能力の増設を禁
じるため「鉄鋼業生産能力置換え実施弁法》を公布、地方
政府・企業に対し、正しい政策理解に基づく生産能力置換
えプロジェクトの実施を徹底した、とその成果を報告した。

また、2019年の任務として、これまでの生産能力削減の
成果を継続させ、①重点省における生産能力削減を支援
し、地方政府による「ゾンビ企業」の処理を中心に低効率の
生産能力削減を続ける、②生産能力置換えプロジェクトの
厳格な審査、検査を行う、③北京・天津・河北地区等の生産
能力を域外に移転することで全国の生産能力の配置適正

化を進める、④電炉業に関する政策を制定し、電炉業の秩
序ある発展を導く、とした。

鉄鋼需給～2018年の回顧と2019年の展望
2018年、不動産販売は、前年に続き住宅購入規制などの

過熱抑制政策により、抑制的に推移したものの、新規着工
面積は前年比17.2％増、施工面積は同5.2％増と伸びを維持
し、不動産開発投資は前年比9.5％増と前年の伸びを2.5ポ
イント上回った。

2018年の固定資産投資額（前年比5.9％増）は、全体の
約3割を占める製造業（同9.5％増）が投資全体を牽引し
た。一方で、インフラ投資（同3.8％増）は、年初より減速基
調で推移したが、米中貿易摩擦が先鋭化した秋以降、経済
の下支えを目的とし、多くのプロジェクトが批准されたこと
で減速に歯止めがかかった。

鉄鋼需要産業では、機械製造を見ると、油圧ショベルな
どの建機は前年を上回ったものの、工作機械は年後半には
減速し、前年を下回った。自動車生産は、前年比3.8％減の
2,797万台と28年ぶりの前年割れとなった。造船業は、新
規受注量は回復も、建造量は前年比でマイナスとなった。
家電生産では、エアコンが前年を上回ったが、冷蔵庫は前
年並み、洗濯機は前年をやや下回る水準となった。

冶金工業規劃研究院は、2019年について、粗鋼生産量
が9億トン（前年比2.5％減）、鋼材需要量は8億トン（同
2.4％減）と予測している。

鉄鋼貿易～2018年の回顧と2019年の展望
2018年の鋼材輸出は前年比8.1％減（607万トン減）の

6,934万トンと、3年連続で前年を下回り、2013年の6,234
万トン以来の低水準となった。

2018年の鋼材輸出を品種別にみると、棒線類（前年比
18.3％減（331万トン減）の1,482万トン）が大幅減となっ
た。一方、鋼板類（前年比6.9％減（296万トン減）の4,023
万トン）も前年に続き減少となったものの減少幅は小さく、
鋼板類が輸出全体に占める割合は58.0％と前年比では0.7
ポイント上昇した。

2018年の鋼材輸出が前年に続き減少したことを受け、中
国鋼鉄工業協会会長は、「鋼材輸出量は既に3年連続で減
少しており、業界全体が注視することが重要」と、減少を続
ける鋼材輸出に対して懸念を示している。

鉄鉱石・鉄スクラップについて
2018年の鉄鉱石輸入量は、前年比1.0％減の10.64億ト

ンと、8年ぶりに前年を下回った。国産鉄鉱石生産量は同
3.1％減の7億6,300万トンと再び前年比マイナスとなった。

冶金工業規劃研究院は、2018年の鉄鉱石(品位62％以
上)需要量は、前年比1.6％増の12億600万トン、2019年は
同4.9％減の11.47億トンと予測している。

中国廃鉄応用協会は、2018年1～9月の鉄スクラップ総
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消費量は、前年比38.9％増の1億4,100万トン、年間の推計
消費量は1億8,700万トンとなり、粗鋼1トン当たりの鉄スク
ラップ消費量は前年比26.9％増の201キログラム/トンと
なった。鉄スクラップ配合率は前年を4.3ポイント上回る
20.1％となり、「鉄スクラップ産業『13次5カ年』計画」の鉄
スクラップ配合率20％という目標を2年3カ月前倒しで実現
した、との認識を示している。

また、2018年4月、生態環境部、商務部などが共同で公
布した「輸入廃棄物管理目録」の調整に関する公告で、廃
棄五金類、廃棄船舶、廃棄自動車鍛造部品などの固形廃棄
物16品種が「輸入制限類の原料用固形廃棄物目録」から
外れ「輸入禁止固形廃棄物目録」に組み入れられた。同目
録は2018年12月31日を以て施行され、これにより、鉄スク
ラップの輸入が禁止されることとなる。

省エネ・環境保護に関する動き
2016～18年、中国政府が進めた過剰生産能力削減の対

象は、「環境保護、省エネ基準が満たせない場合」が含ま
れ、鉄鋼企業は厳格な対応を迫られた。

2018年1月には、第19回全国人民代表大会（全人代）で
打ち出された「青空防衛戦」を実行するため、生態環境部
より、北京・天津・河北省など重点となる28都市を対象に、
「大気汚染物質排出規制値の執行」が公告され、製錬、製
鋼、圧延、焼結などの工程において、新たな排出基準と達
成期限が示された。

これに続き、同5月には鉄鋼ミルの超低排出改修計画に
対する意見募集が開始された。公表された意見募集稿で
は、粗鋼生産能力200万トン以上の鉄鋼ミルに対して超低
排出を求めており、2020年までに4億8,000万トン、2022年
までに5億8,000万トン、2025年までに9億トン前後と段階
的に鉄鋼生産設備改修を完了させるよう求めている。

「環境汚染防止」は、2017年12月に開催された中央経済
工作会議で、2020年までの3年間で解決を推進する三大課
題の中の一つとされており、地方政府が直面する環境圧力
はいっそう高まり、鉄鋼業界にも引き続き大きな影響を与
えることとなる。

＜建議＞
①中国鉄鋼業構造調整に対する政策について
・中国政府は、2005年の「鉄鋼産業発展政
策」公表以降、旧式設備の淘汰に取り組んだ
ものの、実需の伸びを大幅に上回る新規設備
の建設が継続し、製鋼能力と粗鋼生産量の
ギャップは2015年には約3億トンと拡大の一
途をたどった。

・2016年9月に中国・杭州で開催されたG20
サミットにおいて、鉄鋼業の過剰生産能力問
題が共同の対応を必要とする世界的な課題と
して共通認識を得るに至り、世界の主要製鉄

国・地域が参画する鉄鋼グローバル・フォー
ラムの設立を通じた情報共有と協力の促進が
要請された。

・このような中、中国政府はサプライサイド改
革を2016年の重要政策に据え、同年2月「鉄
鋼業過剰生産能力解消、困難脱却実現と発
展に関する意見」（国発［2016］6号）を公
布し、2020年までの5年間で製鋼能力1～1
億5,000万トン削減を目指した。政府部門、
業界団体などで組織する専門会議を設置し
取り組みを進め、2016～18年の3年間で1億
5,000万トンを上回る能力を削減したほか、
長年に亘り問題視されつつも進展を見なかっ
た地条鋼も約730社のミルを閉鎖し、1億
4,000万トンの生産能力を削減した。この結
果、製鋼能力と需要のギャップは縮小し、企
業の業績も大きく改善した。

・中国鉄鋼業は、次なるステップとして、①全
国粗鋼生産に占める鉄鋼企業上位10社の比
率を60％以上とする目標の達成のため「統
合・再編」の推進とゾンビ企業の処理、②北
部に偏在する生産能力を供給不足の南部地域
へ移転させる「生産能力配置の適正化」、③
「電炉業の発展」などを実行することでさら
なる構造調整を行うと発表している。

・日本鉄鋼業は、これらの施策を通して鉄鋼業
の高度化を進める取り組みに敬意を払うと同
時に、中国政府および鉄鋼業界には、引き続
き将来の需要動向の変化を注視し、需要と供
給のバランスの維持が図られるよう期待して
いる。

・現在、「鉄鋼グローバル・フォーラム」にお
いて、世界的な過剰鉄鋼生産能力の解消に向
けた検討が進められているところであるが、
引き続き、中国政府による同フォーラムへの
積極的な関与に期待したい。他方、中国政府
の国家戦略「一帯一路」を推進するため、中
国鉄鋼企業による海外での生産設備の建設が
数多く計画されている。こうした中国鉄鋼企
業による海外での生産設備の建設が過剰生産
能力削減に向けた国際間の取組みに逆行する
ことの無いよう、中国政府および鉄鋼業界に
よる慎重なご判断に期待したい。

②鉄鋼生産について
・2018年の実質GDP成長率は6.6％と、政府に
よる公共投資など政策効果の下支えもあり、
第13次五カ年計画の経済成長のボトムライ
ンとした6.5％を上回った。冶金工業規劃研
究院は2018年の国内鉄鋼（鋼材）消費は前
年比12.6％増の8億2,300万トンと見込まれ
る旨発表した。一方で2019年は建築、エネ
ルギー、自動車の減速により同2.4％減の8億
トンに減少すると予測している。
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・今後、中・長期的に見ると国内鉄鋼需要は
縮小してゆくとの予測が複数の機関から発表
されている。こうした変化に対応し、安定し
た市場を維持するためには、需要を精緻に予
測し、これに則した生産を行うことが肝要で
ある。中国政府、鉄鋼業界がともにこうした
ルーティーンの構築に向けた動きを加速させ
ることを期待する。日本鉄鋼業は過去にこう
した手順を構築した経験の共有などを通じた
協力を惜しまない所存である。

③鉄鋼貿易について
・2018年の鋼材輸出は前年比8.1％減の6,934
万トンと、年間1億トンを超えた2015～16
年の水準からは大きく減少し、2017年並み
となった。工業情報化部は2018年の鋼材輸
出について、「鋼材輸出は安定に向かってい
る。製鋼能力削減、地条鋼撲滅活動は引き続
き展開されている。ローエンド製品の輸出は
大幅に減少し、鋼材輸出の秩序は明らかに改
善された」とコメントしている。

・日中鉄鋼貿易においては、両国政府主催の日
中鉄鋼対話というプラットフォームを通じ、
引き続き相互理解の醸成を図り信頼関係を深
めていきたい。

④省エネ・排出削減について
・中国鉄鋼業界の省エネ・CO2排出削減は、近
年中国政府の環境規制強化と鉄鋼企業の積
極的な対応や関連設備の普及率向上などに
より、粗鋼1トン当たりのエネルギー消費量
は、2007年の標準炭換算628㎏から2017年
には同571㎏へと57㎏（9.1％）削減され、
順調な進展が続いている。

・日本鉄鋼業は、2005年7月にスタートした
日中鉄鋼業省エネ・環境保全先進技術専門家
交流会での議論を通じて、中国鉄鋼業の省エ
ネ・CO2排出削減に貢献してきたと認識して
いる。同交流会は2015年（北京）に4年ぶ
りに再開して以降、2018年（北海道・苫小
牧）まで4年連続で開催された。地球温暖化
対策や環境対策は、鉄鋼業の持続的発展に
とって極めて重要なテーマであり、日本鉄鋼
業は、日中両国が同交流会を通じて引き続き
知見を共有し、相互理解を深め、ともに取り
組みを続けていくことに期待している。

⑤統計
・需要に見合った適切な生産レベルを自律的
に維持・確保し、また業界全体の構造調整を
円滑に推進するためには、鉄鋼需要産業の動
向を踏まえた定期的な鋼材需要予測を行うこ
とに加え、正確な予測策定の基礎となる広範
な鉄鋼関連統計の整備が不可欠である。特に
鉄鋼生産統計においては、鋼材の重複計上問

題が依然として解消されていないが、将来に
亘り鉄鋼業が持続的な発展を維持するために
も、さらなる改善を期待している。

・なお、これまで中国税関総署より提供されて
いた輸出入統計が細かいHSコードレベルでは
18年3月分を最後に停止されているが、早期
に従前の公表形態に復することを要望する。
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８．家電
2018年の家電業界は前年比ほぼ横ばいの販売実績と

なった。上期は需要が堅調に推移するも、下期からは米中
貿易摩擦の影響等により景気が急速に悪化し、双11商戦
を擁する11月を除く全月がマイナス成長に転落した。商品
別では、大型家電の販売が冷え込む中、小型家電は依然
高成長を維持し電子レンジ、掃除機等は前年比30％以上
の成長を遂げた。チャネル別ではオンラインチャネルによ
るオフライン市場の侵食が継続した。また、2大ECのアリ
ババ、京東商城はオフライン販路強化の一貫で自前の店
舗構築を加速させており、流通間の垣根が薄れ競争が激
化している。

図１：中国家電市場カテゴリー別市場規模、前年比推移

出所：AVCデータ

主要商品の概況
薄型テレビ
2018年のテレビ販売は、台数ベース4,300万台で前年並

みとなった。2018年のトレンドは、1）さらなる大型化が進
み、50インチ以上の大型が市場の半数を占めるまでに成長
したこと。2）高画質処理技術の搭載や短焦点ビデオプロ
ジェクターを使った大画面の需要が急速に伸びた、3）オン
ライン販売は引き続き増加したが、成長率は減速した。大
型の需要の増加により、店頭で見て購入モデルを決定する
消費者の比率が増えていることも原因とみられる。

図２：テレビ販売台数（単位：1,000台）
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出所：Gfk

デジタルカメラ
デジタルカメラ需要は220万台程度で、減少傾向が続い

ている。スマートフォンのカメラ性能はさらに向上しており、
今後も需要の減少傾向が継続すると見られる。一方、スマー
トフォンに対して差異化されているものの需要は微減となっ
ている。高級レンズ交換式カメラについては、反射板付の
単版式カメラから、反射板なしのいわゆるミラーレスカメ
ラへ需要が移ってきた。ミラーレスカメラは、小型軽量化と
高画質を両立でき、今後もこの傾向は続くと考えられる。
ミラーレスカメラの商品も多様化し、消費者の選択肢も広
がった1年であった。

図３：デジタルカメラ販売台数（単位：1,000台）
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出所：Gfk

エアコン
エアコンの総需要は4,650万台。上半期は好天要因によ

り需要が増加したが、下半期は景気悪化の影響で市場が急
減退し前年比で横ばいの着地となった。

市場動向として、省エネ、インバーター、スマートIoTを搭
載した高付加価値商品のニーズが高まりを見せた。特に省
エネ商品は、政策の後押しもあり大きく販売が伸張し、前
年比16.3％増の大幅成長となった。一方スマート商品は、各
社が差別化に向けてラインナップを強化するも、高単価の
ため販売台数は伸び悩む状況であった。

図４：エアコン販売台数（単位：1,000台）
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出所：Gfk

冷蔵庫
2018年の冷蔵庫の販売台数は3,140万台。店頭の客離

れに歯止めがかからず店頭販売は前年比14％減と大きく減
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退、オンライン販売では前年比12％増と二ケタ成長も全体
では前年比5％減のマイナス成長に終わった。

需要低迷の中、各社は単価アップをもくろみ、多ドア，SBS
等の構成比が高まりを見せた。消費者ニーズとしては高デザ
イン性、スマートIoT、大容量（400L＋）の構成比が増加傾
向にある。

また、かつて冷蔵庫市場は高価格帯の外資と中低価格帯
の国産に二分されていたが、国産企業がプレミアム化に向
けたサブブランドを確立し、圧倒的な投資力を武器に高価
格帯の占有率を一挙に向上させた。

図5：冷蔵庫販売台数（単位：1,000台）
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出所：Gfk

洗濯機
2018年の洗濯機の販売台数は3,735万台となった。冷蔵

庫と同様、オンライン販売が前年比13％増と大きく伸長を
見せるも、オフライン販売は前年比13％減と減退が著しく、
全体では前年比2％減の微減に終わった。

洗濯機カテゴリーにおいては、10KGを代表とする大容量
ドラム型洗濯機が市場発展を牽引しており、反対に縦型洗
濯機の構成比は継続的に減少の傾向を示している。ドラム
型の中でも、高価格の洗濯乾燥一体型商品が急速な発展
を見せた。

図6：洗濯機販売台数（単位：1,000台）
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出所：Gfk

家電スマート化の継続
2018年は新商品のスマート化が急速に進み、メジャー商

品に加えて空気清浄機やロボット掃除機等多くの小型家電
にもスマート機能が搭載された。スマート機能の搭載率は、
エアコンで40％、洗濯機で30％、ロボット掃除機で50％を
上回る結果となった。生活水準と所得の向上につれて、1、2
級都市のみならず3、4級市場においても高価格化の傾向が
顕著であり、家電のスマート化は2019年以降も継続する見
込みである。

チャネル環境
2018年は、市場のオンライン化の継続により消費者の

購買特性が大きく変化した一年となった。過去に家電市場
の成長を牽引してきたオフライン伝統小売商戦（労働節、
国慶節、元旦）は既に飲食・旅行などサービス産業中心の
商戦へと変貌を遂げ、平常時との起伏が急速に縮小してい
る。一方で発展が続くオンライン市場においては2大商戦
（6月18日、11月11日）の比重がいっそう高まりを見せ、消
費者が最大の価格メリットを享受できるこの期間に需要が
集中し、既存の三大商戦（労働節、国慶節、元旦）の需要減
少を招いた。メーカーはオンラインとオフラインの両チャネ
ル特性に応じた戦略の見直しが求められる。

政府による家電消費刺激策
2019年1月、国内消費の促進に向けて中国の10政府機関

が合同でエコ、スマート家電への補助金交付を表明した。
これを受け北京市は全国に先駆けて補助政策を打ち出し、
エコ家電購入者に対し購入価格の8～20％相当，最大800
元の補助金を支給する。対象品目はテレビや洗濯機、エア
コン、給湯器、電子レンジなど15品目にのぼる。実施期間は
2019年2月～2022年1月の3年間で、家電業界の需要およ
び農村消費を引き上げる目的がある。

しかしながら、米中貿易摩擦による輸出への影響もあ
り、一部の企業は輸出用製品の国内販売への振替を強いら
れる可能性もあり、国内家電業界の競争環境はよりいっそ
う激化することが予測される。

＜建議＞
廃棄電器電子製品回収処理管理条例関連
①「廃棄電器電子製品回収処理管理条例」（中
国版WEEE）は、2009年2月25日に公布、
2011年1月1日に施行され、「廃棄電器電子
製品処理基金徴収使用管理弁法」も2012年
5月21日に公布、2012年7月1日に施行され
た。メーカーの立場としては、公平性と透明
性確保の観点から、処理基金の徴収・使用実
績に関して製品別や中国生産品・輸入品別な
どの詳細を公開いただくとともに、生産者・
輸入者の処理基金納付額の定期的な見直しを
要望する。

②2016年3月1日から、中国版WEEE対象製品
第2回目録により処理基金を徴収するが、
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2018年1月上旬までに、第2回目録製品の徴
収単価はまだ未公布の状況である。今後、新
たな関連法律や政策を策定する際にできるだ
け企業にとって充分な準備期間を設けるよう
要望する。

③廃棄電器電子製品解体補助金の支払いが遅い
状態にある。リサイクル企業経営への影響最
小化のために、遅れていた支払いの迅速化を
要望する。

④廃棄電器電子製品リサイクル企業の経営の健
全性確保のために、廃棄電器電子製品回収体
制および解体廃棄物処理施設の整備強化を要
望する。

⑤生産者責任延伸制度は企業だけの責任ではな
く、政府・生産者・販売者・消費者なども責
任があり、お互いに協力しないといけない。
よって、制定時には、企業と十分に話し合
い、企業の経営コストなどを十分に考えたう
えでの判断を要望する。

省エネ関連（エネルギー効率ラベル制度）
・エネルギー効率ラベル制度の対象製品となっ
た場合、メーカーにとって、能率限度値およ
び能率等級の認証、試験、マーク添付等が煩
雑でコストアップの要因となる。関連法規・
基準の整理と効率的運用を要望する。

・また、国家基準制定時には、外資企業、メー
カー団体の参画を含めた公開性の向上と検査等
の運用面での企業間の平等性確保を要望する。

電器電子製品有害物質使用制限管理弁法 
（中国版RoHS）
・現在、政府側が中国版RoHSの合格評定制度
を制定中だが、できるだけ早く意見募集稿を
公開し、企業の意見を十分に聞くことを要望
する。

製品標識標注規定の廃止後の対応
　国家質量監督検験検疫総局2014年の第70号
公文書で「製品標識標注規定」を廃止すると
公告された。それ以前に同規定に基づき表示
していた内容について、今後の表示根拠、表
示内容の正確さが把握できない状況にある。
以下の三点に関する表示項目の明確化を要望
する。

・輸入品および委託生産（ODM／OEM）製品
の生産者名称の表示。以前の「製品標識標注
規定」に基づき表示した場合の問題の有無。

・輸入製品の品質合格証の表示。以前と同様
に、品質合格証の表示は無しでよいか。

・輸入品の適合規格の番号表示の必要性。輸入
品は企業規格を中国で登録できず、表示がで
きない現状にある。

物流関連
①運用上のルールの文書化に関して
　順守すべき内容・規則として法令・通達が
よりどころとなるが、全国での当局の運用を
顧みた際に必ずしも運用ルールが文書化され
ておらず、そのことが全国対応を行う多国籍
企業にとっては不便につながる場合が存在す
る。例えば、2015年8月に天津港にて爆発
事故が発生した直後に、地方ごとに危険化学
品の輸送取り扱いを行わない空港・港が複数
見受けられたが、取り扱い禁止の期間、対象
貨物等に関して地方ごとに基準がバラバラ
で、かつ明文化されている通知が確認できな
い状況であった。このような状況下で、メー
カーとしてはメディア情報もしくはフォワー
ダー情報を信じるしかなく、その真偽性の如
何により実務に混乱が生じた状況であった。
16年杭州G20サミットと17年アモイBRICSサ
ミットの交通規制の明文化もなかった。運用
を行う際に、迅速かつ明確な基準、見解を発
信する体制の徹底を要望する。

②保税加工貿易（手冊、保税部材）に関しての
全国でのルール一元化に関して

　保税加工貿易（手冊、保税部材）に関して、
複数のポイントにおいて全国にて運用ルール
にばらつきがあり、長期的にその運用の違い
を一元化していくことを要望する。

・手冊消し込み時の盤盈，盤虧に対しての納税
の考え方の違い（両方の差異見合いの納税を
求められるケースもあれば、盤虧のみの納税
を求められるケースもある）

・電子手冊使用時の備案後核銷（消込）前の
通関BOM情報の修正申告の違い（修正申告
が認められるケースもあれば、認められない
ケースもある）

・深加工結転（転廠）にて完成品を販売する場
合の国内調達部材の増値税控除（認められな
いケースが多いが、一部では認められるケー
スもあると聞く）等

リチウム電池輸送に関する包装基準に関して
　中国で危険品の輸送包装に関するGB12463-
2009の基準はかなり厳しい要求がされてい
る。特に落下試験について、1.2メートルの高
さから計5回の落下試験をクリアしなければ
ならない。今後中国市場のエコ車の迅速な発
展につれ、電池の輸送は今後さらに増える見
込み。そのために、エコ、効率化、コスト節
約の視点で、該当基準の見直しを要望する。

中国国外への元資金貸付規制に関して
　2016年11月、中国人民銀行は、「域内企業
の元域外貸付業務をさらに明確化することに
関する通達（銀行発[2016]306号文）」を発
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表し、12月から正式発効した。さらに2017
年1月にかけて各銀行への各種口頭指導を実
施した。これにより中国国外への資金貸付業
務等が大きく制限され、実質的に国外貸付が
非常に困難な状況になっていた。背景として
中国から国外への資金流出や、外貨準備高の
減少等に歯止めをかけたい当局の意向は理解
するものの、規制緩和に向けた柔軟な対応を
要望する。

外国人保障、労働派遣、ビザ関連
第5章労務(3)労務派遣を参照。

第5章労務(1)出入国関連を参照。

その他
①早期に中国に進出した外資家電メーカーの生
産拠点は商品ごとに分散しているが、連結納
税制度が認められていないため、積極的な投
資ができない。グループ一体経営による競争
力強化とさらなる発展に向けた連結納税制度
の許可を要望する。

②現在、保税取引については、保税区の販売会
社もしくは、製造会社が行う保税加工取引の
みが認められている。一方、顧客が免税輸入
枠で輸入品を購入するなど取引先のニーズに
より、外商投資性会社においても保税取引の
必要性が出てきており、外商投資性会社への
保税取引の許可を要望する。
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９．事務機器

中国の事務機市場概況
中国の事務機器（OA機器）市場は、2008年のリーマン

ショック時に一時的に成長が落ち込んだ。その後、内陸を
中心とした中国政府の積極的な投資により順調に回復し、
2012年以降の中国経済減速で一時的に鈍化したが、その
後は堅調に推移している。習近平政権の「新常態（ニュー
ノーマル）」政策により経済の構造改革が行われ、投資主
導から消費主導への路線変換がうたわれていることも成長
を後押ししている。中国の事務機器（OA機器）市場は、欧
米と比較すると中期的にはまだ成長が期待できる巨大市
場であり、今後も事務機メーカー各社は重要市場として注
力していくであろう。中国の事務機器（OA機器）市場の特
徴としては、商品セグメントに関し、低価格セグメントのモ
ノクロ機が主流であることが挙げられる。近年はカラー機
の低価格化が進んできており、カラー低速機の販売が年
2ケタの割合で成長している。またアフターマーケット（ト
ナー、インク、パーツ）は、模倣品等の影響により、他国と
は異なり純正消耗品販売が市場に連動して伸びないとい
う状況に直面しており、各OA機器メーカーともさまざまな
対策を講じているが苦労している。

多様な販売ルート
OA機器の販売ルートに関しては、メーカーの直接販売も

あれば、代理店を通じた販売もある。中国は国土が広く、直
接販売は概ね沿岸部の大都市が中心であり、内陸部は代理
店を通じて販売する傾向にある。代理店においてもエンド
ユーザーに直接販売する場合と、さらに二次卸店などの代
理店を通して販売する場合に分けられる。また、電脳城とよ
ばれる電気街での店頭販売や、営業担当やサービス担当を
抱え直接エンドユーザーに訪問して顧客対応をする訪問販
売など多種多様な販売ルートでOA機器が販売されている。
近年ではEコマースも重要な販売ルートとして確固たる地位
を築きつつある。

PP印刷分野の拡大
各OA機器メーカーはP r o du c t - P r i n t i n gまたは

Professional-Printing（以下PP）と呼ばれる、高速・高品
質・大量印刷分野にも積極的に進出している。かつてオフ
セット印刷が担っていたこの分野は、デジタル化に伴い、OA
機器メーカーが得意とする電子写真方式により拡大しつつ
ある。このPP印刷分野、特に企業内印刷、グラフィックアー
トなどの分野に各社が積極的に市場進出、事業拡大をして
おり、OA機器業界のトレンドとなりつつある。近年は産業
用印刷の分野にもOA機器メーカーが進出し、ますますオフ
セット印刷領域への浸透を図っている。

顧客ニーズの多様化
中国経済の発展に伴い、OA機器分野に対するエンドユー

ザーのニーズも多様化してきた。例えば、印刷環境の分析と
デバイスの適正配置によるTCO削減、ICカード認証と連携

したセキュリティ管理、PCやサーバーなども含めた総合的
なIT環境ワンストップサービスなど、日本や欧米諸国と同じ
ようなオフィス環境を求めるエンドユーザーも増加傾向に
ある。各社OA機器の機能がコモディティ化を迎えている背
景もあり、メーカーは従来のOA機器単体の販売（いわゆる
箱売り）からの脱却を図り付加価値の創出に奔走している。
また、政府系顧客や中資系大手企業では、全国統括購買を
採用する企業も徐々に増えてきた。購買仕様に比較的複雑
なシステム構築を求める入札案件も増え、各メーカーには高
度な案件対応、アフターサポートの体制作りが求められる
ようになっている。

中国事務機市場の特徴と問題点
中古機市場：本体販売への影響
中国のOA機器市場において特徴的な点が中古機販売

ビジネスである。中古機販売のルートは、海外からの中古
機の輸入再生による販売、また国内機器の回収による再販
があげられる。特に後者の国内機器回収については商流が
多種多様で、代理店の独自回収による再生販売、専門の中
古機業者を介した販売など、長年にわたり確固たる販売網
が確立されつつある。中古機市場については統計として正
確なデータはないが、新品のOA機器市場と同等もしくはそ
れ以上の市場規模があるとも言われている。また、近年は
OA機器本体にスピードアップなどを施す改造機の存在もあ
り、純正のOA機器販売に影響を与えている。本体販売への
影響は結果的にアフターマーケットビジネスにも影響を及
ぼすため、各OA機器メーカーともこの中古機市場の動向に
ついては非常に注視している。

中国政府は環境対策として、企業に対して生産、販売お
よび回収まで含めた製品サイクルへの対応を求めており、
廃棄電器電子製品回収処理管理条例（いわゆる中国版
WEEE）がOA機器本体に適用される見込みになった。条例
の施行に伴い、各OA機器メーカーの社会的責任が増してい
くと同時に、既に確立されている中古機業者と処理業者、
回収業者との間の法整備などは、今後検討が必要になって
いくことが予想される。

模倣品の存在：アフターマーケットビジネスへの影響
OA機器市場は、機器の販売とそれに伴うアフターサー

ビスのビジネスが中心であるが、中国ではトナーやインク、
パーツなどの消耗品に関し模倣品等の影響が大きく、日本
や欧米諸国と比較するとアフターマーケットで売上および
収益を上げることが大変難しい状況にある。執行機関の摘
発活動の強化や法制度の整備等により、公然と模倣品を製
造販売する業者は減少しているものの、模倣品自体は未だ
市場に存在している。最近は模倣業者の分業化、巧妙化に
加えてEコマース市場の拡大の背景もあり、従前に比較して
摘発活動の難易度は上がっている。また、日本や欧米諸国
では一般的に採用されているOA機器のメーターチャージ保
守契約は、特に中資系企業において獲得が難しく、各OA機
器メーカーの安定したアフターサービスビジネスに大きく影
響を与えている。
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製品に対する純正消耗品比率は各社および商品セグメン
トにより多少異なると思われるが、中長期での企業収益、
事業基盤の安定のためには、その比率を向上させることが
カギとなることは間違いない。特に中国市場では低価格機
種が需要の半分以上を占めており、厳しい価格競争の中、
OA機器本体で利益をあげることが難しくなってくる傾向に
あり、アフターサービスによる安定収益獲得の重要性が増し
ている。

中国事務機市場の将来
今後の成長と展開
中国のOA機器市場は、中長期的にみれば、先進市場と

比較しても巨大な市場である。現状は低価格なモノクロ低
速機が主流の市場ではあるが、過去の先進国と同様、経済
の発展に伴い、次第にモノクロ中速機、およびカラー機比
率が上昇することが期待される。現に昨今の中国も例外で
はない市場変化を見せつつあり、各OA機器メーカーはモ
ノクロ中速機、カラー機の販売、またソフトウェアなどのソ
リューションを組み合わせた付加価値商談の提供に注力し
ている。

また、中国国内におけるWeChatをはじめとしたSNSやE
コマースの急速な普及に伴い、メーカー各社の販売やマー
ケティングの手法には市場への柔軟な対応が求められてい
る。中国は前述のWeChatを用いたWeChatPayment(微信
支付)やAliPay(支付宝)など、モバイル決済に関して世界一
の利用者数を誇っている。OA機器の基本機能がコモディ
ティ化し、価格競争が激化する中、人件費の高騰によりアフ
ターマーケットビジネスの全体的な収益性低下も避けられ
ない。モバイル決済による印刷料金支払いへの対応など、
付加価値提供による差別化が今後のOA機器業界のトレン
ドとなっていくと思われる。日系企業は以上のような産業・
市場認識の下、日々ビジネスに取り組んでいるが、その中で
直面している問題・建議として、以下の内容を中国政府に改
善要望したい。

＜建議＞
①産品標識標注規定廃止に対する代替措置
・同規定の廃止に伴い、産品質量法に従うと輸
入製品についても国内製品と同様の記載が必
要になっている。例えば、生産工場の名称と
住所を記載する必要があるが、国外生産委託
製品の場合、委託先の工場名や国外の住所を
記載するよりも、標注規定で許されていた輸
入業者または販売者の情報を代替として記載
する方が消費者にとっては有意義と考えられ
る。産品標識標注規定廃止に対する代替措置
の検討を要望する。

②廃棄電器電子産品回収処理管理条例
・事務機製品は、一般消費者向けの製品とは

異なり、大規模な中古品市場が既に確立して
おり、本体製造・販売企業による回収が困難
な状態である。かつ国外からの横流れ製品も
あり、実態の把握も困難である。その中古事
務機製品の回収業者、販売業者、処理業者な
どは、利用価値の高い製品や部品を扱ってお
り、補助金がなくともそれぞれで利益を得て
いるため、過度な補助金支給は不要である。
基金額の設定方法や利用用途については、制
度の改善につながるよう透明性のある実態の
説明や情報公開の法制化を要望する。

③電器電子産品有害物質制限使用管理弁法　 
第2ステップ

・合格評定制度の企業自己符合性声明規則の基
準について、企業側に過度な負担がかからな
いように十分に情報交流を行い、すでに実施
されている他国の制度と整合をとることを要
望する。

④模倣品（消耗品）取り締まり
・知的財産立国を目指す方針に基づき、行政によ
る模倣品の取り締まりは強化の方向にあるも
のの、依然として模倣品（消耗品）が多く存
在している。近年では模倣品製造の組織化・
分業化が進んでいる。模倣品は複数の部品を
組み立て完成させるが、トナーやインクボ
トルのプラスチック成型専門工場や、そのボ
トルにトナーやインクを充填するだけの工場
がある。プラスチック成型専門工場は、ボト
ル自体は大変低額であるため、これらが押収
されても経営に影響がなく、すぐに製造を再
開でき、懲罰的効果が低く、再犯が起きやす
い。一方で、プラスチック成型の金型は高価
であり、金型の製造自体に時間がかかる。懲
罰的効果を高め、再犯を防止するためにも、
トナーボトルやインクボトルのプラスチック
成型用の金型を押収するよう要望する。ま
た、中国で生産される模倣品が海外へ輸出さ
れることにより、海外市場での模倣品流通を
助長する恐れもある。特に、「一帯一路」政
策で海外への輸出ルートや輸出量の拡大も懸
念される。実際に欧州で模倣品として差し止
められた製品の出荷元の多くは中国および香
港であるとするEUの報告もある。税関による
模倣品輸出取り締まり強化を要望する。

⑤改造機の取り締まり
・事務機器の改造機は、外観の名称変更による
虚偽表示から、事務機本体のコントローラー
の改造によるスピードアップや機能の追加な
ど多岐に渡る。改造方法は、年々巧妙化してお
り、組織的に改造を専門とする業者も存在し
ており、消費者は正規品であるか判断できな
いものが多い。消費者保護のためにも、引き
続き改造業者の取り締まり強化を要望する。
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⑥技術標準・製品認証
・低炭産品、生態設計産品、緑色設計産品、
緑色産品等新しい標準の検討が始まっている
が、一方で従来からある標準も存続してお
り、企業にとっては対応すべき標準が次々と
増え、負荷が大きくなる事が懸念される。他
の標準の内容とも調整をとり、計画的に整
理・集約を進めていただくことを要望する。
また、新たな標準を施行する際は十分な準備
期間をとっていただくことを要望する。

・異なる認証で同一内容の試験が要求されてい
る。例えばCCC認証とNAL認可を両方取得す
る場合、EMC試験とサージ試験が双方で要求
されており二度同じ試験が行われている。試
験費用も二重にかかっており企業に不要な負
荷がかかっているため、各認証間で試験結果
の共有使用を許可するよう要望する。

⑦情報セキュリティ関連制度
・情報セキュリティ関連の標準や制度が導入
されるとともに、今後さらなる導入も検討さ
れている。これらの標準や制度の導入につい
て、中国国産技術や独自規格を用いることが
情報セキュリティの確保につながるとの考え
方が示されているが、情報ネットワークは世
界中と接続されており、むしろ世界において
広く用いられ安全性が確認された機器や技術
を中国の標準や制度においても認めることが
中国の情報セキュリティの向上に資するもの
と考える。また、「サイバーセキュリティ
法」が可決され条項を見るにあたり、「網絡
運営者」「網絡産品」という表現が、定義が
不明確なままに使用されている。顧客への継
続的なサービス提供のため、具体的な対象製
品、対象者の明示を要望する。また、厳格す
ぎる基準は国際企業の中国での事業展開を阻
害する事にもなりかねないため、合理的範囲
での適用を要望する。



184 中国経済と日本企業2019年白書

第
３
部   

各
産
業
の
現
状
・
建
議

10．電子部品・デバイス
世界経済の成長率は、2016年を底に2018年にかけて加

速したとみられる。しかし、2019～2020年は、財政政策の
効果が薄れる米国と貿易摩擦の影響を受ける中国が共に
潜在成長率前後の成長に減速することを受けて、世界経済
は減速方向に転じると見込まれている。ただし、2019年以
降の減速は、①先進国のインフレが安定推移すること、②
主要国による財政サポートが見込まれること、③2018年度
に政治的混乱で減速をした新興国経済が回復することによ
り、極めて緩やかなものになると思われる。こうした中、米
中貿易摩擦の行方が最大の注目点となっており、今後電子
情報産業、電子部品・デバイス事業にも大きな影響のある
知的財産権の保護などの協議が行われる予定である。結
果によっては世界貿易に悪影響を与え、成長率が一段と下
振れるリスクがある（2019年2月末時点）。

電子部品デバイス事業は、足許の不確実な世界経済の中
で、CPS/loTの進展により大容量のデータを高速処理する
ニーズが増えたことに加え、自動車において環境対応化や
自動運転化が電装化率向上に貢献したことで大きく伸長し
た。一方、スマートフォンの普及が先進国・中国市場では一
巡し、今後はアジア新興国等が需要拡大の原動力となる見
込み。次世代通信規格である5Gは高速通信、低遅延や接
続端末数の拡大等が特徴であり、携帯端末・家電のネット
ワーク接続や自動運転の高度化が用途として見込まれる。
5Gは2019年から2020年ごろより各種サービスが開始され
る見込みであり、中国での5G分野関連企業の電子部品に対
するニーズが増加すると見込まれている。これまで長きに渡
る中国政府からの支援、指導に感謝するとともに、中国政
府が目指す新たなイノベーションの実現に向け、本白書の内
容が真摯に検討されることを期待するものである。

電子部品・デバイスの産業状況
2018年の動向
2018年の世界生産額は2,309億ドルで前年比7％増と見

込まれており、日系企業の世界シェアは38％と引き続き高
水準で推移している。その消費の中心は、最重要市場の中
国である。通信機器向けではスマートフォン世界販売台数
の伸びが鈍化したことに加え、2018年末にかけて米中貿易
摩擦の影響等により中国市場におけるスマートフォン出荷
台数が2018年度10～12月では8,430万台に留まり、前年同
期比25％減と大幅に減速する見通しで、2018年度通年でも
4億100万台に留まり、前年比8％減に減速する見通しとなっ
ている。一方、自動車では車線維持支援システム（ADAS）
を含む自動運転関連機能の拡大や、CO2削減に向けた環境
対応技術が車の電装化率を高めた。さらに中国におけるEV
の販売が125万6,000台（同期比61.7％増）に達したことか
ら、車載関連の電子部品需要は大きく増加している。

ディスプレイデバイスにおいては2018年の世界生産額が
1,342億ドルになると見込まれ、前年比2％減になると予想
されている。大型パネルは近年中国・韓国メーカーを中心

に大規模な設備投資を行ったことから、市場が供給過剰と
なっており、価格が大幅に下落し、一部のパネルメーカーに
おいては生産調整を行った。

半導体では2018年上期にDRAMを中心に需給が逼迫し
たことから価格が上昇していたものの、下期からスマートフォ
ンの販売不振等のあおりを受け、価格が大幅に下落し、通
年では世界生産額が4,779億ドルで前年比16％増となると
見込まれている。

2019年の展望
2019年における電子部品の世界生産額は2,386億ドルで

前年比3％の伸びが予想されている。米中貿易摩擦や欧州の
景気後退等、世界経済への懸念はあるものの、データを瞬
時・大量に処理・保存するニーズがますます増大すると見込
まれており、各種情報機器の高機能化が進展し、加えてさら
なる自動車の電装化率の高まりも見込まれ、世界経済の成長
に歩調を合わせて拡大し（IMF世界経済見通しでは同3.7％
成長）引き続き堅調な推移が見込まれる。

各分野の状況として、スマートフォンは先進国や中国での
販売が成熟しはじめており、特に中国市場のスマートフォン
出荷台数が3億7,700万台と前年比6％減になると予想され
るなど、引き続き縮小傾向であるとの見通しであることから
アジア新興国等へのシフトが加速するとみられる。

自動車市場は2018年後半の販売不振に対し2019年に入
り中国政府による買い替え促進策が発表されるなど、自動
車産業への購買促進に期待が集まり、販売台数は前年並み
の2,800万台程度になる見込み。一方、2019年より中国で
一定の生産台数、輸入台数がある企業を対象に一定台数の
新エネ車の製造・輸入を義務付ける新エネ車（NEV）規制
が施行され、新エネ車の販売台数が2019年には160万台、
2020年には210万台に達すると予測されるなど、電子部品
全体への需要がさらに高まると期待されている。

図1：中国における新エネ車販売予測（単位：万台）

出所：中国汽車工業協会

ディスプレイデバイスは2019年世界生産額1,369億ドル、前
年比2％増になると見込まれる。中国では液晶テレビの大画面
化に伴う需要増加が見込まれる。一方で、各社の新設工場で
10.5世代（2,940mm×3,370mm）マザーガラスを用いた液晶
の量産も順次始まり、需要の伸びを大きく上回る供給能力が
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上積みされることから、2018年以上の販売価格低下が予想さ
れる。有機ELについては韓国メーカーが新規投資に慎重な姿
勢を見せる中、中国メーカーが新規投資を実施しており、今後
数年間で供給量が増加する見込みである。

半導体は世界生産額が4,901億ドルで前年比3％増に留
まり、大幅に鈍化すると見込まれている。要因としてネット
ワークに接続する機器が増加する一方、2018年末から続く
DRAM、NANDの需給改善に伴う価格下落が挙げられる。

図2：電子部品・デバイス世界生産額（単位：億ドル）

出所：電子情報技術産業協会

今後注目される分野の動向
中長期的なスパンから見ると、5G（第5世代移動体通信）

およびEVの動向が注目されている。

5Gは①3D動画やAR/VRには欠かせない通信速度の向
上、②自動運転や工場自動化を実現するために必要な遅
延時間の改善、③スマートシティの実現に必要な接続数増
加が特徴であり、今後スマートシティ等のIoT社会実現には
必要不可欠の技術である。5Gインフラの市場規模は2020
年には28億6,000万ドル、2026年には337億2,000万ドル
にまで増加し、2020年から2026年までの年平均成長率は
50.9％となると見込まれている。中国でも2019年から一部
の都市に限定した試験運用を始める予定で、2020年から
2030年にかけて合計4,200億ドルの投資が行われると見
込まれている。

EVは中国が世界で最大の市場であり、2020年に200～
300万台/年、2025年までに700万台/年まで販売が大幅に
増加するとみられている。EVの販売拡大に伴い自動車本体
がさらに電装化するのに加え、①自動運転、コネクテッド化
する次世代モビリティへの展開、②充電インフラ等（2020
年までに480万カ所を目処）の構築、③EV・蓄電池を中心と
したエネルギー効率化を目指すスマートシティ構想等の電
子部品を必要とする周辺産業の成長も牽引することが期待
されている。

5GおよびEVはいずれも中国市場が発展の中心を担って
おり、中国は電子部品・デバイス産業にとって引き続き世界
最大の市場として、大幅な需要拡大が期待される。

＜建議＞
＜三国間貿易について＞
①外貨管理制度の明確化
　2016年4月29日付の“貿易投資の利便性向上
のさらなる促進と真実性審査の改善に関する
国家外貨管理局の通知”の“五、貨物貿易オフ
ショア転売による売買の外貨受払管理を規範
化する。銀行が企業のためにオフショア転売
による売買の受払業務を取り扱う場合、一件
毎に契約・インボイス・真実かつ有効な輸送
エビデンス・船荷証券・倉庫証券等の貨物権
利証憑を審査し、取引の真実性・コンプライ
アンス性および合理性を保証しなければなら
ない。”に基づき当局規制が改訂され、三国
間貿易に対する外貨管理局の規制が強化され
た。実務上では当局の窓口指導等を受けた銀
行から送金エビデンスの新たに船荷証券等へ
の裏書が要求され、2016年4月29日以前に
契約している取引についても、上記形式要件
を満たせない場合は、対外送金できないと送
金を断られる事例が発生している。上記のよ
うな規制変更であれば企業側の対応として既
存の商流、物流等を変更する必要があるた
め、相応の時間を要するものの、今回の規制
変更に際しては事前案内がなくかつ移行期間
等の設定がなかったことから、取引先等の関
係者宛の説明に追われた。今後同様の規制の
変更に際しては明確なガイドラインを事前に
ホームページなどにて通知し、企業が準備で
きるよう移行期間等を設けていただくことを
要望する。

②三国間貿易における物権証明に関する要求の
緩和

　上記同様、改定後の当局規定によると三国間
貿易の受払に際し、物権証明が必要であるも
のの、現状送金時のエビデンスとしてはB/L原
本しか許容されておらず、電子部品の特性上
空運や陸運をするケースが多い、Airway-bill
等B/L以外の輸送証明は物権証明とは見なされ
ず、実務上対外送金ができない。そのため、
現状では空輸や陸運で輸送する三国間貿易は
中国では取り扱えず取引が海外他国に移管し
ているケースが発生している。当局規定でい
う取引の真実性確認が重要であることは認識
しているものの、Airway-Billや他の運送手段に
よる三国間貿易取引の許可を要望する。

　三国間貿易送金時のエビデンスとして物権証
明であるB/L原本に裏書を実施し、中国国内
の送金銀行に提出する必要があるが、たとえ
ば日本香港間の貨物移動や、香港台湾間の貨
物移動に際し、船積みされてから貨物受取り
までの期間が短いことから、B/L原本を中国
に郵送し裏書を実施してから、荷受人に再送
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することは物流上非効率である。ついては裏
書への要求や原本確認の緩和を要望する。

＜無線の取引について＞
　「無線管理条例」に無線認証（型号核准）を
取得していない製品に対して、それの生産、
販売、輸入を禁止している。しかし、認証取
得後、期限内に、生産、輸入された製品に関
して、認証期限（5年間）が切れた後の継続
販売については明記されていない。複数の当
局の担当者に確認していたが、明確な回答が
えられなかった。2019年から無線機器に関
する販売登録制度が導入される予定もあり、
認証期限経過後の継続販売が可能か否かの判
明が必要となる。製品の管理においても、生
産、輸入済み製品に関して、販売期間の管理
は困難である。ついては認証期限内に生産、
輸入された製品に関しては、認証期限後も継
続販売可能との解釈を要望する。
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11．自動車
2018年、自動車工業全体の動きは落ち着いていたが、政

策要因とマクロ経済の影響を受け、生産・販売台数は年初
の予測を下回った。年間の自動車生産・販売台数はそれぞ
れ2,780万9,000台、2,808万1,000台であり、10年間連続
で世界トップの座を保った。新エネ車は引き続き高い伸び
を見せ、輸出も急速に増加した。具体的な状況は次のとお
りである。

自動車
自動車の生産・販売台数の伸びは予測を下回る
2018年、中国の自動車産業はやや大きな圧力に直面し

た。生産・販売台数の伸びは年初の予測を下回り、業界の
主な経済効率指標の伸びは減速し、伸び率も低下した。理
由の1つとして購置税の優遇策が終了したことによる影響が
挙げられる。また別の理由として、マクロ経済の伸びの落ち
込みや、米中貿易摩擦、および消費者信頼感などの要素に
よる影響を受け、短い間にやや大きな圧力に直面したとい
うことがある。現在、中国の自動車産業は依然として普及の
段階にあり、比較的大きな成長の余地がある。自動車産業
はすでに、ブランド力の向上、高品質化へと成長する段階に
入っている。

2018年、自動車の生産・販売台数はそれぞれ2,780
万9,000台、2,808万1,000台となり、前年比でそれぞれ
4.2％、2.8％減少した。

上半期においては、2月を除く各月の販売台数はいずれ
も前年同月を上回った。下半期においては、自動車市場は
連続でマイナス成長となり、年間の伸びは2.8％まで減少し
た。累計での伸び率については、下半期は低下が続き、全体
的な圧力は大きかった。

乗用車の生産・販売台数は業界全体を下回る
2018年、乗用車の生産・販売台数はそれぞれ2,352万

9,000台、2,371万台となり、前年比でそれぞれ5.2％、4.1％
減少、自動車の生産・販売台数に占める割合はそれぞれ
84.6％、84.4％となり、前年より0.9ポイント、1.2ポイント縮
小した。前年と比べ、上半期の伸びは明らかに下半期の伸び
を上回った。

乗用車4車種の生産・販売状況はいずれもマイナス成長
となり、クロスパッセンジャーカー市場が引き続き縮小し
た。そのうち、乗用車（セダン）の生産・販売台数は前年比
でそれぞれ4％、2.7％減となり、SUVは前年比でそれぞれ
3.2％、2.5％減となった。MPVは前年比でそれぞれ17.9％、
16.2％減、クロスパッセンジャーカーは前年比でそれぞれ
20.8％、17.3％の減少となった。

商用車の生産・販売台数は前年比で増加したが、伸び
は鈍化
2018年、商用車の生産・販売台数は前年比で引き続き

増加したが、伸びは明らかに鈍化した。トラック市場の成長

にけん引され、商用車の販売台数はこれまでの記録を更新
した。商用車の生産・販売台数はそれぞれ428万台、437万
1,000台に達し、前年比でそれぞれ1.7％、5.1％増加したが、
伸び率はそれぞれ12.1ポイント、8.9ポイント低下した。商用
車の月別販売台数は2月、9月、10月を除き、その他の月はい
ずれも前年同月を上回った。

車種別の生産・販売では、バスの生産・販売台数がそれ
ぞれ48万9,000台、48万5,000台に達し、前年比でそれぞ
れ7％、8％減少した。トラックの生産・販売台数はそれぞれ
379万1,000台、388万6,000台となり、前年比でそれぞれ
2.9％、6.9％増となった。そのうち重型トラックはそれぞれ
111万2,000台、114万8,000台に達し、過去最高の販売台
数となった。セミトレーラーの生産・販売台数は前年比でそ
れぞれ19.6％、17.2％減少した。

新エネ車は前年比で急速な伸び
2018年、新エネ車の生産・販売台数はそれぞれ127万台、

125万6,000台となり、前年比でそれぞれ59.9％、61.7％の
伸びとなった。そのうち電気自動車の生産・販売台数はそれ
ぞれ98万6,000台、98万4,000台となり、前年比でそれぞれ
47.9％、50.8％増となった。プラグインハイブリッド車の生
産・販売台数はそれぞれ28万3,000台、27万1,000台となり、
前年比でいずれも2.2倍となった。燃料電池自動車の生産・
販売台数はいずれも1,527台だった。

新エネ車の種類別では、電気乗用車の生産・販売台数は
それぞれ79万2,000台、78万8,000台となり、前年比でそれ
ぞれ65.5％、68.4％の伸びとなった。プラグインハイブリッ
ド乗用車の生産・販売台数はそれぞれ27万8,000台、26万
5,000台となり、前年比でいずれも2.4倍となった。電気商用
車の生産・販売台数はそれぞれ19万4,000台、19万6,000
台となり、前年比でそれぞれ3％、6.3％の伸びとなった。プ
ラグインハイブリッド商用車の生産・販売台数はいずれも
6,000台で、前年比ではいずれも58％減となった。

自主ブランド乗用車の市場シェアは前年を下回る
2018年、自主ブランドの乗用車販売台数は計998万台、

前年比8％減となり、乗用車総販売台数の42.1％を占め、
前年同期を1.8ポイント下回った。そのうち、自主ブランド
のセダンの販売台数は239万9,000台、前年比1.9％増とな
り、セダンの総販売台数の20.8％を占め、前年から0.9ポイ
ント上昇した。自主ブランドのSUVの販売台数は580万台、
前年から6.7％の減少で、SUVの総販売台数の58％を占め、
前年から2.6ポイント低下した。自主ブランドのMPVは132
万8,000台で、前年から23.1％の減少、MPV総販売台数の
76.6％を占め、前年から6.9ポイント低下した。

上位10社は前年比で減少
2018年、自動車販売台数上位10社の企業グループの販

売台数合計は2,503万6,000台、前年より2.1％減となり、業
界の伸び率を下回った。自動車の総販売台数に占める割合
は89.2％となり、前年から0.6ポイント上昇した。

自動車輸出は前年と比べて高い伸び
2018年の自動車輸出台数は104万1,000台で、前年比で
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16.8％増となり、引き続き高い伸びの傾向にあるが、成長の
速度は前年より緩やかなものとなった。そのうち乗用車の輸
出は75万8,000台で前年より18.5％増となった。商用車の輸
出は28万3,000台で前年より12.5％増となった。第4四半期
（10～12月）を除き、自動車の月別輸出台数はいずれも前年
を上回った。

バイク
バイクの生産・販売台数は前年より明らかに減少
2018年、国内での省エネ・排出削減基準の引き上げ、バ

イク輸出の鈍化などの影響を受けて、業界全体の生産・販
売台数は前年と比べて明らかに減少した。年間の生産・販
売台数はそれぞれ1,557万8,000台、1,557万1,000台で、
前年よりもそれぞれ9.2％、9.1％減となった。そのうち二輪
車の生産・販売台数はそれぞれ1,396万7,000台、1,395万
5,000台で、いずれも前年より7.5％の減少となった。三輪車
の生産・販売台数はそれぞれ161万1,000台、161万5,000台
で、前年よりそれぞれ21.5％、21.1％減となった。

四半期別に見ると、第2四半期（4～6月）の販売台数が
414万7,000台と最多で、前年同期と比べ8.7％減となった。
最も少なかったのは第4四半期の370万台で、前年同期と比
べ14.6％減少した。減少率は期を追うごとに拡大した。

バイクの輸出は小幅に減少
2018年、バイクの輸出は小幅に減少した。年間のバイク

輸出台数は730万9,000台で、前年より2.7％減少し、業界
の総販売台数を下回った。そのうち二輪車の輸出は695万
9,000台で、前年と比べ2.6％の減少となった。三輪車の輸
出は35万1,000台で、前年と比べ4.8％の減少となった。

四半期別に見ると、第2四半期の輸出台数が198万2,000
台と最多で、前年同期比で3％減となった。第4四半期が最
も少なく168万7,000台となり、前年同期と比べ10％減と
なった。輸出は年初の増加から継続的な減少へと転じた。

2019年の自動車市場予測
中国汽車工業協会は、2019年1月の記者会見で「2019年

中国自動車市場の予測に関する報告」を発表した。報告はマ
クロ経済、製品、政策などの関連影響要因から2019年の中
国自動車市場を解析したもので、2019年の中国自動車市場
の販売台数は2,810万台前後で2018年並みであろうとの予測
を出した。そのうち、乗用車の予想販売台数は2018年並みの
2,370万台前後で、商用車の予想販売台数は440万台前後で
前年比約1％の増加となり、新エネ車の予想販売台数は160
万台前後で前年と比べ約30％増加すると予測されている。ま
た、自動車の輸出は2018年並みの100万台前後になると見込
まれている。
（出所：中国汽車工業協会産業情報部）

＜建議＞
＜自動車＞
CAFE/NEV規制について下記の通り要望する。
①NEV規制において、政府からのクレジット購
入（罰金）制度の導入を要望する。

②2021年以降のNEV規制は、自動車業界への
影響と開発・生産計画を鑑み適切な強制化比
率の設定と早めの公布を要望する。

③GB27999において、新エネ車同様、一定以
上の燃費水準を達成する省エネ車にも生産
(あるいは輸入)１台当たりに対する割増係数
を認めてもらえるよう要望する。

2017年に公布された自動車販売管理弁法につ
いて下記の通り要望する。
①純正同質部品とはどのような国家機関が、ど
のような基準に基づいて、市販の汎用部品を
純正同質と定義しているのか不明である。対
応の透明性を明確化を要望する。

CCC認証について下記の通り要望する。
①お客様が自動車購入後のメンテナンスで使う
わずかな輸入部品でも、CCC認証を取るため
のコスト、時間がかかるため、メーカーの対
応スピードが低下し、お客様の車両故障は迅
速に修理できない恐れがある。自動車補修部
品のCCC認証に関して、認証手続の簡素化を
要請する。

購置税減税について下記の通り要望する。
①中国は他市場に比べて車両購入にかかる税負
担が大きく、購置税減税が2019年（排気量
が1.6L以下の乗用車の購置税減税は2018年
から廃止された）から廃止されるが、市場の
安定的な成長を維持するため、購置税減税の
延長、恒久的な減税政策の検討・実施を要望
する。

国家第6段階排気ガス規制（国6）について下記
の通り要望する。
①国6規制の全国での実施時期は国6a=20年7
月、国6b=23年7月と決まっている。一方で
地方都市での先行実施が許可されており、各
地方がバラバラかつ十分な準備期間がなく生
産対応に苦慮している。地方任せにせず、
「どの地域で」「いつから」先行実施するか
を国がコントロールし、最低でも半年程度の
リードタイムで事前通知を出し企業に準備期
間を与えることを要望する。

GB/T（推薦性国家標準）について下記の通り
要望する。
①本来推薦性で強制力のないGB/Tが、強制性
の車両認証実施規則に引用され、実質的に強
制化されている。GB/Tの策定時には推薦性
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を意図して作成しても、認証実施規則の審議
で突然引用され、企業に十分な準備期間を与
えないままに強制施行されることもある。標
準の策定段階で運用（強制性or推薦性）を決
め、それを認証でも守る、それを前提に標準
作りをする、ということを徹底いただくこと
を要望する。

＜二輪車＞
二輪車の都市への乗り入れ規制について下記の
通り要望する。
①多くの都市で交通安全、または環境のためと
いう理由で二輪車の登録や乗り入れの制限を
行っているが、二輪車は省エネ、省スペース
を目指す都市に適したコミューターであり、
不合理な規制であるため規制の撤廃もしくは
少なくとも緩和を要望する。
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１．情報通信
2018年の中国情報通信業のマーケットを概観すると、電

話サービス利用者が17億4,835万ユーザーで、その内訳は
携帯電話が15億6,610万ユーザー、固定電話が1億8,225万
ユーザーであった。またインターネット利用者は18億420万
人に達している。その内訳はブロードバンド利用者4億738
万人、携帯インターネット利用者13億9,682万人に達してお
り、中国は規模においては世界最大の情報通信大国と言う
ことができる。そして、このような規模を背景に、第5世代移
動通信システム（5G）の国際標準化をはじめ、中国は世界の
情報通信分野においてますますその存在感を高めている。

2018年の中国情報通信マーケットの状況
電話サービス、ブロードバンドアクセスサービスの状況
中国の携帯電話利用者は、2018年12月末時点で15億

6,610万ユーザーとなっており、1年間で1億4,862万ユーザー
増加している。国別のスマートフォン利用ユーザー数から
見ると、中国が1位（7億8,300万人）で、インドが2位（3億
7,500万人）、その後に米国（2億5,200万人）が続いてい
る。また、中国で2013年にスタートした4Gサービスの利用
者は9億9,688万ユーザーで、「中国互聯網発展報告2018」
（以下、報告）によれば、基地局も中国全土の340万カ所ま
で拡大した。報告によると、携帯電話全体に占める4G移行
率は70.3％とブロードバンド化も進展している（3Gサービス
利用者は1億3,463万ユーザーで構成比は9.5％、残りは2G
および2.5G利用者2億8,596万ユーザーで同20.2％となって
いる）。

一方、固定電話の利用者は1,151万減少の1億8,225万
ユーザーとなっている。

ブロードバンドアクセスサービス（有線）については、
xDSL利用者が615万ユーザーで年間505万減少している一
方、FTTH利用者は7440万増の3億6,833万ユーザーとなっ
ていて、有線においてもブロードバンド化が進展している。

表１：電話サービスとブロードバンドアクセスサービ
スのユーザー数（人、％）

中国 （参考）日本

移動電話 ユーザー数 15億6,610 1億6,540万
普及率 112.2％ 130.6％

固定電話 ユーザー数 1億8,225万 2,210万
普及率 13.1％ 17.5％

ブロードバンドアクセスユーザー数 4億738万 3,914万
xDSLユーザー数 615万 232万
FTTHユーザー数 3億6,833万 2,992万

出所：［中国］工業情報化部「2018年通信業主要指標完成情況」（2019
年1月25日発表）［日本］総務省公開情報（平成29年9月末数値）

※普及率は総務省統計局「人口推計-平成29年9月1日現在（確定値）」
に基づき算出。

※ブロードバンドアクセスユーザー数は、xDSL，FTTH，CATVの合計。

図１：携帯電話ユーザー数推移
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出所：中国移動、中国電信、中国聯通各社の香港上場会社公開情報,工
業情報化部「2017年12月通信業主要指標完成情況」

中国通信キャリア3社の状況
情報通信インフラの担い手である中国通信キャリアで

は、優先課題である4Gサービス（携帯電話）への移行が大
幅に進み、4G加入者は3社合計で32.2％の増加となった。ま
た、中国移動がブロードバンドアクセスサービス（有線）利
用者数を大幅に増やして中国聯通の利用者数を上回り、中
国電信の利用者数に迫る勢いとなっている。

2017年度の中国通信キャリア3社の業績は、前年大幅減
益となった中国聯通を含め各社とも増収増益となった。3社
共通の傾向として、4Gサービスの競争激化による販売関連
費用の増加に加え、5G移行のための開発などコスト上昇圧
力が強まっているようである。

第５章
情報通信業
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表２：中国通信キャリア3社のユーザー数と決算状況
[　] 内は前年比（100万人、億元）

中国移動 中国電信 中国聯通

ユーザー数

携帯電話 887.2
[4.5％]

250.0
[16.2％]

284.2
[7.7％]

4G 649.5
[21.4％]

182.0
[49.3％]

174.9
[167.3％]

固定電話 － 121.8
[△4.0％]

60.0
[△10.0％]

ブロード
バンドアクセス

（有線）
112.6
[45.1％]

133.5
[8.5％]

76.5
[1.7％]

2017
年度
決算

営業収益 7,405.14
[4.5％]

3,662.29
[3.9％]

2,748.29-
[0.2％]

純利益 1,144.14
[5.1％]

186.17
[3.3％]

18.28
[192.5％]

出所：中国移動、中国電信、中国聯通各社の香港上場会社公開情報
- ユーザー数は2017年12月末数値、売上高・純利益は2017年12

月期決算数値

その他設備の拡充状況
中国政府が注力する「インターネット＋」をインフラ面で

支えるため、通信キャリア各社等は引き続き設備面の拡充を

進めている。2017年の全国光ファイバー総延長は3,747万キ

ロメートルとなり、前年比23.2％増で705万キロメートル延長

された。また、インターネット等の海外接続帯域についても

2017年は前年比10.2％増の732万Mbpsまで増幅している。

図２：光ファイバー総延長推移
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出所：工業情報化部「2018年通信運営業統計公報」

図３：インターネット海外接続帯域推移
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出所：中国互聯網絡信息中心「中国互聯網絡発展状況統計報告
（2018年1月）」

インターネット利用者の状況
中国のインターネット利用者は、2017年12月末時点で7

億7,198万人となり、年間4,074万人増加した。増加率自体
は2.6％と緩やかになってきたが、ブロードバンド化の進展
やさまざまなインターネットサービスの増加によりインター
ネットが益々日常生活に浸透する中で、引き続き地域や世代
を越えた増加傾向が続くものと思われる。

図４：インターネット利用者数と普及率の推移
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出所：中国互聯網絡信息中心「中国互聯網絡発展状況統計報告（2018年1月）」

インターネットサービスの利用状況
インターネットサービスの利用状況において2017年に変

化があった部分としては、PC利用・モバイル利用とも食事の
デリバリー（外売）の利用率が44.5％と完全に定着した点、
また、シェアバイクが登場し、28.6％と利用が拡大している
点が挙げられる。それ以外には、モバイル・ペイメントが堅
調に増加しており、さらに浸透していることも注目できる。

図５①：インターネットサービス利用状況
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

図５②：モバイルインターネットサービス利用状況
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

出所：中国互聯網絡信息中心「中国互聯網絡発展状況統計報告
（2018年1月）」
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2018年の主なトピックス
1.-7月1日より、通信3キャリア（中国移動、中国電信、
中国聯通）のローミング費用免除が実施された。従来
の省内用パケット量は自動的に国内用パケット量へ変
更された。中国の7億8,800万ユーザーが利益を享受
した。

2.-移動通信業務が商用化された。7月，中国聯通と契約
した15社の企業が中国工業情報化部から、移動通信
転売業務の営業許可証を初めて取得し、業務を開始し
た。これにより基礎電信業務が、初めて中国の民営企
業へ開放された。

3.-ブラックリスト制度が実施された。3月16日、工業情
報化部が「電信業務経営不良リストと失信リストの管
理に関する通知」を発表し、経営不良企業と失信企業
リストの判定条件および処罰方法を策定し、部と省連
動与信管理制度を設立した。

4.-ZTEが米国から制裁を受けたことにより、コア技術の
把握、脆弱部分の補強が、社会の話題となった。

5.-12月通信3キャリアが5Gの中、低周波数テスト頻度利
用許可を取得した。端末、運用施策、5G網について、
3社が各自公表し、北京、武漢などの都市で、テスト
用5G網が開通した。

6.-7月20日、中国信息通信科技集団が武漢で設立され
た。中国鉄塔が8月8日、18年度の最大IPOとして、香
港で上場した。

2019年の展望
2018年中国産業通信大会（CCIC2018）が2018年末に

発表した「中国情報通信業技術10大趨勢（2018-2020）」
をキーワードで俯瞰すると、①5GR15標準決定、商用化爆
発、②ネットワークAI化、③5G時代に応じ、クラウド業務
多様化進化④AI（人工知能）、SD-WAN優先⑤ネットワー
クの拡容、⑥Edge-computingの加速、⑦ユビキタスネット
ワークの高精度センサー、⑧C-V2Xから5G-V2Xへ変更、⑨
Quantum-Communication核心部品の研究開発加速、⑩AI
機能完備折りたたみスクリーンスマート携帯大量生産時代
となっており、世界のICTの関心事とほぼ一致するが、中国
がこれをリードしていく姿勢を明確に打ち出している。

中国には、これらの技術やビジネスをいち早く実現・展
開していく力があると思われるが、ICTという世界中がボー
ダレスに繋がる空間で進行すべきことでもあり、サイバーセ
キュリティ法によるサイバー空間における中国の主権維持と
どのようにバランスをとっていくかが注視される。

＜建議＞
①電信業務ライセンスに関する外資規制の緩和
　魅力的なICTサービスを実現し、利用者の利
便性向上と利用促進を図り、中国の情報通信
市場の活性化、多様化をさらに進めることを
目的に、外資系事業者に対する以下の規制緩
和を要望する。

1)ライセンスを保有しない外資系事業者による
電信サービスの再販を可能とすること

　トータルなICTサービスの提供のためにはワ
ンストップで顧客に提供することが求められ
る。特に外資系顧客には外資系事業者が顧客
対応をするケースが多い。すでに、工業情報
化部より、外資系事業者がモバイル通信の再
販業務の経営を申請し、相応の電信業務経営
許可証を取得申請することを認める関連政策
が公布されているものの、外資系事業者が電
信業務経営許可証を取得するにあたって直面
する実際の困難は、国内資本事業者よりも大
きいのが現状である。ライセンスを持たずに
電信サービスの再販が可能となるよう規制緩
和を求める。

2)付加価値電信サービスのライセンス取得に関
する外資規制を緩和すること

　データセンターやクラウドサービス等の付加
価値電信サービスにおいて、依然として外資
の参入規制が設けられている。外資企業が自
国で培ったノウハウを活用し、中国で魅力的
なICTサービスを展開できるよう規制緩和す
ることを求める。

②自社の業務目的のための企業ネットワークを
構築しやすい環境整備

　企業が情報通信を利用する場合にはセキュリ
ティ確保が必須要件であり、自社の業務目的
のためにインターネットVPNやSD-WAN等を
利用するニーズが拡大してきている。

　現状では、外国製暗号化製品の輸入審査が厳
格化され手続に時間を要する等の事情から、
中国での自社利用ネットワークの構築に時間
がかかるケースが増えている。

　あわせて、サイバーセキュリティ法に基づ
くデータ越境に関する詳細規則が明確化され
ておらず、相応の実施細則も制定・公布され
ていないことから、一般外資企業の自社利用
ネットワークの新規構築や変更には慎重な対
応が求められ、検討に時間を要し柔軟な企業
活動の妨げとなる懸念がある。

　一般外資系企業の事業活動のスピードアッ
プを促進し、中国経済の発展に寄与するため
に、外国製暗号化製品の輸入審査プロセスの
迅速化とサイバーセキュリティ法に基づく
データ越境に関する詳細規則等のルールの早
期制定・公布等の環境整備を求める。
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２．ソフトウェア
中国のソフトウェア産業は、日本を始めとする海外から

のオフショア開発拠点として発展してきたが、世界経済の
変化や中国経済の「ニューノーマル（新常態）」に直面し、
全面的な戦略転換やビジネスモデルの高度化への転換の
時期を迎えている。近年の中国の経済発展に伴い、廉価な
生産拠点という位置付けから、重要なマーケットとして捉
えた企業進出が増加している。ソフトウェア業界において
もこの傾向が増加しており、オフショアとしての生産拠点を
有する企業に加えて、中国をソフトウェアビジネスの市場と
捉える企業が増大し、中国市場向けに転換する例が増えて
いる。

ソフトウェアビジネス市場として特に有望な領域は、中国
が抱える社会問題の解決手段を提供する分野である。環境
汚染、交通渋滞、医療、高齢化、労働人口の減少等の諸問
題を解決するための重要な役割として、ソフトウェアを活用
したICTが期待されている。

ソフトウェア産業にとって、現地人材の育成が鍵であるこ
とは言うまでもないが、これに加えて、中国に適合したビジ
ネスモデルの構築が重要である。特に最近のトレンドとなっ
ているクラウド、IoT（モノのインターネット）、ビッグデー
タ、モビリティ、AI、情報セキュリティや、従来産業にイン
ターネットによる付加価値を加える「インターネット＋（プラ
ス）」は、地場資本の企業も含めた在中企業にとって有益な
ものになると想定される。

中国のソフトウェア産業の変遷
日本企業にとって中国のソフトウェア産業は、長きに渡り

日本向けのソフトウェアを廉価に開発する拠点としての位
置付けである。これは、中国当局の外資誘致、外貨獲得およ
び雇用増加といった基本政策にも合致するものであり、沿
岸部だけでなく内陸部にもソフトウェアパークなどのインフ
ラが整備され、ソフトウェア産業の誘致、助成の政策となっ
て表れている。

一方、日本企業においては、自前で開発していた業務アプ
リケーション分野にまでグローバルなソリューションの適用
が促進されており、ソフトウェア開発投資の一巡といったサ
イクルの重なりもあって、新規ソフトウェアの開発量が減少
している。こうした開発量の減少傾向に加え、2015年まで
の急激な円安とその後の円安基調により、中国におけるオ
フショア開発拠点の優位性が崩れつつある。さらに、中国に
おける人件費の高騰は、タイ・インドネシア・ベトナムなどの
ASEAN地域におけるオフショア拠点の優位性を高める結果
となっている。

ただし、下記特性が強く求められる領域においては、他の
国・地域での代替は困難な状況であり、中国がソフトウェア
開発の中核リソース拠点として依然期待されている。

・漢字交じりの日本語や日本式の開発方式への対応力
・日本サイドでのオンサイト対応要員の充実度

・大型案件に対する多量の開発要員動員力
このような環境の大きな変化は、単なるオフショアとして

の機能しか有さない会社を窮地に追い込む結果となって
いるが、中国国内向けのソフトウェアビジネスは確実に増大
しており、これらのマーケットに対応できているソフトウェ
ア会社は急速に成長している。そのため、多くのソフトウェ
ア会社はオフショア主体のビジネスから在中企業・組織を
ターゲットとしたビジネスへとビジネスモデルの転換を図っ
ている。

中国のソフトウェアマーケットの動向
2019年の企業向けのICTマーケット規模は1,312億ドル

（注1）の見込みである。この内、ソフトウェア・ITサービス
市場規模は510億ドル（注1）であるが、ソフトウェア（製品
およびアプリケーション開発）やITサービスの伸び率は、
ハードウェアプロダクトの伸び率を大きく上回っており、今
後も成長が期待できる。このマーケット状況には、以下の様
な顕著な傾向が見て取れる。

投資分野の変化
日系を含む外資企業が、中国を世界の工場から世界の市

場へと位置付けを変え、生産中心のIT投資から販売領域へ
のIT投資（製販一体の仕組みや販売チャネルの確立など）
が増加している。また、人件費高騰を背景にしたいっそうの
効率化の追求、情報セキュリティおよび環境対策といった
新規分野への投資が顕著となっている。

中国政府の国産品支持政策
工業大国から工業強国への転換を目指す中国政府が、イ

ンフラ整備を海外技術依存から脱却して中国国産品を優先
させる政策も進行している。

新規ICT領域の進展とオープンソースの活用
ビッグデータやクラウドコンピューティング、モバイルイン

ターネット、IoT（モノのインターネット）などのICT技術も進
展しつつあり、ソフトウェア産業に新たな変革をもたらして
いる。また、一方で商用ソフトウェアのライセンス料の高騰
もあり、オープンソースの活用も活発化している。
（注1）出典：「Gartner,Forecast:-Enterprise-IT-Spending-by---

　-Vertical-Industry-Market,-Worldwide,-2016-2022,-4Q18--
　-Update」

　　　-Software（ソフトウェア）、IT-Services（ITサービス）、-
　-Devices+Data-Center-Systems（ハードウェアプロダクト）が-
　-対象。

中国のソフトウェア産業の方向性
このような状況変化の中で、中国マーケットにおけるビジ

ネスの成長を目指す日系のソフトウェア開発会社やシステム
インテグレータは、以下のような顧客の特性を理解し、これ
に対応しなければならない。

実績のあるソリューションの提供
在中企業においては、外資・内資にかかわらず、できるだ

け迅速かつ安全にICT化を進めたいと考えている。そのた



204 中国経済と日本企業2019年白書

第
３
部   

各
産
業
の
現
状
・
建
議

め、一部の例外を除いて、実績のあるソリューションの活用
を強く望んでいる。顧客が実際に、「目で見て」「操作して」
導入後のイメージが体感できるパッケージソフトウェアの提
供が強く望まれている。

ソフトウェアビジネスの現地化進展
中国におけるソフトウェア人材の人件費は上昇を続けてい

るが、日本人駐在員あるいは、日本からの出張者による開
発・実施に比べれば、コスト面の優位性を持っている。新た
なソリューションの企画・開発においては日本に優位性があ
るが、導入後の維持や改善のコストダウンと迅速な対応を
踏まえ、顧客側も中国人技術者がより広範囲に対応できる
ようになることを求めている。

社会問題に対するICTでの取り組み
環境汚染、交通渋滞、医療、高齢化等の問題解決は、中

央政府・地方政府が最も力を入れている政策である。日
本ではセンサー技術、画像解析技術、ビックデータ技術等
の日本が有する先進的な技術を活用して、社会問題を解
決する対応が活発に行われており、今後は蓄積したノウハ
ウをベースとしたビジネス展開が中国においても期待され
ている。

SaaSをはじめとするサービスビジネスへの取り組み
ICTにかかわるハードウェアやソフトウェアを自前で購入

して資産化するのではなく、費用として処理することのでき
るSaaS等のクラウドの提供など、ソフトウェアに基づいた
サービスビジネスへの取り組みのニーズが中国においても高
まってきており、政府の指示もあり、中国のクラウド産業の
規模は急速に成長している。

具体的な問題点と改善要望
ソフトウェア人材育成
日系のオフショア開発企業においては、大量に採用した

大学新卒者に対して高度なIT専門知識と日本語のカリキュ
ラムを用意するとともに、実プロジェクト内でのOJTとの両
輪で、オフショア開発に適した高スキル技術者の育成を図っ
てきた。さらに、企業がインターシップで多くの学生を受け
入れ、IT企業への興味を喚起することで、自社企業への就
職誘導を活発化している企業もある。

在中企業・組織を市場とするソフトウェア企業において
も、日本語教育は別として基本的には同様の育成方法を行
うと思われる。

企業による人材教育投資は、企業の思惑は別として、結果
的には教育を受けた中国人技術者のレベルアップに繋がり、
中国のIT産業発展に寄与するものとなるはずである。企業の
ソフトウェア人材育成に向けた教育投資を行い易くするため
の補助金制度等の継続性のある支援措置が望まれる。

日本への中国社員の出向・研修時の課税問題
ソフトウェア人材の技術レベル向上や日本人技術者との

合同プロジェクトへの参加を目的に、中国人技術者を日本
で研修させたり、出向させたりする事例が日常的に発生して

いる。特に合同プロジェクト遂行のためには、派遣期間が長
期に及ぶケースもしばしば発生する。しかしながら、両国に
おける二重課税問題は、企業において日本への派遣がコス
ト高となってしまい、両国間の技術者の人材交流を阻害す
る要因となっている。

知的財産権保護、ライセンス支払いの土壌
Gartner（注2）の調査によると、中国のハードウェア（特

にPCなど）の売上額は日本を大きく超えているにも関わら
ず、ミドルウェアやアプリケーションソフトウェアなどの売上
額は、日本に比べて約2分の1という状況が続いている。こ
れは、オープンソースの活用が増えているとはいえ、ソフト
ウェアにおける違法コピーが氾濫していると言われている中
国国内のソフトウェア利用の実状を、売上額といった側面か
ら類推させてしまう調査結果と言える。

ソフトウェア企業にとって、その知的財産権を侵害する模
倣や許諾していない複製の出回りは死活問題であり、中国
でのソフトウェア産業への投資を躊躇させている主要因の
1つとなっている。このような状況は、結果的に中国国内の
ユーザーが最新のソフトウェアサービスを活用できないこと
に繋がり、長期的な損失は計り知れないものとなる。不適
切なコピー製品を活用している企業・個人に是正を促し、知
的財産権保護に対して、先進国並みの断固たる処置を下す
諸政策が期待される。

近年、ソフトウェアの開発コスト削減のため、オープン
ソース(OSS)の活用が活性化しているが、OSSには使用許諾
条件（ライセンス条件）がある。特にソースコードの修正や
他のソフトウェアと組み合せてシステムを構築する場合は、
専門家（法務担当や知的財産担当）に相談して、ライセンス
違反の防止を図ることが必要である。中国においても、正し
いライセンス条件下でのOSS活用普及を期待する。
（注2）出典：「Gartner,Forecast:-Enterprise-IT-Spending-by--

　-Vertical-Industry-Market,-Worldwide,-2015-2021,-4Q17-
　-Update」

ソフトウェア事業環境変化に伴う開発拠点のシフト
近年の都市部における人件費やオフィス賃料等の経費高

騰によりソフトウェア産業の経営環境は年々厳しさを増し
てきている。その結果、開発拠点を都市部から低コスト化
が可能な内陸の地方にシフトすることを目的に業務移管が
行われてきている。そのために以下に示すような構造改革
が必要となって来ているが、そのスムーズな実現を促進する
方策として労働契約面，税制面，補助金制度等での支援処
置・優遇策が期待される。

・都市部での人員削減および地方での増員の実施。
・地方における開発拠点の開設。
・会社間の吸収合併（特に地方の企業による都市部企業
の吸収）。

・上記施策に対応した、都市部から地方への人材の移動
やスキル・ノウハウの移転の実施。

中国社会における問題解決分野への参入促進
環境汚染、交通渋滞、医療・高齢化・教育・省エネ等の
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問題は、中国社会において早急に対応すべき課題である。
この分野は日本が過去に直面し乗り越えて来ている分野で
あり、日本には行政および企業ともにノウハウ蓄積が十分
あると考えられる。これらの諸問題は、技術領域、製品領域
が多岐に渡るため、一企業での対応は難しく、関連する複
数企業の強みを連携してこそ早期解決が図れると考えられ
る。しかしながら、現状は中国の各企業が地方政府や大学
の研究機関と個別に連携はしているものの、全体的に整合
性の取れた推進体制とはなっていない。対象分野ごとに、行
政主導で課題解決のスキームを作り、先行する技術を保有
する日本企業を積極的に活用することが、中国にとって有益
と考えられる。

また、上記の社会問題解決分野に関しては、中央政府・
地方政府や国有企業が関与する大型プロジェクトとして推
進され入札をもって購買するケースが大半であるが、中国国
産品が優先的に選択されることが多く、外資に対して公平
な機会の提供が望まれる。

クラウドサービスにおけるソフトウェア事業と通信事
業の分離
アプリケーションをソフトウェアサービスとして提供し、

ハードウェア資源と併せて利用させるクラウドサービス（い
わゆる「SaaS」）は、利用者に対し利便性を向上させ、TCO
を削減できるものとしてICT利用のトレンドとなっている。ア
プリケーションを含むソフトウェアやサーバ・ストレージな
どのインフラを自己資産化することなく、ICT周りの運用・
維持・保守も必要としないサービスの享受は、中規模・小規
模企業の多い中国にとって大きなコスト削減効果をもたら
す。TCO削減と資源の本業集中によってもたらされる経済
効果は、非常に大きいものと期待される。しかしながら、中
国では、当該サービス自身が、いわゆる「付加価値電信業
務（電信条例：増値電信業務）」に該当するのではないかと
いう解釈があり、外資企業の事業参入を妨げている。また、
2016年11月に公布された国家ネットワークセキュリティ法
のサービス提供企業への影響の可能性も事業参入へのリス
クとなっている。クラウドサービス事業において一日の長が
ある外資企業の参入を阻害することは、在華企業・組織に
とって経営上有効なサービスを利用する機会損失となって
いることは間違いない。業務上のICT活用に寄与するクラウ
ドサービスについては、経済効果の観点からも外資企業の
参入を含め奨励されるべきものと考える。

サイバーセキュリティ法の明確化
2017年6月1日にサイバーセキュリティ法が施行された。

同法では、情報ネットワーク運営者は、「情報ネットワークの
所有者／管理者およびネットサービス提供者」と定義されて
おり、中国に拠点を置く多くの外資企業が情報ネットワーク
運営者に該当すると考えられる。企業内イントラネットを活
用してオフショア開発等を行う企業が情報ネットワーク運営
者に該当し、企業活動を制約されるとすれば、ビジネス機
会損失となる可能性がある。さらに、「情報ネットワーク運
営者」のうち、定められた要件を満たす場合は、「重要情報
インフラ運営者」と位置づけられ、より重い義務を課され
る。重要情報インフラ運営者が中国で収集した個人情報お

よび重要データは、中国の国内に保存しなければならず、中
国国外にデータ提供する場合には、審査を受ける必要があ
る。グローバルにサービスを提供している企業にとっては、
データ活用の面で大きな足枷となるとともに、企業活動を
制約される可能性がある。情報ネットワーク運営者／重要
情報インフラ運営者の認定基準および個人情報および重要
データを海外へ提供する場合の審査基準について、実務者
レベルで容易に判断できるように明確化が必要と考える。

また、中国国内でネットワーク設備やネットワークセキュ
リティ商品などのインターネット関連商品やインターネット
サービスを提供する場合には、国が指定する機関の検査を
受査し、中国の国家標準に適合させることが必要となる。中
国で対象となる設備や製品を提供する場合、どのような基
準を遵守すべきか明確にして欲しい。

＜建議＞
①ソフトウェア人材育成
　ソフトウェア開発事業においては、人材育成
が極めて重要な課題となっており、企業とし
ての投資も大きなものとなっていることから
下記に示す施策の推進を要望する。

・インターンシップ制度による学生の受け入
れは、新卒新入社員選別の妥当性や育成・早
期戦力化の点で企業・学生双方にメリットが
ある制度と思われる。そのためのインターン
シップ制度の充実およびその普及を加速する
学生支援策の実施を要望する。

・人材育成における企業への支援策として、社
員トレ－ニング費用に対する補助金の増額、
海外からの指導者招聘にかかわる規制の緩和
と支援策の設定を要望する。

②日本への中国人社員の出向・研修時の課税な
どにかかわる問題

　ソフトウェア人材のレベル向上のために、中
国人社員を日本の本社等に1年以上出向させ
るケースが多々ある。この際に生ずる下記問
題点・課題等が日本へ人材を派遣する際の阻
害要因となっている。この解決を要望する。

・個人所得税の二重課税。日本へ派遣した中国
人社員に対して本来還付されるべき個人所得
税が還付されず、結果として二重課税となっ
ている事がある。日中間の租税条約の確実な
実行を要望する。

③知的財産権の保護
　ソフトウェア産業における知的財産権の保護

があることで、企業から中国への革新技術の
開発移転や研究開発が進む。中国から見て
も、ノウハウの蓄積や最先端技術の人材育成
に影響を与えることになるので、必要な措置
および具体的な対応を要望する。特に、ソフ
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トウェア製品の模倣行為の抑制に向けた諸施
策の改善、強化を要望する。

　近年、ソフトウェアの開発コスト削減のた
め、オープンソース(OSS)の活用が活性化し
ているが、OSSを活用する際には、配布の際
に遵守すべきライセンス規定が存在すること
を十分に理解することが重要となる。

④ソフトウェア事業環境変化に伴う優遇策
　人件費、オフィス賃料の高騰、急激な円安等
で中国における日系のソフトウェア産業の経
営環境の厳しさは年々増してきている。特に
ソフトウェアの対日オフショア開発会社の経
営環境は非常に厳しい状況に置かれている。
その結果、都市部から内陸への業務移管のた
めの組織再編や会社間の買収・合併が実際に
行われており、また業務革新や中国国内事業
への業務転換への取り組みが必須となってい
る。これらに関連して、労働契約の最適化、
税制優遇等による事業変革への支援の実施を
要望する。また、業務移管を受けて今後、事
業拡大を図る内陸への技術・ノウハウの移転
を促進するため、都市部からの高級・熟練技
術者の受け入れを支援するための優遇策の検
討を要望する。

　さらに、従来からソフトウェアの対日オフ
ショア企業に対して実施されている関連支援
政策（企業所得税、サービスおよび製品増値
税優遇、税金還付手続の簡素化、諸支援金
等）の維持・強化を要望する。

⑤社会基盤整備等の政府主導物件への参入機会
の拡大

　環境汚染、交通渋滞、医療・高齢化、教育、
省エネ等の問題は、中央政府、地方政府が最
も注力している政策である。ICT関連の日系
企業はこれら領域に関して先進的なテクノロ
ジーに基づく多くのソリューションを有し
ている。この分野の関連政策策定に関する情
報公開、参入機会の拡大を要望する。すなわ
ち、上記社会問題に関連する領域は、国家安
全・国家機密および災害救済に抵触するもの
では無いと考えられ、政府調達法・入札募集
法で規定する内国製品優先の対象外とし、参
入に際して公平な機会が与えられることを要
望する。また、先進的な製品を提供できる企
業への優遇施策の検討を要望する。

⑥クラウド等ソフトウェアサービス事業の扱い
　IaaS、PaaS、SaaS等のクラウドサービスは
付加価値電信業務（増値電信業務）に該当す
ると解釈され、外資規制が設けられており、
制限が年々厳しくなっている。その結果外資
企業がサービスビジネスを実施するうえでの
障害となっており、さらに、在華企業がSaaS

等で提供される経営上有効なサービスを利用
する機会を損失させており、中国におけるソ
フトウェアサービス利用の発展を阻害してい
ると考えられる。例えばB2BのSaaSは、特定
のクローズされた顧客企業向けに当該企業の
ニーズに応じたビジネスプロセスを提供する
ものであり、電信市場に対する影響は極めて
小さいと考えられる。クラウドサービス事業
に関して、外資企業においてもサービスの提
供が可能となるよう規制緩和を要望する。

⑦サイバーセキュリティ法の明確化
　2017年6月1日施行のサイバーセキュリティ
法に鑑み、以下の二点につき要望する。

・重要ネットワーク設備およびサイバーセ
キュリティ専用製品につき、提供者は国が指
定する機関の検査を受査し、認証を得る必要
がある。対象となる製品を開発・提供するに
あたり、どのような基準を遵守すべきか明確
化する。

・重要データおよび個人情報の海外への提供時
の基準について、実務レベルで判断が容易に
できるように明確化する。
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３．コンテンツ
中国市場には日本のコンテンツに対する高いニーズがあ

るものの、規制や参入障壁により普及度は低く、そのため海
賊版や違法配信が蔓延する状況が続いている。国内産業の
保護よりも健全な競争市場と適正な著作権保護体制の構築
こそが、中国コンテンツ産業のさらなる発展には効果的であ
り、外国企業や海外コンテンツに対する規制の緩和や参入
障壁の撤廃が必要である。

成長を続ける中国のコンテンツ市場
中国のコンテンツ市場は年々拡大しており世界有数の市場

規模を有する。近年の市場概況は以下のとおり。

映画
2018年の中国映画年間興行収入は、前年比9.06％増の

609億7,600万元であった。そのうち輸入映画の興行収入は
230億7,900万元を占めた。2018年の映画館の延べ観客数は
5.93％増の17億1,600万人であり、また9,303面のスクリーンが
新設され、中国におけるスクリーン数は6万79面に達した。中
国映画産業は既に世界第2位の規模を有し、引き続き成長して
いる。なお、日本の同年の興行収入は2.7％減の2,225億5,110
万円である。

出版
2017年の出版、印刷、発行サービス業（デジタル出版は含

まない）全体の売上は前年比4.5％増の1兆8,119億2,000万
元であった。2017年の図書出版部数は2.3％増の92億4,400
万冊、定期刊行物出版部数は7.6％減の24億9,200万冊、デ
ジタル出版（音像製品等含む）の売上は23.6％増の7,071億
9,000万元であった。

音楽
2017年の中国音楽産業は前年比9.8％増の772億6,600万

元であった。内訳は、デジタル音楽市場が580億6,000万元、
音楽演出産業が176億8,500万元、音楽図書およびオーディ
オビジュアル産業が11億1,700万元、音楽著作権運営管理産
業が4億400万元となった。かつて違法配信していた市場に正
規品が流通してきており、四大音楽配信会社としてはテンセン
ト、ネットイース、アリババ、太合が挙げられる。

ゲーム
中国ゲーム市場の2018年の販売収入は前年比5.3％増の

2,144億4,000万元で、ユーザー数は7.3％増の6億2,600万人。
販売収入の内訳は、モバイルゲームが15.4％増の1,339億6,000
万元、パソコン用オンラインゲームが4.5％減の619億6,000万
元、ブラウザゲームが18.9％減の126億5,000万元などと続く。

外国企業や海外コンテンツに対する過度
な規制が存在

従前より以下のような規制や参入障壁があり、日本企業の
投資機会の損失に繋がっている。

映画

映画館設立への外資規制
2004年より施行された「外商投資電影院暫定規定」によ

り、外資が独資で映画館を設立すること、および院線（映画
館チェーン管理組織）を設立することを禁止。また、合資・
合弁会社設立の場合は、登記資本金において中方の投資割
合が51％以上であることが要件となっており、期限も30年以
内と定められている。

輸入・放映に関する規制
国家電影局が映画に関する管理を行っており、日本映画は

2012年7月以降2015年4月まで劇場公開されていなかった。日
本映画については、合作映画を除くと2015年は2作品、2016年
は11作品、2017年は9作品、2018年は15作品が上映された。

厳しい契約慣行
多くの米国映画は、配給元と海外映画輸入会社（中国電影

集団公司、華夏電影発行有限責任公司の2社のみが認可されて
いる）の間で「分率」契約（利益分配方式）が締結され、共同配
給の扱いを受ける。一方、慣行により日本を含む他国の映画に
は「フラット」契約（版権買いきり方式）が適用されている。

テレビ番組・ネット動画配信（アニメ含む）

テレビ制作会社の外資参入禁止
2004年に公布された「中外合資・合作広播電視節目制作経

営企業管理暫定規定」により、外資との合資によるテレビ制作
会社の設立が認められた。しかし、2009年に公布された「一部
の広播影視に関する規定と規範的文書の廃止に関する決定」
により、テレビ制作会社の外資参入が再び禁止された。

海外映画・ドラマの放送時間に関する規制
海外映画・ドラマはゴールデンタイム(19時から22時の間)に

テレビ放送することが禁止されている。22時以降の海外枠も
米国の大型映画が中心で、日本コンテンツの放送は極めて少
ない。また、各チャンネルで一日に放送する輸入ドラマは、その
日同チャンネルで放送されるドラマの25％を超えてはならない
という規制もあり、海外ドラマが普及しにくい。

近年は海外番組（ドラマ・バラエティ番組）を中国企業が
フォーマット購入して中国版を製作するケースも多くあるが、
広発[2013]68号「2014年のテレビ番組編成および登記業務
の実行に関する通知」（強化版限娯令）により、このような海
外フォーマット番組もゴールデンタイムに放送してはならず、
新規番組の放送は1年間で1番組を超えないことと規定され
た。また、同通知の全文は当局のホームページ上で公開されて
いない。

海外映画・ドラマのインターネット上での配信に関する
規制

近時、海外の正規版コンテンツを海外における公開と同時
または直後に中国国内のネットで公開することによって、非正
規コンテンツのネット流通を防ぐ対策に一定の効果が認めら
れているが、2014年9月に公布された「ネット上の海外映画・ド
ラマの管理について改めて審査審理することに関する規定」
に基づく事前審査等の新規規制により正規版コンテンツの迅
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速な公開が妨げられることによって、非正規コンテンツの流通
が再び増加に転じることが大いに懸念される。また、コンテン
ツの流通に対する当該規制は、中国国内企業が近年来構築し
てきた海外企業との商流に水を差すものである。

海外アニメに対する輸入規制・国産アニメ産業の過度
な保護

海外アニメに関しても、17時から21時までのテレビ放送は禁
止されている。国産アニメの放送枠は、アニメ放送枠全体の7割
を下回ってはならないという規制（2008年「テレビアニメ放送
管理強化に関する通知」）や、国産アニメを制作した機関はそ
の制作数量と同じ分まで海外アニメを輸入できる（2004年「わ
が国のアニメ産業発展に関する若干意見」）等の国内産業優遇
制度が存在する。また、輸入済みアニメの放送認可が益々厳し
くなってきている上に、新規に輸入を申請してもなかなか許可
がおりない状況が続いている。実際に、日本アニメのテレビ放
送は2007年以降許可されておらず、既に許可されたアニメのみ
が再放送される状況が続いている。一方、日本アニメへの視聴
ニーズは高いため、CCTVでは劇場版アニメをアニメ枠ではなく
映画枠で放送したり、独自審査権により放送したりすることで
対応しているが、他のテレビ局では同様の対応は取り難い。ま
た、権利元と正規に契約を結んだ上でネット配信されているア
ニメについても、社会道徳に危害を加えるとし、取り締まりが強
化されているものもある。さらに、この取り締まりの基準が明確
に規定されていないため、権利者側の対応が難しい。

出版
出版業務への外資参入は禁止されている。また外国書籍の

輸入は許可を得た国有企業のみ可能であるが、中国図書進出
口（集団）総公司が国内の輸入図書市場の60％以上を取り
扱っている状況である。原版の輸入ではなく、中国版を出版す
る場合は、書籍、漫画は書号（書籍コード）を取得すれば出版
できるが、近年は海外の漫画作品の出版許可に対する審査・
批准が厳しくなっている。雑誌の出版には刊号（雑誌コード）
の取得が必要だが、海外雑誌コンテンツへの単独での新規刊
号の認可はおりない。そのため、既に刊号を取得している中国
国内の雑誌と提携し、コンテンツを提供する形での市場参入し
かできない。

音楽
外商投資参入ネガティブリスト（2018年版）においては「映

像製品および電子出版物の編集、出版、制作業務」」が外商
投資を禁止とする産業の目録に挙げられている。海外の音楽
ソフトの輸入については国家新聞出版署（国家版権局）の審
査・批准が必要である。音楽配信においては、国家版権局は
2017年9月より国内外の音楽関連企業に対して、1社への独占
的なライセンスを避けるよう、推奨している。消費者の利益保
障、ネット音楽産業の健全な発展等にとっては望ましいもの
の、一方で、1社のみに対しライセンスを与えることはライセン
シーの営業意欲が向上し、ライセンサーとライセンシーの双方
にとってメリットがあるが、そのメリットを享受することができ
なくなる。

ゲーム
ネットゲームの輸入の場合、文化観光部の網絡文化経営許

可証を取得したインターネット文化関連の運営会社の資格を
有する輸入機関を通じて行う必要があり、外資系企業のみで
の配信、課金活動は実質的に不可能である。ゲームの出版（発
行）は国家新聞出版署（国家版権局）の審査・批准を受ける
必要がある。

メディアミックス・各種イベントの開催
外資企業や海外コンテンツへの各方面の規制・参入障壁が

原因で、有力コンテンツを核とした、（例えばコミック出版×テ
レビ放送など）メディアミックスやマーチャンダイジング、イベ
ント、プロモーション等の実施に大きな制約がある。本来コン
テンツビジネス発展のためのブースターには、こうした施策の
連動が不可欠であるが、現状では各分野の規制などを背景に
して、それぞれが個々の展開に終止してしまっているケースが
目立ち、結果としてコンテンツビジネスの大きな成功事例へと
育ちにくい状況になっている。こうした分野で経験を有する海
外コンテンツの成功事例は、国内コンテンツ企業発展のため
にも寄与していくはずである。

著作権保護体制や行政手続における懸念
事項

2014年6月に国務院法制弁公室より公布された著作権法改
正案では、権利体系の整理のほか、創作の奨励・取引ルール
の整備・権利保護の強化に関する規定が設けられた。特に権
利保護に関しては、司法救済において賠償や証拠収集の面で
強化が図られたほか、行政救済手続についても一定の強化が
図られた点は評価する。ただし、著作権法改正案や行政手続
に関しては、依然として以下のような懸念がある。

従業員への奨励を法定することについての懸念
著作権は専利権等と異なり、多くの従業員が日常的に創作

し、また登録を要せず発生する権利でもあることから、数量が
膨大になるおそれがある。これにかかわる奨励、従業員の権
利の拡充が認められると、企業の負担が過大になり、多くの
企業の正常な経営に支障が生じるおそれがある。

法定許諾の範囲についての懸念
ラジオ局・テレビ局による放送、新聞・刊行物掲載記事の

転載など、一定の要件で無許諾利用（法定許諾）を認める条
文が少なくない。事実上著作者からの許諾がなく著作物を利
用できることに繋がる恐れがある。著作物の利用は、著作権者
との利用にかかわる協議を前提として、無許諾利用は原則排
除すべきである。ベルヌ条約第9条との整合性も検証が必要
かと思われる。

著作権登記制度についての懸念
改正案は著作権登記制度を強化し、登記を「基礎的な証

拠」と位置付けている。ただし、著作権は登記が無くとも発生
するものであり、登記を強調することで本来の権利者を侵害
することにならないよう留意が必要である。特に現状では登
録権利の取消し手続が未整備であり、著作権を冒認登録され
た場合に権利が守れない懸念がある。中国での登録が困難な
海外コンテンツについては特にこの危険性が高く、現行制度
でも日本の多くの著作権が冒認登録されている。
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著作権集団管理組織に関する懸念
著作権集団管理組織については、組織の存在や実態、権限

等が不明瞭である。著作権集団管理組織制度は今後も強化さ
れると思うが、より多くの権利者に対して情報公開を進めるこ
とが必要である。また、著作権集団管理組織に属さない権利
者がそのことによる不利益が生じないよう、著作権者の権利
が十分に尊重されるよう配慮が必要である。

その他の懸念
・プログラムの互換性に関する複製解析等を認めること

で、不正利用を助長する懸念がある。
・技術的保護手段回避が可能な要件が法定されることで、

海賊版を助長する懸念がある。積極的な回避や改変行為
を禁止する等の回避禁止規制にとどまるべきである。

行政手続の簡素化・迅速化
・映画・アニメ・ドラマ・出版物への事前内容審査・検閲

が存在し、規制基準も不透明である。
・中国では、コンテンツソフトの制作から流通まで全てのプ

ロセスに規制が存在し、複数の官庁が二重三重に規制に関
わっている状況も生じており、手続に時間を要する。

非正規コンテンツの市場からの排除
中国では、あらゆる分野に非正規版が存在している。映画・

アニメなどの映像についてはネットへの無許可・違法配信、漫
画など書籍については海賊版およびネット海賊版、音楽につい
ては海賊版CDおよび無許可・違法配信、ゲームについては海
賊版およびネットへの無許可・違法配信、キャラクター商品に
ついては模倣品および非正規ルートの販売などがある。

インターネットでの無許可・違法動画配信問題
2018年の中国のインターネットユーザーは前年より5,653

万人増の8億2,900万人、そのうち98.6％のユーザーが携帯端
末によるインターネットを利用している。版権元にとって、イン
ターネットでの無許可・違法動画配信問題は中国市場におい
て常に大きなリスクである。近年主力動画サイトが日本の人気
作品の正規版配信を積極的に展開するなど、一部で版権に関
する意識が高まってきたことは、市場の健全な発展のためにも
非常に好ましい。昨今、海外映像コンテンツに対する政府規制
が強化される動きがみられ、市場健全化の流れに水を差すこと
が大いに懸念される。

産業発展や人材の創造性育成への障害
模倣品・海賊版の横行により、版権元が本来得るべき利益

を享受できていない。事業者の利益の保護や健全な市場競争
こそが、事業者の創作性の育成や産業の発展に繋がる。また、
非正規コンテンツへの対応・対策は事業者に負担を課すのみ
でなく、行政機関や国民にとっても社会的費用となる。著作権
改正案では、再犯者に対する罰則強化等、権利保護強化に関
する規定が導入されている点は評価したい。また、さらなる運
用の強化を期待したい。

＜建議＞
①外国企業・海外コンテンツに対する規制の緩

和・参入障壁の撤廃
　中国コンテンツ産業の発展は国内企業の保護で

はなく、健全な競争による国内企業・人材の育
成が鍵である。また、市場ニーズがあるにもか
かわらず海外正規版の市場参入が制限されれ
ば、政府の事前審査や検閲を通過していない模
倣品や海賊版のコンテンツが市場に蔓延する結
果に繋がる。そこで、以下を要望する。

・外国企業や海外コンテンツの輸入・制作・流通・販
売等に対する各種規制や参入障壁を取り除くこと。

②著作権保護体制の整備・促進、行政手続の簡素
化・迅速化

　中国コンテンツ産業の発展には、規制緩和とと
もに、著作者の権利のさらなる強化が必要であ
る。そこで、「著作権法」や行政手続に関し
て、以下を国家版権局に要望する。

・権利者の許諾を得ずに使用できる「法的許諾」
は例外的な場合に限るように規定する。

・著作権の冒認登録が行われた場合に、登録を無
効なものとさせる手続を整備する。

・著作権集団管理組織の実態、権限等に関して情
報公開を進める。また、著作権集団管理組織制
度においては、著作権者の権利が十分に尊重さ
れるよう配慮する。

・コンテンツに関する事前内容審査・検閲の規制
基準を明確化する。

・コンテンツ分野における行政手続の簡素化や迅
速化を進める。

・職務著作・実演において従業員に奨励を与える
ことは重要だが、奨励・報酬の方法や金額等に
ついては個社の経営判断に委ねるべきであるた
め、それを法定しない。

③非正規コンテンツの市場からの排除
　正規事業者の利益を保護し、中国のコンテンツ

産業のさらなる発展を促進するためにも、以下
を要望する。

・積極的な行政取り締まりの継続と、再犯等悪質
な権利侵害者に対する処罰を強化する。

・インターネットを介した海賊版や無許可コンテ
ンツの配信・ダウンロードサイトの管理監督を
強化する。

・著作権に関する紛争が多く、当事者、行政、司法、
社会にとって負担となっている状況を改善するた
め、著作権保護に関する普及啓発等を推進する。
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４．広告

中国広告市場の概況
大手調査会社CTR、AdexPower、iResearchの発表を合わ

せて推計すると、2018年の中国の広告市場は1兆2,188億元
（20兆7,000億円。1元＝17円で換算）であった。これは前年
比2.1倍であり、日本の6兆5,000億円（前年比2.0倍。電通調
べ）のおよそ3.2倍である。

内訳をみると、トラディショナル4媒体（テレビ、ラジオ、新
聞、雑誌）の2018年広告費は6,220億8,300万元（約10兆
6,000億円）で、前年比0.7％減となった。2017年の前年比
3.3％減と比較して減少率は下がっており、新聞・雑誌といった
紙媒体の広告費減少をラジオの伸びが補う形となっている。日
本の4媒体広告費約2兆7,000億円（前年比3.3％減）と比較す
ると、規模は日本のおよそ3.9倍である。

一方、デジタル領域での広告費は4,914億元（約8兆4,000
億円）で前年比28.4％増、日本のインターネット広告は約1兆
8,000億円（前年比2.2倍）なので、日本の4.7倍である。

2018年も中国の広告費トップはテレビであったが、急速に伸
びるデジタルとの市場シェアの差が5.4ポイントに縮まり（2017
年は16.2ポイント）、テレビとデジタルの逆転が目前に迫ってき
た。もはやデジタルシフトという過渡期状態ではなく、多種多
様に存在し、そして新たに生み出されるデジタル接点をいかに
理解し、活用していくかが不可欠になったと言えるのが2018年
の中国広告市場におけるメイントピックと言えよう。

メディア別の内訳

表１：媒体別広告費（単位：億元）
2017年 2018年 前年比 市場占有率

テレビ 5,605 5,577 -0.5% 45.8%
ラジオ 417 460 10.3% 3.8%
新聞 168 117 -30.7% 1.0%
雑誌 74 67 -9.0% 0.6%
屋外 900 1,053 17.0% 8.6%

デジタル 3,829 4,914 28.4% 40.3%
合計 10,993 12,188 110.9% -----

* 出典：CTR、AdexPower、iResearch、CODC
* 屋外の広告の計算形式が変更。2017年の屋外の金額は2018年からの

新形式に合わせて再計算したものを記載。各媒体前年比の数字は上記
の表1をもとに計算して記載。

中国広告市場の内訳
業種別の内訳

業種別の広告出稿量では、1～7位までは2017年と業務・順
位ともに変わらず、8～10位のみ変化する形となった。前年比で
大きく割合を伸ばした家庭用品とイベントがランクイン、2017
年に9位・10位であった交通と不動産がランク外となった。

表２：業種別の広告費（単位：億元）
2017年 2018年 前年比

医薬品 926 889 -4.02％
飲料 854 886 3.74％
食品 756 740 -2.09％

化粧品/日用雑貨 629 505 -19.79％
酒類 510 435 -14.77％

サービス業 483 432 -10.49％
娯楽/旅行 369 415 12.33％
家庭用品 270 312 15.61％
通信 297 290 -2.44％

イベント 239 279 17.03％

*出典：CTR、AdexPower

メディア別の内訳

テレビ・ラジオ・・・日本のおよそ5倍の規模
テレビ広告は、本年度も出稿先として最も利用されているメ

ディアであるが、2017年より5.2ポイントシェアを落とし、全体
の45.8％（2017年は51.0％）となった。背景には前述したデジ
タルの急拡大があり、推移の傾向を見ると2018年がテレビが
最も利用されたメディアとして最後の年になる可能性も大いに
ある。出稿額は日本円で9兆5,000億円（前年比0.5％減）と、
日本の1.91兆円の5倍近い規模である。

ラジオは、二ケタ拡大（10.3％増の460億元、約7,820億円
で日本の1,278億円の6.1倍）と大幅な成長を見せた。前年に引
き続き、自動車が地方都市で買われている状況が続いている
ためであると考えられる。

新聞・雑誌・・・日本の5割弱の規模
新聞は前年比30.7％減で116億元（1,972億円。日本の

4,784億円の4割ほど）、雑誌は9.0％減で67億元（1,139億円。
日本の1,841億円の6割ほど）であり、両媒体合わせて中国広告
市場の1.6％（日本は10.1％）の存在感しかない。

雑誌は急速な下落が底を打った感はあるが、新聞は今後もさ
らに縮小していくことが予想される。

屋外
屋外広告は2018年より集計形式が変更になった。これは新

たな形式でのメディア開発やデジタルメディアの普及など、屋外
メディアの概念が少しずつ変化していることに影響を受けてい
ると思われる。規模は前年比17.0％増で1,053億元（1兆8,000
億円）と大きく拡大した。動画対応も可能なサイネージの規模
が前年に続き成長した。また、モバイル体験と密に連動した屋
外広告展開や、データと連動したサイネージ展開など、デジタル
化の影響を受けた新たな屋外広告展開もマーケット拡大の背
景にあることが推察される。

デジタル・・・日本の4.7倍の規模
デジタル広告は、28.4％増と引き続き大幅な成長を見せ、日

本の4.7倍となった。2018年も引き続きインフィード広告（コン
テンツ内に自然に表示される広告形式）や、EC内での広告がデ
ジタル広告の伸びを大きく牽引した。

また、EC領域も2018年も多方面で継続して成長した。2018
年のオンラインマーケット全体規模は8兆元（136兆円、前年
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比28.3％増）、越境EC規模は1,613億元（2兆7,000億円、前
年比44.9％増）、生鮮食品のオンライン購買の規模は1,810億
元（3兆1,000億円、38.6％増）、外売（ワイマイ）と呼ばれる
オンラインフードデリバリーの規模は4,743億元（8兆1,000億
円、前年比55.4％増）とそれぞれ大きく成長し、2019年以降も
継続的にマーケットが大きく増加していくことが見込まれる。
中国社会にデジタルがさらに深く浸透していくことで、広告も
購買のあり方も、引き続き新たな変化をしていくことが見込ま
れるであろう。

消費者に起きている変化
2018年は広告においてもデジタルのメインストリーム化が顕

著になった。そのデジタル時代の中核を担う90后世代（2018
年で18～27歳）がついに2018年に全員成人を迎えた。また、
マクロ経済では、中国が28年ぶりの低成長（GDP前年比6.6％
増）という見出しが躍った。このような背景の中、中国におけ
る価値観や働き方、日常生活にどのような変化の兆しが見えて
きているのかを、検索エンジン最大手「百度」の2018年検索
キーワードランキングをもとに探っていきたい。

「悟り」始めた若者世代
2018年にCNNICが発表したデータによると、中国のイン

ターネット利用者は8億人に達し、毎日携帯でネットサーフィン
する人はそのうちの98％を超えた。前述した90后はネット上で
の強い影響力を持つ消費者クラスタの1つであり、2018年の10
大流行語の中には、彼らの影響が色濃く反映されている。

表３：10大流行語
ランキング 流行語

1 Skr
2 佛系
3 大猪蹄子
4 小奶狗
5 小姐姐
6 鋼鉄直男
7 C位出道
8 渣渣輝
9 真香
10 官宣体

出典：百度

2018年の10大流行語の2位には「佛系」という言葉がラン
クインした。意味は「無欲で淡白な価値観」など、少し前に日
本で言われた「悟り世代」に近い意味で使われている。この言
葉は形容詞とて使われ、佛系交友（お互いに干渉し合わない適
度な距離感を持った交友関係）、佛系購売（欲しいものは買
う、無駄なものは買わない）、佛系員工（淡々と働いて仕事が
終わったら静かに帰宅）、などいくつかのバリエーションととも
に、特に90后世代に好んで用いられている。ここに2017年の
話題の人々のキーワードで出ていた「脱髪90后（若ハゲ90年
代）」「中危病90后（生活習慣病90年代）」のように現代社会
のストレスと真正面から戦う姿勢からの大きな転換が見られ
る。近年中国で大ヒットした日本のAPPである「旅かえる（中国
名：旅行青蛙）」も佛系ゲームと呼ばれ、ゲームから何を求めら
れることなく、自分の好きな時に、好きなような楽しみ方ができ

るその気軽さが受けている。2018年はアイドルプロデュース番
組がヒットした年でもあった。流行語の7位には「C位出道（セ
ンターデビューするという意味。アイドルプロデュース番組に出
演する“練習生：アイドル候補者”たちが目指すポジション）」が
ランクイン、また、10大キーワードの6位には「創造101（アイド
ルプロデュース番組の名称）」（表4）がランクインするなど、コ
ンテンツとして大きな話題を呼んだ。この背景には、今の90后
を中心とした若者たちは、社会や自分に対して大きな希望を抱
かない一方で、夢に向かって全力で頑張る“練習生”を応援する
ことで自らの思いを託しているのではないか、と推察される。日
本や韓国が先行していた「アイドル」というコンテンツ領域も、
今後中国ではこのような背景を受けてさらに人気が加速してい
くことが予想される。

表４：10大キーワード
ランキング キーワード

1 世界杯
2 中美貿易争端
3 台風山竹
4 苹果発布会
5 延禧攻略
6 創造101
7 skr
8 李咏去世
9 錦鯉
10 電競

出典：百度

「趣味を職業」にする生き方の浸透
2017年から少しずつ流行りを見せてきた、中国のe-sports

（複数のプレイヤーで対戦されるコンピュータゲームをスポー
ツ・競技として捉える際の名称）マーケットが2018年では成
熟、プロプレーヤーも徐々に増加してきた。新浪微博が発表し
た「2018年游戲e-sports白皮書」によると、中国e-Sportsの市
場規模は2018年上半期時点で1,050億元（約1兆7,000億円）
となり、前年と比較して60％近く市場が拡大した。また、「S8大
会でIG優勝」という言葉が10大国民の自慢トップ10の第2位に
ランクイン。これはe-sports業界で盛り上がる大会のS8にて、中
国の「IG」というチーム（最年少メンバー17歳、最年長24歳の
チーム）が優勝したことを指しており、中国全土で大きな話題と
なった。また、2018年にジャカルタで開催されたアジア大会（ア
ジア版オリンピック）でも中国代表チームは金メダルを獲得、中
国のe-sportsの強さを国内外に伝える形となった。e-sportsは
2022年に中国杭州で開催予定のアジア大会では正式競技とし
て実施される見込みである。これまでゲームといえば単なる娯
楽のイメージしかなかったが、年度キーワードの第10位に「電競
（＝e-sports）」（表4）がランクインしているように、趣味の範
囲を超えた新たな1つの職業の選択肢としても捉えられるよう
になった。易観数据が発表した「2018年中国電子競技行業年
総合分析」によると、調査対象となった若者の40％超が、将来
の理想の職業の1つとしてe-sportsプレイヤーを挙げている。世
界的な大会の盛況などの後押しも受けてe-sports人気が強まる
中、プレイヤーとして、そして観戦者として、中国におけるe-sport
はますます盛り上がっていくことが予想される。

また、網紅主播（動画配信インフルエンサー）は中国の若者
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を中心とした新しい職種として定着してきている。過去1年間
で、網紅（ネットで影響力がある配信者）経済が徐々に拡大し
ており、i-researchとweiboが合同発表した「2018年中国网紅
経済発展研究報告」によると、2018年5月時点で、網紅の人数
は100万人（前年比51%増）を超え、網紅とファンの総人数は5
億8,800万人（前年比25%増）に達し、こちらもe-sports同様大
きくマーケットを拡大させた。主播（配信者）の収入もより安定
してきており、CNNIC「2018主播職業告」によると、北京にお
けるプロ主播（配信を主業としている人）のうち、29.1％の月間
収入が1万元を超えている。北京市の統計局が2018年5月発表
したデータによると、北京の就業者の月間平均収入は8,467元
であり、収入の観点から見ても、若者にとって、この網紅という
職業が魅力的に見えている。

経済の低成長を背景にした生活者の意識変化も相まって、
e-sportsや網紅主播など、自分の好きなことをしながら稼ぐと
いう選択肢は、今後中国の若者を中心に増えてくことであろう。

AIは想像から現実へ
2018年は、百度検索ランキングに「AI」というランキングが

新設された。2018年はAI技術の実用化が進み、工業領域だ
けでなく、一般生活者の日常の中にも幅広く浸透した年となっ
た。このランキングを見ると、中国経済において、AIがどのよう
に浸透してきたかが垣間見える。

表５：10大AIキーワード
ランク AIキーワード

1 机器人
2 芯片
3 物聯網
4 智能音箱
5 自動駕駛
6 人臉識别
7 量子計算
8 無人車
9 世界人工智能大会
10 量子力学

出典：百度

ランキングの2位には「芯片（＝チップ）」がランクインした。
中国はこれまで半導体の調達を輸入に頼っており、2017年の
輸入総額は2,600億ドルと石油輸入額を上回っていたが、2018
年の年間キーワード2位にランクインした「米中貿易摩擦」（表
4）の背景もあり、中国の各社によるチップの国産化が推進され
てきた。チップの高性能化も進んでおり、華為（ファーウェイ）
が2018年2月に3GPP標準（世界の権威ある通信標準）に合致
する5G商用チップ「巴竜5G01（Balong-5G01）」と、同チップ
を搭載する初の3GPP標準5G商業用端末「ファーウェイ5G-CPE
（Consumer-Premise-Equipment）」を発表して大きなニュー
スとなった。1位の「机器人（＝ロボット）」も大きく発展した。
2018年現在、中国には2,600社ものロボット開発会社があり、
これは世界一の企業数を誇る。4位の「智能音箱（＝スマート
スピーカー）」は、中国リテールのメインプレイヤーである天猫
や京東、そして小米などを中心としたメーカー発のものなど多
種多様な製品が発売されて一般家庭に普及、8位の「人臉識別
（＝顔認識）」は中国の無人スーパーマーケットのみならず、今

や低価格スマートフォンにも実装され、ありとあらゆる身の回り
のものが「物聯網（IoT）」として情報取得の接点となった。

圧倒的なボリュームとともにトライ＆エラーを積極的に行う
中国において、AI領域は急速な進化を遂げながら、これから迎
える5G時代とともに社会のあらゆるところに浸透し、新たな生
活の変化を生み出していくであろう。

以上のように、2018年は中国が28年ぶりに迎える低成長の
年となったが、その中で、若者を中心とした新しい価値観や、働
き方の変化の流れが見られた。今、中国のマーケティングキー
ワードとして「碎片化（＝破片化、Fragmented）」という言葉が
注目されている。消費者群体をマスマーケティングで狙う効率
性が下がり、逆にロングテールとなっている分散化したニーズ
を捉える必要があるということである。前述した「佛系」の若
者たちを捉えるには、毎年勢いを持って進化するデジタル技術
を駆使しながら、一人一人のニーズに寄り添ってロングテール
を捉えていくマーケティングがいっそう重要になってくるであろ
う。2018年を1つの転換期として、次世代の若者を中心とした
中国経済の進展をよりいっそう注視していきたい。

＜建議＞
　近年中国では幼稚園生・小中学生など早期から

高度な教育を子供に受けさせたいと考える親
が増えてきている。そのような社会変化が生ま
れる中、今後子供の教育に関する多様性をより
いっそう確保するためには、国・自治体・学校
だけでなく民間企業も含めた教育支援の充実が
必要である。

　幼稚園・小中学校における民間企業による教育
支援と商業広告行為

　2018年10月26日に新たに改正された「広告
法」第39条によると、「小・中学校、幼稚園
内で広告活動を実施してはならず、小・中学生
および幼児の教材、補助教材、練習帳、文具、
教具、制服、スクールバス等を利用して広告を
掲載または形を変えて広告を掲載してはならな
い。ただし、公共広告は除く。」とあるが、こ
の条文に関し、如何なる活動が禁止される商業
広告行為に該当するのか、判断基準の明確化を
求めたい。

　一つの事例として、中国四川省のある幼稚園で
「児童節」に現地の銀行による職業体験イベン
トが行われた際に「××銀行より提供」の文字
とロゴの記載があったとして違法性を問われた
ケースが中国のニュースサイトで報じられてい
るが、どこまでの記載が禁止される商業広告行
為に該当するのかは必ずしも明確ではない。

　判断基準が不明確であると、民間企業による教
育支援について萎縮的効果を与えかねないた
め、今後中国社会全体における教育支援を促進
していくうえでも一定のガイドラインを策定す
るなどの判断基準の明確化が求められる。
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１．海運
2018年の中国の貿易総額は前年比12.6％増の4兆6,230

億ドルとなり、輸出入ともに2年連続で前年を上回った。世
界経済を牽引する存在となった中国の貿易は貨物輸送を支
える外航海運に大きな影響を与えるが、2018年の中国の貿
易の安定的成長は海上荷動きの増加に寄与した。

以下バルク輸送の動向、コンテナ船輸送の動向を概観する。

バルク船輸送の動向
2018年回顧
2018年のドライバルク市況は、最悪期を脱し回復基調

だった2017年の水準を概ね保った。

大型船の上半期市況は西豪州出し・ブラジル出しの鉄鉱
石の出荷が復調したこともあり、上昇してくる場面もあった
が、第二四半期に米中貿易摩擦が発生。市場心理への影響
があったこともあり、第2四半期末に向けて軟化した。その
後一時急落したが、スポット需要を背景に回復し、季節要因
のボラティリティこそあるが堅調な水準を保った。

中型・小型船の上半期市況は石炭や南米出し穀物などの
主要貨物の需要が安定していたため、堅調だった。下半期も
引き続き堅調なスタートだったが、米中貿易摩擦による北米
出し穀物の不調、および中国の冬季石炭輸入制限などが響
き、若干ではあるが市況は軟化した。

なお、ばら積み船の造船市場に関して、2018年も解撤
（解体・撤去）よりも新造船の竣工数が上回り、船舶過剰の
本格的な解消に至らなかった。中国造船所へのオーダーも
堅調で、ばら積み船を中心にオーダーが増えていった。

2019年展望
中国政府は2018年の中央経済工作会議でも引き続き供

給サイドの構造改革を進める方針を公表しており、今後も引
き締める方向に動いていくと予想される。一方で、中国鋼鉄
工業協会は第13次5カ年計画（2016～2020年）において設
定された削減目標の上限である1億5,000万トンを2018年内
に2年前倒しで達成したことを発表した。今後は生産削減よ
りも、生産体制の最適化に軸足が移っていくこととなる。最
適化による合併など、輸送需要の若干の減少も考えられる
が、鉄鉱石輸送については堅調な推移が予想される。上海
鉄鋼連盟のアナリストは、2019年の中国粗鋼生産量は2018
年比で1,000万トン増とほぼ横ばいの予測をしている。

一方で、米中貿易摩擦の長期化による経済減退が懸念さ
れる中で、内需を刺激する積極財政政策は2019年も引き続
き予測されており、米中貿易摩擦の行方次第では、相乗効
果で中国の経済状況が上向きになり、ドライバルク市況にも
好影響を与える可能性がある。

上記はドライバルク市況への、比較的プラス要因ではある
が、一方で造船市場に目を移すと、2019年も2018年同様に
解撤量を上回る竣工数が予測されている。特に中型船型で
あるパナマックスは2018年の約2倍もの竣工が予測されて
いる。

これらパナマックスの主要貨物である穀物の荷動きが米
中貿易摩擦の解消により活発になれば、ドライバルク市況に
対しては好材料とも言えるが、一方でそのような好況下にお
いては一般的に解撤が進みにくく、いずれのケースにおいて
も船舶過剰の本格解消はまだまだ先の話になると予測する
ことができる。

コンテナ船輸送の動向
2018年回顧
2018年はアジア発の東西主要航路で荷動きが増加した。

北米航路（東航）では、米中貿易摩擦に伴う先々の制裁強
化を見越して米国側で駆け込み的な輸入が発生したと見ら
れ、高水準の伸びとなった。一方で欧州航路（西航）では緩
やかな増加となった。

上海国際港務集団の発表によると、上海港の2018年コン
テナ取扱量は前年比4.4%増の4,201万TEUで9年連続の世
界一となった。

以下、主要航路毎に2018年の荷動き実績を前年と比較し
て振り返ってみたい。

（出所：各統計値を日本海事センターがまとめたデータ。
注記のないものは1～12月実績)

北米貨物輸送量
東航(アジア発)は前年比7.8％増の1,783万TEUとなった。

このうち中国(含む香港)積は前年比8.2％増の1,193万TEU
であった。

西航(アジア着)は前年同期比1.2％増の626万TEUで、
このうち中国(含む香港)揚は前年同期比20.7％減の219万
TEUとなった。(北米西航は1～11月ベースの比較)

欧州貨物輸送量
西航(アジア発)は前年比2.2％増の1,621万TEU、東航(ア

第６章
運輸業
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ジア着)は前年比2.3％減の771万TEUとなった。

アジア域内貨物輸送量
アジア域内貨物輸送量は前年比8.7％増の4,262万TEUと

なった。

日中間貨物輸送量
日本発貨物輸送量は前年比2.1％減の1,129万トン、中国

発貨物輸送量は前年比0.6％増の2,237万トンとなった。

2019年の展望
2019年は世界経済の成長減速・米中貿易摩擦などの影

響により荷動きの伸びが鈍化する可能性があり、楽観でき
る事業環境にあるとは言い難い。コスト削減やサービスの
統廃合など、航路運営の合理化･効率化にいっそう取り組む
ことが業界に求められるだろう。

＜建議＞
　中央政府・地方政府関係部門から公布される
海運関連の新規制等については、円滑に対応
していくためには十分な準備期間が必要なの
で、具体的に詳細な規則・要領等を実施6カ
月前までに明示して頂けるよう要望する。
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２．空運
中国経済そのものは高度成長から安定成長への転換期

にあると言われているが、国民所得水準の上昇に合わせ、
海外旅行を中心とした旅行需要や航空需要は、依然大幅
な伸長を続けている。

この 航 空 需 要 の 伸 び を背 景 に 、国 際 航 空 運 送 協 会
（IATA）は、2020年代半ばに中国が米国を抜いて世界最
大の航空市場に成長するとの見通しを示している。

一方、この航空需要の伸びを支えていくためには、中国
各地で計画されている混雑空港の空港施設拡大とともに
航空路混雑の解消に向けた対策など解決されるべき課題
も多く、今後の進捗が注目される。

2018年の概況および2019年の予測
航空旅客
2018年、中国の航空旅客輸送実績（国内線、国際線合

計）は6億1,171万人、前年比10.9％増で6,015万人増加し
た。そのうち国内線旅客は5億4,804万人で10.5％増、国際
線旅客は6,366万人で14.8％増となっており、国際線の航空
旅客需要は2017年より大幅に伸長している。（出所：中国
民用航空局、特に記載のない限り以下も同様）

2018年は、中国における国際線旅客数が増加するなか
で、2017年5月以降の訪日ビザ発給要件緩和や2018年7月
以降の消費税免税制度拡充（第四弾）など日本政府による
さまざまな観光振興策を通じ、またインターネットによる日
本の文化や観光・食に関する情報拡散などを通じ、引き続
き訪日需要が喚起されるかたちとなった。その結果、期中に
相次いで発生した日本の自然災害によって一時的な落ち込
みは見られたものの、中国からの訪日者数は、全市場で初め
て800万人の大台を超え838万人に達した。これは前年の
735万人に比較して13.9％増であった。（出展：日本政府観
光局（JNTO））。

このように中国からの訪日需要は大きく伸長しており、そ
の大半を占める訪日観光客については、団体旅行から個人
旅行へのシフトが進むなかで、その旅行目的や行き先の多
様化、訪日観光のリピーター化などの傾向が見られている。
そうした状況を踏まえれば、中国からの訪日観光需要は引
き続き堅調な伸びを示していくものと思われる。

一方、供給については、LCC（ローコスト・キャリア）を含
めた中国系航空会社による日本路線の開設、増便、チャー
ター便就航の動きが活発になっている状況から、航空会社
間の競争にはますます拍車がかかると思われる。

さらに、中国発の訪日クルーズについては、客船社間競争
が過熱した結果、足下では供給調整の動向も見られている
が、今後その供給量が再び拡大に転じれば、航空需要とク
ルーズ船需要とのシェア競争はさらに激しくなっていく展開
が予想される。

航空貨物
2018年、中国の貨物輸送実績は738万トンと前年比

4.6％増であった。内訳は国内貨物（香港、マカオ、台北路線
含む）が495万トンで前年比2.5％増、国際貨物は242万ト
ンで前年比9.3％増であった。

2018年は、前年ほどの急ピッチな伸びではなかったもの
の中国発輸出貨物は堅調な伸びが続いた。特に米国の大規
模な対中関税引き上げによる中国経済への影響が懸念され
る一方で、関税の上昇を見越した駆け込み需要や船から航
空へのシフトにより、北米向け貨物は単価が高騰するとと
もに貨物量の増加が最も顕著であった。また、EU向けやア
ジア向けも堅調で、一部の外国企業の生産拠点を中国から
東南アジアなどに移転する動きに伴い、貨物の流れにも一
部変化がみられた。また、中国政府による輸入促進に向け
た動きも盛んであり、11月に上海で中国初の国際輸入博覧
会が開催されるなど、中国への輸入貨物も一部に弱い動き
はあったが総じて堅調であった。

2019年は、米中貿易摩擦の影響が不透明であり、年初時
点において貨物の落ち込みは限定的であったが、特に製造
業では生産や投資を抑制するなど市場が米中貿易摩擦の
行方を静観するなか、その長期化によって中国発着の航空
貨物需要が前年を下回ることが懸念されている。なかでも
中国発北米向けの貨物量の減少が予想される一方、日本・
アジア向けの貨物量が増加するかどうかを今後注視してい
く必要がある。

また、中国の地方都市からの新規国際線旅客便の就航
や、鄭州・武漢・長沙・合肥・済南・天津などの都市からの
貨物チャーター便運航は2019年も続くと思われる。さら
に、Eコマース市場の拡大や国際宅配便の急成長を背景に、
中国宅配企業関連の貨物航空会社（順豊航空や圓通航空
など）による国際線進出も拡大しており、国際貨物の獲得
競争は今後激しさを増すと想定される。

今後の展望・課題
中国の経済成長が、従来の投資主導型から消費主導型

へと移りつつあるなかで、足元では米中貿易摩擦の長期化
など外部環境悪化による景気減速を懸念する声も見られる
が、国民所得水準の向上に伴う巨額の消費市場を背景に、
日本向けの航空旅客需要は引き続き拡大基調で推移する
と思われる。

加えて、2019年1月より開始されたビザ発給要件のさらな
る緩和も、訪日旅行者のさらなる増加を後押しすることが
期待されている。

そうしたなか、中国の首都・北京に開港予定の北京大興
国際空港（北京首都第二空港）を始め、中国各地では、今後
も積極的な空港の建設や拡張が計画されている。今後、大
都市部を中心にさらなる需要拡大が見込まれる状況下にお
いては、必要な対応であると考えられる。

一方で、これらの新たな空港インフラを有意義に活用して
いくためにも、空域の有効活用や新規航空路の設定などを
通じた航空路混雑の改善が必要不可欠である。今後、航空
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輸送サービスの質を向上させながら持続的な発展につなげ
られるよう、空港施設の拡充とともに本課題への早期対応
をお願いしたい。

併せて、混雑空港におけるスロット配分や運用基準の透
明化、および利用者利便性向上につなげるための空港建設
計画の情報開示については、乗り入れ航空会社にとって事
業運営上極めて重要な課題であり、今後も前広な情報開示
を求めたい。

＜建議＞
①混雑空港におけるスロット配分、運用について
　中国内の主要な空港は全て混雑している状
況にあるが、その空港のスロット配分におい
て、スロット前年使用実績の通知やスロット
の交換、回答期限の設定など、引き続きIATA
ルールの正確な適用を要望する。また、各主
要空港のスロット規制値や時間帯別の混雑状
況、およびローカルルールを含めた運用状況
を分かりやすく公平に公開し、透明性ある運
用を要望する。

②各種空港料金の見直し
　2008年から導入された新空港料金体系につ
いて、国際標準を踏まえて見直しが必要だ
が、未だ実施されていない。以下のとおり料
金の是正を要望する。

・PSC（Passenger-Service-Charge）の航空会
社負担から直接旅客負担への変更。

・TNC（Terminal-Navigation-Charge）を発着
毎1回の請求にすること。

・着陸料に附加されるサーチャージ（着陸料の
10％上限）の廃止。

③中国人社員の雇用形態変更
　外国航空会社は現地法人化できず、「駐在員
事務所」として登記しているために、中国人
社員を直接雇用はできず、国家認定の人材派
遣会社経由にしなければならない。この状況
では実質的な雇用責任を企業が負う一方で、
社員のロイヤリティ確保が難しく、人材力を
最大限に活かした事業運営ができない。結果
として中国人社員の育成やマネジメント登用
等において障害となるため、中長期的に見て
当該企業のみならず社員本人、そして中国社
会としてもマイナス面が大きい。外国航空会
社が直接現地社員を雇用できるよう変更を要
望する。

④中国発着便の管制事由による出発遅れの改善
　2013年8月から8大空港の出発便についてフ
ローコントロールの影響を受けない管制運用
が発表され、一部その効果が表れている空

港があるものの、管制事由による航空便の遅
れが常態化している空港も多く、利用者の利
便を損ねている。そのため、空域の有効活用
や新規航空路の設定により、遅延幅そのもの
を少なくする取り組みに加え、遅延が発生
した場合においては、ATM（航空交通管理/
Air-Traffic-Management）やA-CDM（空港に
おける協調的意思決定/Airport-Collaborative-
Decision-Making）等のさらなる活用とその
精度向上による抜本的な対策を可及的速やか
に実行するよう要望する。例えば、悪天時に
は、管制より同一方面行きの便は一律で出発
を制限されるところ、A-CDMの観点から、遅
延の理由を明確にしつつ、運航可能と判断し
た運航者（航空会社）には出発許可を出す運
用を行う、あるいは標準航空路以外の使用リ
クエストを柔軟に受け付けるなど、各社の方
針も反映できる仕組みを設けることにより、
遅延便数や混雑自体の緩和に繋がるものと思
料する。

⑤空港建設計画に関する情報提供
　成都新空港、厦門新空港など新規開港やター
ミナルビルの増改築、滑走路の増設などの情
報について、今後も外国航空会社に対し、十
分な開示を要望する。

⑥中国国内不定期便運航認可手続の改善について
　就航便座席数の制約や用機者のニーズによっ
て、不定期便運航の必要性が生じることが少
なからずある。しかしながら、不定期便を申
請しても運航直前まで認可をいただけない状
況となっており、万が一認可が下りなかった
場合には利用客に多大な迷惑をかけるリスク
を抱えている。遅くとも運航月前月には認可
可否を通知いただけるよう要望する。

⑦空港安全検査時間の短縮
　空港や時期にもよるが、旅客安全検査に時間
を要する状況が発生している。利用客のスト
レス・定時運航の観点から検査ブースを増設
するなどの適切な対処を要望する。

⑧空港制限区域内立ち入り証交付手続の迅速化
　主要な一部空港においては、空港制限区域
内立ち入り許可証を取得するために申請から
発行まで時間を要する場合がある。新入社員
や転入者が、着任後すぐに空港業務実務につ
くことができるよう交付手続の迅速化を要望
する。

⑨外国商業航空運送事業者業務に関する承認期
間の短縮

　CCAR-129（CHINA-OPESPEC）の申請承認
手続については、FSOP（Flight- Standards-
Oversight-Program）システムの導入によっ
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てWeb上での対応が可能となり、また2017
年度は項目が再編され、以前より簡素化・効
率化が進んできている一方、承認に必要な期
間として20営業日が定められているが、申
請承認手続の簡素化を通じ、承認期間の短縮
を要望する。

⑩外国航空会社が中国空港に配置する整備工具
の保税扱いについて

　外国航空会社が所有している中国各空港配置
の航空機工具については、全て関税を支払い
内貨品としての保管が義務付けられている。
航空機工具は空港エリア限定で、外国籍航空
機への部品装着の利用に限られていること、
また非常に高価なものも多いため、保税扱い
にもできるよう要望する。

⑪外国航空会社が中国空港保税庫に保管する航
空機部品の期限廃止について

　外国航空会社が一部の中国空港保税庫に保
管している航空機部品については、同一部品
の保税庫保管期限が2年に限定されている。
（所謂2年ルール）このため、当該空港に保
管している部品は2年おきに入れ替えを実施
せざるを得ず、それに伴う諸費用と煩雑な作
業が生じている。一方、既に当該ルールが廃
止されている空港もあり、中国空港全てにお
ける当該ルールの廃止を要望する。

⑫整備不具合で地上に駐機中の航空機に対する
緊急通関の実施について

　航空機の不具合を修復するため、緊急的に本
国より送付される部品・工具の通関について
は、現状として数日を要しており、例え短時
間で修復可能な不具合についても、作業完了
までに相当な時間が掛かっている。諸外国と
同様、航空機の不具合による部品等の送付に
ついては、短時間での緊急通関を可能とする
とともに、中国各空港にて統一的な運用を行
うよう要望する。
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１．卸売業
中国の2018年の年間GDP成長率は、前年比で実質6.6％

増と年間目標の「6.5％程度」を達成した。最終消費支出は
5.0％と引き続きGDP成長率への寄与度は高い。社会消費
品小売総額は前年比9.0％増となった。

表：GDPおよび社会消費品小売総額の推移
暦年 2016年 2017年 2018年

実質GDP成長率(%) 6.7 6.9 6.6
最終消費支出の寄与度(%) 4.5 3.9 5.0
総資本形成の寄与度(%) 2.9 2.3 2.1
純輸出の寄与度(%) △0.6 0.6 0.6

社会消費品小売総額(兆元） 33.2 36.7 38.1
前年比伸び率(%) 10.4 10.2 9.0

中国の卸売業界はこれまでの歴史において、第二次世界
大戦後、1級卸(中央の部局・専業公司)、2級卸(省レベルの
専業公司)、3級卸(市・県レベルの専業公司)の3段階に分け
られ、地域別・商品別に国家が管理する配給システムが整
備された。その後、1978年以降の改革開放政策により、3段
階の国有卸売企業の統廃合や私営企業の新規参入などが
進み、さらに1990年代後半には｢外商投資商業企業試点弁
法｣により、条件付きながら外資の参入が認められるように
なった。中国がWTO加盟を遂げた後、2004年6月には｢外
商投資商業分野管理弁法｣(商務部令｢2004｣第8号)が施行
され、外資参入が原則自由になるなど、業界を取り巻く環境
は大きく変化してきている。中国の卸売企業の代表的な機
能は、①物流機能(在庫・配送)、②金融機能（資金負担・与
信管理）、③市場分析・予測、販路開拓などの情報機能など
がある。これまでのところ、メーカーの販売代理権を得て地
域に特化した販売網を持つ形態が多く、企業規模、取扱商
品の幅、グローバル化への対応、効率的な運営、小売企業
のチェーン化への対応、ECや新小売への対応など対処すべ
き課題があり、ビジネスモデルの転換が引き続き必要となっ
ている。

卸売業の展望
2018年3月の全人代で｢政府活動報告｣がなされ、｢2018

年の政府活動｣の1つの項目として、消費の積極的な拡大と
有効投資の促進をはかることが示された。これによると、経
済発展に対する消費の基礎的役割を強化し、消費者の需要
の新たな変化に合わせて消費を拡大し、構造調整を見据え
て投資を増やし、供給構造の最適化と総需要の適度な拡大
との好循環をもたらすことを求めている。流通業界に関連

するものとしては、ECと宅配インフラの健全な発展を促し、
消費者の権利・利益を侵害している各種行為は、法律に基
づいて厳しく処罰すること、民間による医療・介護・教育・文
化・スポーツ関連のサービス供給拡大を支援し、サービス消
費の発展を支援することなどが示された。いずれも経済成長
を牽引するエンジンとして消費を捉えており、消費財を流通
させる卸売業自体のビジネス環境の変化に対応できれば、
発展のチャンスが拡大していくものと考えられる。

卸売業の問題点
日系企業として直面している問題点について、以下に触れ

たい。

業界管理
流通業界全体の健全な発展のためには、メーカー、卸売・

流通業者、小売業者が相互に協力しあい、サプライチェーン
を強化していく必要がある。しかしながら、違法行為者によ
る信用性失墜やコンプライアンス遵守の妨害となる事例、取
引条件における公平性の欠如と見られる事例が継続して生
じている。公正かつ公平でオープンな市場を形成し、また一
方で同業界に携わる業者が安心・安全な取引を継続的に行
える業界秩序を守っていくことが肝要である。

政策支援
消費者の嗜好の多様化、安心・安全への意識の高まりな

ど、消費者ニーズの変化には流通業界としてきめ細かく対応
していかなければならない。業界状況を詳細かつ正確に把
握するための統計指標やそれらを公開していくシステムな
ど、ソフト面での支援がまだ不足している。また、低温物流
体制の構築と普及、資源面での無駄の排除、統一した流通
規範の整備、環境保護面での指導は政策として継続支援し
ていくことが必要である。

許認可
経営範囲や通行証などの許認可においては、これまでも

手続の遅さ、地域や窓口担当者による対応の差異を問題点
として挙げており、引き続き手続の簡素化など短縮に向けた
改善、並びに許認可の公平性・透明性を求めたい。

＜建議＞
①経営範囲拡大手続の改善
　取扱品目の拡充は、卸売業者にとって不可欠で
あり、かつバリューチェーンの強化にも寄与す

第７章
流通・小売業
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るものであるが、当局に対する経営範囲の拡
大申請において、手続に想定以上の時間や手
間を要する点や地方によって対応にばらつき
がある点につき、引き続き改善を要望する。

②違法行為者に対する取り締まり強化
　卸売業者の一部はコンプライアンス意識が低
く、コンプライアンスを遵守している企業の
競争力の低下を招いている。例えば、1）偽物
を販売する業者や商品を不当に安く販売する
業者が存在することでネット販売におけるサ
イトの信用度が失墜する事例、2）過積載を
前提とした料金を提示する業者が存在する事
例、3）発票を発行しない前提で税金分のコス
トを割引いた配送見積を提示する業者が存在
する事例などがある。健全な業界発展のため
に、違法業者の取り締まり強化を要望する。

③小売業者との公平かつ健全な取引へのさらな
る支援

　優越的な地位を乱用した小売業者による不当
な費用請求や小売業者側の販売不振による支
払遅延、一方的な返品等の問題が継続して生
じている。

　不当な費用請求については、2006年11月に
｢小売業者と供給業者の公平なる取引に関す
る管理弁法｣が施行され、小売業者の優越的
地位を乱用した不公平取引を禁止することが
法制化されている。また2011年12月には｢
大型小売店の供給業者に対する違法徴収の是
正措置｣が商務部等5部門の連名で発表され、
小売業者が卸売業者から徴収可能な費用、徴
収してはならない費用を明確化の上、取り締
まりも行われている。ただし、取り締まりは
氷山の一角であり、不平等な商行為は続いて
いる。

　返品については、瑕疵のない商品の一方的な返
品という問題に加え、小売業者が返品税務手続
に協力してくれないことがある。返品業務手
続の際、卸売業者は赤字増値税専用伝票を発行
するため、小売業者からの返品協議書の締結と
「開具赤字増値税専用伝票信息表」が必要とな
るが、協力してもらえない場合が多く、増値
税控除不能による損失が発生する場合が多々あ
る。また、小売業者からの返品協議書と「開具
赤字増値税伝票信息表」の発行が遅く、増値税
還付が遅れる場合も多くある。さらなる公平か
つ健全な取引の浸透と業界の発展に向け、下記
のような改善を関係当局・協会により行ってい
ただくことを要望する。

・諸外国の公正取引監督管理部門のように、統
一的に管理する政府機関等、日常的に相談で
きる窓口の設置。

・小売業者から卸売業者に対する支払遅延や一

方的な返品等の不正取引を取り締まる法令の
整備。

④公平かつ透明な通行証発行基準の制定・運
用、および共同配送に対する支援

　都市部における小売店舗の増加に伴い、より
スムーズな配送が求められるが、当局より通
行証を取得する際に、当局担当者によっては
会社の規模・交通渋滞・環境問題などを理由
に通行証の発行を認めないなどのケースがあ
る。通行証発行に関する公平かつ透明な基準
を制定し運用していただくよう要望する。

⑤低温物流発展のための人的支援
　低温商品の市場拡大に伴い、低温倉庫・配送
車両などハード面は整備されつつあるが、製
造から販売までの各流通段階で温度管理が途
切れる等の問題がある。ついては、各流通段
階に求められている、低温商品の流通面にお
ける安全性確保、サービス高度化に応え得る
専門知識・技術を有した人材育成、人材の認
定などの人的支援制度の整備を要望する。

⑥｢不正競争防止法｣の適切な運用および監督管
理・取り締まり実施

　2017年11月に｢不正競争防止法｣が施行後
24年を経て初めて大幅に改正されたうえ、
2019年4月23日にはさらなる改正が行われ
た。この2回の改正により不正競争行為に対
する処罰が加重され、これまで一部大手量販
店チェーンや小売CVSチェーンにて商習慣化
されてきたリスティングフィー(入場料)が撤
廃されるといった状況改善が期待される。

　また｢不正競争防止法｣により卸売業のサプラ
イチェーン・マーチャンダイジングの強化・
促進、健全な業界発展のために違法業者に対
する取り締まりの強化・実施を要望する。
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２．小売業

ITを駆使した新しい小売の革新が起こりつ
つある

中国の2018年の小売総額（社会消費品小売総額）は約38
兆元まで拡大したものの、前年からの伸び率は9.0％と14年
継続した二ケタ成長は途絶えることとなった。しかし、自動車
の減速が大きな要因だったこともあり、スーパーやコンビニ
等の小売業が扱う日用品、食料品、家具などは引き続き高い
成長を維持している。その小売業界は、百貨店、GMSを初め
とした大型業態は引き続き苦戦が続いており、EC市場が業界
を牽引している。さらには、盒馬鮮生に代表されるオンライン
事業者が運営する実店舗が急拡大し、実店舗においても勢力
図が変わりつつある。

底堅い成長が期待される消費市場
中国の2018年の実質GDP成長率が6.6％と前年成長率

（6.9％）を下回り、中国消費市場（社会消費品小売総額）も、
2018年ベースで約38兆元、前年比9.0％と前年より1.2ポイン
トマイナスになる結果となった。しかしながら、中国商業連合
会が2019年1月に発表した「2019中国商業十大熱点展望」に
よると、2018年1～10月において自動車の影響を除く消費は
11.2％増と二ケタ成長を維持しており、決して悲観的とは言い
切れない状況である。例えば、農村部は、収入の拡大や農村
EC（インターネット通販）の急拡大により、高い成長を維持し
ている。また、都市部でも消費の多様化や多様なニーズに合わ
せた新しい業態の提案や社区内の商業発展（小型専門店、コ
ンビニなど）など新しい原動力が生まれつつある。

EC市場が引き続き小売市場全体を牽引
小売業界自体の成長鈍化は、いまだ継続している。中国商

務部によると5,000社の重点小売企業（百貨店、スーパー、
専門店など）の売上成長率は、2017年ベースで4.7％となり、
2016年（4.0％）からは改善したもの、消費市場の成長に比べ
ると十分に牽引できていない。業態別では、相変わらず大型
業態が低迷から脱しきれていない。中国連鎖経営協会の報
告によると、百貨店は2016年のマイナス成長（1.1％減）から
2017年はプラス（1.2％増）に転じたものの、総合スーパーの
2017年の成長率は、2.3％減と2016年の1.5％増からマイナ
ス成長になった。百貨店においても、業態転換やオンライン
との融合などを進めた一部の企業がプラスに転じたが、半数
近くの企業は成長の糸口をつかめず低迷が続いている。イン
ターネット通販（以下、EC）は、成長率こそ下がってきている
ものの、規模の拡大は続いている。中国国家統計局が発表し
た2018年のインターネット通販（EC）市場は約9兆元で、EC
化率（EC市場/社会消費品小売総額）が18.4％（実物販売額
ベース）と2017年（15.0％）からさらにECへのシフトが進んで
いる。ここ数年注目されてきた、生鮮品やヘルスケア商品の拡
大や、農村部への拡大、海外輸入品の拡大（越境EC）などは
継続的に続いている。2019年1月に実施された「電子商務法」
の影響を懸念する声もあるが、消費者のEC利用の動きは衰え
ず、今後も業界を牽引するものと予想される。

オンライン事業者によるITを駆使した実店舗の急拡大
が進む

中国商業連合会が発表している中国小売業ランキングによ
れば、2017年のTop20のうち、EC事業者が5社ランクインし、
しかも前年比で見れば、アマゾン（Amazon）中国を除くEC
事業者4社が20％を大きく上回る成長を示すなど、伝統的小
売業大手を尻目に成長を続けている。さらに近年注目される
のがオンライン事業者による実店舗運営である。アリババグ
ループが投資している生鮮O2O（Online-to-Offline）のコンセ
プト店「盒馬鮮生」は、2016年1月のオープン以降、急激に店
舗を拡大し、2018年12月時点で20都市・134店舗まで拡大し
ている。購入した食材をその場で調理して食べられるイートイ
ンコーナーや30分以内の配送システムなどで顧客の支持を
得て、一部店舗の坪効率は伝統的小売業の約5倍に達したと
言われている。また、盒馬鮮生でも見られるキャッシュレス決
済は、既に伝統的小売にも定着するなど店舗運営コストの低
減にもつながっている。さらには、アリババグループの「零售
通」、京東の「新通路」など、中小小売事業者の調達を支援す
る仕組みを急拡大するなど、これまで培ったITを駆使した新
サービスを相次いで投入している。

表：中国小売業ランキング（単位：億元、％）
企業名 2017年

販売額
2016年
販売額

前年比
伸び率

1 天猫 20,186 14,150 43%
2 京東 12,945 9,392 38%
3 大商集団 2,808 2,353 19%
4 蘇寧易購集団股份 2,433 1,735 40%
5 国美電器 1,925 1,824 6%
6 華潤万家 1,036 1,035 0%
7 康成投資(中国)(大潤発) 954 933 2%
8 ウォルマート（中国）投資 802 767 5%
9 唯品会 728 566 29%
10 永輝超市股份 653 544 20%
11 重慶商社（集団） 582 561 4%
12 聯華超市股份 564 598 -6%
13 家楽福(中国)管理諮詢服務 497 505 -2%
14 物美控股集団 474 442 7%
15 合肥百貨大楼集団股份 461 417 11%
16 長春欧亜集団股份- 424 391 8%
17 アマゾン中国 390 390 0%
18 武漢武商集団股份 375 356 5%
19 歩歩高集団 370 321 15%
20 当当網 357 125 186%

出所：中国商業連合会

伝統的小売は、付加価値強化に加え、オンライン事業
者のノウハウを吸収する時代に突入

実店舗を中心とする伝統的小売事業者は、これまで欧米諸
国や日本の小売ノウハウを学び、チェーンマネジメントや店舗
運営の高度化を図ってきたが、必ずしも消費者ニーズの変化・多
様化に十分対応しきれず、ECの急成長や人件費・家賃の高騰な
どの課題に直面する結果になっている。近年は、顧客体験強化
や生鮮品や輸入品による商品の付加価値を強化する動きが加
速している。さらに、顕著に見られる傾向が、オンライン事業者
が進めてきたITを活用したサービスを取り入れる事業者が増加
している点である。キャッシュレス決済や配送サービスは既に
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伝統的小売事業者にも定着している。また、アリババグループ
が資本提携した大潤発は、盒馬鮮生のノウハウを吸収した新コ
ンセプト店舗を拡大させるなど、オンライン事業者のノウハウを
伝統的小売業が吸収する動きが見られている。

中国小売業界の課題
オンライン・オフラインを融合させた新業態・新サービ
スへのチャレンジ

インターネット先進国となった中国の小売業界は、既に他国
とは全く異なる独自の発展ステージに入ったといってよい。特に
ITを駆使したサービスは、大手オンライン事業者やスタートアッ
プ企業を中心にさまざまな業態・サービスが提案されている。
無人コンビニなどは現段階では必ずしも消費者の支持を得られ
ているとは限らないが、AI技術、顔認証技術など今後小売業界
が取り組むべき先進技術を先行して取り入れ、試行錯誤を続け
ている。オンライン事業者のノウハウを伝統的小売事業者が吸
収する時代に入ったからこそ、各社が新たな技術を積極的に実
験し、現業の革新につなげることが企業競争力の源泉の1つと
なってくるであろう。

付加価値化による面積生産性の改善
実店舗においては、既存店売上の改善、特に面積生産性の

根本的な改善は見られていない。内資企業においても、店舗
運営力が高い外資企業と提携する動きが見られている。特に
近年重点的に強化されているのは顧客体験の強化と商品の付
加価値化である。商業施設や百貨店では、飲食や子供向けな
どの体験系施設や体験イベントが差別化要因となっている。
また、SM（ス―パーマーケット）やコンビニにおいては、付加
価値の高い輸入品やプライベートブランドの開発が進んでい
る。特に輸入品は海外旅行者の増加や越境EC市場の拡大に
伴い、実店舗の売場拡大が進んでいる。付加価値サービス・
商品の強化は、今後の実店舗の面積生産性改善のキーファク
ターとなる。

サプライチェーンの強化
商品・サービスの付加価値強化にあわせて重要になるのが

サプライチェーンの強化である。差別化要素の一つとして各
社が強化する生鮮品では、コールドチェーンの整備や生産者
との直接取引など安全・安心と鮮度に重点を置いたサプライ
チェーン再構築の動きが活発化している。既に普及している宅
配サービスにおいても、人件費高騰に備え、配送システムの効
率化・高度化は必須である。今後、北京市、上海市を始め、多
くの都市が進めようとしている都市計画「15分生活圏」を構
築する上でもサプライチェーンの強化は業界全体で解決すべ
き課題であろう。

＜建議＞
①内資企業・外資企業の平等性の確保
　中国経済は量的拡大から質的向上へ産業構造の

変化が促され、小売業も、数量や価格の競争か
ら、品質・安全の重視、技術革新による需要の

喚起に重点が変化している。こうした構造変化
への対応に際し、透明性が高く統一的な、ルー
ル化された市場の確立が望まれる。小売業全体
に対する行政による各種規制について、先行し
て外資企業に対して施行される場合がある。内
資企業と外資企業が平等な環境で競争できる市
場の確立が必要である。外資企業の合法的権益
保護、知財保護を高度に重視し、内資企業・外
資企業を平等に扱うことを要望する。

②チルド即食食品の審査基準の緩和と統一
　チルド商品の保管条件はGBで定められている

が、ハムは0～4℃、カット野菜は1～5℃とレ
ンジが狭く、商品特性を考慮しても10℃以下程
度に緩和した方が、より美味しい状態で商品提
供ができる。一部チルド商品の保管条件の10℃
未満への緩和を認めていただくよう要望する。
また、こうしたチルド即食食品については北京
市・天津市で審査基準が示されているが、未だ
他地区ではそれぞれの地区で解釈が異なり、対
応が統一されていない。中国各地で統一した対
応を要望する。さらに、食品生産許可管理弁法
の施行により、一企業につき複数食品の生産が
認められたと理解しているが、実際の許可申請
時には複数食品の生産は認められなかった。法
令に準拠した運用の徹底を要望する。

③食品生産許可証と食品安全国家基準食品添加物
使用基準（GB2760-2014）の食品分類の不整合
について

　生産許可証32分類は旧国家食品薬品監督管理
総局から公布された規定であり、食品安全国家
基準食品添加物使用基準（GB2760-2014）食
品分類は旧国家衛生計画生育委員会から公布さ
れた規定のため、両分類の整合性が取れていな
い部分がある。規定を厳守するため、新たに組
織された国家市場監督管理総局と国家衛生健康
委員会の業務機能範囲を調整することにより、
両分類の整合性について統一していただくよう
要望する。

④バーコード規制の緩和
　近代的なコンビニエンスストアシステムでは

オリジナル商品において提携工場、配送セン
ター、店舗を包含したスキームで成り立ってい
る。個々の商品のバーコードには配送タイミン
グなどの情報も必要であり、スキーム内ではイ
ンストアバーコードの使用が必要である。20
～29番のインストアバーコードの運用緩和を
要望する。

⑤タバコ、薬、書籍等の取扱制限
　消費者の利便性を高めるため、外資企業に対する

タバコ、薬、書籍等の取扱制限を緩和し、内資企
業と同等の扱いとしていただくよう要望する。



240 中国経済と日本企業2019年白書

第
３
部   

各
産
業
の
現
状
・
建
議

⑥介護用品の取り扱いに関する規制
　介護用品の取り扱いについて、地域によっては、

売場の最小面積について制限があることと同時
に、薬売場を併設した販売形態を取らなければな
らないとの規制がなされている。介護用品を取り
扱うためには薬の経営許可証が必要となる上、薬
売場は最小面積の制限を下回ってはならず、他の
薬局と800メートル以上離れていなければ出店が
許可されないため、薬売場との併設規制により、
介護用品の取り扱いが非常に困難となっている。
薬はすべての年代にとって必要となり得るが、介
護用品は主に高齢者を対象とした商材である。高
齢者の増加が進む社会変化に対応するためにも、
介護用品を個別に買い求められる環境を整備して
いただきたい。介護用品と薬の販売併設に対する
規制および、売場の面積制限を必要とする規制の
撤廃を要望する。

⑦コンビニエンスストアでの食品加温販売許可
　都市近代化により中国の伝統的なファストフー

ド店が衛生・安全面から減少している中で、
コンビニエンスストアはファストフード、おで
ん、包子などを安心・安全に提供し、近代的
な社会インフラとして民生の向上に貢献してい
る。これらの商品は加工された商品を加温して
提供するものであるが、コンビニエンスストア
での食品加温販売を可能にするには、これを飲
食サービス業として規制するのではなくて、食
品流通業として認める必要がある。2015年10月
1日より「食品経営許可管理弁法」（2017年11
月17日に最新改訂）が施行されたが、中国各地
で対応が統一されておらず、例えば北京市では
区毎に対応が異なるため区によっては取り扱え
ない商品がある。中国各地でファストフード、
おでん、包子などの許認可が統一した対応にな
るよう、細則等の策定を要望する。

⑧賃貸借契約に関する法律整備
　中国では日本の借地借家法に準ずる法律、法整

備がなされておらず、賃借人の立場が非常に弱
くなっている。例えば賃貸借契約期間が短いた
め短期で収益を見込まなければならず、契約更
新では、新たな賃貸借条件の合意ができなけれ
ば即撤退しなければならないため、中・長期で
賃借人の収益を見込むことができない。第三次
産業の発展を促進するためにも商業物件賃借人
の権利保全を図る法整備を速やかに行うことを
要望する。

⑨輸入手続
　日本からの輸入に関して、福島第一原子力発電

所の事故以降、通関、衛生許可の取得に時間を
要する（1カ月半～2カ月）。以前の1.5～2倍
の時間がかかるため、時間の短縮を要望する。

⑩公平性
　公平・平等という原則に基づき、内資系や外資

系等企業の資本関係、企業の規模の大きさ（大
型企業なり、個人営業なり）によって、政府は
異なる基準で管理するのではなく、同一基準で
管理いただくよう要望する。

⑪増値税の一括納税
　加盟店増値税の本部一括納付に関する政策がな

い状況である。加盟店増値税の本部での一括納
付という、企業にとっても税務機関にとっても
効率がよい制度を許可いただきたく、法令の改
善を要望する。

⑫外国人就労許可証手続
　→第5章労務(1)出入国関連を参照。

⑬模倣品の販売
　正規商品ではない商品が多く販売されている。

商標権を違法に侵害し、模倣商品を製造する業
者、それを知りながら販売をする業者に対する
処罰を強化し、市場に流通する違法・規則違反
の商品を取り締まっていただきたい。また、それ
ら業者に対して正しい税金の徴収も行い公平な
競争環境の確立を要望する。

⑭10都県産の商品に関する輸入制限の解除
　2011年3月11日に発生した東日本大震災に伴

う東京電力福島第一原子力発電所の事故の影響
により、日本からの輸入食品は、10都県産の
多くの品目で事実上の輸入禁止となったままで
ある。事故から7年以上が経過し、放射能が残
留するリスクが極めて低いことが、多くの商材
に対して科学的に証明されている。安全性に関
する公的機関の証明が得られ、日本国内でも
問題なく流通消費がなされている商品について
は、順次、輸入制限を解除するよう要望する。

⑮就業制度
　従業員の就業制度は総合労働時間制や不定時労

働制を採用しているが、許可制となっている。
産業構造が大きく変化する中、小売業における
従業員の働き方に対しても多様な選択が可能と
なることが望ましい。従業員の就業制度は許可
制ではなく、届出制もしくは企業の裁量での運
用を認めるよう要望する。
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１．銀行
2018年、中国の金融業は資産と利益がともに安定的に

増加し、不良債権の増加ペースも落ちついた。国務院金融
安定発展委員会、人民銀行、銀保監会、証監会の「一委一
行両会」体制が正式発足、金融業資産管理業務規範化、大
型金融機関の安定的かつ健全な経営誘導、システミックリ
スク防止の取り組みがなされた。2019年において、金融当
局の政策姿勢は供給側構造改革、金融リスクの防止・解消
に重点を置きつつも、「実体経済への奉仕」をより意識し
たものとなる。2018年11月の習近平国家主席が主宰した民
営企業座談会を契機とする支援方針もあり、民営企業・零
細企業向け貸出は拡大が見込まれる。なお、金融リスク防
止の方針が緩められるわけではなく、貸出拡大とリスク防
止とのバランスが求められる。債券市場整備などをはじめ
とする金融市場革新と金融機関改革加速も見込まれる。

銀行業の経営状況
2018年7月31日中央政治局会議において、金融政策をめ

ぐる表現は従前の「穏健中立（穏健中性）」から「穏健」へ
と、緩和方向に変更された。2018年は1、4、7、10月の4回に
わたる預金準備率引き下げに加え、中期貸出ファシリティー
などのツールを通じて、流動性供給が確保された。

マネーサプライ（M2）の伸び率は前年の伸び率8.1％と同
水準であった。金融業のレバレッジ比率低下は引続き強調
されているものの、実体経済向けの金融支援がより強化さ
れ、18年末の貸出残高は13.5％増加し、年間新規実行額は
16兆1,663億元と、前年の貸出実行額に比べて2兆6,432億
元拡大した。また、社会融資総額はストックベースで前年比
9.8％の増加となった。

図１：マネーサプライと貸出の推移
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出所：中国人民銀行

中国商業銀行全体の2018年の純利益は1兆8,302億元、
前年比4.7％の増益、資産総額は6.3％増の268兆元、負債
総額は5.9％増の247兆元となった。ROAは0.90％、ROEは
11.73％とそれぞれ前年比0.02ポイント、0.83ポイント低下
した。商業銀行の自己資本比率は14.20％、前年末より0.55
ポイント上昇した。

金利水準をみると、2018年12月非金融企業の加重平均
貸出金利は5.63％と、前年末の5.74％から0.11％ポイント低
下した。

人民元為替指数のCFETSは2018年末で93.28、通年で
1.70％下落した。人民元対ドルの為替中間値は6.8632元、
前年末比4.79％の下落となった。

不良債権が前期比でわずかに減少
中国銀行保険監督管理委員会（銀保監会、CBIRC）の統

計によれば、2018年末の商業銀行の不良債権比率は1.83％
と、2017年の1.74％から0.09ポイント上昇した。不良債権残
高は2兆254億元、通年で3,197億元増加し、2017年の増加
額より1,262億元増加した。なお、18年末値は9月末値より68
億元とわずかながら減少した。前期比での減少は11年6月以
来である。不良債権引当カバー比率は186.31％、貸出引当比
率は3.41％といずれも前年から小幅に上昇している。また、
要注意先貸出（「関注類貸出」）は、通年で463億元のみ増
加、前年より105億元の減少となった。貸出全体に占める要
注意先貸出の割合は年初より0.36ポイント低下した。

図２：商業銀行の不良債権
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出所：中国銀行保険監督管理委員会

銀保監会によれば2018年の銀行業には以下の3つの特
徴がみられた。

(1)野蛮な成長現象が抑制された。金融機関は急拡大、
やみくもなレバレッジの膨張期を経て、違法な資金集
め、ずさんな機構設立、金融業務混乱の問題が深刻で
あったが、2017年初来のリスク防止要求を受け、脱

第８章
金融・保険業
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実向虚（資金が実体経済から離脱し虚構へと向かう）
を正した。銀行業総資産の伸びはこれまでの15％前
後から7％前後の増加率に鈍化した。

(2)シャドーバンキングと交差金融リスクが引続き収束
した。銀行間取引、理財資産管理、オフバランス業務
などの重点をしっかりつかみ、違法・規定違反、透明
度が低く、リスクが隠れている金融商品を取り締まっ
た。高リスクの資産規模は過去2年間で12兆元減少し
た。信託業務のうち商工業へ直接貸し出された資金は
30.75％増となった。

(3)構造的なデレバレッジ目標の達成。過去2年間で、銀
行業界は3兆4,800億元の不良債権を処理、これによ
り新たな貸出余地が生まれ、実体経済の資金需要を効
果的に支えた。共同の信用委員会および債権者委員会
のメカニズムを確立・改善し、「ゾンビ企業」を秩序
ある方法で撤退するよう貸出資金を導き、過剰な資金
調達を防止した。同時に、主力事業が実体経済に比較
的集中し、進んだ技術があり、製品に市場があるが一
時的な困難に直面している企業を支援した。

銀行業をめぐる動き
新たな金融監督管理枠組みの始動

国務院金融安定発展委員会、人民銀行、銀保監会、
証監会の「一委一行両会」体制が正式発足
2018年3月13日、「国務院機構改革方案」が公布され、

中国銀行業監督管理委員会と保険業監督管理委員会の
職責を統合し、中国銀行保険監督管理委員会（銀保監会、
CBIRC）を設立することとした。これに2017年11月8日に正
式設立された国務院金融安定発展委員会（FSDC）、元から
ある人民銀行と中国証券監督管理委員会（証監会）で構成
される「一委一行両会」体制が正式に発足した。

金融リスク防止解消を最重点に
国務院金融安定発展委員会は2018年7月2日に新体制下

での第一回会議を開き、重大なリスク防止解消の難関攻略
戦をうまく戦うための三年行動方案および関連措置を制定
した。2018年11月27日には人民銀行、銀保監会、証監会が
「システム上重要な金融機関（SIFI）の監督管理改善に関
する指導意見」を公布、大型金融機関の安定的かつ健全な
経営を誘導、システミックリスクを防止するため、システム上
重要な金融機関の指定を増やすとした。少なくとも銀行30
行、証券10社、保険10社をSIFIに指定、あるいは各セクター
の総資産の4分の3以上を指定金融機関が占めるようにす
る。SIFIは追加の資本要件を満たす必要があり、指定され
た銀行や証券会社、保険会社などに追加的な資本・流動性
要件を課す。

「金融機関資産管理業務規範化に関する指導意見」
の公布
2018年4月27日、人民銀行、銀保監会、証監会、国家外

貨管理局は連名で「金融機関資産管理業務規範化に関す
る指導意見」（指導意見）を公布した。指導意見は拡大傾
向にあった銀行のオフバランス取引等の資産管理業務に対
する規範化を強化する目的で制定されたもので、2017年11

月に意見聴取稿が公表されていた。金融機関の資産管理商
品に対する元本と収益の保障が禁止されるほか、「非標準
化債券類資産（非標）」への投資も厳格化することにより
シャドーバンキングのリスク引き下げをはかる。指導意見の
導入には移行期間が設けられており、意見聴取稿にあった
19年6月30日から2020年末まで延長された。

表：金融業資産管理業務規範化のポイント

1 資産管理商品の-
分類基準を確立

①固定収益類、②エクイティ、③商
品・デリバティブ、④混合商品に分
け、投資範囲、レバレッジ制限、情
報公開などの監督管理要求を適用

2 シャドーバンキングの-
リスクを引き下げ

非標準化債権資産は監督管理部門
による金額制限管理、リスク準備金
要求、流動性管理などを遵守

3 流動性リスクの削減 資産管理商品と投資資産の期間
マッチングをしてはならない

4 「剛性兌付」（元本と-
期待収益の保証）の打破

金融機関は「剛性兌付」（元本と-
期待収益の保障）をしてはならず、-
金融管理部門は保障をする者に-
相応の処罰

5 資産管理商品の
レバレッジ率抑制

公募・私募商品の負債比率に-
異なる規定を設け明確化

6 「多層嵌套」（多数参加
者による不透明化）抑制

金融機関は他の金融機関の資産-
管理商品にレバレッジ制限等の-
規制を回避するサービス（管理型-
プラン）を提供してはならない

7 監督管理協調を強化 全資産管理商品をカバーする-
総合統計制度を構築

8 移行期の合理的な設置
資産管理商品の残存期間を充分に
考慮。新規増加分発行の移行期を
合理的に設置

出所：中国銀行保険監督管理委員会ほか

金融市場の開放

外資による中国金融機関に対する持株比率制限を撤廃
易綱中国人民銀行行長は2018年4月11日、ボアオアジア

フォーラムで、金融分野の6大開放措置を発表した。このう
ち銀行業関連は、1、銀行と金融資産管理会社の外資出資
比率制限撤廃、2、商業銀行が新規に発起・設立する金融
資産投資会社と理財（資産運用）会社の外資出資比率に
ついて上限を設けない、3、外資銀行業務範囲の大幅拡大
（政府債券引き受けなど）、の3項目である。

これを受け銀保監会は2018年4月27日に「外資銀行市
場参入をさらに開放することに関する通達」を公布。2018
年11月25日時点で富邦華一銀行重慶支店、香港集友銀行
深圳支店など12件の銀行・保険業の市場参入申請を認可し
たと公表、第一回中国国際輸入博覧会における習近平国家
主席の「市場参入を引続き緩和する」方針を受け、今後も対
外開放を着実に進める方針を明らかにした。

中国における外資銀行企業は1,000社以上に上っている
ものの、2017年末時点の資産総額に占める割合は1.32％に
とどまっており、中国の金融市場開放はまだ引き上げる余地
があると見られる。

2019年の銀行業の展望
人民銀行、銀保監会の政策姿勢は、供給側構造改革、金

融リスクの防止・解消に重点を置きつつも、「実体経済へ
の奉仕」をより意識したものとなる。2019年中国人民銀行
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工作会議（人民銀行会議）が1月3日から4日まで北京で開
かれ、「穏健(中立的)な金融政策は緩和と引締め（の程度）
を適度に」、「逆周期調節をさらに強め、流動性の合理的な
余裕と市場金利水準の合理的な安定を維持する」こととし
た。2018年の「貸出と社会融資規模の合理的な増加を促
進、流動性を適切な水準にコントロールする」との表現と比
べると、景気下支えのために金融政策を緩和方向へ調整す
る姿勢がうかがえる。

「金融の実体経済奉仕のための各種政策措置実行」を
19年の任務として二番目に挙げ、市場化法治化原則の下、
債券、貸出、株式面から民営企業、零細企業への支援を強
化する。地方政府における民営企業融資基金設立奨励のほ
か、ハイテク、新興産業、重度貧困地区への支援強化、雄安
新区の改革開放深化のための金融サービスを進めるとして
いる。

第三の任務として重点領域の金融リスク防止も引続き実
施、「マクロ的なレバレッジ率安定、金融ホールディングス
公司監督管理弁法公布、金融監督管理不足の補完、シャ
ドーバンキングのリスク解消、ネット金融のリスク打破、預
金保険の役割を充分発揮し金融リスクのモニタリング、評
価、処理メカニズム実行」を重点とする。

七番目の任務に「金融市場革新と金融機関改革加速」を
掲げ、債券市場の統一的法執行、債券市場の信用格付制度
の整備推進、債券市場の違約処分メカニズム整備など債券
市場に焦点を当てている。デフォルトの法治化処理、海外
主体による国内債券発行支持、国外投資家の中国債券市場
投資奨励にも言及した。

18年12月の中央経済工作会議で定められた「マクロ政策
は逆周期調節を強化（景気減速周期を反転させるよう下支
え）」、「構造的なデレバレッジを基本的考え方として、金融
市場の異常な変動と共振を防止、地方政府の債務リスクを
適切に処理する」方針を受けて、18年11月1日に習近平国家
主席が主宰した民営企業座談会を契機とする支援方針もあ
り、民営企業・零細企業向け貸出は拡大が見込まれる。な
お、金融リスク防止の方針が緩められるわけではなく、貸出
拡大とリスク防止とのバランスが求められている。

人民元に関しては、18年人民銀行会議で言及された「市
場が決定する力を強める」や「基本的安定維持」など相場
水準への言及はなされず、「人民元国際化を着実に推進。ク
ロスボーダーの人民元使用をさらに改善。オフショア人民元
市場の流動性枠組みを改善する」とした。

＜建議＞
①金融市場の自由化にかかわるロードマップに

ついて
・2018年には外資系金融機関の国内商業銀行
への出資上限が撤廃されるなど、金融市場の
自由化は引き続き着実に進展していると認識
している。

・中国における金融自由化の動向は、中国の

実態経済や企業活動のみならず、世界経済に
大きな影響を及ぼすと考えられることから、
今後の金融自由化に向けた動きがさらに加速
し、そのスケジュールがより具体的・明確化
されることを要望する。

②外貨管理規制について
・2018年は大口の配当送金と遠隔地企業の決
済については改善が見られているが、引き続
き遠隔地企業の決済、域外貸付業務などの
際、外貨・元の対外支払に対する取引ができ
ない事象が発生している。

・企業の実需に基づく合法的な対外決済に支障
をきたせば、対中投資に対する潜在的リスク
ととらえられかねず、法令法規で明確な禁止
規定がない限り決済に制限をかけない等、透
明性の高い運用を要望する。また、全国で統
一した、明確な外貨管理規定の定着化を要望
する。

③貨物貿易決済について
・2012年貨物貿易改革が行われ、対外支払時
に通関データとの照合作業が不要となり、貿
易決済の利便性が高まった。

・一方、2017年4月に匯発〔2017〕9号によ
り、貨物貿易にかかる外貨支払業務を行う際
には、輸入通関情報を照会しなければならな
いことが規定され、その結果通関手続が終了
するまで外貨支払ができず、支払が遅れる事
象が起きている。また、三国間貿易決済に関
する規制は緩和されているものの、適用対象
は限定的となっている。規制緩和の継続、会
社規模に関わらず信用良好な企業に対する運
用のさらなる緩和を要望する。

④事業法人が発行する債券引受資格およびパン
ダ債引受主幹事資格の開放

・これまで日系金融機関は、金融機関の発行す
る債券の引受主幹事実績を積み重ねてきた。
また、2018年の日系金融機関によるパンダ
債発行をきっかけに、日系事業法人のパンダ
債発行ニーズも高まりを見せている。

・日系金融機関の債券ビジネスに対する専門
性、経験、知識は、中国の債券市場の健全な
育成、発展にも十分貢献できるものと考えて
おり、2018年4月の第4回日中ハイレベル経
済対話においても要請されている通り、事業
法人が発行する債券引受資格およびパンダ債
引受主幹事資格の早期付与を要望する。

⑤金利オプション・国債先物の早期解禁
・銀行が元金利オプションや国債先物取引を行
うことを禁止されているため、元金利市場に
厚みが乏しく、金利変動リスクヘッジ手法が
限定されている。
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・元金利自由化以降、投資家や事業法人からは
ヘッジ手段の多様化を求める声は強く、また海
外投資家にとっての参入障壁を引き下げる効果
もあるため、早期の商品拡充を要望する。

⑥中国（上海）自由貿易試験区のFT口座の利用
について

・FT口座制度は上海自貿区の金融刷新制度であ
る。一方、FT口座活用に必要な細則が公布さ
れておらず、外資系銀行においては活用事例
が少ない状況である。細則を公布の上FT口座
を活用した業務が推進できる体制を整備する
よう要望する。

⑦委託貸付の管理規制について
・2018年1月、旧中国銀行業監督管理委員会よ
り「委託貸付にかかわる新しい管理規定」が
公布され、委託貸付原資や資金使途を厳格に
管理することとなった。委託貸付は、グルー
プ関連企業間の効率的な資金融通手段として
活用されてきたが、今後、委託貸付の実行ま
でに時間を要する可能性がある。

・管理強化の目的が、銀行、信託の規範化され
ていない委託貸付による金融リスクの防止に
あることを踏まえ、グループ企業間の合理的
な資金融通に支障をきたさないよう、本制度
の緩和を要望する。

⑧デリバティブ取引・レポ取引の一括清算ネッ
ティングの法的有効性供与

・海外からの元投資の増大に伴い、クロスボー
ダー間のレポ取引やデリバティブ取引のニー
ズが増大している。しかしながら、中国の法
体系においては、債権債務ネッティングの法
的有効性が確認できないため、グローバル
市場で標準的なISDAのCSA契約やレポ取引の
マージンコールを完備できない。

・今後、海外投資家の中国国内市場への投資
を活発化させるためには、デフォルト時の保
全条項の整備は重要であり、早期対応を要望
する。

⑨外商投資企業の外債枠について
・2017年1月、中国人民銀行より外商投資企業
の外債にかかわる通達（銀発〔2017〕9号）
が公布され、投注差方式とマクロプルーデン
ス方式のどちらかを選択して外債を調達で
きる外債管理方式は、1年間の過渡期が終了
後、当局が実施状況を評価の上確定するとさ
れている。

・外商投資企業が複数の外債管理方式から選択
できるメリットは大きく、引き続き2つの方式
を選択できる柔軟性の高い運用を要望する。

⑩外貨リスク準備金について
・顧客向け元売りの為替先物予約を取り扱う
金融機関に求められていた外貨リスク準備
金は2017年9月に準備金率が20％から0％
に変更となっていたが、2018年8月に銀発
〔2018〕190号により、20％に再変更され
ている。

・準備金の預け入れは為替先物予約のコスト
アップにつながり、為替リスクヘッジを求め
る顧客へのサービス低下となることや、人民
元建送金の需要喚起の観点で人民元国際化の
一助になることから、当該準備金率の引き下
げを要望する。
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２．生命保険
2018年の中国生命保険市場は、保険料収入が2兆6,260

億8,700万元で前年比0.85％の微増で、2017年とほぼ横ば
いであった。2018年末時点での生命保険会社数は91社（中
国資本系63社、外資系28社）で、前年比6社増加した。外
資系生保のシェアは8.1％で、前年比0.7ポイント上昇した。
内国会社の割合が多く、圧倒的な市場シェアを占めてい
る。販売チャネルにおいては、大手生保は引き続き個人代
理人による販売が上昇しつつある一方、中小生保および新
設生保はネットチャネルによる販売を通じマーケットシェ
アを拡大している。中国銀行保険監督管理委員会（以下、
銀保監会）は2016年から2年連続で、各種リスクを抑制す
るため保険会社の監督管理強化に力を入れている。

市場概況
保険業業績
2018年の生命保険業界全体の保険料収入は、前年比

0.85％増の2兆6,260億8,700万元となり、伸び率は低く横
ばいの状況だが、2015年、2016年に比べるとさらに減速し
ている。これは2016年以降銀保監会（当時保監会）が続け
ている中短期保障期間高キャッシュバリューの生命保険商
品に対する監督管理強化の影響が出てきているためと考え
られる（表1）。直接の規制対象となったユニバーサル保険
の投資部分保険料およびユニットリンク保険の独立アカウ
ント部分保険料は、2018年度も減少している。

表１：生保業界全体の収入保険料伸び率推移 
(2013～2018年)

2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年
前年比
(％) 7.9 18.1 24.9 36.8 20.0 0.8

出所：中国銀行保険監督管理委員会HP

2018年末時点での生命保険会社数は91社（中資系63
社、外資系28社）で、前年末より中資系生保は増加してい
るが、外資系生保の新設はなかった。中資系生保と外資系
生保のマーケットシエアはそれぞれ91.9%と8.1%となってい
る。外資系生保の会社数は変わりないが、マーケットシェア
は0.7ポイント増加した（表2）。中資系生保に目を移すと、
上場大手4社（中国人寿、平安人寿、太平洋人寿、新華人
寿）のマーケットシェアは前年の44.7％から54.5％と10ポイ
ント増加しており、半分以上のマーケットシェアを占めた。

表２：中資系会社と外資系会社のマーケットシェアと
会社数の推移
2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年

内資系 94.4
％

42
社

94.2
％

43
社

93.7
％

47
社

93.6
％

49
社

92.6
％

57
社

91.9
％

63
社

外資系 5.3
％

28
社

5.8
％

28
社

6.3
％

28
社

6.4
％

28
社

7.4
％

28
社

8.1
％

28
社

出所：中国銀行保険監督管理委員会HP
2017年5月に、保険会社の商品開発の規範化および保険

商品の保障機能重視など保険の原点回帰が加速したことか

ら、2018年は業績の伸びは鈍化している。例年は年度始の
スタートダッシュにより1～3月で各社が年間目標の4割を達
成していたが、2018年度始はこうした背景により異なる結
果となった。ここ数年、保障期間が短く一時払の保険商品が
大量に販売され続けてきたが、その状況には一旦歯止めが
かかった形となる。新規一時払保険料の割合は2017年度か
ら減少し、その政策の影響が出始めたと言える。（図１）。

図１：払い方別保険料シェアの推移

出所：中国保険年鑑

販売チャネルの動向：ネット販売が進展
生保の主要チャネルは相変わらず個人代理人と銀行・郵

政代理であり、全保険収入の9割以上を占めている。一時
期は銀行窓口販売に対する規制などから銀行・郵政代理の
シェアが低下していたが、各社が既存チャネル以外の販売
手法を懸命に検討している。（図２）。

図２：販売チャネル別保険料シェアの推移

出所：中国保険年鑑

各社が新規チャネルとしてネット販売の活用を拡大して
いる。ここ数年、中国ではネット販売を行う保険会社の数が
増え、2017年末の62社から2018年末には70社を超える状
況となった。2015年9月に当局（旧保監会、現銀保監会）が
「保険仲介市場の改革に関する意見書」、10月には「イン
ターネットによる保険業務監督方法（暫定）」を公表、ネッ
ト販売であれば販売地域制限を受けない等の規制緩和措
置を実施したことでネット販売が一気に増加した。2018年
以降も政府はネット販売普及の政策を打ち出しており、引き
続きネット販売を推進する基調は変わらない（図3）。
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図３：2018年上半期各社のネット販売実績における
市場シエア

出所：中国保険協会統計資料により作成

生命保険業界を巡る動向
中国銀行業監督管理委員会と中国保険監督管理委
員会との合併
2017年9月中国共産党第19回大会で、中央政府の再編に

関する決議が可決された。その後2018年2月28日、共産党
第19回大会第3次会議で具体的な再編案「中国共産党およ
び国家政府機関の改革に関する決議」が可決された。この
決議の採択により、新規中央政府機関の新設と一部再編が
実施された。金融関連の中央省庁にも影響がおよび、中国
銀行業監督管理委員会（以下、銀監会）と中国保険監督管
理員会（保監会）が合併した。銀監会と保監会の合併は中
国の保険監督管理態勢および中国保険市場に大きな影響
を与え、金融市場改革のシンボルとなった。今後の金融施
策はリスクコントロールにさらに重点が置かれ、「重大リス
クおよび事件処理局」と「企業統制監督管理部」の2つの
組織が新しく設置され、銀行・保険市場のリスク管理と企
業統制管理が重要事項として取り上げられることになった。
旧銀監会は28部署あり、旧保監会は15部署あったが、統合
後は27部署に集約された。今後の管理技術の向上が期待
されている。

保険市場の開放政策
2018年4月11日、中国人民銀行（中央銀行）の総裁であ

る易剛氏がボアオアジアフォーラムの席上で中国の金融市
場をさらに開放すると宣言した。生命保険業の場合は具体
的に「外資出資比率を50％から51％まで引きあげ、3年後に
は出資比率上限を撤廃」する。2018年6月28日に中国政府
は同内容を正式にネガティブリストの形で公表した。これに
より、保険市場に関連する開放政策は大きく転換した。中で
も3年後に外資の出資制限が撤廃されるという政策は特に
注目されている。さらに2018年6月28日に銀保監会が「保
険代理会社（法人）の開設に関する通達」を公表した。3年
以上の業務経験があれば、中国国内で保険代理を営むこと
ができる。これにより、仲介業務の開放は保険会社に先行し
て実施されている。

外資初の持株会社の設立を承認
2018年11月25日、中国当局はドイツ大手アリアンツの中

国事業統括持株会社設立を承認した。これまでの外資は
アジア事業統括会社を香港やシンガポールに置くことが多
かったが、中国国内における外資事業統括会社として初めて
のケースとなった。また、外資会社として、これまで設立した
生保、損保、医療（健康）事業など全てを傘下に入れたこと
で、中国における事業深耕が益々可能となり、一定の効果が
期待できるようになった。

監督当局は引き続き厳しい姿勢を維持：ソルベン
シー監督動向
2017年以降、中国政府は健全な保険業界の発展に向け

た金融リスク防止等による金融市場の安定化を志向してお
り、保険業界では販売や資産運用面で規制強化の動きが
あった。2018年12月、中国銀保監会はソルベンシー比率
監督管理会議を開き、保険業界の第３，４四半期以降にお
けるソルベンシー状況およびリスク抑制状況を分析し、業
界全体のソルベンシー状況が安定しているとの結論を出し
た。2018年第3四半期、178社の保険会社（生損含む）の
平均ソルベンシー比率は245％，コア支払余力を示す充足
率の平均値は234％であった。うち、損保会社、生保会社、
再保険会社の平均支払余力充足率はそれぞれ、265％、
241％、254％となっている。会議では保険会社のリスク総
合評価点数はAクラスが107社、Bクラスが65社、Cクラスが
2社、Dクラスが3社と評価された。また、業務の改善が進
み、内部の成長力もあり、実質資本力、ソルベンシー等の指
標が徐々に上昇、リスク買いに対する抑制力増加が認めら
れる。一方で、外部環境等の変化は保険業界への影響が大
きく、潜在リスクの対応や防止などは依然として重要な課題
だと認識される。

監督当局は引き続き厳しい姿勢を維持：処分の実施
2017年、業績3位だった安邦人寿は経営者の一連の不正

により当局の処罰を受けた。当局の厳しい管理姿勢は安邦
人寿の不正摘発が引き金になったと言える。2018年6月，中
国保険保障基金が安邦保険の株式98.23％を取得し、国の
接収により安邦保険が国有化された。

表３：中国政府が公表したネガティブリスト
金融関連

資本市場およびサービス

下記のいずれも2021年において制限
を撤廃
・証券会社の外資出資比率は51％を

超えないこと
・証券投資ファンド管理会社の外資

出資比率は51％を超えないこと
・先物会社の外資出資比率は51％を

超えないこと

保険業
下記について2021年に制限を撤廃
・生命保険会社の外資出資比率は

51％を超えないこと

出所：中国商務部HPにより作成
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表４：安邦人寿の当局による接収経緯
2004年9月 安邦人寿が設立

2015年12月
ユニバーサル保険を利用した運用行為が当局か
ら指摘され、後の商品開発規制や保険の原点回
帰政策の発端となる

2016年3月 当局は同様の運用行為を行なっている9社に対
し処罰を実施

2017年5月 当局は安邦人寿に対して3カ月間の新商品申請
を禁止

2017年6月 当局は安邦人寿にオンサイト検査チームを派遣
2018年2月 当局による安邦人寿の接収が決定

2018年6月 中国保険保障基金が安邦保険の98.23％株式
を取得し、国の接収により安邦保険が国有化

出所：中国銀保監会HPなどにより作成

健康保険は大きく成長
2018年、健康保険の保険料収入は5,448億元で、2017

年の4,390億元より24.1％増加し、生命保険収入保険料全
体の約20％を占めた。健康保険に対するニーズの堅実な成
長がうかがえる。当局の厳しい監督管理の姿勢が変わらな
い中、保障型への回帰に向けた政策の推進により、各社が
健康保険商品の改善を急ぎ、理財商品から健康保険商品ま
たは介護保険にモデルチェンジし販売を継続したという。
健康保険は今後、医療サービス、健康管理、フィンテック等
との連携により、市場におけるサプライチェーンの形成が
期待される。また、保険会社は健康保険商品をどのように
設計するかについても問われており、医療、健康診断、遺伝
子スクリーニング検査、ウェアラブルデバイス等とどうつな
がっていくか、ということが今後の革新と成長の重要な要
素となる。

所得税繰延型商業養老保険（年金保険）が試験実施
を開始
2017年に国務院が公表した「商業養老保険（年金）の

発展加速に関する若干の意見」に次いで、2018年4月，財
政部、国家税務総局、人力資源社会保障部、銀保監会、証
券監督管理委員会などの中国中央省庁は「個人所得税繰
延型商業養老保険の試験実施通知」を正式に発表し、試
験開始を宣言した。2018年5月1日から上海市、福建省（含
むアモイ市）、蘇州工業園区において、個人所得税繰延商
業養老保険の試験実施を開始、試験実施期間は1年間とし
ている。同じく2018年5月、中国銀保監会は「個人所得税
繰延型商業養老保険商品の開発ガイドライン」、「個人所
得税繰延型商業養老保険の業務管理暫定方法」、「個人
所得税繰延型商業養老保険の資産運用管理暫定方法」を
続いて公表した。個人所得税繰延型商業養老保険の商品
開発原則、業務管理や資産運用などについて規範化を行
なった。この所得税繰延型商業養老保険の試験実施は重
要な意義を持ち、中国の高齢化社会の問題解決に役立つ
と期待される。

中国初の「相互保」は当局の指導により販売中止、そ
の後ネット商品「相互宝」に変身
2018年10月16日、アント・フィナンシャルサービスは同社

傘下の信美生保相互会社と共同で一定条件（信用力スコア
650点以上、60歳以下）にあるアリペイ利用者に向けて事
後精算型の商品“相互保”を開発、発売した。事前に料金の

支払いはなく、100種類の重大疾病をカバー、1年後の健康
状態により、料金を徴収する仕組み。発売後まもなく2,000
万ユーザーが利用することとなり、市場の注目度は飛躍的
に向上したが、発売の1カ月後、両社は当局の指摘を受けた
として、商品名を保険商品と認識されやすい「相互保」から
ネット金融商品を象徴する「相互宝」に変更した。これを受
け、保険業界において、保険商品とネット金融商品との関連
性についての議論が続いている。現在、信美人寿相互会社
は当局から処罰を受けている。

各保険会社のIT技術の重視
中国政府は国をあげて技術を発展させており、IT技術

による立国が国策にもなっている。2010年10月に中国政府
（国務院）は「戦略的な産業の発展に関する決定書」を公
表した。7つの戦略的な産業を官民として重点的に推進する
とし、その中のひとつがIT技術となっている。このような環
境の中で、生保各社はシステムを強化している。各社が同時
にシステムのバージョンアップや改善を行なうのは史上初め
てのことであり、さらにAI、ロボット、スマホなどによる保険
サービスの提供がシステム開発の主眼となっている。システ
ム機能だけではなく、データベース（ビックデータ）の活用も
企業のアピール・ポイントとなっており、ほぼすべての企業
がビックデータを活用、顧客イメージの選定と顧客ニーズに
見合った保険サービスの提供を追求している。例えば、平安
保険は自社の戦略を変更し、フィンテック戦略を唱えなが
ら、金融業のみではなく、技術を駆使したコングロマリット
企業に変身しようとしている。

PICC集団はA株に上場
2018年11月16日，PICC集団は正式にA株市場に上場を

果たし、国内香港市場と国内市場（A+H株）の上場企業と
なった。PICC集団は2003年11月子会社であるPICC損保を
通じて香港上場、中国国内初の香港市場に上場した保険企
業である。その後、PICCは集団上場を目指して組織改造を
行ない、2012年12月には集団として香港H株に上場してい
る。国内A株市場に上場したことにより、さらに新しいイノ
ベーション等が期待される。

2019年の展望と課題
2019年も中国の金融当局は銀保監会誕生後から続く厳

しい監督管理の姿勢を維持し、金融リスクの防止と国家戦
略に合致した厳しい監督管理体制を継続している。また、
AI技術の活用を通じて、より高いレベルの保険サービスを
提供できるようになったことにより、各社がビッグデータ技
術の活用を通じて、IoTコンセプトに基づいた顧客ニーズを
明確に設定できるようになり、保険サービス、リソースの共
有から生まれたプラットフォームの概念は保険市場にも浸
透してきている。

新しいニーズに対する処理の簡素化や組合せの充実等
を重視する商品開発がこれからの生保の主流となる。販売
チャネルがさらに改造、進化することにより、今後販売チャ
ネルにおける新たな試みや販売手法の出現が期待される。

2017年、中国政府は安定志向を堅持し、金融リスクに関
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連する事件防止等金融市場の安定化を目指すアピールを
行った。課題は依然として存在しているが、中国政府も当局
も各領域においてさまざまな政策を検討し懸命に対応して
いる。保険業界も最も課題のある販売側や運用側に改善の
動きがあり、それぞれに変化の兆しが見える。

＜建議＞
合弁生保会社の全国展開について
合弁生保会社を設立した後、中国全土への拠点
開設について
・外資合弁生保は、元の中国保険監督管理委員会
より、複数の支店の設立申請を同時に行なっ
てはならない旨を通達されていた。仮に申請
したとしても、同時に審査・承認されること
はないと言われている。新たな支店の設立申
請過程において、外資合弁生保が中国国内企
業と同様な待遇を受けられるとの明確な規定
がないため、同規定を設けるよう要請する。

業界の情報開示について
中国保険年鑑等の整合性について
・中国保険年鑑等の統計データに連続性がない
ため、データそのものに対して確実性への疑
問が残る。同年鑑は、省ごとの集計方法が異
なっており、整合性が取れていないケースが
散見され、データ収集が困難な状況である。
統計の仕様や集計方法等を統一するなどの対
応をするよう要望する。

・公式なリソースのなかでも、各社のチャネル
（個人、法人、窓販、ネット・テレマ等）別
業績データが公表されていないため、市場を
より正確に把握するために公表するよう要望
する。
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３．損害保険
中国損害保険市場は、1979年以降の改革開放に伴う高

い経済成長と国民生活の向上により、自動車保険を中心に
飛躍的な発展を遂げ、2018年度は元受収入保険料ベース
で1兆770億800万元（≒17兆4,000億円）に達し、市場規
模では日本の損害保険市場の約2倍に拡大した。2018年の
中国経済は、実質GDP成長率6.6％と28年ぶりの低水準と
なり、中国経済の減速に対する懸念が強まり、米中貿易摩
擦も影を落とす中、景気の先行き不透明感がさらに増幅さ
れる可能性をはらんでいる。損害保険市場は引き続きGDP
成長率を上回る成長を遂げ、前年比9.51％増となったが、
手数料率の高騰など競争が激化し市場環境は厳しさを増
している。

中国損害保険市場の現状
中国銀行保険監督管理委員会(CBIRC)の誕生
2018年3月、中国保険監督管理委員会（CIRC）と中国銀

行監督管理委員会（CBRC）の統合が発表された。同年4月
8日、国務院劉鶴副総理がCBIRC本庁にて「中国銀行保険
監督管理委員会」（CBIRC）の設立セレモニーに出席し、同
年11月、各地方監管局の看板が統一された。

2018年11月、国務院より新設CBIRCの職責・組織構
成・要員体制に関する「三定方案」が公布された。CBIRC
本庁は財産保険監管部、人身保険監管部、国際協力と外
資機構監管部、政策銀行監督部、国有大型商業銀行監督
部、全国性株式銀行監督部、都市商業銀行監督部、検査
局、消費者権益保護局、イノベーション業務監督部など計
26部局に統合され、本庁要員総数は925名、主席1名、副
主席4名、チーフリスクオフィサー・首席検査官・首席弁護
士・首席会計士は各1名設置された。

各地域には、主要監管局36カ所、監管支局約300カ所、
監管事務所約1,730カ所を設置しており、監督官約2万
3,000名を擁する大組織が誕生した。

2018年の損害保険経営状況
生損保元受収入保険料総額は3兆8,016億元で前年比

3.92％成長に留まった。うち、損害保険会社の元受収入保
険料総額(短期健康保険、傷害保険を除く)は1兆770億元で
前年比9.51％成長となった。

自動車保険、企業財産保険、貨物運送保険と責任保
険の主力4種目の合計収入保険料は8,969億元で前年比
5.96％成長に留まった。自動車保険は前年比4.16％増の
7,834億元（うち自賠責2,034億元）の低成長に留まった
が、収入保険料総額に占めるウェイトは72.74％になり、依
然として最大種目である。

元受収入保険料ベースでは、PICC（32.27％）、平安
（22.10％）、太平洋（10.33％）の御三家は64.70％のマー
ケットシェアを占めており、市場集中度の高い状態が続い
ている。成長率では、それぞれ9.08％、13.63％、11.85％と
なった。

非上場73社の税引き後純利益は、合計マイナス11億元と
なり、2017年の33億元から大きく悪化し、うち38社が黒字
を確保でき合計黒字額は57億元、残り35社が赤字で合計
欠損額は68億元という結果になった。

表１：中国損害保険収入保険料・増収率の推移 
（単位:億元、％）

年度 2009
年

2010
年

2011
年

2012
年

2013
年

2014
年

2015
年

2016
年

2017
年

2018
年

元受収入保
険料(億元) 2,993 4,027 4,779 5,529 6,481 7,544 8,423 8,724 9,834 10,770

前年比(%) 22.40 34.50 18.70 15.70 17.20 16.41 11.65 9.12 12.72 9.51
出所：中国銀行保険監督管理委員会（CBIRC）統計資料

図：中国損害保険収入保険料・増収率の推移
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出所：中国銀行保険監督管理委員会（CBIRC）統計資料

保険引受利益は8年ぶりの赤字
損保全社ベースの保険引受利益はマイナス3億5,900万

元、保険引受利益率はマイナス0.13％となり、8年連続の
黒字にピリオドを打った。主力の自動車保険の引受利益合
計額が10億5,300万元に過ぎす、中小損保の苦戦ぶりが
浮き彫りになった。

表２：2018年各種目保険引受利益一覧（単位:億元）
種目 保険引受利益

2018年
保険引受利益

2017年
保険引受利益率-

2018年
自動車保険 10.53 73.89 0.14％

企業財産保険 -1.86 -0.27 -0.78％
家庭財産保険 1.21 -2.20 1.70％
工事保険 -4.71 -2.50 -9.75％
責任保険 1.63 -7.51 0.37％
信用保険 -15.58 -23.16 -11.33％
保証保険 18.16 9.90 4.76％
船舶保険 -5.15 -2.93 -21.16％

貨物運送保険 1.14 2.72 1.27％
特殊リスク保険 4.99 1.09 25.12％

農業保険 17.38 23.87 3.89％
出所：中国銀行保険監督管理委員会（CBIRC）統計資料
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表３：2017年世界損害保険市場規模比較

国・地域
保険料

収入総額
(百万ドル)

順位 世界-
シェア

一人当た
り保険料
(ドル)

対GDP
比

米国 830,315 1位 37.16％ 2,542 4.28％
中国 223,876 2位 10.02％ 159 1.89％
ドイツ 126,005 3位 5.64％ 1,519 3.41％
日本 114,818 4位 5.14％ 901 2.34％
英国 93,499 5位 4.18％ 938 2.36％

フランス 88,083 6位 3.94％ 1,224 3.18％
韓国 78,378 7位 3.51％ 1,524 5.00％
カナダ 67,927 8位 3.04％ 1,853 4.11％
オランダ 63,404 9位 2.84％ 3,716 7.67％

オーストラリア 47,893 10位 2.14％ 1,942 3.48％
全世界 2,234,424 - 100％ 297 2.80％

出所：Sigma-World-insurance-in-2017

外資系損害保険会社の現状
2018年末時点での中国の損害保険会社は88社であり、

そのうち、中資系が66社、外資系は22社となっている。元
受収入保険料総額を比較した場合、中資系が1兆600万元
に対し、外資系は199億9,400万元となっている。

2001年12月の中国のWTO加盟後、外資系損害保険会社
に対する規制は徐々に撤廃され、当局の開放姿勢がうかが
える。一方、原則として営業範囲が拠点所在地に限られてい
ることもあり、拠点数の少ない外資系損害保険会社のマー
ケットシェアは、元受収入保険料ベースでわずか1.86％の低
位に留まっている。

表４：2018年内資系損害保険会社の収入保険料およ
び市場シェア（単位：万元）

会社名 2018年度-
元受収入保険料 市場シェア

中国人民財産保険 34,757,613 32.27％
平安財産保険 23,797,869 22.10％
太平洋財産保険 11,128,197 10.33％
国寿財産保険 6,696,075 6.22％
中華聨合保険 3,798,722 3.53％
大地財産保険 3,746,816 3.48％
陽光財産保険 3,429,800 3.18％

太平保険 2,237,974 2.08％
輸出信用保険 1,953,961 1.81％
天安保険 1,375,415 1.28％

華安財産保険 1,104,423 1.03％
永安財産保険 856,654 0.80％
英大財産保険 756,746 0.70％
華泰財産保険 682,331 0.63％
永誠財産保険 56,0701 0.52％
その他(51社計) 8,818,110 8.19％

中資系損害保険会社(小計) 105,701,404 98.14％
全損害保険会社(合計) 107,700,824 100.00％

出所:-中国銀行保険監督管理委員会（CBIRC）統計資料、各社ホーム
ページ

表５：2018年外資系損害保険会社（合弁含む）の収
入保険料および市場シェア（単位：万元）

会社名 国・
地域名

拠点数-
(本支店)

2018年度-
元受収入
保険料

市場-
シェア

アクサ フランス 63 600,116 0.56％
国泰産物保険 台湾 11 291,826 0.27％

グルパマ フランス 7 221,524 0.21％
リバティー 米国 6 184,639 0.17％

チャーティス（AIU） 米国 7 108,518 0.10％
三星火災保険 韓国 7 80,756 0.07％
富邦産物保険 台湾 6 73,893 0.07％
アリアンツ ドイツ 8 61,861 0.06％

東京海上日動火災保険 日本 6 59,673 0.06％
ジェネラリ イタリア 7 57,636 0.05％
チューリッヒ スイス 2 55,584 0.05％

三井住友海上火災保険 日本 4 53,788 0.05％
ACE 米国 4 51,607 0.05％

損害保険ジャパン 日本 5 36,629 0.03％
スイス・リインシュアランス スイス 3 14,378 0.01％

LIG 韓国 2 12,259 0.01％
Starr-Property-&-Casualty-

Insurance-(China) 米国 12 10,555 0.01％
現代海上火災保険 韓国 2 8,434 0.01％
日本興亜損害保険 日本 2 6,069 0.01％

あいおいニッセイ同和損保 日本 2 5,414 0.01％
XLインシュランス 米国 1 3,022 0.00％

ロイズ 英国 2 1,238 0.00％
外資系損害保険会社(小計) 1,999,420 1.86％
全損害保険会社(合計) 107,700,824 100.00％
出所:-中国銀行保険監督管理委員会（CBIRC）統計資料、各社ホーム

ページ

任意自動車保険約款・料率自由化改革の現状
中国も日本と同様に、自動車保険は「強制保険(自賠責)」

と「任意保険」の2階建て構造である。2015年3月、元CIRC
から「任意自動車保険約款・料率管理制度改革の深化に関
する意見」が公布され、保険料の自由化や補償範囲の拡大
などを柱とする改革を全国で実施することを宣言した。改
革の背景には、顧客のニーズに合わない旧態依然とした自
動車保険制度の矛盾の露見と「高保低賠（保険料が高く補
償が少ない）」等の社会的な不満および不公平な保険料設
定、画一的で満足度の低い商品設計などがある。2015年6
月～2016年6月を第一段階トライアル期間として、無事故割
引制度の導入などが実施され、2017年～2018年の第二段
階では、自由化範囲を拡大し、商品開発規制を徐々に緩和
してきた。新型保険は、各社の自主約款に特約などを加え、
各社が地域毎に自主料率を申請するかたちとなっている。
2021年～2023年を第三段階として、商品の完全自由化を
目指している。2018年9月、陝西省、広西チワン族自治区、
青海省の3地域での料率設定の自由裁量権を拡大させ完全
自由化トライアルを開始した。

改革が最終段階に突入しつつあることに伴い、手数料率
の高騰、データの真実性など問題が顕著になり、CBIRCから
「自動車保険料率監督管理に関する要求」（2018年57号）
の通達が出され、届け出た手数料水準等を厳格に順守する
よう要求するいわゆる「報行合一」のルールが発表された。
CBIRCは、保険会社の不正競争（超過手数料支払い等）と違
法行為に対し厳正な処罰を行うとの姿勢を表明している。
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＜建議＞
＜中国銀行保険監督管理委員会への建議＞
①経営層の任職については、任職予定者が外国
籍の場合には試験が課されることとなってい
るが、当局指定の研修に参加することで代替
できるよう、選択制にしていただく事を要望
する。

②保険会社経営者層への研修制度について、外国
人の場合には通訳を介した研修や社内研修によ
る代替などの緩和措置を要望する。また非常勤
董事や社外董事の場合には、研修時間や研修内
容の縮小など見直しを要望する。また、中国銀
保監会（協会）が主催する研修については前広
なスケジュール通知を要望する。

③WTO加盟17年（2018年12月）を経て、さ
らなる保険市場の開放と外資保険会社への規
制緩和の進展を期待している。行政手続の簡
素化により、さまざまな申請に対する許認可
の迅速化を要望する。

④「保険会社持分管理弁法」の2018年3月改訂
により、保険会社株主の規範化が重視され、
株主条件や出資比率上限（1社あたり上限は
保険会社の登録資本の1/3）が厳格化され
た。一方で外資合弁損保会社におけるパート
ナー(中国の非保険会社)の選択肢は制限され
ることとなった。中国保険市場の開放と健全
な発展を促進するために、一定の条件を満た
す(株主ガバナンス、財務能力、合弁目的等)
外資損保会社の場合、外資損保会社における
パートナーの出資比率に関しては、上限を保
険会社の登録資本の1/3から1/2（程度）ま
で緩和することを要望する。

⑤2018年4月10日より施行されている「保険
会社持分管理弁法」30条2項により、「投資
者、その関連先および一致行動者は、保険会
社のコントロール類株主と戦略類株主になる
場合、合計2社を上回ってはならない」と定
められ、同時に同条第3項により、保険会社
が業務のイノベーションまたは専門業務化経
営により保険会社を投資により設立する場
合には、第2項の制限を受けないと規定され
た。この規定によって同業競争回避の制限が
緩和されたといえるが、外資系企業が中国に
おいて2社を超える保険機構を同時に経営す

る（出資を含む）形態を展開していくうえ
で、保険会社として事業計画を立てにくいた
め、本規定のさらなる緩和を要望する。

⑥同一グループに属する別法人に対し、中国内
で統一した保険サービスや保険プログラムの
提供を可能にすることで、大手グローバル企
業グループによる中国への投資をさらに促進
させるべく、統括保険証券規定の対象範囲を
同一法人から同一グループに属する法人に拡
大いただくよう要望する。また、大企業顧客
への総合的なリスクコントロールサービスを
可能にするため、大規模商業物件の引受対象
種目を企業物件に必要な「全種目」に拡大し
ていただくよう要望する。外資系損害保険会
社の許認可取得地域外での損害保険の引き受
けは、大規模商業物件（投資総額1億5,000
万元超かつ企業の保険料総額が40万元超の
物件）に限定されているが、当物件の限度額
引き下げも要望する。

⑦「保険会社が北京・天津・河北省に跨って経
営することに関する届出管理についてのトラ
イアル弁法」（保監発〔2017〕1号）が、
2017年2月1日よりすでに施行されている
（有効期間が2年間延長されて2021年2月1
日までとなっている）が、発票が発行できな
い等、主に税務面取扱いの理由により外資保
険会社が実質申請できない状況にあり、3地
区間における早期の政策調整、実現に向けた
取組強化を要望する。

⑧C-Ross（中国風険導向的償付能力体系）のソ
ルベンシーマージン比率の必要最低資本計算
において、中国国内に比べて中国国外の再保
険者に対する信用リスク係数が高く、非差別
的な取扱いを志向する中国銀保監会の立場と
一貫していない。中国国外の再保険者が中国
国内の再保険マーケットにアクセスできるよ
う国内外問わず再保険者の信用力に応じた係
数の見直しを要望する。

⑨外資損害保険会社がサービスを総合的に
行い、消費者の利便性や満足度を向上させ
るために、企業に対するリスク管理サービ
スや、日本での保険加入者が中国で事故に
遭った場合のアジャスティング業務（審査
業務）サービスなどが提供できるよう、業
務範囲に「保険関連のその他業務」を加え

表6：2011～2018年自動車保険(自賠責＋任意)収入保険料推移(全社ベース)

年度 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年
金額 前年比 金額 前年比 金額 前年比 金額 前年比 金額 前年比 金額 前年比 金額 前年比 金額 前年比

収入保険料
(億元) 3,505 16.66％ 4,005 14.28％ 4,721 17.87％ 5,516 16.84％ 6,199 12.38％ 6,834 10.25％ 7,528 10.16％ 7,834 4.06％

支払保険金
(億元) 1,751 27.26％ 2,248 28.36％ 2,720 21.01％ 3,027 11.28％ 3,336 10.20％ 3,647 9.36％ 3,938 7.98％ 4,402 11.78％

出所：中国保険監督管理委員会（CIRC）ホームページ
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ることを要望する。

⑩2012年3月に旧中国保険監督管理委員会が
公布した通知により、兼業代理店の新規登録
について、金融機構と郵政を除いて暫定停止
となっているが、消費者利便性、保険サービ
スの向上、保険普及の観点より、厳格な募集
人制度や禁止行為の構築など明文化したうえ
で、兼業代理店の暫定停止措置の解除を要望
する。

⑪自動車保険・自賠責保険のシステムが各地に
より異なる仕様となっている。保険サービス
の向上、保険普及、および各社が負担するシ
ステム開発・メンテナンスコスト削減の観点
から、今後自動車・自賠責保険システムの改
定が予定される場合には、中国国内のシステ
ム統一化を視野に改定を行っていただくよう
要望する。
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４．証券
2018年末時点の世界の株式時価総額のうち、日中は、

日本取引所が5兆2,968億ドルで世界第3位（前年と同ラン
ク）、上海証券取引所が3兆9,194ドルで同4位（前年と同ラ
ンク）、深圳証券取引所が2兆4,055億ドルで同8位（前年と
同ランク）であった。中国全体では6兆3,249億ドルとなった
（2017年末時点では8兆7,113億ドル）。

2018年の世界の株式売買代金のうち、日中は、深圳証
券取引所が7兆5,626億ドルで世界第4位（前年と同ラン
ク）、日本取引所（東京）が6兆2,969億ドルで同5位（前年
は世界第6位）、上海証券取引所が6兆1,160億ドルで同6位
（前年は世界第5位）、であった。中国全体では13兆6,786
億ドルとなった（2017年は16兆6,753億ドル）。

2018年の証券分野の市場開放の状況
証券業、資産運用業への外資参入規制の緩和
2018年4月のボアオ・アジアフォーラム（海南省）で、習近

平国家主席が行った新たな対外開放政策の発表を機に、中
国人民銀行の易綱総裁は、金融業の対外開放に関する12
項目を発表し、期限を区切って実施することを確約した。

前述の12項目のうち、証券業・資産運用業では、外資参
入規制が大きく緩和された。具体的には、合弁証券会社、
証券投資基金管理会社ともに、従来の外資出資上限49％
が51％に引き上げられ、3年後の2021年に撤廃されること
となった。また、合弁証券会社におけるライセンスの拡大が
容認された。

外資参入規制の緩和を受け、証券業では、2018年に以
下の動きがあった。第一に、既存の合弁証券会社では、UBS
（24.99％）系の瑞銀証券が、持分比率の引き上げ（51％）
に関する申請書類を中国証券監督管理委員会（証監会）に
提出し、2018年5月2日に受理され、同年11月30日に認可さ
れた。第二に、新設の合弁証券会社では、野村ホールディ
ングスが2018年5月8日、持分51％での合弁証券会社の設
立申請書類を証監会に提出し、同年7月3日に受理され、同
年9月28日に証監会から第1回目のフィードバックが行われ
た。また、J.P.モルガン・チェース香港子会社のJPモルガン・
ブローキングが2018年5月10日、持分51％での合弁証券会
社の設立申請書類を証監会に提出し、同年10月12日に受理
され、同年11月12日に証監会から第1回目のフィードバック
を受けた。その後、2019年3月29日、証監会は、野村ホール
ディングスおよびJPモルガンによる新設合弁証券会社2社
の認可を発表した（認可自体は同年3月13日付）。

中国向け投資規制の緩和
外国人投資家による国内証券市場への投資を認める適

格外国機関投資家（QFII、Qualified-Foreign-Institutional-
Investorsの略称、2002年11月導入）制度、およびオフショ
ア人民元を中国本土で運用するための人民元建て適格外国
機関投資家（RQFII、RMB-Qualified-Foreign-Institutional-
Investorsの略称、2011年12月導入）制度の下では、従来、

中国国内への投資後、海外への資金持ち出しに制限が課さ
れていたところ、2018年6月12日、国家外為管理局は以下
のような改善を行った。第一に、従来、QFIIに対し、毎月の
投資元本の対外送金金額を前年末の投資総資産の20％を
上限とする制限を設けていたが、QFIIの投資元本の送金規
制を撤廃するとした。第二に、従来、QFII・RQFIIがクロー
ズド・エンド形式のファンドを通じて投資する場合、投資資
金は3カ月間のロックアップ期間が設けられていたが、投資
元本のロックアップ期間を撤廃するとした。第三に、QFII・
RQFIIに対し、対内証券投資において為替リスクの回避目的
とした為替ヘッジ取引を容認するとした。

また、2019年1月14日、国家外為管理局は、QFIIの中国全
体の運用枠を1,500億ドルから3,000億ドルに引き上げた。
他に、同年1月31日、証監会は、従来、参入条件等を別々に
規定してきたQFII・RQFIIの規則の統合を目的に、「QFIIお
よびRQFIIの国内証券・先物投資管理弁法」に対するパブ
リックコメントを実施している。

対外投資規制の緩和
中国国内の金融機関による対外証券投資を認める適格

国内機関投資家（QDII、Qualified-Domestic-Institutional-
Investorsの略称、2006年4月導入）制度の運用枠は、
2015年3月末に899億9,300万ドルとなってから、2018年3
月末に至るまで新規・増枠ともに認可されていなかったが、
2018年4月末時点では983億3,300万ドルと前月末時点に
比べ83億4,000万ドル増加し、約3年ぶりに認可が再開され
た。ただし、同年7月末時点の1,032億3,300万ドルから、新
規・増枠ともに認可が止まっている。

越境証券取引制度の規制緩和
中国では、2014年11月17日から上海・香港間で、2016年

12月5日から深圳・香港間で、それぞれストックコネクトがそ
れぞれ始動している。ストックコネクトの下では、参加する
投資家を機関投資家に限定し、かつ外貨建てでの投資しか
認めない既存のQFII制度とは異なり、①中国本土・香港の
両サイドから双方向で、かつ②人民元建てで投資を行い、
③個人投資家も現物株を直接購入できる。前述の12項目の
うち、中国本土－香港間のストックコネクトの一日当たりの
投資枠の4倍への拡大（上海・深圳の各投資枠を130億元
から520億元に、香港株の各投資枠を105億元から420億
元へ拡大）は、2018年5月1日より実施されている。また、新
設の上海・ロンドンストックコネクトについては、2018年10
月12日、証監会は「上海・ロンドン証券取引所による市場相
互接続預託証券業務監督管理規定」を公布しており（即日
施行）、実施を待つ段階となっている。

QFII・RQFIIを含む国内投資規制の緩和による外国人投
資家を含む機関投資家の参画は、（1）市場への流動性提
供、（2）新たな投資手法や評価手法の導入、（3）企業のガ
バナンスの改善等の効果が期待され、市場の質的向上に繋
がるものである。一方、中国の株式市場では、外国人投資
家の株式保有比率は2.65％にとどまっている（2018年12月
末）。これに対し、日本は個人投資家が17.0％、外国人投資
家が30.2％となっている（2018年3月末）。国外投資規制の
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緩和は、中国投資家に分散投資の機会を提供し、国内市場
の過熱を押さえる効果がある。

日中金融協力および日中証券市場協力
日中金融協力の本格的再開
2018年5月9日、日中韓サミットに合わせて、中国首相とし

て2011年5月以来7年ぶりに来日した李克強首相と安倍晋
三首相との間で日中首脳会談が行われ、経済関係の強化の
中で、金融協力も焦点となり、2011年12月に合意した日中
金融協力の本格的再開を確認した。合意内容は、これまで
懸案とされてきた三点セットである①日本での人民元クリア
リング銀行の設置、②円・人民元通貨スワップ協定の再開、
③RQFIIの運用枠2,000億元の日本への配分に加え、新た
に、④中国本土市場での日系金融機関への債券業務ライセ
ンス付与、⑤日本の証券会社等の中国市場参入に関する認
可申請の審査加速が加わった。

その後、日本の首相としてやはり7年ぶりの安倍首相の公
式訪中時の2018年10月26日、人民元クリアリング銀行に
ついては中国銀行東京支店が指定され、日本円・人民元通
貨スワップについては、日本銀行において2,000億人民元、
中国人民銀行において3兆4,000億円を引出限度額とする
覚書が交わされた（有効期限は2021年10月25日までの3年
間）。また、国家外為管理局の発表によれば、同年12月26
日、三井住友銀行が日系金融機関として初めてRQFIIの運
用枠（30億元）を取得した。

日中証券市場協力の始動
安倍首相の公式訪中時には、新たに、証券市場での協力

強化に関する覚書について、両首脳立会いの下、金融庁長
官と証監会主席による署名が行われた。この日中証券市場
協力は、①政府および市場関係者による多層的な協力強化
（MOUを締結）、②「日中証券市場フォーラム」の相互開
催、③日系証券会社等の中国市場参入の早期実現、④上場
投資信託（ETF）の相互上場の早期実現、⑤市場監視分野
における連携・交流の強化、⑥その他（人材育成、ESG投
資、法制度に関する情報交換等）から構成されている。

＜建議＞
＜外資による中国証券業、資産運用業への参入

規制の緩和ならびに撤廃＞
①2018年6月28日、国家発展改革委員会およ
び商務部は「外商投資参入特別措置（ネガ
ティブリスト）（2018年版）」を公布し、
同年7月28日に施行した。同リストでは、証
券会社および証券投資基金管理会社の外資出
資比率が51％に引き上げられ、2021年に同
比率を撤廃するとした。外資出資比率の撤廃
が予定通り行われることと、および2021年
の具体的にどの時期に撤廃されるのかが明確
化されることを、国家発展改革委員会および
商務部に要望する。

②2018年3月19日、中国証券監督管理委員会
（証監会）は「外商投資証券会社管理弁法」
の草案を公表、パブリックコメントを実施
し、同年4月28日に公布した（即日施行）。

・持分比率について、当該弁法では、国外株主
が累計して保有する（直接保有と間接支配を
含む）外商投資証券会社の持分比率は、証券
業の対外開放に関する国の方針に適合しなけ
ればならないと規定されている。非上場中資
系証券会社と同様の出資比率の規定を外資に
も適用する開放政策の全面的な実施を、証監
会に要望する。

・草案の中で、ライセンスについては、証券法
125条に定める業務（(1)証券ブローカレッ
ジ、(2)証券投資顧問、(3)証券取引、証券投
資活動と関連する財務アドバイザリー、(4)
証券引受およびスポンサー、(5)証券トレー
ディング、(6)証券資産管理、(7)その他証券
業務）を、原則、同時に4つまで申請する
ことができるとし、1年後には追加申請がで
き、毎回2つまで申請できるとしていた。と
ころが、管理弁法にはライセンスの取り扱い
について規定がないため、管理弁法や実施細
則に明記されることを、証監会に要望する。

・ライセンス面で、投資銀行業務と関連する
ホールセール業務（機関投資家向けブローカ
レッジ業務、リサーチ業務、証券投資顧問業
務等）の拡大やクロスボーダーM&A業務の
展開支援を、証監会に要望する。

・上記の証券投資顧問業務のライセンスに関
連して、1997年12月25日に証監会が公布
した「証券、先物投資諮詢管理暫行弁法」
（1998年4月1日施行）および中国証券業協
会が公表している「証券業従事人員資格管理
に関するよくある質問と回答」No.20では、
①証券投資顧問業務（投資顧問）、②証券投
資顧問業務（アナリスト）、③証券投資顧問
業務（その他）の資格対象者を中国籍に限っ
ている。外商投資証券会社のライセンスを証
券投資顧問業務にも開放していく中で、同業
務に従事する資格についても、内外無差別で
の取り扱いを、証監会に要望する。

③2018年3月30日、証監会は「証券会社株式
持分管理規定」の草案を公表し、パブリック
コメントを実施した。草案では、株主を、
保有比率によって、(1)持分5％未満の株主、
(2)持分5％以上の株主、(3)主要株主(25％以
上の持分を保有する株主、または5％以上を
保有する第1順位株主)、(4)支配株主（50％
以上の持分を保有する株主、または50％未
満でも株主総会の決議で重大な影響力を有す
る議決権を持った株主）の4種類に分類し、
保有比率が多いほど満たすべき基準が強化さ
れる構成となっている。しかしながら、支配
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株主については、純資産1,000億人民元以上
といった財務面での基準が設定されているた
め、基準の緩和（または引き下げ）を、証監
会に要望する。

④証券投資顧問会社への外資参入規制の緩和と
業務範囲（新三板業務、私募業務等）の拡大
を、証監会に要望する。

＜国内外投資規制の緩和＞
＜中国向け投資規制の緩和＞
⑤適格外国機関投資家（QFII）、人民元建て適
格外国機関投資家（RQFII）、私募（PE）投
資、不動産投資について、証監会（および項
目によっては国家発展改革委員会および商務
部）、中国人民銀行（元取引）、国家外為管
理局（外貨取引）に、以下の通り要望する。

・上場会社への外資保有制限を外商投資参入特
別措置（ネガティブリスト）に応じて緩和。

・申請手続の登録制への移行・簡素化、報告方
法の簡素化。

・投資ロックアップ期間の撤廃、または可能な
限りの短縮化。

・対外送金規制の撤廃。

＜対外投資規制の緩和＞
⑥適格国内機関投資家（QDII）について、証監

会、国家外為管理局に、以下の通り要望する。

・国務院が認可した中国全体の運用枠の公表お
よび拡大。

・QDIIの個別運用枠の認可の拡大。

⑦中国本土・香港債券市場相互接続協力制度
（債券通）のうち、香港向け債券投資制度
（サウスバウンド）の内容・導入時期の公表
を、証監会、中国人民銀行に要望する。

＜越境証券投資制度の緩和＞
⑧上海・香港および深圳・香港相互株式投資制
度（滬港通、深港通）の他地域（香港以外）
への拡大、現物株以外の商品（上場投資信託
（ETF）など）への拡大を、証監会、中国人
民銀行に要望する。

⑨2018年11月23日、国務院は、「自由貿易試験
区での改革・イノベーションの深化する若干の
措置を支援することに関する通知」を公表し
（国務院の承認は同年11月7日付）、第42項で
自由貿易試験区での個人による対外証券投資
の展開を支援するとしている。実施細則の制定
を、証監会、中国人民銀行に要望する。

＜越境証券投資税制の明確化＞
⑩対内証券投資、対外証券投資ともに、証監会、財
政部、国家税務総局に、以下の通り要望する。

・利息・売却益・配当に対する所得税および増値
税（旧営業税）の免税措置の明確化、恒久化。

・課税か免税か明記されていない場合は、過去
に遡って課税しない方針を明確化。

＜ファイナンス規制の緩和＞
＜株式市場の活用＞
⑪中国から見た居住者、非居住者ともに、外資
企業の中国国内市場への株式上場、具体的に
は新三板への株式上場手続の明確化や、上海
証券取引所・国際板の開設とその日程の公表
を、証監会に要望する。また、2018年11月の
第1回中国国際輸入博覧会（上海）で、上海証
券取引所での新興市場（科創板）の設立と発
行登録制度のテスト計画が公表された。2019
年3月1日、証監会は「科創板新規株式公開株
式登録管理弁法（試行）」、「科創板上場企
業継続管理監督弁法（試行）」を公布・施行
し、科創板が上海証券取引所に設立され、登
録制度の試験運用が行われ、上場企業の申請
受付が始まった。その他の取引市場でも、改
革が速やかに進められるよう要望する。

⑫中国企業の海外での全面的な株式上場規制の改
正・緩和を、証監会、国家外為管理局に要望する。

＜債券市場の活用＞
⑬中国から見た居住者、非居住者ともに、中国国
内市場、具体的には銀行間債券市場や証券取
引所での債券発行枠の明確化や、同枠内での
発行促進に向けた措置（発行登録制の導入な
ど）を、証監会、中国人民銀行に要望する。

＜相互上場の促進＞
⑭（日本株を含む）外国指数ETFの上場申請手
続の簡素化を、証監会、上海・深圳証券取引
所に要望する。

⑮2018年10月の安倍総理の公式訪中時に締結
された日中証券市場協力に関する覚書では、
ETFの東京と上海での相互上場（ETFコネク
ティビティ）を実現するためのフィージビリ
ティスタディを進めていくことが合意され
た。2019年4月22日、上海で開催された第1
回日中資本市場フォーラムにおいて、株式会
社日本取引所グループと上海証券取引所の双
方の代表がETFコネクティビティに署名し、
日中のETF管理会社は、特別な投資枠を国家
外貨管理局より取得すれば、ETFフィーダー
ファンドスキームにて相手方ETFを主たる投
資対象とするETFを組成することができるよ
うになった。ETFコネクティビティの目標実
現に向けた取り組みの進捗状況の定期的公表
を、証監会、上海証券取引所に要望する。

＜中国発行体の資金調達支援＞
⑯中国国有企業・金融機関の新規公開や株式売
出を通じた資金調達支援のため、日本の金融
機関も貢献すべく、主幹事獲得に向けた内外
無差別の取り扱いを、中国人民銀行、中国銀
行保険監督管理委員会、証監会に要望する。
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１．旅行
2018年、中国を訪れた日本人は累計で269万人（前年比

0.3％増）と、2017年に引き続きわずかながら前年を上回り
回復基調にあるが、過去最高であった2007年（年間397万
人）と比べ7割弱の低水準に留まっている。日本人の出国
者数が増加傾向（2018年は前年比6.0％増で1,895万人、
2016年以降はプラス推移を継続）にある中、この10数年で
の訪問者数減少は著しく、他の目的地と比較し、大きな乖
離がある。一方、日本を訪れた中国公民の数は年間838万
人（前年比13.9％増）と2014年以降過去最高を更新し続け
ており、訪日旅行市場においても中国は最大市場の位置づ
けとなっている。

旅行市場の発展に向けては、2018年10月、中国・蘇州市
において「第8回日中韓観光大臣会合」が2015年4月以来、
約3年ぶりに開催され、その共同声明においては、1．人や地
域間の往来の利便性を高め、日中韓観光交流の新時代を
迎える。2．文化を活用した観光の推進に取り組み、人文交
流と協力を増進させる。3．観光交流の質を向上させ、共同
で北東アジア地域における観光協力の健全かつ持続可能
な発展を推進する、ことなどが盛り込まれた。また、同時期
に開催された日中観光大臣会合では、2017年の日中間の
相互交流人口が史上初めて1,000万人を突破したことを踏
まえ、バランスよく増加することにより相互交流1,500万人
を目指すことなどについて合意されたが、発地側・着地側
双方での理解、取り組みが必須であり、建議に基づく早急
な対応が求められる。

2018年訪中日本人観光マーケットの動向
日本からのアウトバウンド動向
日本人出国者数は2012年の1,849万人をピークに微減状

態が続いていたが、2016年より持ち直し2018年において
は1,895万人と6年振りに過去最高を記録した（法務省出入
国統計、JNTO発表資料）。観光庁は2012年より5カ年に渡
り推進をしてきた観光立国推進基本計画に基づいて、2017
年3月に「明日の日本を支える観光ビジョン」（以下「観光
ビジョン」という）を決定。新たに2017年からの4カ年を計
画期間とした改定計画を推し進めており、日本人の海外旅
行者数については2020年の到達目標を2,000万人として
いる。中でも「観光ビジョン」を達成するため観光立国推
進閣僚会議にて決定された「観光ビジョン実現プログラム
2018」においては、若者のアウトバウンド活性化を図るた

め、教育旅行の推進、地方空港のLCC等の国際線就航促進
などが盛り込まれ、世代の幅を広げ、よりいっそうの国際相
互交流推進を図っていく方針である。

中国へのインバウンド動向
中国文化観光部が発表した「2018年旅游市場基本情

况」によれば、2018年の訪中外国人数は3,054万人（前年
比4.7％増／香港・マカオ・台湾を含まない）とアジア地域
からの渡航者を中心に増加している。主な出発国はミャン
マー、ベトナム、韓国、日本、米国、ロシア、モンゴル、マレー
シア、フィリピン、シンガポールなどである。外国人による国
際旅行収入は731億ドル（前年比5.1％増）であった。また中
国内で旅行関連業に直接的または間接的にかかわる就業
者人口は7,991万人にのぼり、全就業者人口に対して10％を
超えている。今後、中国へのインバウンド発展に向けては、
受け入れ量の拡大と合わせた制度ならびにインフラ・サービ
ス品質の向上が求められる。

日本発 / 中国着の動向
2018年訪中日本人数について中国文化観光部の統計に

は盛り込まれていないが、中国駐東京観光代表処へのヒア
リングによると「2018年の日本から中国への訪問者数は
0.3％増の269万人」であった。過去最高を記録した2007
年（年間397万人）との比較では7割弱の水準に留まってい
る。近年の低迷要因の一つとして、中国に対するイメージの
低下が挙げられていたが、中国の社会発展、経済成長、さら
には環境政策への取り組みなどにより、大気汚染、食の安
全性などのネガティブなイメージについては地道ながら改善
に向かっている。また昨今の報道では中国におけるQR決済
に代表されるキャッシュレス化やシェアリングエコノミーの
浸透、AI研究の先進性などが取り上げられており、テクノロ
ジー分野においては日本から数多くの企業や技術者が視察
に訪れる傾向にある。

一方で海外旅行訪問先を検討するにあたり、旅行者に
とって目的地および滞在プランの想起が重要となるが、中
国に対する旅先としてのイメージにおいては欧米・アジア他
諸国と比べ限定的であり、また世代別に見ても偏りがある。
毎年、内閣府が実施する「外交に関する世論調査」の最新
データ（2018年10月実施）では、中国に「親しみを感じる」
とする者の割合が20.8％（前年データ18.7％、前年比2.1ポ
イント増）と微増ながらも回復傾向にあるが、過去最高の訪
中日本人数を記録した2007年調査データ（34.0％）と比較
すると、さまざまなイメージ向上への継続的な取り組みが重
要であることが分かる。世界遺産（53カ所）をはじめとした
豊富な観光資源、日本への関わりが深い文化や歴史が存在

第９章
観光・レジャー
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し、複数都市間において数多くの直行便が就航している交
通アクセスの利便性など、日本からの旅行先検討において
諸外国に勝る優位性を有しており、さらにネガティブを払拭
し、ポジティブを浸透・拡散するためにも、中国文化観光部
および駐日本観光代表処、地方旅遊局などが主体となり、
メディア、旅行会社なども一致団結し、積極的な訪中旅行プ
ロモーション、商品企画・販売支援、誘客支援を早期に実
施するよう要請したい。

一般社団法人日本旅行業協会（以下、「JATA」という）で
は、訪中日本人数の350万人の復活を目標として掲げ、日中
観光文化交流団（3,000名/2015年）、中国旅行復活緊急
フォーラム（2016年）、日中国交正常化45周年プロジェクト
(2017年)、2018年は「日中平和友好条約40周年」を記念し
た二国間の観光交流の拡大を図る重要な年と位置づけ、さ
まざま事業を展開してきた。2018年10月、安倍首相が訪中
し、習近平国家主席および李克強首相との間で、両国国民
の相互信頼・理解を醸成する観点から、2019年を「日中青
少年交流推進年」と銘打って、今後5年間で3万人規模の青
少年交流を実施していくことで一致した。これを受け、JATA
でも若者の海外旅行離れを防止すると共に、中国駐東京観
光代表処並びに中国駐大阪観光代表処などと連携し、観
光、歴史文化、スポーツ、祭りなどの魅力ある素材を積極的
に青少年層に提供し、幅広い青少年交流を支援していくこ
とを表明し、二国間の観光交流の拡大を図るべく中国の需
要回復、喚起に取り組んでいる。

2018年訪日中国人観光マーケットの動向
中国からのアウトバウンド動向
中国文化観光部が発表した「2018年旅游市場基本情

况」によれば、2018年中国公民の海外旅行者数は1億
4,972万人（前年比14.7％増）となり、順調に発展し続けて
いる。中国公民の普通パスポートで無査証もしくは到着時
の査証手続で入国できる国・地域は67にまで拡大してお
り、為替レートや直行便就航数の増加なども相まって、今後
もさらなる拡大が見込まれる。

日本へのインバウンド動向
日本政府観光局（JNTO）推計値によると、2018年の訪

日外国人数は過去最高の3,119万人（前年比8.7％増)とな
り、集計対象とする主要20市場のなかで過去最高を記録し
た。各市場別に見ても中国が全市場で初めて800万人台に
達したほか、これに韓国、台湾および香港を加えた東アジア
4市場は、前年比7.4％増の2,288万人となり、訪日外客数全
体の70％以上を占めた。航空路線の拡充や査証要件の緩
和に加え、これまでの継続的な訪日旅行プロモーションな
どが主な要因と考えられる。

中国発 / 日本着の動向
JNTOの発表によれば、2018年訪日中国人数については

838万人（前年比13.9％増）となり、2014年以降過去最高
を更新し続け、訪日旅行市場において中国は近年最大市場
の位置づけを維持している。2018年は日本において地震や
台風による自然災害があり、9月には関西国際空港の閉鎖に

見舞われたりもしたが、それ以外の月では同月の過去最高
を記録し、7月には単月では過去最高となる87万人を記録し
た。旅行者の内訳としては女性が6割近くを占め、20～30
代が半分以上を占めており、家族旅行者と20～30代の若
者で市場全体の95.6％をカバーしている。主な出発地とし
ては、上海市、北京市、広東省（広州市、深圳市など）が三
大市場であるが、成都市や重慶市、武漢市、西安市といった
内陸都市からの渡航者も増えている。また、リピーター率も
2～3年で急増し、2017年にはほぼ4割となった。

2019年1月には中国の大学生や中国からの訪日リピー
ター向け査証発給要件が緩和され、個人旅行（FIT）を中心
に若年層ならびにリピーターのさらなる増加が見込まれる。

＜建議＞
①外商独資旅行社へ中国公民に対する出境旅游

業務の早期開放
　外商独資旅行社へ中国公民に対する出境旅游
業務の早期実現を強く要望する。

　2011年以降、外資系合弁旅行社に対しては
中国公民出境旅游業務の取り扱いが一部条件
のもと認可されたが、日系の外商独資旅行社
に対する同業務の取り扱いは認可がされてい
なかった。先般、国務院より公布された「国
務院关関于全面推進北京市服務業拡大開放総
合試点工作方案的批复」（国函〔2019〕16
号）によれば、北京市人民政府が上申してい
た「全面推進北京市服務業拡大開放総合試点
工作方案」（サービス産業拡大開放の総合試
験プログラム、以下「試験プログラム」とい
う）に同意し、実施せよとの指示があった
が、この試験プログラムには外商独資旅行社
に対する出境旅游業務（台湾を除く）開放の
項目が含まれており、長年、当白書で要望し
てきた項目が反映されたことを心より歓迎し
たい。

　日本政府観光局（JNTO）の発表によれば、
2018年の中国公民の訪日旅行者数は前年比
13.9％で838.0万人となり、2014年以降毎
年最高記録を更新し続けている。

　訪日旅行はじめ、中国からの海外旅行需要は
年々高まる傾向にあり、インターネットサー
ビスなどの拡充に伴い、さまざまな現地情報
や旅行手配業務を個人単位で簡単に享受でき
る環境が整備されていく中で、従来の団体旅
行から個人旅行へのシフトが進んでいる。

　また、日本政府による観光査証申請に対す
る緩和措置などの影響もあり、短期間の間に
複数回、訪日される方も増え、「深度游」と
いったキーワードに代表される、これまでの
定番観光地とは異なる、個人の興味や関心あ
る場所、特定分野における有名な地方都市へ
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訪れる傾向もますます強くなっている。

　そうした中、旅行社に対しては、旅行者の安
心や安全を確保することはもちろんのこと、
より高い品質や限られた特定分野での高度な
専門性を求められる傾向にあり、その地にあ
る外商独資旅行社が着地側、発地側双方の連
携をもって応対していくことは、中国公民の
安心かつ安全で高い品質の出境旅行拡大に資
するものである。

　また、中日双方の旅行社に対して、競争原理
を働かせることは、両国の旅行者に対して旅
行サービス対価の適正化、そのサービス内容
の向上に寄与し、両国の観光関連産業の発展
へと繋がるものである。試験プログラムに基
づいた具体的な手続に関する情報の早期公開
を求めるとともに、一日も早く実務執行に取
り掛かれるよう要望する。また、今回は北京
市での取り組みとなっているが、他地域でも
同様の出境旅游業務開放が実現されるよう要
望する。

②訪中外国人旅行者への簡便なサービスインフ
ラ整備、提供

　中国では近年、スマートフォンなどを媒介とし
た情報通信インフラ、インターネットサービ
スが数多く誕生し普及しており、その恩恵に
ついては各種メディアでも取り上げられてい
るが、一方で短期渡航の外国人が利用する際
はいくつかの制約があり、利用できないこと
もあるため、それら恩恵を享受できる簡便な
サービスインフラの整備、提供を要望する。

　特にキャッシュレス化が進んでいる電子決済
サービスにおいては、中国国内の銀行に個人
口座を持ち、中国で身分証やパスポートを用
いた実名登録のスマートフォンを使っている
ことが求められ、短期滞在の外国人旅行者に
はその条件を満たすことが難しい。

　現在、外交部・公安部より公布された「出
境入境管理法」により、外国人が中国へ入国
する際は、パスポートと指紋などの生体認証
を行っているが、観光施設、高速鉄道などの
事前予約・入場時の手続円滑化、さらには地
下鉄やタクシーといった公共交通機関の利用
や、各種購買にあたり共通で使用できる外国
人旅行者向けの規定や仕組み（パスポートや
生体認証と連動した国際クレジットカードの
適用など）を整備し、利便性を向上させるこ
とが、多くの外国人旅行者誘致へのアピール
に繋がるものと考える。

　世界遺産をはじめとした豊富な観光資源を
有し、中国国際輸入博覧会をはじめとする国
際的な見本市や会議が開催され、先進的なテ
クノロジーやサービス提供システムが浸透す
る中国において、外国人旅行者に対しても同

様の受け入れサービス機能を共通化すること
が、今後の個人旅行をはじめとした訪中旅行
者の増加に大きく資するため、訪中外国人旅
行者への簡便なサービスインフラの整備、提
供を要望する。
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２．ホテル
中国のホテルの稼働状況は、沿海部の大都市が依然と

して競争力を発揮しているものの、リゾートや開発が進む
内陸部の主要都市の成長が顕著となってきている。他方、
星級ホテル数は、4星級、5星級の高級ホテルを中心に増加
し続けている反面、3星級から1星級のホテルは減少傾向が
続いている。中国人の収入増に伴って嗜好や消費行動が多
様化したことにより、新しいカテゴリーのホテルが増えつつ
ある。2019年は、米中間の経済摩擦の影響が懸念される
が、エリアによって差はあるものの巨大で旺盛な国内需要
を背景に安定的な成長が見込まれる。

中国のホテル事情
都市別競争力
香港、マカオを除く一級都市に、汕頭市を除く経済特区都

市（珠海市、アモイ市）と蘇州市、無錫市の2都市を加えた
主要20都市の2017年の星級ホテルの稼働状況を表1にまと
めた。宿泊事業の競争力指標である1日1室当たり客室売上
（RevPAR）では、依然として沿海部の大都市が競争力を発
揮している。他方、一級都市というカテゴリーではないもの
の、三亜市が上海市よりも上位（統計で公表されている50
都市の中で1位、上海市は2位）となり、長沙市や貴陽市と
いった内陸の二級都市が50都市中の20位以内に入ってお
り、リゾートマーケットや開発が進んでいる内陸部の都市の
成長が顕著である。

表１：2017年度　星級ホテル主要都市別稼働状況
客室稼働率

OCC
平均客室単価

ADR
1日1室当り客室売上

RevPAR
都市 ％ 都市 人民元 都市 人民元

1位 南京 69.66 上海 721.88 上海 497.97
2位 上海 68.98 北京 587.44 深セン 334.44
3位 深セン 68.12 広州 497.79 広州 325.55
4位 アモイ 66.23 深セン 490.97 アモイ 316.45
5位 広州 65.40 アモイ 477.81 北京 311.18
6位 済南 64.55 南京 445.13 南京 310.08
7位 杭州 64.15 杭州 421.10 杭州 270.14
8位 珠海 63.78 蘇州 416.22 武漢 244.80
9位 武漢 62.47 成都 406.94 成都 243.87
10位 西安 60.85 青島 400.05 蘇州 232.49
11位 成都 59.93 武漢 391.89 青島 225.60
12位 瀋陽 57.11 無錫 383.46 済南 213.37
13位 青島 56.39 天津 379.31 天津 208.84
14位 蘇州 55.86 大連 350.85 無錫 205.04
15位 天津 55.06 西安 336.62 西安 204.84
16位 重慶 54.38 重慶 332.94 珠海 200.74
17位 ハルピン 54.10 済南 330.55 重慶 181.07
18位 無錫 53.47 ハルピン 327.40 大連 180.72
19位 北京 52.97 珠海 314.72 ハルピン 177.11
20位 大連 51.51 瀋陽 286.17 瀋陽 163.44

数値出典：中国国家旅游局統計公報

また市場調査会社であるSTRがまとめた資料によると、
一級都市および台湾を除く2018年1月から9月までのエリ
ア別のRevPAR成長率は、西南地区10.2％増、西北地区

6.2％増、華中地区5.0％増と内陸部が高く、次いで華南地
区3.5％増、華東地区3.2％増、華北地区2.5％増、東北地区
0.5％減であった。沿海部の華東地区、華南地区の市場は成
熟期を迎えつつある一方で、内陸の西南地区、西北地区、華
中地区は今後、一帯一路政策に基づく都市開発の進展とあ
いまって成長期を迎えると期待される。

星級ホテル数の推移
中国においては1980年代後半から4星級、5星級の高級

ホテル数が外資系ホテルブランドを中心に増加し続けてお
り、今日もその勢いは衰えていない（表2参照）。他方、最も
ホテル数が多かった2星級、3星級の中級ホテル数が2010
年代以降減少の一途をたどっており、星級ホテルの総数も
2013年をピークに減少に転じている。これは、沿海部の一
級都市を中心に、多くの高級外資系ホテルブランドが既に
進出し飽和状態となり、都市によっては需給バランスが崩
れたため、また中国人の収入が増加したことにより一定以
上の支払いをする場合により良いホテルを選ぶ傾向が強く
なってきたために、3星級、2星級のホテルが淘汰されてきた
結果と推測される。

表２：2013～2017年　星級ホテル数と客室数の推移
2013 2014 2015 2016 2017 13年比

五星級
ホテル
数(軒) 722 745 789 800 816 94

客室数
(万室) 26.9 26.1 26.9 27.5 28.6 1.7

四星級
ホテル
数(軒) 2,370 2,373 2,375 2,363 2,412 42

客室数
(万室) 46.9 47.0 47.1 47.0 50.4 3.5

三星級
ホテル
数(軒) 5,735 5,406 5,098 4,856 4,614 -1,121

客室数
(万室) 63.5 59.2 57.2 54.9 55.3 -8.2

二星級
ホテル
数(軒) 2,922 2,557 2,197 1,771 1,660 -1,262

客室数
(万室) 19.3 17.0 14.7 12.4 12.5 -6.8

一星級
ホテル
数(軒) 146 99 91 71 64 -82

客室数
(万室) 0.7 0.5 0.4 0.3 0.3 -0.4

合計
ホテル
数(軒) 11,895 11,180 10,550 9,861 9,566 -2,329

客室数
(万室) 157.3 149.8 146.3 142.1 147.1 -10.2

数値出典：中国国家旅游局統計公報

他方、ライフスタイルブランドという新しいカテゴリーの
ホテルを、外資系に限らず内資系ホテル事業会社が開発に
取り組んでいるのが近年のトレンドと言える。これは中国に
限らず消費者の消費行動が多様化してきたことを受けて、
単に高級なホテルというだけでは選んでもらえなくなってき
たことに起因している。

訪中外国人数は2015年で2,598万人と2014年の2,636万
人から減少したものの、2016年2,813万人、2017年2,917万
人と増加が続いており3,000万人に迫ろうとしている。2016
年の訪中外国人による消費額は1,200億ドル、うち宿泊消
費は116億ドルであった。他方、中国人による国内旅行者数
は、2013年以降増加の一途をたどっており2016年は延べ
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44億人、2017年は延べ50億人と単純比較はできないもの
の訪中外国人数の150倍以上の市場規模となっている。ま
た国内旅行消費額は2016年が3兆9,000億元、2017年が4
兆6,000億元と巨大な市場を形成している。

今後も、この訪中外国人数に頼らずとも十分な市場規模
がある巨大で旺盛な国内需要を背景に、都市開発計画のあ
る内陸部の一級都市や沿海部の二級都市、三級都市では、
まだ進出の少ない高級外資系ホテルブランドだけでなく、
上述のようなライフスタイルブランドに加え、日本のビジネ
スホテルのような外国人も宿泊できる3つ星から4つ星の中
級クラスのホテルなど、さまざまなタイプ、カテゴリーのホテ
ル開発が進むと予想される。

2019年の展望と課題
中国と米国の経済摩擦が他国の経済活動に大きく影響

することによって、宿泊者数の減少という直接的なインパク
トが見込まれる一方で、物価高となった場合には運営費用
増など間接的に収益に影響が及ぶことが想定される。とは
いえ、前述の通り、巨大な国内需要を背景に、エリアや都市
によって多少の増減はあるものの、業界全体としては安定
基調での成長が見込まれる。

他方、訪中日本人数については、日中国交正常化45周年
（2017年）、日中平和友好条約締結40周年（2018年）を背
景に、経済面だけでなく政治においても日中関係が良好に
なってきたことを受けて回復してきている。今後さらに訪中
日本人数を増加させていくには、ビジネスマン中心の往来
に加えて、観光や修学旅行といったレジャーマーケットを拡
充させていくことが不可欠であるが、そのためには日本人の
中国に対するイメージを改善させる必要がある。

また、今日ではほぼ全ての中国人がその恩恵を享受して
いる支付宝などの電子決済サービスやシェアリング自転車
サービスなどは、訪中外国人は利用できずに不便を感じた
り、利用できれば受けられる割引などが適用されないこと
があるが、仮に訪中外国人がシェアリング自転車を利用で
きることになった場合、各国によって交通事情が異なるもの
の、方向指示器を出さずに車線変更する車や、歩道を走る
電動バイクがいるなど、自転車走行中あるいは歩行中に危
険を感じることが多いため、よりいっそうの交通マナー遵
守の意識向上が必要と感じる。

＜建議＞
①大気汚染（PM2.5）数値については、工場の
排出規制や自動車の運転台数制限など対策が
実施されていることで効果が毎年大幅に表れ
てきていることは歓迎される。今後も継続的
に対策を施していただきながら、その努力と
数値が改善していることを、中央・地方政府
による日本国内での中国への観光誘致・企業
誘致活動などを通じて、積極的に情報発信し
プロモーションを展開していただくよう要望
する。

②大都市ではおおむね歩行者と自転車や電動バ
イクの専用路とが区分されていることは歓迎
されるが、それでも歩道を電動バイクが通っ
たり、自転車専用路を自動車が走行すること
があったりと、歩行中に危険を感じることが
少なくない。一般的にホテルなどの宿泊施設
に泊まる際は、その土地に初めて訪れるなど
不慣れな人が多いことから、訪中外国人のみ
ならず中国人も安心して滞在し、ビジネスや
観光ができるよう交通マナーの指導徹底に加
え、安心安全なまちづくりを徹底するよう要
望する。
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北京市
2018年の北京市の域内総生産（GRP）の実質成長率は

6.6％で、前年から0.1ポイント鈍化し全国の成長率（6.6％）
と同じであった。市政府は、サプライサイドの構造改革に注
力し、機能調整、安定成長、改革促進、構造最適化、民生改
善、リスク回避などの課題に引き続き取り組んだ結果、市経
済は「穏中向好（安定の中、向上あり）」の発展を維持した
とした。また、2019年の成長率目標は6.0～6.5％と幅を持
たせた形で設定された。

2018年の経済状況
2018年の北京市のGRP総額は前年比6.6％増の3兆320

億元となり、初めて3兆元を突破した。産業別にみると、第
一次産業は前年比2.3％減の118億7,000万元、第二次産業
は4.2％増の5,647億7,000万元、第三次産業は7.3％増の2
兆4,553億6,000万元だった。工業生産額（一定規模以上の
企業が対象、付加価値ベース）は前年比4.6％増で、前年と
比べ1.0ポイント下落した。うち、ハイテク製造業は13.9％増
加した。また、重点産業をみると、医薬製造業が16.2％増、
コンピュータ・通信・その他電子設備製造業が15.2％増、電
力・熱生産供給業が12.2％増となった一方、自動車製造業
は5.8％減だった。

第三次産業の工業生産額は前年より7.3ポイント上昇し、
同市の成長への寄与率は87.9％となった。金融は前年比
7.2％増、情報通信・ソフトウェアと情報技術サービス業は
19.0％増、科学研究・技術サービス業は10.4％増となった。

全社会固定資産投資総額は前年比9.9％減となった。この
うち、インフラ関連投資が10.7％減と減少に転じた。産業別
にみると、第一次産業が8.9％増、第二次産業が43.2％減、
第三次産業が6.3％減となった。うち、情報伝送・ソフトウェ
アと情報技術サービス業が31.2％増と高い伸びを示した
ほか、文化・スポーツ・娯楽業と科学研究・技術サービス業
がそれぞれ11.8％増、7.7％増となった。不動産開発投資は
3.4％増と前年のマイナスから回復に転じた。一方、不動産の
販売面積は、前年比20.4％減の696万2,000平方メートルと
なり、このうち住宅の販売面積は14.0％減の526万8,000平
方メートルだった。

社会消費品小売総額は前年比2.7％増の1兆1,747億
7,000万元で、このうちネット販売は10.3％増の2,632億
9,000万元と、小売総額の伸びを2.1ポイント引き上げた。商
品別にみると、金銀宝石、家電・音響器材、化粧品はいずれ
も2桁の伸びで、それぞれ23.8％増、13.6％増、11.8％増と
なった。

消費者物価指数（CPI）は前年比2.5％上昇した。都市部
住民1人当たり可処分所得は8.9％増の6万7,990元となっ
た。なお、2017年末の常住人口は前年末から0.8％減少
し、2,154万2,000人となった。うち、都市部人口は1,863万
4,000人と同市人口の86.5％を占めた。

対内直接投資は、契約額が前年比24.6％増の418億
8,000万ドル、実行額が28.9％減の173億1,000万ドルと
なった。

北京市の特徴
北京市は中国の首都であり、中国における政治・経済・文

化の中心として発展を遂げてきており、世界有数の国際都
市となっている。中国統計年鑑2018をもとにGRPの産業別
シェア（2017年）をみると、北京市ではGRPに占める第3次
産業のシェアが80.6％と全国1位で、次いで同産業のシェア
が高い上海市（69.2％）と比較しても、圧倒的な存在感をみ
せている。

北京市統計年鑑2018をもとに第3次産業における業種別
シェア（2017年）をみると金融（20.6％）、情報通信・ソフト
ウェア（14.3％）、科学研究・技術サービス（12.7％）、卸・
小売（11.0％）、リース・ビジネスサービス（8.6％）の順となっ
ている（リース・ビジネスサービスには統括拠点が含まれ
る）。特に情報通信・ソフトウェアと科学研究・技術サービス
は先端的サービス業といえるもので、企業の開発力、技術力
の向上をもたらし、産業高度化の過程において重要な役割
を果たす。また、金融におけるフィンテックや卸・小売におけ
るIoTを活用した新形態の店舗の発展などもふくめ北京市に
おけるさらなるイノベーションの進展・生産性の向上に向け
て、今後これらの産業の集積がより一層求められる。

北京市には中国企業や日本を含む外国企業の統括拠点
が多いことなどから、北京市の先端的サービス業は同市の
みならず中国全土を対象に幅広くサービスを展開していると
考えられ、北京市におけるこれらの産業の集積は、中国全体
の産業高度化においても重要といえる。

なお、これらの産業集積を進めるうえでは、引き続き日本
を含む外国の統括拠点や先端的サービス業を含む先進企
業のさらなる誘致を進めていただくことが有益と考える。

優れた人材・企業の集積、サービス業開
放の促進に向けて
2018年4月に公布された「北京市人民政府が対外開放を

拡大し、外資利用水準を高めることに関する意見」におい

第１章
華北地域（北京市、天津市、山東省）
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て、外商投資建設工程設計企業に対し、外国籍技術人員の
比率条件を取り消すことや外商投資企業が北京市において
高齢者サービス分野への進出を奨励することなどが示され
た。さらに、多国籍企業が北京において地域本部を設ける
ことを支持し、都市公共サービス施設やインフラ建設及び
政府調達プロジェクトに参加することを支持すること、イノ
ベーション分野においても外商投資企業が研究開発費用の
税制控除などの優遇政策を適正に享受できるようにするこ
となどが示された。

また、同じく2018年4月には「北京市ポイント制戸籍施行
管理細則（試行）」によってポイント制による北京市戸籍取
得の条件や具体的手続きが定められた。同年10月には同手
続きによる申請に基づいて約6,000人に新たに北京市戸籍
を付与することが発表された。

上記を踏まえ、北京市において、日系企業がより一層発
展を遂げ、北京市の経済発展に寄与するために、課題と
なっている事項等について、以下の4点を要望する。

第一に、北京市が中国の他都市と比較して、統括拠点お
よび先進企業の立地拠点に相応しい人材の集積を促進する
ため、先進的な人材政策の展開を要望する。北京市が目覚
ましい成長を遂げている中国の首都としてさらに発展する
ためのカギの1つは人材にあると考える。

そのため、外国人材のさらなる活用は有益であり、豊富な
経験を有する日本人などを柔軟にかつ手厚く配置すること
を可能とするため、駐在員にかかわる過剰なコスト（社会保
険や居留許可手続などにかかわる費用コスト、手続コスト）
の軽減をお願いしたい。

加えて、中国の人材がさらに能力を発揮できるような環境
を整えることも有益であり、優秀な中国人を柔軟にかつ手
厚く配置することを可能とするため、条件を満たす地方出身
者へのインセンティブ強化をお願いしたい。

第二に、北京市が中国の他都市と比較して、統括拠点お
よび科学技術分野の企業の集積を促進するために、透明
性の高い政策運営、ハイテク企業や先端的サービス業への
優遇強化および優遇策の確実な実施、行政手続の簡素化
を要望する。

透明性の確保は、中国内外企業が積極的な事業展開を
行ううえで不可欠であり、中国政府が進める「近代的な市場
体系の完備」の前提ともいえるものである。統括拠点を設
立し、「地域本部」として認定されたものの、税収の貢献度
が少ないことを理由に補助金の支給が留保される事例が出
ているので、改善を要望する。加えて、高騰する人件費やオ
フィス賃料をカバーするような、他の地域に劣らない、優遇
策の追加・拡大を検討いただきたい。加えて、地域再開発
計画や環境規制などの実施などの際には十分な対応期間
を設けていただくことをお願いしたい。

また、北京市への先進技術の集積促進のためには、集積
回路企業、ソフトウェア企業などを含めたハイテク企業に対
して、優遇制度の拡充をお願いしたい。例えば、集積回路企
業、ソフトウェア企業に対する企業所得税の減免期間の拡
大や、同様の優遇制度の他のハイテク分野への拡大が考え

られる。

さらに、首都にふさわしい産業構造を実現する上で、ハイ
テク企業とともに、前述の先端的サービス産業の立地の促
進もさらに図る必要があると考える。日本ではこうした先端
的サービス産業を産業の「頭脳部分」としてとらえ、頭脳立
地法という法律で集積の促進を図った。税制優遇や政府系
金融機関による低利融資を通じて、一定の成果を収めた経
験がある。

第三に、北京市がサービス業拡大・開放総合試験を推進
するにあたり、進出日系企業の声に耳を傾けて、個別分野
での積極展開を要望する。

第四に、北京市が中国の他都市と比較して、統括拠点等
に相応しい生活環境を整備するために、生活に密接に係わ
りを持つ分野において、総合的視野にたった取り組みを要
望する。大気汚染や交通渋滞などの問題について、近年市
政府はその取り組みを強化されているが、他省とのさらなる
連携強化を図りつつ、引き続きこれらの問題を重視し、総
合的視野を持って取り組んでいただきたい。

引き続き対話継続を
2018年は、幾つかの外国商会・協会と北京市投資促進

局の共催の形で座談会が開催され、活発かつ有意義な意
見交換が実施できたことに感謝したい。

ただし、さらなる相互理解が必要な部分もあり、引き続き
中国日本商会との対話の機会をいただきたい。十分な意見
交換の時間を確保するためにも、以前のように北京市と中
国日本商会の2者の形での開催が望ましい。2014年より中
国日本商会は、北京市投資促進局およびジェトロの3者で
意見交換の場を持たせていただいているが、引き続きより
多様なチャンネルを通じて相互理解を深めるため、北京市
各政府機関と交流の機会をいただくことを希望する。

＜建議＞
①北京市が中国の他都市と比較して、統括拠点

および先進企業の立地拠点に相応しい人材の
集積を促進するために、先進的な人材政策の
展開を要望する。

　豊富な経験を有する日本人を柔軟にかつ手厚
く配置することを可能とするため、駐在員に
かかわる過剰なコスト（費用コスト、手続コ
スト）の軽減を要望する。

・居留許可手続

　2013年7月の出入国管理法改正により、居
留許可手続の審査期間は従来の5営業日から
「15営業日以内」に変更された。北京市で
は2015年8月より「10営業日以内」に短縮
された。2018年からは新たな利便性措置が
開始され、オンラインで居留許可申請手続を
予約した場合、10営業日からさらに7営業日
に短縮するという運用がなされている点は歓
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迎したいが、親族の不幸や、経営にかかわる
緊急の出張が生じた際に一刻を争う海外出国
ができない事態が起こりうるので、従前の5
営業日に戻すことを要望する。

・外国籍人員の就業条件

　2014年6月「北京市外国籍人員の雇用業務
をさらに強化することに関する通知」が公布
され、条件の1つに「学士以上の学位および
2年以上の関連業務の経験を有すること」が
うたわれている。その後、2017年3月29日
に、国家外国専門家局より「外国人訪中就労
許可サービスガイドライン（暫定施行）の印
刷発行に関する通知」が公布され、中国で就
労する外国人の就労許可取得申請にかかる管
理制度が簡素化され、事務手続の効率が向上
したことは評価される。一方で、これまで北
京市人力資源社会保障局から「北京市外国籍
人員の雇用業務をさらに強化することに関す
る通知」を廃止したという通知は出されてい
ないため、実務において法律適用に矛盾が生
じないよう運用の統一を要望する。

　優秀な中国人を柔軟にかつ手厚く配置するこ
とを可能とするため、地方出身者へのインセ
ンティブ強化を要望する。

・北京市戸籍

　北京市戸籍を有していないと、子女教育など
で影響を受けることから、地方出身の優秀な
人材確保のため、一定の基準を満たす企業に
対しては提供される北京戸籍枠の増加を要望
する。

②北京市が中国の他都市と比較して、統括拠点
および科学技術分野の企業の集積を促進する
ために、透明性の高い政策運営、ハイテク企
業や先端的サービス業への優遇強化、行政手
続の簡素化を要望する。

・施策施行の十分な対応期間の確保

　地域再開発計画に合わせ、半年から1年先に
向けて移転の準備を進めていたところ、計画
の前倒しにより突然立ち退きを求められた事
例があった。移転等の準備を始めているとは
いえ、半年以上先の計画を数日内で実施する
ように求められても、対応は非常に困難であ
る。さらには、その影響は当該企業のみなら
ずサプライチェーン全体に波及する可能性も
ある。施策の施行時には、十分な対応期間を
設けるよう要望する。

・補助金に関する不透明な政策運営

　2009年1月より、北京市では、資本金1億元
以上で統括拠点を設立し、「地域本部」とし
て認定されれば、3年間補助金を受給できる
ことになっている。しかし、税収の貢献度が
少ないことを理由に、補助金の支給が留保さ

れる事例が出ている。一般的に、統括拠点は
自ら事業を行っているわけではなく、収入は
配当や管理費等に限られている。資本再編や
投資を行って配当収入を得るまでには相応の
期間を要することに鑑み、その期間を支援す
る目的で、税収の貢献度に関わらず補助金を
支給するよう要望する。

・ハイテク企業への優遇制度

　外資企業の先進技術を導入するため、ハイテ
ク企業（集積回路企業、ソフトウェア企業含
む）に対して、優遇制度の拡大を要望する。

・先端的サービス産業への優遇制度

　「科学研究・工業技術サービス」、「情報通
信・ソフトウェア」、「リース・ビジネス
サービス」などの付加価値の高い先端的サー
ビス産業に対して優遇制度の実施を要望す
る。先端的サービス業の集積を図ることで、
相互刺激、相互補完による効率的な事業環境
が実現され、集積回路や、ソフトウェア関連
の企業などを含めた先端的サービス産業の立
地促進にも繋がる。

・イノベーションに関する支援策等の情報提供

　北京市においてはイノベーションに関する各
種優遇策に関する情報をワンストップで得ら
れるように、外資系企業に特化した情報提供
窓口を設けるよう要望する。

・企業に対する情報提供の充実

　北京市投資促進局に対して、外資系企業に対
する説明会等を実施する際には、日本語か英
語の通訳を手配するよう要望する。また、通
訳の手配が難しい場合においても、企業内で
情報を共有できるようにするために資料配布
を行うよう要望する。

③北京市がサービス業拡大・開放総合試験を推
進するにあたり、以下のような個別分野での
積極展開を要望する。

・中外合弁、外資独資旅行会社に対する出境ラ
イセンスの認可

　2018年7月30日に「北京市の改革の全面深
化、対外開放拡大に関する重要措置の行動計
画」が公布され、同計画の47条において、
北京市に設立された外商独資旅行会社につい
ては中国公民の出境旅遊業務を試験的に認め
るよう取り組んでいくと明記された。2019
年2月22日、国務院より「北京市サービス業
の開放拡大の全面的推進に関する総合試験活
動案に関する国務院の認可回答」が公布さ
れ、北京市において、サービス業の開放拡大
総合試験の継続と全面的推進が認可され、
その期間は認可回答日から3年間とされてい
る。一方で、具体的な認可のスケジュールや
対象業務範囲などが明らかでないため、これ
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らを速やかに公表し、相応の問い合わせ窓口
が提供されることを要望する。

・公立医療機関における消耗品の入札

　北京市においては2007年より心臓ペース
メーカー等の高価値消耗品の入札が行われて
おらず、多くの公立医療機関に対し新製品を
提供できないとの声が寄せられている。患者
が最新医療を受けられるよう、定期的な入札
および集中購買の実施を要望する。

・医療関係投資事業の制限緩和

　医療関係投資事業については、申告プロセ
スの簡素化は実現されたが、投資比率や合弁
期間、投資総額に対する制限が存在する。同
分野への外資投資が加速することで、医療産
業の成長・発展に資することが期待できるた
め、先進的取り組みとして、北京市よりの実
質的な参入障壁の緩和を要望する。

④北京市が中国の他都市と比較して、統括拠点
等に相応しい生活環境を整備するために、生
活に密接にかかわりを持つ分野において、総
合的視野に立った取組を要望する。

・小売店舗の営業許認可の迅速化

　小売店舗等の竣工後、行政区、環境保護局、
食品薬品監督管理局による検査が実施され
るが担当者によって現場検査の日程、内容が
異なり、営業許認可の取得までに店舗竣工後
約1カ月半を要するため未開店賃料の負担が
大きくなっている。手続のワンストップ化等
による迅速化を要望する。また、中国国内資
本の便利店（コンビニエンスストア）では、
営業免許内容、経営範囲にかかわらず店内調
理、ファストフードの販売等を実施している
ものの何ら行政処分等を受けることがない
ケースもあり、公平な競争となっていない。
内資企業、外資企業に対して、行政が平等に
対応することを要望する。

・交通渋滞

　北京市の交通渋滞が深刻である。公共交通機
関の一層の整備・拡充、交通整理の強化、駐
車場の整備、違法駐車の取り締まり、市民の
交通ルール遵守意識向上のための啓蒙など、
引き続き改善に向けた取り組みを要望する。
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２．天津市
2018 年の天 津 市の域内 総 生 産（G R P）は1兆 8, 8 0 9 億

6,400万元、実質成長率は前年と同じ3.6％で、全国の成長率
（6.6％）を3.0ポイント下回った。しかし、市政府は、「穏中求
進（安定と前進）」を方針として、サプライサイドの構造改革と
「京津冀協同発展」（北京市・天津市・河北省エリアの一体
化を通じた発展）などを積極的に推進した結果、全体的な経
済運営は平穏に進み、質の高い発展が新たな進展を得たとし
た。2019年の成長率目標は4.5％前後に設定された。

2018年の経済状況
2018年の実質GRP成長率は2017年と同じ3.6％だった。

GRPを産業別にみると、第一次産業は、前年比0.1％増の172
億7,100万元、第二次産業は1.0％増の7,609億8,100万元、第
三次産業は5.9％増の1兆1,027億1,200万元だった。消費者物
価上昇率は2.0％（2017年は2.1％）、固定資産投資額（農家
を除く）伸び率は前年比5.6％減（0.5％増）、一定規模以上の
工業生産は2.4％増（2.3％増）、社会消費品小売総額は1.7％
増（1.7％増）だった。

貿易総額は、前年比5.6％増の8,077億100万元、うち輸出
は8.6％増の3,207億1,600万元、輸入は3.8％増の4,869億
8,500万元、貿易収支は1,662億6,900万元の赤字だった。輸
出から見ると、一般貿易輸出額は8.3％増の1,555億7,100万
元、輸出の48.5％を占めた。輸出を国・地域別にみると、ロシ
ア、ASEAN、米国、EUへの輸出はそれぞれ60.5％増、23.0％
増、7.2％増、2.0％増となった。

対内直接投資は、契約額が246億5,000万ドル、実行額が
48億5,000万ドル、新たに認可された外商投資企業は1,088社
だった。

天津市の特徴
天津市は中国四大直轄市の一つであるとともに、環渤海経

済圏の中心に位置し、中国北方最大の沿海開放都市として、特
殊な地理的位置にある。中央政府は、天津市の都市機能につ
いて、「一基地三区」、すなわち、全国の先進的製造・研究開
発基地、北方の国際輸送の中核区、金融イノベーションモデル
区、改革開放先行区と位置付けている。この位置付けは、中央
政府が経済の新たな発展ニーズに対応すべく制定した地域発
展計画である「京津冀協同発展」戦略における、天津市の今
後の取り組みの重点でもある。

天津市には、従来から、航空宇宙、設備、石油化学などの分
野において良好な産業基盤があり、「京津冀協同発展」戦略
の中で、先進的製造・研究開発基地と位置付けられている。
現在は、人工知能（AI）、バイオ製薬、新素材の3分野に力を
入れている。

また、アジアと欧州をつなぐルートにある重要な港湾都市
で、天津港は中国の北方地域における最大の港である。天津
港は、天津市のみならず、京津冀地域の港、さらに、中国の華
北・西北地域の重要な港であり、世界の180以上の国・地域の

500余りの港と交易がある。

金融面では、天津市は、中国全体のリース資産の4分の1が
あり、うち航空機リース、船舶リース、海上輸送リース業務に限
ると中国全体の8割を占める。中国が対外開放を進める金融
分野で、天津市は、イノベーションの試験区と位置付けられ、
他都市に先駆けて改革試行措置の実施が認められている。

2015年4月に設立された中国（天津）自由貿易試験区で
は、3～5年の改革の探求を経て、貿易自由化を図り、高い投
資利便性、ハイエンド産業の集積、金融サービスの完備、法
律環境の規範化、高効率で速い管理・監督制度、そして世界
をリードする国際的な自由貿易園区建設を目指している。

特色ある先進的な製造・研究開発都市を
目指して

先進的な製造・研究開発基地としての発展と天津港の機
能発揮を進めるうえでは、先進的な取り組みをする日本を含
む外国企業のさらなる誘致と、すでに進出している企業が天
津市で継続的に発展できる環境を整備することが有益と考え
る。天津市において、日系企業がいっそう発展を遂げ、天津市
の経済発展に寄与するために、課題となっている事項等につ
いて、以下の3点を要望する。

第一に、天津市が先進的な製造・研究開発基地にふさわし
い人材と企業の集積を促進するため、先進的な人材政策の展開
と企業活動円滑化支援の強化を要望する。先進的な製造・研
究開発基地を目指すうえで、外国人材のさらなる活用は有益で
ある。豊富な経験を有する日本人などを柔軟かつ手厚く配置す
ることを可能とするため、駐在員にかかわるコストの軽減や外
国人就業許可証の円滑な発行をお願いしたい。また、日系企業
は法令遵守について誠心誠意取り組んでいくつもりであるが、
法令遵守を適切に行うことができるよう、環境規制など政策を
導入する際は、企業の実態に即したきめ細かい制度設計をし、
前広に研修会を開催するなど、事前に内容の周知を要望する。
天津市の進出日系企業の中には、世界的に高い競争力を持ち
ながら、事業環境の変化にコスト割れの危機に直面している中
小企業もある。天津市のイノベーションの牽引役となりうるこう
した企業の天津市での雇用と技術発展を保全する意味でも、
企業が天津市で継続的に発展できるような方策の検討をお願
いしたい。

第二に、天津市が世界的な港にふさわしい優位性をいっそ
う発展させるため、貿易・通関における、経済合理的で透明
性の高い政策運営と需要に対応したインフラの拡充を要望す
る。透明性の確保は、中国内外企業が積極的な事業展開を行
ううえで不可欠であり、中国政府が進める「近代的な市場体系
の完備」の前提ともいえるものである。企業と積極的に意見
交換することを通じ、貿易における通関、検疫、決済の手続簡
素化をお願いしたい。

第三に、天津市が生活環境に優れ、特色ある先進的な都市
として発展するため、総合的視野にたった取り組みを要望す
る。大気汚染の問題について、市政府は近年、その取り組みを
強化しているが、近隣地域とのさらなる連携強化を図りつつ、
取り組んでいただきたい。また、中国（天津）自由貿易試験区
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では、規制緩和の試験的な取り組みが期待されている。天津
市が日本企業の先進的な経営体制や経営理念を天津に持ち
込み、日本企業と手を携えて、国家戦略、産業基盤、地理的優
位性、人的資源といった天津市のさまざまな強みをいっそう
強化し、ともに成果が上げられるよう、中国（天津）自由貿易
試験区ならではの先進的な規制緩和策の実施を要望する。

地方政府との交流の状況
天津市商務局への白書の手交
・2018年8月10日
・天津市日本人会会長と天津市商務局局長の面談時に、白

書を手交し、概略を説明した。

天津市と日系企業との意見交換会
・2018年12月18日
・天津市側参加者：商務局をはじめとする関係部局が参加。
・日本側参加者：日系企業10社、天津日本人会会長、ジェ

トロ北京事務所が参加。
・交流内容：建議の各内容について、担当部局から実態お

よび市政府としての考え方の説明があった。

＜建議＞
1. 天津市が中国の他都市と比較して、先進的な製

造・研究開発基地にふさわしい人材と企業の集
積を促進するため、企業活動円滑化支援の強化
と先進的な人材政策の展開を要望する。

①環境政策
　環境監査が突発的に実施され、工場が一時的な

休業もしくは営業停止指示を受け顧客の信用を
失っているといった事例が見受けられた。地域
の大気汚染濃度が一時的に高まった、もしくは
高まる可能性がある場合の操業停止等の措置に
ついて、任意の工場に突発的に指示することは
避け、事業者選定の客観的基準の公表、事前通
知の徹底等、公平かつ合理的なルールを構築す
ることを要望する。

　生態環境部局等において省エネ・環境関連の政
策・法律・計画の策定をする際、外資企業を含
む関連業界との情報交換、関係国政府機関との
調整も十分に行いつつ進めるとともに、実施細
則等の規制の整備や解釈の明確化、問い合わせ
窓口の明確化を要望する。また、新たな規制を
執行する際、標準規格との統一性を持たせた上
で、既存設備への適用については、企業の能力
を考慮しながら猶予期間・経過措置を設けるな
ど、必要な配慮を要望する。

　揮発性有機化合物（VOC）排出量削減に当たっ
ては、瞬時の基準値超過を許さないというよう
な無理なものとはせず、工学的なばらつきを勘
案し、一定の期間での平均値を取り締まりの指
標とするよう要望する

　競争力の劣る旧式設備の企業や省エネ・環境基
準をクリアできない企業と、資金をかけて省エ
ネ・環境対策を行っている企業を同一視せず、
個別の状況に応じた措置とするよう要望する。

②危険品取り扱い規則
　工場内設置中間倉庫規定で、甲乙類危険物の保

管は需要量の一昼夜分と規定されているが、使
用量が購入最小単位より少ない場合、実態にあ
わない過剰な管理基準となる。化学品の危険性
に鑑み、「指定数量」を定義し、それ以下の取
扱い、貯蔵に関して規制緩和処置の導入を要望
する。

③手続
　企業の簡易登記登録抹消制度が導入されたこと

を評価する。一方で、同制度で登記登録抹消
後、余剰金を日本へ送金する際、外貨管理局の
要求に基づき銀行が依然として、簡易登記登録
抹消手続では不要となった清算委員会成立の証
明書、清算報告書の提出を求めている。簡易登
記登録抹消制度に対応した、ガイドラインの早
期作成を要望する。

　社印を社外に持ち出し税務局等で押印しなけれ
ばならない行政手続が少なくない。他方、社印
の効力が高く、目的外の押印のリスクが生じる
ことから、社印を持ち出さなくても済むよう、
社印押印が必要な手続の見直しを要望する。

　銀行口座抹消と法定代表者交代手続にあたり、
多くの金融機関では、法定代表者本人のパス
ポート原本が必要とされている。このため、日
本本社役員が法定代表者になっている場合、手
続のため天津市まで出向くことがあった。ま
た、銀行口座抹消手続に、申請を提出してから
おおよそ3カ月かかっている。こうした手続は、
企業の負担となっているため、より柔軟な対応
がされるよう、金融機関への指導を要望する。

④税務
　2018年度においても増値税率が低減され、中

国全土における増値税改革が一通り完了した。
結果として、一定の減税効果がみられた一方
で、取引相手地域との実務上の解釈の相違か
ら、申告誤りとして扱われたケースがあり対応
に苦慮した企業がみられた。今後の法改定に先
立ち、実務上の解釈や取扱方法などについて具
体的な事例を挙げた取扱要領など、補足的な詳
細説明を要望する。

⑤労務
　天津市では北京市や河北省と比べると、通勤バ

スなど運転手の雇用に対して不定時労働制が認
められにくい傾向がある。産業構造が大きく変
化する中、従業員の働き方に対しても多様な選
択が可能となることが望ましく、従業員の就業
制度は許可制ではなく、届出制もしくは企業の
裁量での運用を認めるよう要望する。
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⑥出入国関連
　さまざまな方面において業務経験の豊富な外国

人の技術人材を起用するために、外国人就労
許可の60歳年齢制限と大卒の学歴制限を緩和
し、該当者の保有技術の専門性を総合的に勘案
して判断するよう、柔軟な運用を要望する。

⑦交通規制と交通インフラ整備
　公用行事に伴う臨時の交通規制がショートノー

ティスまたは事前通知なしで実施される状況が見
受けられ、トラックなどの商用車両が急遽ルート
の変更を強いられるなど、リードタイムの延長や
輸送コストの増加に繋がっている。交通規制によ
る経済活動への影響を考慮し、十分な周知を経た
上で実施するよう改善を要望する。

　工業地域が拡大する一方、交通インフラの整備
が追い付いていない地域があり、公共バス、地
下鉄、道路等の整備拡充を要望する。

- また、2019年秋に「北京第2空港」が正式に開
港するが、天津市在住の利用者の利便性向上を
図るためにも天津駅あるいは天津西駅と「北京
第2空港」を直接結ぶ新幹線の建設を要望する。

2.天津市が中国の他都市と比較して、世界的な港
にふさわしい機能を発揮し、中国北部最大の沿
海開放都市としてその優位性をいっそう発展さ
せるため、貿易・通関における、経済合理的で
透明性の高い政策運営と需要に対応したインフ
ラの拡充を要望する。

①税関・通関
　近年、税関によるロイヤルティ支払いにかかわ

る調査が強化されている。しかし、個々の案件
について、税関からどのような根拠・基準に基
づいて課税の必要性や価格の妥当性を判断して
いるかの情報が企業に十分に開示されていな
い。また、企業の主張および説明に対して、税
関が同意しない場合、その理由を明確にせず、
企業に主張を立証するように一方的に求める事
例がある。企業の対応負担を減らすため、課税
の要否や課税価格の判断根拠を明確に提示する
ことを要望する。

　通関一体化の実施が推進され、一定の効果が認
められる。しかし、通関に関する規制・制度の
変更が直前に周知されることが多い。通関に伴
う規制・制度の変更を実施する場合には、十分
な準備期間を確保するとともに、文書で事前に
税関ホームページに掲載するなど情報開示時期
および具体的実施方法について配慮するよう要
望する。

②空港
　天津濱海国際空港国際線ターミナル1の到着バ

ゲージクレイムエリアはターンテーブル2基で運
用されている。到着便が輻輳するときの混雑が激
しく、国際航空旅客が増加する中、旅客利便性が
低下している。バゲージクレイムエリアのターン

テーブル増強等、到着エリアの早急な拡充を要望
する。政府の今後の天津空港の位置付けは理解し
ているが国際線利用者数に応じた施設の改修・増
設など速やかに実施すべきである。

3.天津市が中国の他都市と比較して、生活環境に
優れ、特色ある先進的な都市として発展するた
め、総合的視野に立った取り組みを要望する。

①大気汚染
　車両規制などを通じ数年前に比べると大気汚染

の改善に向けた取り組みがとられてはいるもの
の、他の地域と比べると天津市の状況は引き続
き改善を要する状況にある。健康被害だけでな
く、高速道路の封鎖や飛行機の遅延など経済的
な損失にもつながるものであり、大気汚染の改
善に向けた取り組み強化を引き続き要望する。
京津冀地域で開始されている近隣地域とのさら
なる連携の強化に広範囲でのより効果的な対策
の実施を要望する。

②自由貿易試験区
　上海市に続き、天津市にも自由貿易試験区が設

立されたが、自由貿易試験区のメリットが実感
しづらい。他の地域ではできないものの、中国
（天津）自由貿易試験区ならではの先進的な規
制緩和策の実施を要望する。

③日本人学校
　天津日本人学校は2021年8月31日、土地建物の

賃貸借契約が満了となる。現在の施設を買い取る
か、移転するか、学校運営の財政が厳しい中、難
しい選択を迫られている。財政面、許認可等、諸
課題に対して支援を希望する。

④意見交換会
　天津市政府幹部と在天津日系企業の座談会が

2018年12月18日、天津市商務局主催で開催さ
れたことに感謝したい。企業の円滑な事業展開
にさらなる相互理解が必要な部分もあり、引き
続き天津市の各関係当局と在天津進出日系企業
との定期的な対話・交流の実施を希望する。

　日系企業は法令遵守に誠心誠意取り組んでい
くつもりであるが、法令遵守を適切に行うこ
とができるよう、法制度解釈の統一的運用、
制度変更の際の十分な準備期間確保、諸手続
の簡素化・迅速化、申請・照会に対する文書
での回答といった予見可能性等に資する改善
を要望する。特に、操業停止､その他業務に影
響を及ぼすような緊急通知､法制定･改正など
行う場合､事前に市政府が主催者となり､説明
会やセミナーを開催するよう要望する。
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３．山東省

概況
山東省は人口が全国第2位の1億47万人（2018年、常住

人口）、GRP（域内総生産）は前年比6.4％増の約7兆6,470
億元と全国第3位となっている。また、農業生産額では全
国第1位である。面積は日本の約4割で、省都の済南市を含
む計16市で構成されている。在外公館は日本、韓国、タイ
が青島市に総領事館を設置しており、山東省全体の在留邦
人数は2017年10月現在で2,465人となっている。山東省省
内最大の日本人会として青島日本人会があり、2019年2月
現在で310社が加入。商工会各部会にはそれぞれ、繊維部
会87社、食品部会84社、機械・電気・化学品部会110社、
流通・サービス部会118社が加入している。

山東省政府の2019年の主な目標では、GRPは6.5％増以
上、都市での就業者は110万人増とし、都市の登記失業率
は4％以内に抑えるとしている。

山東省の経済動向
2018年GRPは約7兆6,470億元で前年比6.4％の伸びで

あった。（2017年の伸び率は7.4％）。1人当たりGRPは7万
6,267元で前年比5.9％増だった。また、青島のGRP総額は
1兆2,001億5,000万元で省内1位、2位は済南、3位は煙台
であった。産業別にみると、第一次産業総額は2.6％増の
約4,951億元、第二次産業総額は5.1％増の約3兆3,642億
元、第三次産業総額は8.3％増の約3兆7,877億元。一定規
模以上の工業付加価値額は5.2％増だった。固定資産投資
は4.1％増だった、そのうち、不動産開発投資は7,553億元で
前年比13.8％増となった。

2018年山東省の社会消費品小売総額は前年比8.8％増
（2017年は9.8％増）。製品別では、食品・食糧・食用油
が前年比8.7％増（2017年は8.8％増）、衣料品が7.3％増
（2017年は7.6％増）、建築・内装が前年比9.9％増（2017
年は9.0％増）。インターネット販売の発展が顕著で、総額
は3,513億6,000万元で前年比31.7％増であった。

消費者物価指数（CPI）は2.5％上昇した（2017年は1.5％
上昇）。都市住民一人当たりの可処分所得は3万9,549元
（前年比7.5％増）（2017年は3万6,789元）、農村住民一人
当たり可処分所得は1万6,297元（前年比7.8％増）（2017年
は1万5,118元）となった。

貿易総額は約1兆9,303億元で前年比7.7％増であった。
（2017年は15.2％増）。うち輸出は約1兆570億元で前
年比6.1％増、輸入は約8,733億元で前年比9.7％増だっ
た。輸出ではASEAN向けが15.9％増（2017年は5.9％
増）、米国向けが8.6％増（2017年は12.6％増）、欧州
向けが5.1％増（2017年は12.7％増）、日本向けが4.8％
増（2017年は17.9％増）、韓国向けが1％増（2017年は
9.9％増）となった。

外資による直接投資件数は2,156件（2017年は1,479

件）、金額（実行ベース）は約124億ドルで前年比6.5％
増だった。うち、サービス業が71億9,000万元であった
（表）。

表：山東省の経済動向（2018年）
金額 伸び率(％)

GRP（域内総生産）（億元） 76,470- 6.4
第1次産業（億元） 4,951- 2.6
第2次産業（億元） 33,642- 5.1
第3次産業（億元） 37,877- 8.3

1人あたりGRP（元） 76,267- 5.9
一定規模以上の工業付加価値額 - 5.2
固定資産投資 - 4.1
不動産開発投資（億元） 7,553- 13.8
社会消費品小売総額 - 8.8
消費者物価指数（CPI） - 2.5
貿易総額（億元） 19,303- 7.7

輸入額（億元） 8,733- 9.7
輸出額（億元） 10,570- 6.1

対内直接投資実行額（億ドル） 124- 6.5
都市住民1人あたり可処分所得(元) 39,549- 7.5
農村住民1人あたり可処分所得(元) 16,297- 7.8

出所：「2019年山東省政府活動報告」
「2018年山東省国民経済・社会発展統計公報」

2018年度の動向（投資環境上の問題）
ジェトロが進出日系企業を対象として毎年実施している

アンケート調査の最新の結果（2018年10～11月にかけて
実施）によると、在山東省の日系企業の黒字企業は64.7％
と2017年調査の63.5％から1.2ポイント増加した。中国進
出企業の売上高に占める輸出の比率は31.5％であるのに
対して、在山東省の日系企業の輸出比率は49.4％と省市別
では2番目に輸出比率が高い地域となっている。また、中国
進出企業の輸出先のうち日本向けは61.0％であるのに対し
て、在山東省の日系企業の輸出先のうち日本向けの比率は
82.7％と省市別では最も高い。しかしながら、昨今の中国
経済の発展、また省市別GRP3位である山東省の成長力や
潜在力の高さに注目し始めている企業も増えており、今後拡
大する機能として「販売」を挙げる割合が上海市、北京市に
続いて高い。

人材確保に苦しむ進出日系企業
引き続き、人材に関する問題に苦しむ企業が多く、在山

東省の日系企業が挙げる経営上の問題点として「従業員の
賃金上昇」以外に「人材(一般ワーカー)の採用難(製造業)」
を挙げる企業の割合が他地域に比べ高い。

エネルギーの不安定供給
この1年では、夏に一部の地域で電力不足が発生し、さら

に天然ガスについても依然として供給が不安定な状況が見
受けられる。これらは山東省ひいては中国全体の課題と認
識しているが、突然供給停止を告げられる事例もあり、生産
活動に影響を及ぼした。

税関の不統一な対応
税関担当者の過去のHSコードの認識の違いから、関税
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額の不足分を追徴されるケースが発生している。また、原産
地証明書の取り直し要求などについて、税関の窓口担当者
によって運用方針が変わることがある。

化学品、環境、安全生産に対する管理強化
2018年も化学関連企業に対する安全生産、環境保護、省

エネなどの管理強化で、日系企業を含む多くの企業に影響
が出た。特に6月に青島で開催された国際会議の際は、当局
による安全生産法の適用がさらに厳格になり、過度とも思
われる規制が行われた。また、その規制が科学的根拠に基
づくものなのか疑問に思われることも多かった。さらに、当
局からの通達が遅く、生産シフトの調整に大変苦慮した。

＜建議＞
①人材確保に対する支援
　ワーカーの確保が難しくなっていることは生
産の拡大をしようとする企業にとって、大き
な阻害要因となっている。進出先の地方政府
には地元の学校と連携した学生向けの就職説
明会を開催する等、人材の確保に向けた具体
的な支援を要望する。

②電力、天然ガス等の供給制限
　電力や天然ガス等の不足によって、企業に対
し突然供給の停止が告げられる事例もあり、
先の見通しがたてられるよう、現状について
都度説明をしていただきたい。また，インフ
ラの整備を促進していただきたい。

③税関の統一的な対応
　青島税関が2018年6月に進出日系企業向け
に開催した説明会は大変好評だったので、引
き続き定期的な情報発信を行っていただきた
い。一方で個別の案件に対しては、地域や担
当官によって対応が異なることが見受けられ
るため、統一した対応をお願いしたい。

④化学品、環境、安全生産に対する管理強化
　さまざまな規制や新たな取り決めを指示する
際は、早めの情報提供を願いたい。また、地
域や担当者のレベルによっても規制に対する
解釈が異なり、対応に困る場合があるため統
一していただきたい。また規制を設ける際に
は科学的根拠に基づく説明を行っていただき
たい。

⑤定期的な意見交換会の開催
　よりいっそうの相互理解と事業環境の改善の
ため、各地方政府とその地区の日本人会商工
会、在青島日本国総領事館、日本貿易振興機
構（JETRO）青島事務所との定期的な意見交
換会を開催いただきたい。開催に際しては、
より具体的な意見を交換するため、中国、日

本以外の第3国が入ることなく、また開催日
時の調整は双方で協議のうえでの開催を要望
する。
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2018年、華東地域（上海市、江蘇省、浙江省）のGRP（域
内総生産）は18兆1,500億元（全国のGDP90兆309億元
の20.2％を占める）となった。各省市別に見ると、上海市
の実質GRP成長率は6.6％増、江蘇省は6.7％増、浙江省は
7.1％増となった。3省・市の第三次産業のGRP全体に占め
るウェイトは第一次産業、第二次産業と比べて高く、上海
市は69.9％、江蘇省は50.9％、浙江省は56.2％と、第三次
産業が大部分を占めている。2018年における華東地域の対
内直接投資実行額は前年比2.5％増の615億3,000万ドルと
なり、再びプラス成長に転じた。地域別では、上海市がマイ
ナスからプラスに転じて1.7％増、江蘇省は1.8％増、浙江
省は4.1％増となった。対内直接投資契約額では、上海市が
16.8％増とプラスに転じたほか、江蘇省は9.2％増、浙江省
は24.1％増と上海市の投資にかかる契約額がプラスに転じ
た。貿易総額では、上海市、江蘇省、浙江省はそれぞれ前
年比5.5％増、9.5％増、11.4％増となった。

上海市
上海市の経済動向
2018年の上海市のGRPは前年比6.6％増の3兆2,680

億元（全国のGDPの3.6％を占める）となり、成長率は全国
（6.6％）と同率だった。産業別に見ると第二次産業は前年
比1.8％増の9,733億元、第三次産業は8.7％増の2兆2,843
億元でGRP全体に占める割合が69.9％となり、第三次産
業が引き続き経済成長をけん引している。固定資産投資
の伸び率は5.2％増、社会消費品小売総額は7.9％増、不動
産投資は4.6％増となり、いずれも全国の伸び率（5.9％増、
9.0％増、9.5％増）を下回った。貿易総額は5.5％増の3兆
4,009億9,300万元で、そのうち、輸入額が6.4％増、輸出額
が4.2％増となった。また、上海市の対内直接投資実行額
は173億ドルで、中国全体（1,350億ドル）の12.8％を占め
た。伸び率は前年比1.7％増で全国の平均伸び率（3.0％）
を下回ったものの、プラス成長となった。先行指標となる契
約ベースの対内直接投資額では前年比16.8％増の469億
3,700万ドルと若干増加した。契約件数は5,597件で41.7％
増となった（表）。

上海市の対内直接投資を産業別にみると、2018年は第
三次産業の実行額が前年比4.3％減の154億5,500万ドルと
なり、上海市全体の89.3％を占めた。一方、製造業の実行額
は1.2倍の17億8,400万ドルとなり、10.3％を占めた。

2018年の上海市の輸出額は4.2％増の1兆3,666億8,500
万元で、主要国・地域別にみると、日本向け輸出が8.3％増
に転じた一方、対米輸出は0.4％減となった。ロシア、EUと香

港への輸出はそれぞれ15.5％、4.5％、8.5％増であった。

2018年の上海市への対内直接投資の実行額を国・地域
別にみると、上位10カ国・地域は香港、ドイツ、シンガポー
ル、ケイマン諸島、日本、米国、英属バージン諸島、イギリ
ス、フランス、オランダで、これら10カ国・地域の対内直接
投資実行額は157億7,900万ドルと上海市全体の91.2％を占
めた。特に、シンガポールからの投資額は、前年比47.6％増
の10億400万ドルと大幅増となった。また、ヨーロッパから
の投資額は前年比68.2％増の28億400万ドルと大幅に増え
た。ドイツ、イギリス、スペインなどの国からの投資額が増え
たことが影響している。

上海市では、多くの多国籍企業が投資戦略拠点として同
市を選択し、国際貿易や研究開発（R&D）などの機能を設
けている。2018年には45の地域統括本部が新設された。そ
のうち、18社がアジア太平洋地域本部を設置した。また、投
資性公司（傘型企業）が15社新設された。上海市は引き続
き中国で多国籍企業の地域統括本部が最も多い都市となっ
ている。さらに、外資研究開発センターが15社新設された。
累計では地域統括本部が670社、アジア太平洋地域本部が
88社、投資性公司が360社、外資研究開発センターが441
社となった。

第２章
華東地域（上海市、江蘇省、浙江省）

表：上海市の経済動向（2018年）
金額 伸び率(％)

GRP（域内総生産）（億元） 32,680- 6.6
第一次産業（億元） 104- △6.9
第二次産業（億元） 9,733- 1.8
第三次産業（億元） 22,843- 8.7

1人当たりGRP（元） 135,000- 8.3
一定規模以上工業総生産（億元） 34,842- 1.4
工業使用電力（億Kwh） - -
固定資産投資（億元） - 5.2

不動産開発投資(億元) 4,033- 4.6
社会消費品小売総額（億元） 12,669- 7.9
消費者物価指数（CPI） - 1.6
貿易総額（億元） 34,010- 5.5

輸出額（億元） 13,667- 4.2
輸入額（億元） 20,343- 6.4

対内直接投資契約額（億ドル） 469- 16.8
対内直接投資実行額（億ドル） 173- 1.7
1人当たり都市部住民可処分所得(元) 68,034- 8.7

出所：上海市統計局



304 中国経済と日本企業2019年白書

第
４
部   

各
地
域
の
現
状
・
建
議

＜建議＞
①環境規制
法制度に起因する問題
・市政府は産業別・開発区別の中長期的な環境
規制を明示し、工場移転を求める際には、十
分な移転補償を準備するよう要望する。

・費用対効果を再度検討し、規制値のバランス
を見直し、適正化を図って頂きたい。

・政府監査の合否基準や自主検収ガイドライン
を整備するとともに、検査時に検査員の身分
と職責を明らかにすることを義務付けるよう
要望する。

・認定測定企業の測定員に対する資格制度を導
入するよう要望する。

・生産設備増設等申請の審査期間の短縮を図っ
て頂き、不許可の場合には、具体的な法的根
拠を示して回答するよう要望する。

政府役人等の運用に起因する問題
・一部の担当官による指定設備購入命令を撤廃
し、市政府として外国企業向けの相談窓口を
設置するよう要望する。

・悪質な環境コンサルタント、不良な環境設備
やその製造業者の取り締まりを強化するよう
要望する。

・企業に対する設置命令、測定命令には根拠を
示し、必要最小限の行政指導とするよう要望
する。

・過剰な生産制限命令の抑制と十分な周知を図
るよう要望する。

産業廃棄物の処理場の不足
・適切な処理業者を誘致して産業廃棄物の処理
能力を拡充したり、最終処分場の拡充などを
行うよう要望する。

サプライチェーンに配慮した猶予期間の設定
・法令の内容を十分に周知するとともに、被規
制業種が対策を講じるのに相応な猶予期間を
確保するよう要望する。

資源リサイクルビジネスの促進
・環境にやさしい処理業者を保護・育成しつ
つ、処理業者の参入条件を明確にし、業者間
の競争を活性化するよう要望する。

土壌汚染防止法の施行後の市政府による体制整備
・汚染の処分責任者を決定するにあたり第三者
機関を設立するなど、市政府による体制の整
備を要望する。

②安全規制
危険化学品の取り扱い
・危険化学品の輸入について、適切な安全基準
を設け、保税通関を行うよう要望する。

・危険有害性を確定するために取り扱う危険化学
品鑑定用サンプルや安全性試験用のサンプル
については、まずは備案のみで製造・輸入、
輸送等が可能となるよう明示を要望する。

・化学研究用サンプルについては、新化学物質
環境管理弁法と同様、年間100キログラム以
下の場合は備案扱いとするよう要望する。

・少量危険化学品の一般品との混載ルールを実
現するよう要望する。

・危険化学品経営企業の主要責任者が安全資格
証書を取得した当該企業の法定代表人で無け
ればならないという規定の運用を柔軟化する
よう要望する。

消防規制
・消防に係る規制が改正された際には速やかに
通知するとともに、必要な場合には相応の猶
予期間を設けるよう要望する。

③貿易
事前教示の確立
・税関総署令236号により事前教示制度が明確
化されたが、輸入の3カ月以上前の貨物に限
る等、事前教示を行うための制約条件が厳し
く、実際には申請が出来ない状況となってい
ることから、認証企業に対してはその条件を
緩和する等の柔軟な措置を検討するよう要望
する。

通関一体化
・税収センターの専門的見地による税番分類
と、各地税関が今までに行った分類番号が異
なり、不足税額が発生するケースが散見され
ている。税番分類コンサル会社による「分類
意見書」を取り付けている場合も含め、輸入
者が事前に税番を確認していることが確認で
きる場合には、税関法第62条等による1年間
遡及した保税支払いの適用を除外するよう要
望する。

・2018年下期より、税関より輸入通関申告時
間の短縮が求められている中、空港税関(72
時間)、外高橋税関(48時間)、外港税関(24時
間)それぞれで要求が異なるが、できれば72
時間に統一するよう要望する。

制度周知等制度の透明化
・制度変更の際は対応準備のための十分な時間
的余裕を持って通知頂きたい、また、実施細
則も早く公開・実施するよう要望する。

通関手続付属書類の簡素化
・取引契約書やパーチェスオーダー等が存在し
ない取引においても、一律に書類の提出が求
められているところ、運用を改善するよう要
望する。

・輸入貨物到着後の通関申請に対して、輸入貨
物到着後24時間～72時間以内という制約が
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あるが、企業運営の実態に即して、休日にお
ける時間のカウントはしない等の検討を要望
する。

三国間貿易
・自貿区にある外資企業が行う三国間取引につ
いて、一定の要件を満たす場合について円滑
な取引が行えるように規制を撤廃または大幅
に緩和するよう要望する。

自主的な修正申告の定義
・通関後の輸出入申告事項につき、「税関輸出
入貨物通関申告書修正および取消管理弁法」
第7条にはその修正可否が規定されておら
ず、修正が認められない場合が多いため、自
主的な修正申告の可否を明確にするよう要望
する。

AEO認証
・2018年下期に公表された新基準に基づく
AEO認証評価標準と方法が不明確である。認
証を受けて落ちた場合、再認証の提出が1年
後となっているが、問題点を改善した企業は
再認証を短期間で申請できるよう検討を要望
する。

④金融
金融市場の自由化
・金融自由化に向けた動きをさらに加速すると
ともに、そのスケジュールをより具体化・明
確化するよう要望する。

為替管理～外為管理規制～
・域外貸付業務などの際、外貨・元の対外支
払に対する取引ができない事象が発生してお
り、法令法規で明確な禁止規定がない限り決
済に制限をかけない等、透明性の高い運用を
要望する。また、全国で統一した、明確な外
貨管理規定の定着化を要望する。

・人民元売・外貨買の為替予約を行う場合、外
貨買い後5日以内に送金しなければならない
ルールが存在するが、為替リスクヘッジを妨
げる要因であるため、見直しを要望する。

為替管理～外国送金の手続き透明化・簡素化～
・経済環境により、送金・着金が困難になるこ
とがあるが、規則通りに統一した対応を要望
する。

・5万ドル以上の送金は、求められる資料が多
く、銀行・エリア・時期によって求められる
書類が異なる。提出書類を必要最低限のもの
として、統一するよう要望する。

為替管理～両替～
・個人の外貨人民元両替限度額の拡大、個人口
座に対する国外からの人民元クロスボーダー
送金の解禁を要望する。

・外貨管理局の規定で、「保険会社は外貨利益
以上の金額を人民元に両替できない」となっ

ており、保険会社をはじめ他業種（特に金
融）にも困難をきたしているため、本規定の
廃止を要望する。

・外貨管理に係る法令解釈等の地域差が大き
く、特に人民元から外貨への両替に関する窓
口指導内容が地域により異なり、混乱が生じ
ているため、統一するよう要望する。

資金管理～短期資金管理～
・現在、銀行保険監督管理委員会の指導に基づ
き、短期運転資金のロールオーバー借入が出
来ず、資金調達環境が柔軟性を欠いているた
め、当該指導を撤回するよう要望する。

・2015年8月6日付「民間貸借案件の審理にお
ける法律適用の若干の問題に関する最高人民
法院の規定」で企業間の金銭貸借が認められ
たにもかかわらず、人民銀行「貸付通則」に
は人民銀行から許可を取得した金融機関のみ
が貸付業務を可能とする条文（21条）が残
るため、企業グループ内を含めた企業間の転
貸が出来ない状況にある。この転貸禁止ルー
ルを廃止するよう要望する。

資金管理～グループファイナンスと税制～
・グループファイナンスを拡大するため、銀行
の金利にスプレッドを付加して転貸した場合
にも、他国と同様にスプレッド分のみ課税対
象とするよう規定を見直すよう要望する。

・過小資本税制において、企業は関連会社から
の借入がその純資産の2倍（金融会社は5倍）
を上回る部分を損金処理できない場合があ
り、グループファイナンス拡大の妨げになっ
ている。この係数（関連会社からの借入÷純
資産）を計算する際に、関連会社へ転貸する
ために他の関連会社から調達した金額を除外
できるよう、規定を見直すよう要望する。

・国内銀行借入を利用した投資資金の海外向
け融通について、国内での資金融通にあたっ
て銀行借入を投資目的で利用することを禁ず
る「三原則一手引」の対象となるかについて
ルール上明記がなく、不明確であるため、対
象とならない旨を明確に認めて頂くよう要望
する。

・税務ランクの高い企業やある一定の要件を
満たす等の企業は、従来より円滑・柔軟に取
引・送金が出来るよう、海外非貿易送金に関
する規制の緩和を要望する。

・2018年1月、銀行保険監督管理委員会より
「委託貸付にかかわる新しい管理規定」が公
布され、委託貸付原資や資金使途を厳格に管
理することとなったが、これによりグループ
企業間の合理的な資金融通に支障をきたさな
いよう、本制度の緩和を要望する。
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⑤税務
税制
・連結納税制度の導入を要望する。

・税務上の繰越欠損金の繰越年限を延長するよ
う要望する。

・「帯徴税」制度を外資の年商500万元以下の企
業でも利用できるようにするよう要望する。

税制運用
・輸出取引における増値税還付手続きを簡素化
するよう要望する。

・増値税発票の完全電子化等を取り入れるよう
要望する。

・増値税専用インボイスについて、毎月のイン
ボイス額と枚数が限定されており、増額のイ
ンボイス発行の申請手続きが複雑で不便であ
るところ、売上げの増加に伴うインボイスの
額面増加（百万元単位以上のインボイス）申
請の簡素化を要望する。また、毎月のインボ
イス額と枚数の拡大も要望する。

・輸入増値税について、税務局と税関のデータ
照合システムの不具合を改善するよう要望す
る。また、システムエラーにより税務局・税
関に個別申請を行う必要がある場合は、手続
きを簡素化するよう要望する。

・中国税務当局による税法（特に移転価格税制
やPE課税関連）の解釈や取扱いを均一化する
よう要望する。

・新個人所得税法に関し、外国人（非居住者）
の納税計算方法および控除（教育費、語学学
習、住宅等税金など）方法や免税を享受する
ための手続きについて、運用方法を速やかに
策定し明確にするよう要望する。

物流事業者に対する徴税
・倉庫開発で政府からの開発許可条件として課
される「納税ノルマ」を、物流事業者に対し
ては免除するよう要望する。

・上海市内の倉庫が周辺地域へ移転する（させ
られる）ケースが増えているが、荷主が工場
や店舗等の拠点を引き続き上海市に置いてい
る場合、当該倉庫を通じた税収は上海に帰属
するため、周辺地域の行政が倉庫開発に対し
て納税ノルマを課す状況となっている。長江
デルタ経済一体化政策に鑑みて、物流事業者
に過大な納税ノルマが課されないように配慮
いただくよう要望する。

⑥通信
通信事業の参入規制緩和
・基礎電信業務および付加価値電信業務（特に
プライベートクラウドを始めとしたクラウド
事業）への参入に関する外資規制（合弁会社
に限定された参入形態、最低資本金等）の撤

廃に向けて、上海市の中央に対する影響力を
行使するとともに、現行制度下の過渡的な措
置として、外資系企業による付加価値電信業
務参入の明確なモデルケース（ライセンス取
得に必要な実務上の要件や手続）を提示する
よう要望する。

⑦都市計画
移転に係る現実的な退去期限の設定
・移転要請通知から退去期限までの猶予期間が
著しく短いケースがあるため、退去期限につ
いて現実的な期限を設けるよう要望する。

移転時の代替地の確保
・企業側に対し短期間での移転を要求する場
合、予め代替候補地を複数用意し企業に提示
して頂きたい。その際、長江デルタ経済一体
化政策に鑑みて代替地の確保および提供につ
いて協力するよう要望する。

対象企業への明確な通知
・移転を求める場合、正式な公文書の発行を
もって企業に明確に通知するよう、工業園区
に対して指導するよう要望する。

権利登記にかかる救済措置
・早期に進出したため、土地や工場に関する権
利登記書について適切に取得および更新が行
えていない企業に対し、当時の経緯を踏まえ
て円滑に必要書類の取得や更新を経て移転が
行えるよう、権利登記の整備に関し救済措置
を設けるよう要望する。

公正な賠償額算定
・移転時の賠償額算定にあたり、評価額の透明
性を確保すべく、判断基準や基準値について
公開するよう要望する。

区外や市外への移転に係る救済措置
・都市計画に基づき、地域の発展に協力するた
めに移転する企業が、それにより労務、税務
上の問題（税務調査への対応など）に直面す
ることにないよう、特例的措置を設けるよう
要望する。

・上海市内の企業が区を移転する場合、一日
で全ての承認を完了して頂きたい。また、法
人、代表処の清算には、清算監査報告書提出
後10営業日以内に税務局による判定を提出
するよう要望する。

賃借人の権益保護
・都市計画に基づく再開発に賃貸工場が含まれ
閉鎖・移転が必要となる際には、入居者に対
する通知や賠償が適切に行われ、地域に雇用
と税収を生み地域経済に貢献してきた貸借人
の権益が適切に保護されるように、契約条項
の見直しなども含めて関係者に指導するよう
要望する。
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⑧会社運営
行政手続き
・会社設立、登記変さらにおいて担当者によっ
て対応が異なることが散見されることから、
手続き窓口担当者のレベルアップ、判断基準
の統一を要望する。

就業許可制度
・居留許可証の取得に要する期間の短縮化また
は取得中の就労についての要件を緩和して頂
きたい。現状は居留許可証取得後の就業しか
認められず、取得まで（約1カ月）は業務開
始も異動発令もできない。

・就業許可制度について、高い技術を持つ人材
については、学歴や年齢にとらわれず、柔軟
な運用を要望する。

研修制度
・上海市食品薬品監督管理局から公布・施行さ
れた「上海市の食品専業人員の食品安全知識
研修および審査の管理弁法」について、研修
の対象者や内容などに関する細則を示して頂
くとともに、企業運営の実態に即した運用を
要望する。

・保険会社経営者層への研修制度について、企
業運営の実態に即した運用を要望する。

労働法制
・過度な労働者保護を見直していただき、企業
の競争力の強化につながるよう、柔軟な労働
法制の運用を要望する。

・労働仲裁において、公平な視点で裁定がなさ
れるよう仲裁制度（またまたは裁定の基準）
の見直しを要望する。

⑨サービス産業
養老・介護
・医療ライセンスを保有していない養老サービ
ス事業者に対しても、執業看護師の登録およ
び5年ごとの執業看護師資格の更新を先行的
に認めるなどの制度緩和を要望する。

・外資の非営利性養老サービス事業者に対して
も、非営利性組織を設立することを認め、奨
励補助金の給付を受けられるよう制度緩和を
要望する。

・長期介護保険の対象業者の指定を受けるため
の申請手続の簡素化を要望する。

・品質および安全性の高い福祉用具の規格標準
化、認定制度の導入を要望する。

その他サービス業
・飲食店等が安定的に事業を継続できるよう、
5～10年の賃料固定の定型契約制度を導入す
るよう要望する。

⑩上海市の政策（自由貿易試験区）
自由貿易試験区
・上海自由貿易試験区における大胆な開放政策
の実施を要望する。

輸入緩和拡大～食品～
・乳製品、肉類、野菜・果物等の青果物等の輸
入規制について科学的なデータに基づき緩和
措置の検討を要望する。

・福島第一原子力発電所の事故に起因する輸入
規制について、日本政府と継続中の協議を進
めていただき、科学的なデータに基づき、合
理的な範囲の規制となるように見直すよう要
望する。

輸入緩和拡大～化粧品・美容品～
・届出済の非特殊用途化粧品の更新に関して、上

海市関連部門を通じて国家市場監督管理総局に
更新規定の策定を要望するとともに、上海市に
おいて更新手続の実施を要望する。

・「上海市-輸入非特殊用途化粧品初回輸入の
備案資料監督検査基準（試行）」の運用に当
たり、「化粧品監督管理条例（草案）」の発
効も見据えて、全国一律の合理的かつ公平な
運用制度への緩和を要望する。

・非特殊用途化粧品の備案化に関して、届出書
類提出の窓口人員の確保や審査基準体制の構
築を要望する。

・中国国外で生産された輸入化粧品の製品登録
に際して、販売実績証明書の提出を不要とす
る規制の緩和を要望する。

・備案完了前の非特殊用途化粧品について、社
内教育目的の少量サンプル品の輸入を認める
簡易届出制度の制定を要望する。

・通関に係る必要手続のワンストップサービス
化を要望する。

輸入緩和拡大～3C認証規制～
・3C認証規制の提出書類の段階的な簡素化に
取り組むよう要望する。

越境EC
・中央部門から上海市への権限移譲によるEDI
申請の手続き簡素化、上海自貿区全域への適
用拡大など、上海自貿区で試験的に外国企業
を含む一般業者の参入条件の一段の緩和を要
望する。

・越境ECポジティブリストについて、一般
貿易で輸入が許可されているもの（トマト
ジュース、清酒、鰹節、水溶性食物繊維、
飴、チョコレートなど）について追加を要望
する。

自動車～関税～
・自貿区で生産する完成車に対しては、他国で
生産された輸入車よりも関税率を先行的に引



312 中国経済と日本企業2019年白書

第
４
部   

各
地
域
の
現
状
・
建
議

き下げるよう要望する。

自動車～保税エリア～
・現状では、輸入者は通関時に関税が課されて
おり、販売実態としては、販売店が関税賦課
後ベースで商品仕入れ・借入をしている。消
費者に早く安価な車を届けるため、自動車の
保税販売（販売計上時に関税支払い）を許可
するよう要望する。

・保税区内のみならず、上海自貿区全域におい
て、生産活動にかかる輸入設備の免税措置を
実現し、企業のさらなる投資につなげて頂く
よう要望する。

通信
・①インターネット接続サービスの解禁、②イ
ンターネットデータセンター（IDC）業務の
解禁、③通信エリア限定の撤廃、④付加価値
電信業務に係る詳細な制度設計のさらなる推
進と情報提供の実施、⑤MVNOの解禁、⑥ネ
ガティブリストにおける通信分野の解釈の明
確化、⑦ICPライセンスの緩和等を要望する。

建設業の緩和
・自由貿易試験区内においては外資独資建築
企業も全ての建築工事を受注できるよう、内
外無差別の公平なビジネス環境の整備を要望
する。

・建築業界で関わる各種の資格・教育試験の基
準、対応窓口を統一するワンストップサービ
スを導入するよう要望する。

金融
・上海自貿区が特有するFT口座制度につき、細
則を公布の上FT口座を活用した業務が推進で
きる体制を要望する。

・2017年1月、中国人民銀行より外商投資企業
の外債にかかわる通達（銀発〔2017〕9号）
が公布され、当注差方式とマクロプルーデン
ス方式のどちらかを選択して外債を調達でき
る外債管理方式について、引き続き2つの方
式を選択できる柔軟性の高い運用を要望す
る。また、企業の利便性を考慮して、外債調
達の対象企業の拡大を要望する。

・FT口座を通じた資金調達に際しては、FT口
座関連業務として当局への報告が求められて
いるが、同時に従来からの国際送金や資本取
引関係の報告も必要となっており、銀行・企
業にとって負担となっているため、報告内容
の簡素化もしくは一本化を要望する。

・クロスボーダープーリングで集めた資金につ
いてより柔軟な使用を認めて頂くよう要望す
る（現在外貨管理局にて認定している評価を
活用する、優良企業については柔軟な使用を
認めるなど）。

・上海自貿区で設立した外資損害保険会社が

サービスを総合的に行い、消費者の利便性や
満足度を向上させるために、企業に対するリ
スク管理サービスや、保険加入者が中国で事
故に遭った場合のアジャスティング業務（審
査業務）サービスなどが提供できるよう、業
務範囲に「保険関連のその他業務」を加える
よう要望する。

・外資系損害保険会社の許認可取得地域以外の
地域での損害保険の引き受けは、大規模商業
物件（投資総額1億5,000万元以上かつ保険
料総額が40万元超の物件）に限定されてい
るが、①当物件の限度額を引き下げるか、ま
たは②法人単位での付保ではなくグループ企
業単位での付保も可能にするよう要望する。

・外資保険会社についても国内保険会社と同様
に、1度に複数の支店開設の申請ができるよ
うにするよう要望する。

行政手続～行政認可証～
・公演マネジメントや医療など特別経営項目の
事業展開のために必要な「行政認可証」につ
き、試験区管理委員会関係のコンサルタント
会社を通じて高額な手数料を支払わないと取
得が難しいところ、「行政認可証」の取得の
要件緩和および期間短縮を要望する。

行政手続～コンテンツ～
・コンテンツの審査要件を明確に示すととも
に、審査期間の短縮を要望する。その上で、
禁止事項以外の内容は年齢制限を科すなどの
国際通則に従った措置の採用を要望する。

地域性外国商会
商工クラブの適法な権益の維持・保護
・外商投資法第27条に従い、上海日本商工ク
ラブが法律・行政法規および規則の規定に照
らして関連の活動を実施し、自らの適法な権
益を維持・保護できるよう要望する。
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江蘇省
江蘇省の経済動向
2018年の江蘇省のGRP（域内総生産）は前年比6.7％増

の9兆2,595億4,000万元（全国のGDPの10.3％を占める）
となった。成長率は全国（6.6％）を0.1ポイント上回り、上
海市（同6.6％増）の成長率も超えた。第二次産業は5.8％
増の4兆1,248億5,000万元となり、GRP全体に占める割合
が44.5％、第三次産業は7.9％増の4兆7,205億2,000万元
となり、GRP全体に占める割合は51.0％と第二次産業を超
え、全体に占めるウェイトが最も大きくなっている。固定資
産投資の伸び率は5.5％増、社会消費品小売総額は7.9％
増、貿易総額は9.5％増となった。一方で、商務部の統計に
よると、江蘇省の対内直接投資は実行ベースで全国1位、
実行額は1.8％増の255億9,000万ドルとなり、華東地域
（上海市、江蘇省、浙江省）全体の41.6％を占めた。先行
指標となる契約額も9.2％増の605億2,000万ドルとなった
（表1）。

表1：江蘇省の経済動向（2018年）
金額 伸び率(％)

GRP（域内総生産）（億元） 92,595- 6.7
第一次産業（億元） 4,142- 1.8
第二次産業（億元） 41,249- 5.8
第三次産業（億元） 47,205- 7.9

1人当たりGRP（元） 115,168- 6.3
一定規模以上工業総生産（億元） - 5.1
工業使用電力（億Kwh） 4,081- 4.6
固定資産投資（億元） 5.5

不動産開発投資(億元) 10,982- 14.1
社会消費品小売総額（億元） 33,230- 7.9
消費者物価指数（CPI） 2.3
貿易総額（億元） 43,802- 9.5-

輸出額（億元） 26,658- 8.4
輸入額（億元） 17,145- 11.3-

対内直接投資契約額（億ドル） 605- 9.2
対内直接投資実行額（億ドル） 256- 1.8
1人当たり都市部住民可処分所得(元) 47,200- 8.2

出所：江蘇省統計局

2018年、江蘇省への対内直接投資を地域別にみると、
蘇北地域は投資額（実行ベース）が前年比6.5％増の49億
7,000万ドルとなり、江蘇省全体の19.4％を占めた。蘇中
地域は3.6％増の52億6,000万ドル、蘇南地域は0.2％減の
153億6,000万ドルと前年比マイナスになった。

浙江省
浙江省の経済動向
2018年の浙江省のGRP（域内総生産）は前年比7.1％増

の5兆6,197億元（全国のGDPの6.2％を占める）となった。
成長率は全国（6.6％）を0.5ポイント上回った。産業別で
は、第二次産業が6.7％増の2兆3,506億元、第三次産業が
7.8％増の3兆724億元となり、GRP全体に占める割合はそ
れぞれ42.8％、56.2％となった。固定資産投資は7.1％増の
3兆1,126億元となった。貿易総額は11.4％増の2兆8,519億
元であった。浙江省への対内直接投資は実行額で4.1％増の

186億4,000万ドルと前年に比べわずかに伸びた。先行指標
となる契約額は24.1％増の430億6,000万ドルと引き続き
増加した（表2）。

表2：浙江省の経済動向（2018年）
金額 伸び率(％)

GRP（域内総生産）（億元） 56,197- 7.1-
第一次産業（億元） 1,967- 1.9-
第二次産業（億元） 23,506- 6.7-
第三次産業（億元） 30,724- 7.8-

1人当たりGRP（元） 98,643- 5.7-
一定規模以上工業総生産（億元） 14,714- 7.3-
工業使用電力（億Kwh） 3,177- 6.6-
固定資産投資（億元） 31,126 7.1-

不動産開発投資(億元) - 20.9-
社会消費品小売総額（億元） 25,008- 9.0-
消費者物価指数（CPI） - 2.3-
貿易総額（億元） 28,519- 11.4-

輸出額（億元） 21,182- 9.0-
輸入額（億元） 7,337- 19.0-

対内直接投資契約額（億ドル） 431- 24.1-
対内直接投資実行額（億ドル） 186- 4.1-
1人当たり都市部住民可処分所得(元) 68,034- 8.7

出所：浙江省統計局

浙江省への対内直接投資を実行ベースで都市別にみる
と、温州市は前年比46％増と成長率省内1位であった。一
方、杭州市の投資額は68億2,657万ドルと浙江省全体の
36.6％を占め、引き続き大きな投資額を維持し、省全体の
投資額を押し上げた。投資額トップ3位の杭州市、寧波市
（43億2,017万ドル）、嘉興市（31億3,980万ドル）を合計す
ると、浙江省の投資総額の76.6％を占めた。

＜江蘇省、浙江省＞
環境・省エネ、都市開発等における問題点・要望

工場立退きに当たっての十分な情報開示および補償
の確保
第三次産業中心の産業構造への変化および第二次産業

における業種の高度化指向が進む中、華東地域の各都市に
おいて、工場の立退きを求められたり、ライセンスが更新さ
れない事等により生産停止を余儀なくされるケースが発生
している。政策性あるいは非政策性移転にかかわらず、事
前の十分な情報開示、準備期間の設定、適正な補償および
補償の迅速な履行を行うと共に、各種操業許可の更新がス
ムーズに行われることを要望する。

工業用地譲渡条件の透明性の確保
工業用地使用権の返却や譲渡を行う前に、今の土地と地

下水質と地質が汚染されているかどうかの調査・分析・評価
を求められる場合において、一連の作業を行う業者が、全
て政府当局に公認され、指定されている評価会社や除染専
門業者になるのであれば、政府公認の測定・評価企業の公
表を要望する。また、一連の作業の方法や費用について、事
前に透明性を確保できるよう配慮いただくことを要望する。
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電力、ガス等エネルギーの供給制限の撤廃並びに制
限時の事前通知の徹底
電力やガス等エネルギーの供給制限が引き続き行われて

おり、そのたびに多くの企業が生産ラインの停止などの影響
を受けている。環境汚染対策の一環、あるいは天候の問題
に左右されることは理解するものの、企業が生産効率を上
げ経済発展への貢献を確実なものとするためにも、企業に
対する電力やガスなどのエネルギー制限を行わないことを
要望する。万一、エネルギーの供給制限が不可避な場合に
は、十分な時間的余裕を持って通知していただくことを要望
する。

化学品や危険物関連規制の漸進的・合理的な実施
化学品製造企業に対し、化学品製造許可書の更新が行

われず、企業運営が成り立たなくなった企業もある。企業の
供給責任を果たし円滑な発展を続けていくためにも、個々
の事例に配慮した規制の漸進的な実施を要望する。

また、危険化学品登記において、類似危険性を有する複
数の混合物のシリーズ鑑定のルールが定まっていない、国
際的に通用している安全データシート（SDS）の物理化学的
性状の自社試験データが認められない、少量危険化学品の
輸入には除外規定が無いなど、不合理な決まりとなっていた
り、円滑な法令遵守が難しい運用となってしまっている。危
険化学品登記に関連する運用ルールのさらなる明確化を図
る等、危険物取扱規制全般において柔軟且つ合理的な運
用を要望する。

バランスの取れた環境規制への取り組み
近年、環境保護法、大気汚染防止法が改正されるととも

に、2018年1月1日からは水汚染防止法の改正、環境保護
税法の施行および同税の導入など、さまざまな環境汚染対
策が行われているが、環境規制の厳格化により計画通りに
事業を進められない、あるいは排出量の変更が認められず
増産を図れないなど、企業活動に大きく影響を及ぼしてい
る。PM2.5濃度に応じた規制における指定業種では、排出
対策に先進的に取り組んでいる工場も一律に工場生産停
止等の措置が課され、安定的な経済活動が阻害される事
例も存在している。また、排気（VOC排出）についても、排
出物質別の排出濃度と排出速度以外に除去率が規制され
ているが、IN側の濃度が低い場合であってもOUT側はさら
に低くしなければならず、除去率にも限界が生じている。過
剰な規制により企業が事業機会を失ったり、過度な負担を
強いられることが無いよう配慮を要望する。また、中国企
業、外資企業問わず企業の負担が不公平にならぬような対
応を要望する。

廃棄物処理に対する環境整備
各地域において廃棄物取扱業者数や取扱業者一社当た

りの取扱量、最終処分場が慢性的に不足しているため、企
業としても高コスト化はもとより処理能力、処理スピードに
苦慮している。取扱業者の誘致や最終処分場の拡充など、
できる限り早期に適切な廃棄物処理ができる環境を整え、
企業活動に影響を及ぼさぬよう要望する。

労務上の問題点・要望

労働契約関連法規の見直し
行き過ぎた労働者保護や企業業績に基づかない政府指

導による賃金引き上げは、企業の経営活動に大きく影響す
るとともに、競争力の低下など経済発展への貢献にも影響
する点も考慮し、労働者保護に対する適切な措置の再構築
を要望する。

就労ビザの発給制限の緩和
60歳以上の者、高卒の技術者への外国人就労ビザの発

給制限により、豊富な経験を有する有能な人材を活用する
ことができない。このような就労ビザの年齢制限による発
給制限は速やかに緩和していただくことを要望する。

居留許可申請時の手続迅速化および預かり証の運用
居留許可申請時に全国統一の預かり証が発行され、中国

内出張の際の便宜が図られるようになった事は評価できる
が、一部地域では、2017年12月中旬より外国人が銀行口座
を新設する際の審査が厳格化している。開設前に、現地で
の就業の有無審査を目的とした約15日間の審査期間が設
定され、納税者番号、パスポート以外の補助材料、就業の
事実を証明するための各種資料の提出が要求されるケース
もある。駐在員の生活基盤の安定のため、居留許可申請・
更新時に必要な期間を短くすると共に、預かり証の取り扱
いを含め各銀行での手続きについて簡素化が図られるよ
う、配慮いただくことを要望する。

通関上の問題点・要望

輸出入通関手続の明確化・簡素化と関税負担の軽減
電子通関制度の拡充など、通関期間短縮化に向けた取り

組みは評価できるが、一方でHSコードの見解が担当者によ
り変更されるなど不透明さがまだ残ることから、通関手続
にかかわる基準の明確化、迅速化、簡素化について引き続
き対応を要望する。また、書式の統一やペーパーレス通関
の普及等を通じて、通関業務がよりスムーズに行われること
を要望する。また、コスト高に対処するため関連費用徴収の
透明性確保、増値税還付手続の簡素化を要望する。

関税率見直しに関する周知徹底と導入期間の適正化
中国税関は、年度の途中であっても、輸出入の関税率を

調整することがある。関税率の調整があったとき中国税関
は公式ウェブサイトへタイムリーに掲載するなど情報公開の
努力は評価するが、当該情報のキャッチアップという点で企
業は課題を抱えている。さらに、関税率調整や関税政策変
更の導入期間が短すぎるため日系企業は対応できず、税関
で貨物を止めさせ保証金を払って解決せざるをえないケー
スもある。関税率・関税政策の見直しがあった際、企業への
周知徹底と導入期間の適正化の点について、配慮いただく
ことを要望する。

金融に関する問題点・要望

外貨換金規制の緩和
外貨資本の人民元への換金が規制されているため、円滑
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な事業活動の障害となっている。現行の厳格な外貨換金規
制の緩和を要望する。

企業の海外送金並びに海外投資に関する送金金額の
上限撤廃
外資企業が海外へ送金・投資等を金額に上限規制をつ

けず自由に行えるようになることを要望する。

日系企業の円滑な活動支援への要望

対外開放、持続的成長の堅持と良好な日中ビジネス
環境の実現
日本企業の進出がより順調で活発なものとなるように、

対外開放、持続的成長の堅持、日中友好、平等互恵に基づ
く良好な日中ビジネス環境の実現にさらなる協力を要望す
る。日系企業が参加できる入札・調達機会の確保や、展示
会・日本商品の即売会等の機会を増やしていただき、日系
企業、日本商品が中国の社会経済の発展に貢献できる機会
を広げていただくことを要望する。

日系企業クラブ等への活動支援と交流の促進
各地域の日系企業クラブにおいては、法人格を持たない

ために会費の発票が発行できないなど、活動にさまざまな
支障を来しているケースも多い。こうした日系企業クラブの
円滑な活動支援のため、非営利法人としての認可など、さま
ざまな形での支援を要望する。また、日系企業クラブとの意
見交換会の実施などを通じ、日系企業と行政当局との対話
促進をこれからも進めていただくことを要望する。

その他

税務管轄区間をまたがる事業所の移転の円滑化
税務管轄区間をまたがる事業所の移転・撤退に際し、税

務局による発票の発給遅延や過去に遡った徹底的な税務
調査等の企業の円滑な移転・撤退を妨げるような行為を受
けることがあり、最適な事業体制構築の大きな阻害要因と
なっている。このため、華東地域における事業所の移転、事
業の再編が円滑に進められる仕組みの構築を要望する。

建設業における分公司設立・納税指導の廃止、さま
ざまな制限の緩和
各省、市、区における建設工事において、地元政府から分

公司の設立を求められたり、その地区での納税を求められ
たりする。また分公司設立の際に要求される保証金の返還
を求めると、保証金を返還した場合には当該地域で1年間
工事を行うことができないとされている。このような明確な
法令の根拠に基づかない分公司の設立や納税にかかわる
指導を廃止するとともに、保証金の返還に当たっての工事
制限の撤廃を要望する。

また、上記に関わらず建設に関する法規制や制度が地域
によって異なったり、外資企業に対する建築資格取得が実
質的に困難であるなどの制限が存在しており、これらの問
題の解消を要望する。

併せて、現状外資系建設会社は、外国資本が50％以上
の建築主による建設工事でなければ請け負うことができな
い。中国資本のみの工事等を含め、さらなる規制の緩和を

要望する。

食品安全法に対する細則の策定
2015年10月に食品安全法が改正され規制が強化された

が、同法に関する細則が不明瞭であるため、各社ともその
運用において苦慮している。関連する企業が同一の対応を
図れるよう、細則の策定、明示を要望する。

また、例えば輸入した食品添加物は、出入国検査検疫機
関を経て、輸入商品の検査に関する法律や行政法規の規定
に従った検査に合格しなければならないルールになってい
るが、規格・基準・試験方法が策定中の食品添加物に関し
ては、試験方法が未定との理由で分析が実施されず、輸入
食品衛生証書が発行されない恐れがある。

規格・基準・試験方法の早期の策定を要望するととも
に、策定期間中においては、救済措置の設置を要望する。

企業のガバナンス強化
監査済の決算書であっても、粉飾決算等の事例があり、

正常な取引を妨げている。年次検査等の会計監査につき、
虚偽申告が行われないよう、より一層の企業のガバナンス
強化策を要望する。

政府調達における内外差別の撤廃
インバーター付きエレベーターなど環境にやさしい製品

であっても、100％中国資本でないと政府調達に参入できな
い。政府調達における内外の資本差別の速やかな撤廃を要
望する。

政府管理下の大型プロジェクトの公開入札
大型商業プロジェクトの公開入札は情報開示の期間が

短く、検討中の企業であっても情報不足のため参加できな
かったケースがある。政府管理下の入札に関し、内外資企
業における公平性・公開性の改善を要望する。

不動産物件の用途変更・企業登記の際の規制緩和
上海市中心部など、地区によっては店舗物件が少なく賃

料が高止まりしている。必要な店舗物件を提供しサービス
産業を効果的に発展させるためにも、不動産物件の用途変
更が容易にできることを要望する。また中小企業におけるコ
スト負担の軽減のためにも、住宅での登記ができるように
なることを要望する。

通信環境の改善
業務のデジタル化並びにクラウド化の進展により、外資

企業においては業務上、国内外と大容量のデジタルデータ
を交換する機会が増えているが、回線の混雑のためか特に
業務時間帯においてインターネット経由で国内外とのスムー
ズなデータのやり取りが行えないことも多い。外資企業が
華東地域に地域本部を構え、円滑な事業を行っていく上で
も、国内外と安定した通信ができる大容量の回線を安価で
確保できることは必要不可欠であり、国内外との通信環境
の改善に向けた積極的な取り組みを要望する。また、時期
によりネットワークにつながりにくくなることがある場合に
は、事前の情報開示を要望する。
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交通、医療を中心とした生活環境の改善
改善が見られる地域があるものの、二輪車を含む車両の

信号無視、逆走、歩道走行等が日常的に行われており、交
通ルールがいまだ行き届いていない地域も多い。これによ
り、ワーカー、従業員が通勤途上に事故に遭遇するケースが
あることから、ぜひ交通ルールの徹底を要望する。また、上
海以外の地域では、外国人向けの医療サービスが不十分な
地域もあり、生活環境の改善を要望する。

＜建議＞
環境・省エネ、都市開発等における問題点・要望
①工場立退きに当たっての十分な情報開示およ
び補償の確保を要望する。

②工業用地譲渡条件について透明性の確保を要
望する。

③電力制限規制の撤廃並びに止むを得ない制限
時には事前通知の徹底を要望する。

④化学品や危険物関連規制の漸進的・合理的な
実施を要望する。

⑤バランスの取れた環境規制への取り組みを要
望する。

⑥廃棄物処理に対する環境整備を要望する。

労務上の問題点・要望
⑦労働契約関連法規の見直しを要望する。

⑧就労ビザの発給制限緩和を要望する。

⑨居留許可申請時の手続の迅速化および預かり
証の運用改善を要望する。

通関上の問題点・要望
⑩輸出入通関手続の明確化・簡素化と関税負担
の軽減を要望する。

⑪関税率見直しに関する周知を徹底するととも
に、適正な導入期間を設けていただくよう要
望する。

金融に関する問題点・要望
⑫外貨換金規制の緩和を要望する。

⑬企業の海外送金並びに海外投資に関し送金金
額の上限撤廃を要望する。

日系企業の円滑な活動支援への要望
⑭対外開放、持続的成長の堅持と良好な日中ビ
ジネス環境実現を要望する。

⑮日系企業クラブ等への活動支援と交流促進を
要望する。

その他
⑯税務管轄区間をまたがる事業所の移転の円滑
化を要望する。

⑰建設業における分公司設立・納税指導の廃止
やさまざまな制限緩和を要望する。

⑱食品安全法に対する細則策定を要望する。

⑲企業のガバナンスが強化できるような政策の
策定、実施を要望する。

⑳政府調達における内外差別の撤廃を要望する。

㉑政府管理下の大型プロジェクトに関する入札
について、公平性、公開性を改善いただくよ
う要望する。

㉒不動産物件の用途変更・企業登記の際の規制
緩和を要望する。

㉓海外との通信環境の改善を要望する。

㉔交通、医療を中心とした生活環境の改善を要
望する。
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広東省
2018年の広東省の域内総生産（GRP）は9兆7,277億

7,700万元、成長率は6.8％であった。投資、消費、輸出の伸
び率は前年比で減速したものの、輸入が堅調で貿易額は過
去最高となった。対内直接投資も実行額は前年比増となっ
た。ジェトロのアンケートによれば、在広東省日系企業の事
業拡大意欲は全国で最も低く、縮小、移転・撤退を考える
割合は遼寧省に次いで2番目に高かった。一方で、黒字企業
の割合は全国でも上位となった。企業の経営上の問題点に
ついては、「従業員の賃金上昇」を問題とする企業が2年ぶ
りに増加した。また、「環境規制の厳格化」や「人材（一般
ワーカー）の採用難（製造業のみ）」を問題とする企業の割
合が大幅に増加し、調査開始以来初めて上位5位にランク
インした。日本企業の投資は先端設備を備えた生産拠点の
ほか、深圳市のベンチャー企業との連携を目指すといった
新たな動きが見られる。

広東省の経済動向
2018年の広東省のGRPは9兆7,277億7,700万元、成長率

は6.8％であった。産業別では、第一次産業は4.2％成長の
3,831億4,400億元、第二次産業は5.9％成長の4兆695億
1,500万元、第三次産業は7.8％成長の5兆2,751億1,800万
元だった。項目別にみると、固定資産投資（農家含まず）は
前年比10.7％増（前年の伸び率と比べ2.8ポイント低下）の
3兆5,286億8,400万元だった。社会消費品小売総額は前
年比8.8％増（1.2ポイント低下）の3兆9,501億1,200万元と
なった。

貿易額は前年比5.1％増（2.9ポイント低下）の7兆1,618億
4,000万元と伸び率は低下したが、人民元建てでは初めて7
兆元を超え、過去最高となった。うち、輸出が1.2％増（5.5ポ
イント低下）の4兆2,718億3,000万元、輸入が11.3％増（1.2
ポイント上昇）の2兆8,900億元だった。

2018年の広東省の対内直接投資は、契約件数が3万
5,774件（前年比約2.3倍）、契約額が5,900億9,800万元
（28.4％増）、実行額は1,450億8,800万元（4.9％増）だっ
た。日本からの投資は契約件数が91件（42.2％増）、契約
額が29億3,000万元（77.7％減）、実行額は42億6,000万元
（64.3％増）となった。

具体的問題点、改善要望
外務省の「海外在留邦人数調査統計」（2017年10月時

点）によれば、広東省における進出日系企業拠点数は前年

比横ばいの1,636社、在留邦人数は2.6％減の1万8,741人と
なっている。

ジェトロが2018年10～11月に実施した現地進出日系企
業を対象とするアンケート調査「2018年度アジア・オセアニ
ア進出日系企業実態調査（以下、実態調査）」の在広東省
日系企業の回答を見ると、中国における今後1～2年の事業
展開の方向性について「拡大」すると回答した企業の割合
は36.6％と、前年比で3.9ポイント減少、全国平均（48.7％）
を下回り主要省・市の中では最低だった。また「縮小」「第
三国（地域）へ移転・撤退」は合わせて12.5％と遼寧省
（14.1％）に次いで高い割合となった。

一方で、営業利益見通しについては「黒字」と回答した企
業が0.5ポイント減の72.1％と、前年比で減少したものの、
主要省・市の中で5位となった。企業規模別の黒字企業の割
合は、大企業は前年比1.6ポイント増の81.4％、中小企業は
6.4ポイント減の56.1％となった。

経営上の問題点として、広東省では「従業員の賃金上昇」
が88.4％で第1位となった。同項目は8年連続で第1位となっ
ている。2017年は2010年度以降で初めて70％台にとどまっ
たが、再び割合が上昇した。

第2位は「限界に近づきつつあるコスト削減」（59.3％）、
第3位は「主要取引先からの値下げ要請」（53.6％）とコスト
面での問題が続いた。第4位の「環境規制の厳格化（製造
業のみ）」（51.9％）、第5位の「人材（一般ワーカー）の採用
難（製造業のみ）」（51.2％）はいずれも調査開始以来、広
東省で初めて上位5位以内にランクインした。

日系企業の投資案件をみると、2018年は製造業では先
端設備を備えた生産拠点の投資が行われている。その他の
業種では深圳市に対する投資案件が目立った。販売拠点や
研究開発拠点を設立するほか、現地ベンチャー企業との連
携を目指した投資も行われている。

地方政府との交流の状況
ジェトロ広州事務所は在広州日本国総領事館、各商工会

と協力し、広東省政府との関係強化を続けており、2018年
度には以下の活動を行った。

東莞市と日系企業との意見交換会
・2018年11月7日
・東莞市市側参加者：東莞市副秘書長を筆頭として、商
務局、人的資源・社会保障局をはじめとする関係部局
が参加。

・日本側参加者：在東莞日系企業約93社137名、東莞各

第３章
華南地域（広東省、福建省）
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地の日本商工会会長、在広州日本国総領事館、ジェト
ロ広州事務所が参加。

・交流内容：現地日系企業からの要望事項を取りまと
め、現地政府と意見交換を実施。要望事項に対する回
答を得た。

広州市と日系企業との意見交換会
・2018年12月20日
・広州市側参加者：広州市副市長を筆頭として商務局、
税関をはじめとする関係部局が参加。

・日本側参加者：在広州日本企業、広州日本商工会会
長・副会長、在広州日本国総領事館、ジェトロ広州事
務所などから65名が参加。

・交流内容：現地日系企業からの要望事項を取りまと
め、現地政府と意見交換を実施。要望事項に対する回
答を得た。

深圳市と日系企業との意見交換会
・2019年3月21日
・深圳市側参加者：深圳市副市長を筆頭として、商務局
をはじめとする関係部局が参加

・日本側参加者：在深圳日系企業約85社・109名、深圳
日本商工会会長、在広州日本国総領事館、ジェトロ広
州事務所が参加。

・交流内容：現地日系企業からの要望事項を取りまと
め、現地政府と意見交換を実施。要望事項に対する回
答を得た。

福建省
2018年の福建省の域内総生産（GRP）は3兆5,804億

400万元、成長率は8.3％であった。投資、消費の伸び率は
減速したものの、いずれも二ケタ増を維持した。一方、貿易
額は6.6％増と前年から大きく鈍化した。対内直接投資の実
行額は前年比3.0％増となった。ジェトロのアンケートでは、
日系企業の事業拡大意欲は前年に比べ大きく回復したもの
の、赤字企業の割合も大幅に増加した。従業員の賃金上昇
などコスト増加が最大の課題であるが、人材の採用難が製
造業以外にも広がっている。

福建省の経済動向
2018年の福建省の域内総生産（GRP）は3兆5,804億

400万元、成長率は8.3％であった。産業別にみると第一
次産業は3.5％成長の2,379億8,200万元、第二次産業は
8.5％成長の1兆7,232億3,600万元、第三次産業は8.8％成
長の1兆6,191億8,600万元であった。

項目別にみると、固定資産投資（鉄道を含まず）が前年
比11.5％増（前年の伸び率と比べ2.0ポイント低下）、全国
平均を5.6ポイント上回り全国4位だった。社会消費品小売
総額は前年比10.8％増（0.7ポイント低下）の1兆4,317億
4,300万元となった。

貿易額は前年比6.6％増（5.4ポイント低下）の1兆2,354
億2,900万元で、うち輸出が7.1％増（3.0ポイント上昇）の

7,615億5,800万元、輸入が5.8％増（21.7ポイント低下）の
4,738億7,200万元だった。税関統計によれば、米国向け輸
出は前年比11.0％増の1,600億4,220万元と増加した一方、
輸入は9.6％減の433億2,002万元と減少した。輸出は、米
国のほか、EU（8.0％増）、ASEAN（7.2％増）、香港（4.5％
増）、日本（10.3％増）と上位5カ国・地域がいずれも堅調な
伸びを示した。

対内直接投資は、契約件数が2,419件（前年比18.5％
増）、契約額が1,044億6,650万元（3.5％増）、実行額が
305億2,867万元（3.0％増）だった。日本からの投資は契
約件数が23件（前年比53.3％増）、契約額が2億8,829万元
（15.3％減）、実行額が4億7,337万元（4.5％増）だった。

具体的要望、問題点
福建省の日系企業は、主に福州市、アモイ市とその近

郊に進出している。外務省の「海外在留邦人数調査統計」
（2017年10月時点）によれば、福建省における進出日系
企業拠点数は前年比15.8％減の133社、うち福州市54社、
アモイ市70社となっている。また、在留邦人数は5.1％減の
1,047人となっている。「実態調査」では、在福建省日系企
業のうち中国における今後1～2年の事業展開の方向性につ
いて「拡大」すると回答した企業の割合は45.8％となり、前
年比で14.4ポイント増と大幅に回復した。一方、営業利益見
通しについては「黒字」と回答した企業が70.8％と前年比で
4.2ポイント減少、同時に「赤字」と回答した企業が15.2ポ
イント増の20.8％と急速に拡大している。

福建省進出日系企業の課題について、第1位は「従業員
の賃金上昇」（75.0％）、第2位は「人材（一般ワーカー）の
採用難（製造業のみ）」（45.5％）となり、第3位は「主要取
引先からの値下げ要請」、「競合相手の台頭（コスト面で競
合）」、「現地通貨の対ドル為替レートの変動」、「従業員の
定着率」、「従業員の質」が41.7％で同率となった。製造業
の人材の採用難については、調査開始以来一貫して上位10
位以内にランクインしてきたが、2018年は第10位に初めて
「人材（一般スタッフ・事務員）の採用難」（33.3％）が浮上
しており、福建省では人材確保の難しさが製造業以外にも
広がっていることが分かる。

＜建議＞
　各現地政府との意見交換会にて日系企業から
提出された主な課題・要望、および企業訪問
時に提起された問題を以下の通り建議事項と
してまとめた。

貿易・通関上の課題・要望
①2018年6月15日から全国の国家税務局と地
方税務局が統合され、利便性が大きく向上し
たが、現在も納税申告には税務局の窓口へ必
要書類を提出する必要がある。申請手続の全
面的な電子化を要望する。

②通関一体化により、企業および通関業者は貨
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物を通関させる税関を自由に選択できるよう
になったが、運用上で問題点が散見される。
例えば、南沙港着の貨物の輸入申告を黄埔税
関で行えるが、法定検査貨物の場合は到着港
である南沙税関で検査申請を行う必要があ
り、その場合、南沙税関で通関申告も行った
ほうがスムーズである。通関一体化による利
便性向上を要望する。

③広東省および珠江デルタには大小の港が点在
しているが、港や埠頭毎に通関申告時の対応
に差があり、海運会社へ書類を手交する際の
原紙の要否、オンラインでの提出可否が統一
されておらず、企業側ではペーパーレスを前
提とした人員配置を実施できない。改善を要
望する。

環境規制に関する課題・要望
①所在地域の廃棄物処理業者が少なく、廃棄物
処理のニーズが処理能力を大幅に上回る状態
が続いている。そのため、正式に処理契約を
締結したにもかかわらず、廃棄物処理許容量
を超えたとの理由で廃棄物の引き取りを拒む
業者がある。また、処理価格を引き上げる業
者もある。廃棄物処理資格を有する業者の増
加を要望する。

②2018年に入り、深セン市における危険廃棄
物処理会社の処理能力が低下し、危険廃棄
物の回収頻度が著しく減少した（以前は月
に4回処理、2018年の4月以降は月に1回処
理）。そのため、社内の危険廃棄物倉庫に廃
棄物が入りきれない状況が続いている。この
状況を解決するために、広州市、東莞市、珠
海市、恵州市まで廃棄物処理業者を探した
が、十分な処理能力を持った会社は見つか
らなかった。倉庫に危険廃棄物が大量に溜ま
り、環境安全リスクが高まっている。危険廃
棄物処理業者の増加や、処理能力の向上を要
望する。

③2018年になり、政府による危険化学品（甲
類）倉庫への安全審査が非常に厳しくなって
いる。企業が技術上、インフラ上、管理上、
完全に法律法規を満たしたとしても、甲類倉
庫として消防検収を取得できず、中間倉庫と
して管理する事しかできない。中間倉庫の危
険化学品の保存量は1日分のみ可能とされて
いるが、これでは化学品を毎日購入する必要
があり、運送費用および管理費用が増加しコ
スト上昇要因となっている。輸入化学品につ
いては通関等のトラブルで入荷遅延する場合
もあり、1日分の在庫では対応できず、生産
停止となってしまう恐れがある。法律法規を
満たす危険化学品倉庫であれば、甲類倉庫と
して消防検収を取得できるよう要望する。

労務上の課題・要望
①深圳市の製造業は従来「企業の不定時工作・
総合計算工時工作制度実施に関する審査弁
法」などの関連法規に基づき、総合労働時間
（総合計算工時工作制）の採用が許可されて
きた。しかし、2017年から、条文に例示さ
れている鉄道、航空、漁業や地質・資源探
査、建築、旅行等を除き、総合労働時間の採
用が認められなくなった。上海市、大連市な
どの他地域では現在も製造業でも許可されて
いる様子。深圳市でも再度、製造業も同制度
の対象となるよう要望する。

②社会保険料は企業にとって負担が大きいもの
であるため、負担の軽減を要望する。また、
従業員が納付を拒否した場合にどのような対
応策を取るべきかについて、社会保険局から
の情報提供を要望する。

③福州市では、工場のワーカーをはじめとする
人材の採用難が深刻化している。企業側でも
省人化・自動化などの努力は進めているが、
操業にあたっては一定規模の人材は必要とな
る。人材採用に関する相談対応や情報提供な
ど、採用難の解決に向けた協力を要望する。

行政サービスにかかわる課題・要望
①来料加工廠から独資企業へ切り替えを行った
が、依然として所在地の鎮政府から管理費を
徴収されている。そもそも鎮や街道、村は管
理費を徴収する権限はあるのか、徴収のルー
ルは鎮全体で統一されているのか、東莞市に
よる当該費用の廃止または減免はできるのか
などを明確にするよう要望する。

②白雲空港の入国審査場では外国人も自動化
ゲートを利用できるが、これを利用した場
合、入国日が旅券に記載されず、ホテルな
どでの入国日の確認に手間が生じる。その
ため、多くの外国人は自動化ゲートを利用せ
ず、従来の旅券により入国審査を行うレーン
が相変わらず混雑している。手続を行えば、
自動化ゲートを利用した際に、入国証明書を
受領できると聞くが、紙で受領した場合は紛
失の恐れがある。旅券に電子データとして記
録される入国記録をホテルなどで簡単に読み
取れる仕組みを構築するよう要望する。

③福州市では、工業地帯であったエリアが開
発され住宅建設が進んでいる。他地域では工
場の周辺に住宅が増加したことにより、政府
から事実上移転を要求されている企業もある
と聞く。現在の場所での安定した操業と、移
転が必要な場合は適切な候補地の紹介を要望
する。
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2018年の遼寧省の域内総生産は約2兆5,315億元、実質
成長率は5.7％だった。東北3省では、遼寧省が最も高い成
長率となった。遼寧省の省長は2019年1月16日の同省の政
府活動報告の中で、「遼寧省の経済は既に最も困難な時期
を抜け出し、安定かつ健全な成長の軌道に入った」と発言
した。

産業別では、工業生産が好調だった。一定規模以上の
企業の工業付加価値額は前年比9.8％増と、全国平均を3.6
ポイント上回った。石油化学工業（15.1％増）、設備製造
業（9.4％増）が工業付加価値額の伸びにそれぞれ4.1ポイ
ント、2.7ポイント寄与したほか、ハイテク製造業（19.8％
増）、冶金工業（7％増）、農産品加工業（4.6％増）も前年よ
り増加した。

固定資産投資総額は前年比3.7％増と全国平均を2.2ポ
イント下回ったが、伸び率は前年（0.1％増）比で3.6ポイン
ト上昇した。産業別では、製造業への投資額が20.3％増と
伸びが大きかった。不動産開発投資額は前年比13.5％増
だった。

社会消費品小売総額は6.7％増の約1兆4,143億元、都市
部住民1人当たり平均可処分所得額は6.7％増の3万7,342元
となった。

貿易総額は、前年比11.8％増の約7,546億元だった。う
ち、輸出額が5.7％増の約3,215億元、輸入額が16.8％増の
4,331億元となった。輸出相手国・地域別では、日本向けが
7.8％増の647億元、EU（28カ国）向けが12.1％増の450億
2,000万元、米国向けが8.4％増の385億3,000万元だった。
輸出品目別では、機電製品が18.2％増の1,433億6,000万
元、ハイテク製品が26.7％増の476億元、鋼材が0.9％増の
384億7,000万元、農産品が2.2％増の339億2,000万元、
船舶が8.6％増の131億3,000万元となった。

遼寧省政府は2018年の重点政策として対外開放の推進
を挙げており、具体的な施策により外資誘致を強化する動
きがみられた。2018年5月16日、「新局面開放の構築を加速
し、全面開放による全面振興の牽引に関する意見」（遼委発
［2018］20号）を公布し、2018年から2022年における対外
開放の目標と40項目の具体的な施策を定めた。2022年ま
でにハイレベル製造業と現代サービス業を中心として、150
億ドルの外資誘致を実現させるとした。

瀋陽市、大連市の2018年の経済動向
瀋陽市
・2018年域内総生産は約6,292億元、実質成長率は

5.4％となった。産業別にみると、第一次産業が
3.2％増、第二次産業が5.7％増、第三次産業が5.4％
増だった。

・固定資産投資額は前年比15.3％増、うち不動産開発投
資額は同22.4％増と大きく増加した。

・社会消費品小売総額は前年比9.2％増の約4,051億元、
都市部住民1人当たり平均可処分所得額は同6.5％増の
4万4,054元と消費の伸びが旺盛であった。

・貿易総額は前年比13.5％増の約984億元で、うち輸出
額が同7.7％増の約342億元、輸入額が同16.8％増の約
642億元だった。対内直接投資額（実行ベース）は同
41.3％増の約14億ドルと大きく増加した。

・外務省「海外在留邦人数統計」によると、2017年10
月1日時点の日系企業数は195社、在留邦人数は673
人。2019年1月現在の瀋陽日本人会の法人会員数は
115社。

大連市
・2018年の域内総生産は約7,669億元、実質成長率は
6.5％となった。産業別にみると、第一次産業が3.0％
増、第二次産業が11.9％増、第三次産業が2.9％増と、
第二次産業の伸びが高かった。

・固定資産投資額は前年比10.1％増と、前年に続き全国
平均（5.9％増）を超える伸びを記録した。不動産開発
投資額も、同21.5％増と伸びが高かった。

・社会消費品小売総額は前年比7.8％増の約3,880億元、
都市部住民1人当たり平均可処分所得額は同7.3％増の
4万3,550元と、消費と所得は安定して伸びている。

・貿易総額は前年比13.9％増の約4,701億元で、うち輸
出額が同8.5％増の約1,890億元、輸入額が同17.8％増
の約2,812億元だった。

・外務省「海外在留邦人数統計」によると、2017年
10月1日時点の日系企業数は1,550社、在留邦人数は
4,840人。2019年2月現在の大連日本商工会の会員数
は753件である。

第４章
東北地域（瀋陽市、大連市）
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表：2018年  遼寧省、瀋陽市、大連市の主要経済指標
遼寧省 瀋陽市 大連市

金額 伸び率(％) 金額 伸び率(％) 金額 伸び率(％)
域内総生産(GRP、億元) 25,315- 5.7 6,292- 5.4 7,669- 6.5

第一次産業 - - 260- 3.2 443- 3.0
第二次産業 - - 2,377- 5.7 3,242- 11.9
第三次産業 - - 3,656- 5.4 3,984- 2.9

工業付加価値額-
(一定規模以上、億元) - 9.8 - 7.6 - 15.9

固定資産投資総額(億元) - 3.7 - 15.3 - 10.1
不動産開発投資額 - 13.5 - 22.4 - 21.5

社会消費品小売総額(億元) 14,143- 6.7 4,051- 9.2 3,880- 7.8
消費者物価指数上昇率(CPI)(%) - 2.5 - 3.0 - 3.0
都市部住民1人当たり-
平均可処分所得額(元） 37,342- 6.7 44,054- 6.5 43,550- 7.3

貿易総額(億元） 7,546- 11.8 984- 13.5 4,701- 13.9
輸出 3,215- 5.7 342- 7.7 1,890- 8.5
輸入 4,331- 16.8 642- 16.8 2,812- 17.8

対内直接投資額-
(実行ベース、億ドル） - - 14- 41.3 - -

出所：遼寧省、瀋陽市、大連市の各統計局

＜建議＞
瀋陽市  投資環境に関わる建議（問題点・改善要望）

1．瀋陽市の投資環境
現状：
　瀋陽市に進出している日本企業の多くは製造
業であり、生産拠点周辺のインフラ整備（電
気・水道・ガス、道路、公共バス・地下鉄
等）は、安定した事業活動を行う上で非常に
重要である。一部改善が見られるケースもあ
るものの、依然として突発停電などが散見さ
れ企業の生産活動に影響を及ぼしている。ま
た、公共交通網の整備遅延は企業の費用負担
増にも繋がっており、瀋陽市における投資環
境のリスクと考える。

建議：
　生産拠点周辺のインフラ未整備は、企業の
事業活動の問題だけではなく、瀋陽市の経済
発展への貢献を著しく低下させる要因ともな
る。生産拠点および周辺地域における総合的
なインフラ環境の早期整備を求める。

2．産業廃棄物事業者の不足
現状：
　瀋陽市の既存産業廃棄物(危険廃棄物)処理業
者では、廃棄量に対し処理が追いついていな
い。廃棄物保管場所の確保や保管費用の増
加、また市内の処理事業者では十分な対応が
できないため、遠隔地の事業者へ対応を依頼
しなければならないなど、企業による廃棄物
排出削減の努力も既に限界に達している状況
である。なお、2018年瀋陽市環境保護局か
らは、危険廃棄物処理のために建設中の瀋陽
リサイクル産業パーク(鉄西)にて、2019年か

ら年間3万トンの処分が可能となるとの案内
も受けている。

建議：
　産業廃棄物(危険廃棄物)処理業者の不足は、
瀋陽所在の多くの企業が長期間に亘り直面し
ている問題であり、企業の事業活動に大き
な影響が出ている。進行中の危険廃棄物処分
産業発展計画を加速いただくと共に、問題の
実態を踏まえた具体的な解決策を重点的に講
じ、抜本的な解決を早期にお願いしたい。

大連市  投資環境に関わる建議（問題点・改善要望）

1．暖房費補助金制度の見直し
現状：
　企業が従業員向けに負担する暖房費補助金
は、大連市においては従業員の定年退職後
も生涯にわたって負担を続けることを求めら
れており、企業採算を圧迫している。この先
多くの定年退職者が出てくることが見込まれ
る中、生涯にわたって企業に負担を負わせる
ことは過大な求めであり、企業の活力と投
資意欲を奪い、企業の持続的な経営を困難
にする。

建議：
　定年退職者に対する暖房費補助金を企業が負
担する制度の見直しを要望する。

2．身障者保障金の企業負担軽減
現状：
　企業が身障者の雇用比率（現行は1.5％）を
遵守することは容易ではなく、身障者保障金
の支払が企業経営を圧迫している。身障者保
障金の算定基数に当該企業の外国人従業員の
給与も含まれるほか、身障者の雇用義務が1
人未満（現行の1.5％であれば従業員66人以
下の企業）の小規模企業にも保障金の支払を
求める現状の制度は、企業に大きな負担を強
いるものである。

建議：
　第13期全国人民代表大会第2回会議の政府活
動報告にて、供給側（サプライサイド）の構
造改革の一環として企業の税負担および社会
保険料負担をさらに軽減する方針が示され
た。身障者保障金についても企業の負担軽減
が図られるよう要望する。

3．政策施行時における当局の計画性ある対応
現状：
　天然ガスの供給制限、電力の供給停止や制
限などが、事前の連絡がなく突然に行われる
ことがある。その場合、特に製造企業におい
て、生産に多大な影響が生じ、企業経営が圧
迫される。
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建議：
　突然の政策実施により企業経営が圧迫される
ことのないよう、政策施行時における関係当
局の計画性ある対応を要望する。

4．危険物処理業者の増加
現状：
　大連市、大連金普新区および周辺都市におい
て、危険物の処理能力が既に限界に達してお
り、処理が追いついていない。

建議：
　危険物処理業者が少ないことによる処理コス
トの上昇や処理能力不足が企業経営を圧迫す
ることのないよう、危険物処理業者の増加を
要望する。

5．税関業務のさらなる簡素化および迅速化
現状：
　通関時の提出書類に関し、大連税関や税務当
局等から同じ資料を何度も要求されることが
ある。また、通関時の納品と返品手続が煩雑
な面がある。他方、海関総署公告2017年45号
により通関時の納税に際して輸出入事業者が
月単位でまとめて納税が可能となるなど、通
関の迅速化に関する通達が公布されている。

建議：
　関係部門間での情報共有や手続の簡素化につい
て検討いただいているところであるが、改め
て大連税関および関係当局に対し、税関業務
のさらなる簡素化および迅速化を要望する。
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湖北省、湖南省、江西省
湖北省、湖南省、江西省のGRP成長率はそれぞれ7.8％、

7.8％、8.7％で、いずれも全国平均(6.6％)を上回った。各省
の投資や消費についても10％を超える伸びを示した。ま
た、日本人会組織は、湖北省武漢市の武漢日本商工クラブ
(会員企業：162社、2018年4月時点)、湖南省の湖南日本人
会(会員数約100名、2018年12月時点)の2つがある。これら
地域では、各省・市政府や日本人会組織と協力しつつ、ジェ
トロとして積極的な投資環境改善に向けた取り組みを実施
している。

湖北省の経済動向
中国経済の減速傾向が明らかになる中、湖北省経済は前

年から引き続き順調な拡大を続けている。2018年の域内総
生産（以下、GRP）は約3兆9,367億元（前年比7.8％増）とな
り、中国全体のGDP成長率6.6％を1.2ポイント上回る水準と
なった。また、全国各省(直轄市、自治区)別では第7位となっ
た。GRPを産業別に見ると、第一次産業が約3,548億元(前
年比2.9％増)、第二次産業が約1兆7,089億元(前年比6.8％
増)、第三次産業が約1兆8,730億元(前年比9.9％増)となり、
前年に引き続き成長率、付加価値総額ともに第三次産業が
最大となった。第二次産業のうち、一定規模以上の企業の
工業生産付加価値額は前年比7.1％増となり、41業種中35
業種で増加となった。特に、ハイテク技術製造業が13.2％
増で大幅な増加となった。

こうした成長を牽引しているのが投資の拡大だ。固定
資産投資額は前年比11％となり、特に工業投資が前年比
15.8％増で大幅な増加となった。また、対内直接投資額
(実行ベース：2018年)も約119億ドル(前年比8.6％増)と
なった。

投資に支えられつつ、個人消費や所得の伸びも好調だ。
消費の動向を示す社会消費品小売総額は約1兆8,334億元
(前年比10.9％増)となったほか、インターネット上での小売
総額は前年比31.5％増の870億7,300万元となった。都市住
民一人あたりの可処分所得は3万4,455元(前年比8％増)、農
村住民一人あたりの可処分所得は1万4,978元(前年比8.4％
増)となった。

貿易総額も前年に引き続き増加となった。2018年におけ
る湖北省の貿易額は3,487億2,000万元(前年比11.2%増)と
なり、前年に引き続き3,000億元を上回った。うち、輸出額
は9.2％増の約2,253億元、輸入額は15％増の1,234億元と
なった。輸出品目別では、電気機械製品が前年比4.6％増の
1,220億9,000万元となり、同省輸出総額の54.2％を占め

た。そのほか、集積回路（46.7％増）、自動車部品（33.8％
増）、液晶パネル（17.3％増）、自動車（10.5％増）、などが
大幅に増加した。

また、貿易相手国地域別ではASEAN（27.7％増）、米
国（24.3％増）、EU（前年比15.7％増）で同省貿易額の
40.2％を占めた。

湖南省の経済動向
湖南省経済も順調に拡大しており、特にサービス産業が

急速な拡大を続けている。2018年の域内総生産(GRP)は
約3兆6,426億元(前年比7.8％増)となった。産業別にみる
と、第一次産業が約3,084億元(前年比3.5％増)、第二次産
業が約1兆4,454億元(前年比7.2％増)、第三次産業が約1兆
8,889億元(前年比9.2％増)となった。第二次産業では、一
定規模以上の工業付加価値総額の成長率は7.4％となり、そ
のうち石油加工産業、電子情報産業、自動車製造産業が大
きな割合を占めた。

2018年における固定資産投資は前年比10％増となり、そ
のうち工業投資が32.4％増となった。特にハイテク技術産
業が51.1％増で大幅な増加となった。また、対内直接投資
額(実行ベース：2018年)は約162億ドル(前年比11.9％増)と
なった。

湖南省の社会消費品小売総額は約1兆5,638億元(前年
比10％増)となり、投資とともに個人消費も拡大を続けてい
る。都市住民一人あたりの可処分所得は3万6,698元(前年比
8.1％増)、農村住民一人あたりの可処分所得は1万4,093元
(前年比8.9％増)となった。

湖南省における2018年の貿易総額は、前年比26.5％増の
3,079億5,100万元となった。そのうち輸出総額は29.5％増
の約2,027億元、輸入総額は21.2％増の約1,053億元となっ
た。貿易相手国・地域では、香港が15.3％増の441億6,000
万元、米国が22％増の357億2,000万元、韓国が48.8％増
の165億8,000万元となった。

輸出品目別では、電気機械製品が18.9％増の874億
6,000万元、ハイテク技術製品が7.5％増の243億8,000万
元となり、それぞれ輸出総額の43.2％、12％を占めた。ま
た、輸入においても電気機械製品が15.9％増の452億2,000
万元、ハイテク技術製品が50％増の240億7,000万元とな
り、それぞれ輸入総額の43％、22.9％を占めた。

江西省の経済動向
江西省経済も順調に拡大している。江西省の2018年の域

第５章
中部地域(湖北省、湖南省、江西省、安徽省)
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内総生産(GRP)は、約2兆1,985億元(前年比8.7％増)となっ
た。GRPは中部地域で最も小さいが、伸び率は8.7％増と
中部地域において最大となり、引き続き高い経済成長率を
維持している。しかし、GRPを産業別にみると、第一次産業
が約1,877億元(前年比3.4％増)、第二次産業が約1兆250
億元(前年比8.3％増)、第三次産業が約9,857億元(前年比
10.3％増)となっており、第三次産業の振興が引き続き課題
となっている。

固定資産投資額は前年比11.1％増と拡大傾向にある。
また、対内直接投資額は約126億ドル(前年比9.7％増)と
なった。

社会消費品小売総額は約7,566億元(前年比11％増)とな
り、都市住民一人あたりの可処分所得は3万3,819元(前年比
8.4％増)、農村住民一人あたりの可処分所得は1万4,460元
(前年比9.2％増)となった。

江西省における2018年の貿易総額は、前年比5.1％増の
3,164億9,000万元となった。そのうち輸出総額は0.7％増の
約2,224億元、輸入総額は17.3％増の約941億元となった。
貿易相手国・地域では、ASEANが20％増の494億7,000
万元、米国が3.2％減の386億8,000万元、EUが3.6％減の
368億3,000万元となった。

輸出品目別では、電気機械製品が11.2％増の927億
9,000万元、ハイテク技術製品が26.8％増の357億1,000万
元で大幅な増加となった。

表：湖北省、湖南省、江西省の各種経済指標(2018年)
湖北省 湖南省 江西省

金額 伸び率-
（％） 金額 伸び率-

（％） 金額 伸び率-
（％）

GRP(10億元) 3,936.7 7.8 3,642.6 7.8 2,198.5 8.7
第一次産業-
(10億元) 354.8 2.9 308.4 3.5 187.7 3.4

第二次産業-
(10億元) 1,708.8 6.8 1,445.4 7.2 1,025.0 8.3

第三次産業-
(10億元) 1,873.0 9.9 1,888.9 9.2 985.7 10.3

固定資産投資額-
(10億元) 11.0 10.0 11.1

社会消費品-
小売総額-
(10億元)

1,833.4 10.9 1,563.8 10.0 756.6 11.0

消費者物価指数
(％) 1.9 2.0 2.1

輸出総額-
(10億元) 225.3 9.2 202.7 29.5 222.4 0.7

輸入総額-
(10億元) 123.4 15.0 105.3 21.2 94.1 17.3

対内直接投資-
(10億ドル) 11.9 8.6 16.2 11.9 12.6 9.8

出所：各省政府発表-

地方政府との交流状況
湖北省との日系企業との意見交換会
・2019年1月28日
・湖北省側：湖北省副省長　ほか
・日本側：ジェトロ武漢事務所
・交流内容・建議案の内容について日本側から説明。湖
北省政府からは改善に向けて努力したいとの回答。

＜建議＞
①法令執行の安定性・透明性の維持確保。

②夏季集中豪雨に伴う浸水被害の防止

③人件費上昇に対する支援
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安徽省

安徽省の経済動向
2018年の安徽省のGRP（域内総生産）は前年比8.0％増

の3兆7億元となり、成長率は中国全体（6.6％）を1.4ポイ
ント上回った。産業別に見ると、第一次産業が3.2％増の
2,638億元、第二次産業が8.5％増の1兆3,842億元、第三
次産業が8.6％増の1兆3,527億元とそれぞれGRP全体の
8.8％、46.1％、45.1％を占めた。第二次産業の構成比が大
きい産業構造となっているが、第三次産業の構成比が年々
上昇している。固定資産投資は前年比11.8％増、社会消費
品小売総額は11.6％増で、いずれも全国の伸び率（5.9％
増、9.0％増）を上回った。貿易総額は前年比16.6％増の
629億7,000万ドルと大幅に増加した。輸入額は14.3％増の
267億6,000万ドル、輸出額は18.3％増の362億1,000万ド
ルとなった。また、対内直接投資の実行額は7.0％増の170
億ドルとなったが、契約額は3.3％減の60億8,000万ドルと
なった（表）。

表：安徽省の経済動向（2018年）
金額 伸び率(％)

GRP（域内総生産）（億元） 30,007 8.0
第一次産業（億元） 2,638 3.2
第二次産業（億元） 13,842 8.5
第三次産業（億元） 13,527 8.6

1人当たりGRP（元） 47,712 9.9
一定規模以上工業総生産（億元） - -
工業使用電力（億Kwh） 1,372 8.6
固定資産投資（億元） - 11.8

不動産開発投資(億元) 5,974 6.4
社会消費品小売総額（億元） 12,100 11.6
消費者物価指数（CPI） - 2.0
貿易総額（億ドル） 630 16.6

輸出額（億ドル） 362 18.3
輸入額（億ドル） 268 14.3

対内直接投資契約額（億ドル） 61 △-3.3
対内直接投資実行額（億ドル） 170 7.0
1人当たり都市部住民可処分所得(元) 34,393 8.7

出所：安徽省統計局

安徽省の対内直接投資実行額を産業別にみると、第一次
産業、第二次産業、第三次産業の投資額の伸び率は前年比
それぞれ33.0％増、24.6％増、5.6％増となった。なかでも
工業への実行投資額の伸び率は24.8％増と前年比12.1ポイ
ント増加した。

社会消費品小売総額の伸び率は前年の伸び率より0.3ポ
イント低い11.6％だが、全国の伸び率（9.0％増）を上回り、
全国第2位、中部地方第1位となった。小売を商品別にみる
と、電子出版物および映像製品類は27.1％増、化粧品類は
21.8％増、運動など娯楽用品類は22.3％増となったほか、
家電製品は12.5％増、自動車類は5.9％増加した。インター
ネットによる商品小売額の伸び率は高く、36.1％に達した。

具体的問題点、改善要望
日本語（もしくは英語）での現地投資環境情報並び
に現地規制情報の発信強化
日本では安徽省や合肥に関しての知名度は必ずしも高い

ものとはなっておらず、当地の投資環境やビジネスチャンス
等につき日本語で情報発信を行うと共に、政府関係機関・
開発区管理委員会等への日本語人材配置のさらなる充実化
を要望する。日本語が難しい場合は、英語での情報発信や
英語人材の配置を要望する。

また、現地での税制並びに投資優遇等の法改正時には、
可能であれば日本語ないし英語による事前通知の発信を要
望する。

円滑な事業運営に向けた支援・協力
土地の払下げ総量に制限があること等を背景としてか、

土地使用許可を得るのに想定以上の時間が掛かり、結果と
して工場の建設・操業を行うために想定以上の時間を要し
てしまっている。環境アセスメント申請・許可取得がスムー
ズに行われる事などを含め、進出企業が円滑に事業を開始
できるよう支援と協力を要望する。

また、進出済企業においても、環境規制強化に伴う直接
間接的な政策や指導を受け各社とも真摯に取り組んではい
るが、突然の工場操業規制要請などは当該企業だけでなく
関連する企業群の事業にも大きく影響している。

その他、貿易関連でも、税関当局より個別に新手冊シス
テム導入要請を受けたものの移行手順や移行後の通関実
務に関する当局指導が連続性を欠き対応に苦慮する事態も
生じている。

進出企業の円滑な事業運営と安定した事業環境の維持・
改善は地元経済の持続的成長にも資するものであり、行政
面での十分な配慮を要望する。

日本への直行便再開など交通インフラの整備・利便
性の推進
2017年秋以降、東方航空の名古屋への定期直行便が運

休、春秋航空便も廃止され、当地進出日系企業だけでなく、
合肥の中国企業との往来の多い日本企業にとって利便性低
下が著しく、運行再開を要望する。また、ニーズおよび利便
性ともに高い東京・大阪等の主要都市への直行便開設につ
いても引き続き検討いただくことを要望する。

2016年に合肥駅から合肥南駅を経由し巣湖まで地下鉄
が開業、2017年末には市内を横断する2号線も開業し、市
内移動の利便性が増した。合肥新橋空港と市内線の接続
等、今後も地下鉄網の早期充実を要望する。

また、タクシー台数は幾分増加されたようであるが、さら
なる増加並びにきちんとしたマナー指導等が可能な運営管
理会社の設立等を通じて、乗車拒否や迂回乗車等が生じな
いようサービスレベルの向上を要望する。

さらに、高速鉄道チケット購入につき、外国人でもパス
ポートで自動券売機にて購入可能にできないか、あるいは
外国人専用窓口の設置等を要望する。
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企業の海外送金に関する制限
外資企業が海外へ送金を自由に行えるようにすることを

要望する。

駐在員生活環境の改善
日本から派遣される駐在員の生活環境は良くなってき

ているが、医療・食事・子弟の教育等の拡充を要望する。
2018年夏には日系コンビニエンスストアが進出したが、日
系ファストフード店の誘致や国際クレジットカードが利用可
能な店舗の拡充など、外国人でも暮らし易い環境整備に引
き続き取り組んでいただくことを要望する。

また、外国人向けに不動産物件を取り扱う仲介業者が存
在しないため、多くの場合において個人家主との個別交渉
が必要となり、貸し手に振り回されてしまうケースも多い。
外国人が安心して賃貸物件を借りられるよう環境整備を要
望する。

日本人在住者と政府当局との交流のサポート
日系企業の進出が相次いだ事を背景として、合肥に駐在

する日本人数も多くなってきている。在住日本人の間の交流
促進を効果的に行うために、2015年1月に合肥日商倶楽部
を設立。今後、政府当局との交流を活性化したいと考えてお
り、日本人駐在員と当局との意見交換や要望を伝える機会
を作っていただくことを要望する。

＜建議＞
①日本語（もしくは英語）での現地投資環境情報

並びに現地規制情報の発信強化を要望する。

②円滑な事業運営に向けた支援・協力を要望
する。

③日本への直行便再開など交通インフラの整
備・利便性の推進を要望する。

④企業の海外送金に関する制限緩和を要望する。

⑤駐在員の生活環境の改善を要望する。

⑥日本人在住者と政府当局との交流のサポート
を要望する。
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重慶市
2018年の重慶市の域内総生産（GRP）実質成長率は前

年の9.3％から3.3ポイント下落し6.0％となった。貿易総額
は前年比15.9％増で、輸入が12.5％増、輸出も17.7％増と
なり、いずれも前年比プラスに転じた。一方、対内直接投資
は、実行額が0.9％増、契約金額が136.8％増と、いずれも
前年比プラスとなった。

重慶市の経済動向
2018年のGRPを産業別にみると、第一次産業が前年比

4.4％増の1,378億元、第二次産業が3.0％増の8,329億元、
第三次産業が9.1％増の1兆656億元となった。

表：重慶市の経済動向（2018年）
項目 金額 前年比増減

GRP-(域内総生産)（億元）- 20,363 6.0-
第一次産業（億元）- 1,378 4.4-
第二次産業（億元） 8,329 3.0-
第三次産業（億元） 10,656 9.1-

一定規模以上の工業総生産（億元）- - 0.5-
固定資産投資（億元）- - 7.0-

不動産開発投資（億元） 4,249 6.8-
社会消費品小売総額（億元）- - 8.7-
消費者物価指数（CPI）- - 2.0-
貿易総額（億元）- 5,223 15.9-

輸出額（億元）- 3,395 17.7-
輸入額（億元）- 1,827 12.5-

対内直接投資契約件数 232 △2.5
対内直接投資契約額（億ドル）- 91 136.8-
対内直接投資実行額（億ドル）- 103 0.9-
都市部住民1人当たり可処分所得（元）- 34,889 8.4-
農村住民1人当たり純収入（元） 13,781 9.0-

出所：重慶市統計局

第2次産業のうち、一定規模以上の企業の工業生産増加
額（付加価値ベース）は、前年比0.5％増となった。主力製品
の生産量をみると、自動車が27.5％減の205万台（うち新エ
ネルギー車は33.0％増の2万4,300台）、ノートPCが3.8％減
の5,730万台、集積回路が16.7％増の5億4,062万個、液晶
ディスプレイが56.2％増の1億4,261万枚となっている。

消費動向を示す社会消費品小売総額は同8.7％増となっ
た。都市部住民1人当り可処分所得額も8.4％増の34,889元
となった。

貿易総額は同15.9％増の5,223億元となった。うち、輸
出が同17.7％増の3,395億元となり、輸入は同12.5％増の
1,827億元となった。対内直接投資額は、実行額で前年比
0.9％増の102億7,344万ドル、契約額では前年比136.8％増

の90億7,480万ドルと、実行額、契約金額ともに増加した。

日系企業の進出状況
重慶市の日系企業の進出企業数は159社(2018年1月

現在、在重慶日本国総領事館調べ)。日系商工会組織とし
ては、重慶日本クラブがあり2019年1月時点で106社・団
体（個人会員も含む）が加入している。また、在留邦人数
は361名である(2018年10月現在、在重慶日本国総領事
館調べ)。

重慶市の日系企業のビジネス展開分野としては、自動車
関連、機械・機器、IT、計測機器、環境技術といった製造業
のほか、金融、小売・流通業、物流等のサービス産業となっ
ている。

日系企業の業績動向および課題
2018年10月から11月にかけてジェトロが中国に進出して

いる日系企業に対して実施したアンケートによると、2018年
の営業利益について、重慶市に進出している日系企業では、
「黒字を見込む」と回答した企業の割合は70.4％であった。
中国全体の平均が71.7％であり、黒字企業の割合は概ね中
国全体の平均並みである。

一方、2018年の営業利益について、改善すると回答した
企業の割合から悪化すると回答した企業の割合を引いた
値を見ると、中国全国平均が19.8ポイント（前年27.2ポイン
ト）であったのに対し、重慶市は7.1ポイント（前年22.2ポイ
ント）と中国全国平均を大きく下回ったうえに、前年との比
較でも大きく値を下げた。

今後1～2年の事業展開の方向性について、「拡大」と回
答した日系企業の割合は71.4％（前年64.3％）であり、前年
から7.1ポイント上昇、アンケートを実施した省市のなかで、
前年に続き事業の拡大意欲が最も高かった。「拡大する機
能」としては、販売が55.0％と最も多く、次いで、高付加価
値品の生産40.0％、研究開発35.0％、物流20.0％、サービ
ス事務20.0％、汎用品の生産15.0％、地域統括機能15.0％
の順で、幅広い分野での事業拡大意欲がみられる。また、
現地従業員を今後「増加する」と回答した日系企業の割合
は64.3％であり、中国全体平均の35.9％を上回り、また、ア
ンケートを実施した他の省市のなかで最も高い結果となっ
ている。

一方、重慶市の日系企業が抱えている経営課題は、回
答が多い順に、技術者の採用難（68.8％）、品質管理の
難しさ（62.5％）、競合相手の台頭（53.6％）、従業員の

第６章
西部地域（重慶市、四川省、陝西省）
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質（46.4％）、調達コストの上昇（43.8％）、主要取引先
からの値下げ要請（39.3％）、新規顧客開拓が進まない
（39.3％）、従業員の賃金上昇（39.3％）、取引先からの
発注量の減少（28.6％）、従業員の定着率（28.6％）、管理
職・現場責任者の現地化が困難（28.6％）であった。とく
に、技術者の採用難を課題として挙げた日系企業の割合
は、アンケートを実施した省市のなかで1位が重慶市、2位
が四川省となっており、技術者の採用難は、西部地域の日
系企業の共通課題になっていることが窺える。

＜建議＞
①市政府による日本への情報発信と企業との直

接対話
　日本で得られる重慶市に関する情報は不足
している。情報不足は重慶に対する関心が向
きにくい要因のひとつとなっている。また、
既進出の日系企業からも、重慶市経済につい
て、これまで市の経済成長の重要な役割を
担ってきた製造業の成長鈍化に対する不安の
声も聞かれる。市政府には、指導者の来日や
友好都市・経済団体等との交流機会を積極的
に設けることで、日本との直接的な対話の機
会を増やし、重慶市の経済運営に対する展望
や、具体的なビジネスチャンスの可能性を積
極的に示していただくよう要望する。

②展示会の質の向上
　日本企業は展示会に自社の売り込み先とな
るビジネスパートナーの発掘を期待している
にも関わらず、重慶で開催される展示会の多
くが、一般客の来場が中心でビジネス客が少
ない。結果として、重慶でのビジネスチャン
スの存在が日本企業に認知されにくい理由に
なっている。重慶で開催される展示会につい
て、来場者のターゲットをビジネス客に重点
を置きビジネスに直結したものとするよう要
望する。

③日本との直行便の開設
　現状、中国系の格安航空会社による直行便
はあるが、格安航空会社はビジネス用途では
利用しにくいという声が日系企業の駐在員か
ら多く寄せられている。また、一般キャリア
による日本との直行便が存在しないことは、
特に、まだ重慶に進出していない日本企業に
とって、重慶と日本との距離感を抱かせる要
因ともなっている。両地域の経済交流の促進
に向けて、一般キャリアによる日本との直行
便の就航を要望する。

④外国人就労許可制度の柔軟な運用
　現行の外国人就労許可制度について、同制度
で定める年齢や学歴、就業経験等に関する制

限の存在によって、人員交代や延長手続に際
し、実際に手続をしてみないと、就労許可が
取得できるかわからないという状態であり、
計画的な人員配置がしにくいという声が現地
の日系企業から指摘されている。

　重慶の日系企業は、高付加価値品の生産や研
究開発の機能を強化するという意欲が高い一
方、技術者の採用が難しいという問題に直面
している。事業の拡大には、熟練した日本人
技術者による技術指導を通じた人材育成が必
要不可欠。年齢や学歴等の制限によって、計
画的な人員配置に支障が出れば、日々の事業
運営だけでなく投資計画にもマイナスの影響
を与えかねない。

　年齢や学歴、就業経験等に関わらず、発行基
準の柔軟な適用により円滑に就業許可が与え
られるよう、制限の緩和や、発行基準の柔軟
な適用を要望する。

⑤工業団地の安定操業に関する事項
　突然の環境規制発布により、専用機器の導入
など即時の対応を求められるケースがある。
環境規制への対応を計画的に行えるよう中・
長期的な環境規制推進計画を事前に開示する
よう要望する。また、メンテナンスを理由に
電気や水道が直前（1~2日前）に停止する旨
の通知があったとの指摘もある。工場の生産
計画に影響があるため、計画的なメンテナン
スを行っていただくとともに、停止の際には
少なくとも2週間前には通知いただきたい。
さらに、天然ガスの供給が冬季において供給
量が減少するとの声もある。年間を通じて、
安定的な供給を要望する。

⑥公正な競争環境の整備
　重慶の日系企業が製造する製品について、そ
の包装や名称を模倣した製品が、重慶に登記
されたある中国企業によって生産、流通する
といった事例が報告されている。公正な競争
環境の整備に向けて、知的財産権に関する意
識の啓蒙や普及、不正な競争行為に対する処
罰の厳罰化、個々の事案について相談可能な
ヘルプラインの創設等、公正で良好なビジネ
ス環境の整備を要望する。
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四川省・成都市
2018年の四川省の域内総生産（GRP）実質成長率は

8.0％となり、前年の8.1％から0.1ポイント下落したものの、
中国全体の成長率を1.4ポイント上回り、また、中国内の
省・市・自治区の中では引き続き高い水準を維持している。
貿易総額は前年比29.2％増、うち、輸入が26.5％増、輸出
も31.4％増となった。対内直接投資も、実行額が1.6％増、
契約金額が44.4％増と、いずれも前年比プラスとなった。

四川省・成都市の経済動向
2018年の四川省のGRPを産業別にみると、第1次産業

は前年比3.6％増の4,427億元、第2次産業が7.5％増の1兆
5,323億元、第3次産業が9.4％増の2兆929億元となった。

表：四川省および成都市の経済動向（2018年）

項目
四川省 成都市

金額 前年比
増減 金額 前年比

増減
GRP（域内総生産)(億元) 40,678 8 15,343 8

第一次産業(億元) 4,427 3.6 523 3.6
第二次産業(億元) 15,323 7.5 6,516 7
第三次産業(億元) 20,929 9.4 8,304 9

一定規模以上工業総生産(億元) - 8.3 - 8.5
固定資産投資(億元) 28,065 10.2 - 10
不動産開発投資（億元） 5,698 10.6 2,268 △8.8
社会消費品小売総額(億元) 18,255 11.1 6,802 10
消費者物価指数（CPI） - 1.7 - 1.4
貿易総額(億元) 5,948 29.2 4,983 26.4

輸出額(億元) 3,335 31.4 2,747 33
輸入額(億元)） 2,613 26.5 2,236 19.2

対内直接投資契約件数 607 4.8 494 4.7
対内直接投資実行額(億元) 754 28.7 503 17.5
都市部住民1人当たり可処分所得(元) 33,216 8.1 42,128 8.2
農村住民1人当たり純収入(元) 13,331 9 22,135 9

出所：四川省統計局、四川省商務庁、四川省人民政府、成都市統計局

一定規模以上の企業の工業付加価値額は8.3％増とな
り、業種別では、計算機、通信・電子設備製造業が14.4％
増、医薬製造業が13.0％増、酒・飲料・茶等製造業が
10.4％増、自動車製造業が3.6％増だった。

消費動向を示す社会消費品小売総額（四川省）は前年
比11.1％増の1兆億8,255万元と、依然として2ケタの伸びを
保っている。

貿易総額は前年比29.2％増、うち、輸入が26.5％増、輸出
も31.4％増となった。対内直接投資額（四川省）は、実行額
で前年比28.7％増の754億元となった。

日系企業の進出状況
四川省の進出日系企業数は自動車等の輸送用機器、IT・

電子関連、小売関連企業等を中心に370社となっている
（2018年1月現在、在重慶日本国総領事館調べ)。日系商工
会組織としては、成都日本商工クラブがあり2019年3月時点
で133社・団体が加入している。また、在留邦人数は445名
である（2018年10月現在、在重慶日本国総領事館調べ)。

日系企業の業績動向および課題
2018年10月から11月にかけてジェトロが中国の日系企

業に対して実施したアンケートによると、2018年の営業利
益について、四川省に進出している日系企業では、「黒字を
見込む」と回答した割合は65.5％で、前年の調査71.0%か
ら5.5ポイント下落した。黒字企業の割合は全国平均71.7％
（前年70.3％）を下回った。「均衡」と回答した企業は、前
年の3.2％から増加し10.3％となった。

今後1～2年の事業展開の方向性について、「拡大」と回
答した日系企業の割合は51.7％（前年48.4％）であり、中国
全体の平均値48.7％（前年48.3％）をやや上回る水準であ
る。「拡大する機能」は、販売が60.0％と最も多く、次いで、
高付加価値品の生産40.0％、物流20.0％、汎用品の生産
6.7％の順となっている。

事業を拡大する理由として、四川省の日系企業の多くは、
四川省の成長性、潜在力の高さを挙げている。四川省の日
系企業の売上高に占める中国国内での販売（内販）と輸出
の比率は、内販が88.0％、輸出が12.0％と、中国全体の平均
（内販68.5％、輸出31.5％）と比べると、内販比率が高いと
いう特徴がある。内販をメインとする四川省の日系企業は、
販売機能をいっそう強化するとともに、そのために高付加
価値品の生産や物流機能の強化を図るという方向性となっ
ている。

一方、四川省の日系企業が抱えている経営課題は、回答
が多い順に、従業員の賃金上昇（79.3％）、限界に近づき
つつあるコスト削減（66.7％）、技術者の採用難（55.6％）、
調達コストの上昇（55.6％）、新規顧客開拓が進まない
（48.3％）、競合相手の台頭（48.3％）、輸入関税が高
い（44.8％）、品質管理の難しさ（44.4％）、従業員の質
（41.4％）、通関等諸手続が煩雑（37.9％）、通関に時間を
要する（37.9％）であった。

また、技術者の採用難を課題として挙げた日系企業の割
合は、アンケートを実施した省市のなかで1位が重慶市、2
位が四川省となっており、技術者の採用難は、西部地域の
日系企業の共通課題になっている。

＜建議＞
①省・市政府による情報発信、経済交流の維

持、強化
　四川省では、昨年来、省市政府の指導者の訪
日や、都市間の交流、経済団体等の来訪、往
訪が増え、政府、企業、文化等、さまざまな
分野での交流が広がりつつある。四川省政府
の日本との関係強化向けた積極的な姿勢を評
価したい。こうした活動は一過性で終わらせ
るのではなく、継続、深化させていくことが
重要である。

　現状、四川省政府の日本企業へのアプロー
チは投資誘致を目的としたものが中心である
が、多くの日本企業にとって投資よりも以前
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に、まずは当地でビジネスチャンスがあるの
か（顧客の存在、パートナー企業の存在）に
関心がある。このため、従来型の投資環境の
アピールによる誘致働きかけに留まらず、具
体的なビジネス情報の発信やパートナー候補
の紹介等を通じて、まずは、当地でのビジネ
ス展開に対する関心喚起を図ることが重要で
ある。さらに、日本と四川省との経済交流の
すそ野を広げるためにも、日本の中小企業に
も目を向けアピール活動を強化するよう要望
する。

②展示会の質の向上
　日本企業は展示会で自社の売り込み先となる
ビジネスパートナーの発掘を期待している。
四川省で開催される展示会のほとんどは、来
場者の多くが一般客であり、ビジネス客が少
ない。これが、当地でのビジネスチャンスの
存在が日本企業に認知されにくい要因になっ
ている。日中企業間のビジネス交流を促進す
るため、展示会の開催に当たっては、ビジネ
ス客の来場に重点を置いた企画運営とするよ
う要望する。

③外国人就労許可制度
　現行の外国人就労許可制度について、同制度
で定める年齢や学歴、就業経験等に関する制
限の存在によって、人員交代や延長手続に際
し、実際に手続をしてみないと、就労許可が
取得できるかわからないという状態であり、
計画的な人員配置がしにくいという声が現地
の日系企業から指摘されている。

　日本企業が直面するさまざまな経営上の問題
を克服するうえで、年齢や学歴、就業経験に
よらず多様な人材の活用が必要である。例え
ば、四川省の日系企業は高付加価値品の生産
を強化するという意欲が高い一方、技術者の
採用が難しいという問題に直面している。事
業の拡大には、熟練した日本人技術者による
技術指導を通じた人材育成が必要不可欠であ
る。年齢や学歴等の制限によって、計画的な
人員配置に支障が出れば、日々の事業運営だ
けでなく投資計画にもマイナスの影響を与え
かねない。

　年齢や学歴、就業経験等に関わらず、発行基
準の柔軟な適用により円滑に就業許可が与え
られるよう、制限の緩和や、発行基準の柔軟
な適用を要望する。

④空港と市内のアクセス改善
　成都双流空港は深夜・早朝の離発着が多い
にも関わらず、空港と市内を結ぶ地下鉄の始
発・終電時間が深夜・早朝の便に対応してい
ない。現在、成都第2空港（天府空港）が建
設中であるが、市内からの距離がより遠くな

るため、さらに不便になるのではないかと心
配する声も多い。双流空港における深夜・早
朝における交通アクセスの改善を要望すると
ともに、天府空港の開港に当たっては、深
夜・早朝便に対応した公共交通機関の運行を
予め計画に含めていただくことを要望する。

⑤工業団地における危険廃棄物の処理
　成都市内の工業団地で、資格を持つ危険廃
棄物の処理業者の数と処理能力が不足してい
る。日系企業のなかには、危険廃棄物の速や
かな処理ができずに、自社敷地内で長期間、
保管せざるを得ないところもあり、保管コス
トが増大する状況である。対応可能な処理業
者の拡充、処理能力の改善を要望する。

⑥居留許可の申請、更新等の手続の簡素化
　駐在員の着任後、検疫部門や出入国管理部
門等、複数の公的機関への手続や提出資料が
多い。また、申請窓口も常に混雑しているう
え、どの窓口に行けばよいかの案内もわかり
にくく、また、不親切な対応を行う担当者も
散見される。着任間もない外国人が一人で
行って、円滑に手続を終えられる状態には
ない。また、居留許可の取得には、10営業
日を要する。土日を含めれば実質的に半月ほ
ど、手元にパスポートがない状態となる。親
族の不幸や経営にかかわる緊急の事案が生じ
た際など一刻を争う局面において、出国がで
きないという問題がある。提出書類の削減や
窓口のワンストップ化による手続の簡素化と
ともに処理期間の短縮を要望する。

⑦法人登記変更に係る手続の簡素化
　駐在員の変更に伴う法人代表の変更や、事
務所の移転に伴う住所の変更の際にも、複数
の公的機関への手続、および提出資料が多
く、長期の時間とコストを要する。また、成
都市内のある日系企業からは、住所変更の際
に、移転先の工商部門によって、本来、別の
地域で問題なく受理された住所証明の書類を
受理してもらえず、変更登記の手続が1年か
かっても終わらないといった事案も聞かれ
た。工商局窓口における運用の統一や、提出
書類の削減、窓口をワンストップ化するな
ど、これら登記に関連する各種手続の簡素化
を要望する。

⑧駐在員の銀行口座開設の手続の緩和、窓口対
応の改善

　当地で新たに着任した駐在員が銀行口座を開
設する際、銀行の窓口で居留許可証の提示を
求められる。現在、成都では居留許可証の取
得には1カ月以上かかっているため、口座開
設も着任後1カ月以上かかる。この間、給与
や経費の振込ができないため経理処理に支障
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を来たすとともに、着任後しばらくは不便な
生活を強いられる。

　駐在員として当地に滞在することは、居留許
可証によらずとも代表証や工作許可通知等、
別の手段でも確認が可能であり、居留許可証
の発行を待たず、着任後すみやかに銀行口座
が開設できるよう銀行側での手続の緩和を要
望する。

　また、銀行の窓口では、外国人の口座開設を
敬遠する、長時間待たせる、口座開設を拒否
するなどの不親切な対応もあると聞かれ、窓
口でのやり取りに相当な労力を要する。対応
可能な銀行の支店を探すのに数日を要すると
の声もある。主要な銀行のいずれか特定の支
店だけでも構わないので、外国人が円滑に口
座開設できる専用窓口の整備を要望する。

⑨駐在員の帯同家族の大学等での中国語学習
　従来認められていた駐在員の帯同家族の大学
での中国語講座の受講ができなくなった。学
生ビザではなく家族ビザであることが理由と
言われているが、帯同家族にとって、日常生
活での中国語は必須である。四川省がより対
外的に開放された都市を目指すのであれば、
本来、大学のような機関が率先して外国人に
中国語を学ぶ機会の充実を図っていただきた
い。駐在員家族が大学や民間の学校等で中国
語を学ぶことが可能となるよう要望する。
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陝西省
2018年の陝西省の域内総生産（GRP）は2兆4,438億

3,200万元、実質成長率は全国の成長率（6.6％）を1.7ポイ
ント上回る8.3％、1人当たりGRPは6万4,098元だった。2019
年の実質経済成長率の目標は7.5～8％に設定された。

2018年の経済状況
2018年のGRP成長率は2017年の8.0％に比べ0.3ポイ

ント上昇し、引き続き高い経済成長を維持した。GRPを産
業別にみると、第一次産業は、前年比3.2％増の1,830億
1,900万元、第二次産業は8.7％増の1兆2,157億4,800万
元、第三次産業は8.8％増の1兆450億6,500万元だった。

CPIは2.1％（2017年は1.6％）と物価は安定して推移
した。固定資産投資額（農家を除く）は前年比10.4％増
（14.6％増）、一定規模以上の工業生産は9.2％増（8.2％
増）、社会消費品小売総額は10.2％増（11.8％増）だった。

2018年末の常住人口は2017年末を28万9,600人上回り
3,864万4,000人となった。商品房（商用不動産物件）販売
面積は5.9％増の4,118万5,600平米となった。

貿易総額は、前年比29.3％増の3,513億7,800万元、うち
輸出は25.3％増の2,078億6,800万元、輸入は35.4％増の
1,435億1,000万元、貿易収支は643億5,800万元の黒字
だった。対内直接投資は、実行額が16.2％増の68億4,800
万ドルだった。

陝西省の特徴
陝西省の省都・西安市は、シルクロードの起点として、古

くから国際的な交易や文化の交流が行われてきた。近年
は、中国が国家戦略として進める「一帯一路」（シルクロー
ド経済帯と21世紀海上シルクロード）構想におけるシルク
ロード経済帯の起点として注目されている。また、「一帯一
路」構想を担い、中国の内陸経済を牽引することへの期待
から、2017年4月には、中国（陝西）自由貿易試験区が設立
された。

陝西省は中国の地理的中心に位置し、中国の東西南北
を結ぶ交通のハブである。西部大開発プロジェクトの進展
に伴い、陝西省では高速道路鉄道、高速鉄道の開通、西安
咸陽国際空港の拡張など、急速にインフラ建設が進む。鉄
道では、中央アジア、欧州に至る国際貨物列車「長安号」
が開通しており、2018年の運行本数は1,235本、重量物積
載率、満載率は全国1位だった。航空では、中国西安咸陽
国際空港の2018年の旅客利用数は前年比6.7％増の延べ
4,465万3,700人、貨物取扱量は20.3％増の31万2,600万
トンだった。

陝西省は、教育レベルが高く、高等教育の在校生は100
万人を超え、人口10万人当たりの高等教育在校生数が全国
3位となっている。2018年の技術契約取引額は1,100億元
を超え、豊富な科学教育資源を生かして航空宇宙産業、IT
産業、先端農業等の分野で中国を代表する産業基盤が形
成されている。陝西省における優秀な人材と産業基盤を生

かした研究開発と技術革新は、中国全体の産業の高度化に
おいても重要な役割を担っている。

優れた人材・企業の集積と特色ある国際
文化都市を目指して
陝西省の物流ハブとしての機能の高度化と技術革新の深

化を進めるうえで、先進的な取り組みをする日本を含む外
国企業のさらなる誘致と、すでに進出している企業が陝西
省で継続的に発展できる環境を整備することが有益と考え
る。陝西省において、日系企業がいっそう発展を遂げ、陝西
省の経済発展に寄与するために、課題となっている事項等
について、以下の3点を要望する。

第一に、陝西省が物流ハブにふさわしい優位性をいっそ
う発展させるため、物流・通関・貿易における、経済合理的
で透明性の高い政策運営、行政手続の簡素化を要望する。
透明性の確保は、中国内外企業が積極的な事業展開を行う
うえで不可欠であり、中国政府が進める「近代的な市場体系
の完備」の前提ともいえるものである。物流コストの引き下
げ、貿易における通関手続簡素化をお願いしたい。また、中
国（陝西）自由貿易試験区では、「一帯一路」構想を担い、
中国の内陸経済を牽引するような規制緩和の試験的な取り
組みが期待されている。中国（陝西）自由貿易試験区ならで
はの大胆で特徴ある規制緩和策の実施を要望する。

第二に、陝西省が製造業の技術革新基地にふさわしい人
材と企業の集積を促進するため、企業活動円滑化支援の強
化と先進的な人材政策の展開を要望する。先進的な製造業
の技術革新基地を目指す上で、優秀な人材のさらなる活用
は有益である。しかし、外国人の居留許可取得申請にかか
る各種手続は依然として外国人の就労や生活に不便さをも
たらしている。陝西省の進出日系企業の中には、世界的に
高い競争力を持ち、陝西省の技術革新の牽引役となりうる
企業もある。こうした企業が陝西省で継続的に発展できる
よう、電力等のエネルギー、人材の安定的な供給をお願い
したい。

第三に、陝西省が生活環境に優れ、特色ある国際文化都
市として発展するため、総合的視野にたった取り組みを要
望する。大気汚染対策や交通インフラの整備について、政
府は近年、その取り組みを強化しているが、依然として改
善を要する状況にある。国家戦略、産業基盤、地理的優位
性、人的資源といった陝西省のさまざまな強みをいっそう
発揮するために策定される政策が企業の実態に即したもの
となるよう、日系企業を含む関連企業との積極的な意見交
換をお願いしたい。
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＜建議＞
1.陝西省が中国の他都市と比較して、物流ハブ

にふさわしい機能を発揮し、シルクロード経
済帯を牽引する内陸開放都市としてその優位
性をいっそう発展させるため、物流·通関·貿
易に関して、経済合理的で透明性の高い政策
運営、行政手続の簡素化を要望する。

①物流コスト
　中国の中央に位置する陝西省は、沿海部の都
市と比べると、調達や出荷時の貿易における
物流コストの高さが課題である。また、中国
／欧州間の国際貨物列車においては、物流コ
ストの引き下げが課題である。「一帯一路」
構想や自由貿易試験区の設置といった政策を
活用し、中国最大の国際的な陸港と貿易の物
流集散地を構築することで、物流コストを引
き下げる具体的な対応の検討を要望する。

②通関
　輸出入通関手続の利便性向上の取り組みがみ
られる。引き続き、さらなる手続の簡素化、
利便性の向上の取り組みを要望する。

③米中貿易摩擦
　米中貿易摩擦により、関税率の複数回にわた
る引き上げが事前に十分な周知期間なく実施
されている。陝西省進出日系企業の中には、
米国に輸出している企業もあることから、陝
西省進出企業への影響の実態把握と方策の検
討を要望する。

④自由貿易試験区
　上海市、広東省、天津市、福建省に続き、陝
西省に自由貿易試験区が設立されたが、自由
貿易試験区のメリットが実感しにくい。他の
地域ではできないものの、中国（陝西）自由
貿易試験区ならではできるの先進的な規制緩
和策の実施を要望する。

2.陝西省が中国の他都市と比較して、製造業の
技術革新基地にふさわしい人材と企業の集積
を促進するため、企業活動円滑化支援の強化
と先進的な人材政策の展開を要望する。

①環境政策
　環境監査が突発的に実施され、工場が一時
的な休業もしくは営業停止指示を受け顧客の
信用を失っているといった事例が見受けられ
た。地域の大気汚染濃度が一時的に高まっ
た、もしくは高まる可能性がある場合の操業
停止等の措置について、任意の工場に突発的
に指示することは避け、事業者選定の客観的
基準の公表、事前通知の徹底等、公平かつ合
理的なルールを構築することを要望する。

　生態環境部局等において省エネ・環境関連
の政策・法律・計画の策定をする際、外資企
業を含む関連業界との情報交換、関係国政府

機関との調整も十分に行いつつ進めるととも
に、実施細則等の規制の整備や解釈の明確
化、問い合わせ窓口の明確化を要望する。ま
た、新たな規制を執行する際、標準規格との
統一性を持たせた上で、既存設備への適用に
ついては、企業の能力を考慮しながら猶予期
間・経過措置を設けるなど、必要な配慮を要
望する。

　揮発性有機化合物（VOC）排出量削減に当
たっては、瞬時の基準値超過を許さないとい
うような無理なものとはせず、工学的なばら
つきを勘案し、一定の期間での平均値を取り
締まりの指標とするよう要望する

　競争力の劣る旧式設備の企業や省エネ・環境
基準をクリアできない企業と、資金をかけて
省エネ・環境対策を行っている企業を同一視
せず、個別の状況に応じた措置とするよう要
望する。

②エネルギー供給
　大規模停電がほぼなくなり、計画停電の余裕
を持った事前連絡がなされるようになった。
しかし、依然として、瞬時停電が発生し、そ
の都度、仕掛品の廃却損失、生産設備の再調
整、試験設備の再立ち上げなど、損失が生じ
ている。電力供給インフラの改善と瞬時停電
の撲滅を要望する。

　蒸気のエネルギー源を石炭から天然ガスに切
り替えるにあたり、安定供給できる環境が十
分整ってから実施することを要望する。

　冬季の暖房供給開始日は、毎年決まった時期
とするのではなく、気温に基づいて決定する
ことを要望する。

③出入国関連
　外国人居留許可の新規取得、延長の手続の
際、外国人のパスポート原本を長期間審査機
関に預けることになるため、居留許可取得申
請にかかる各種手続は依然として外国人の就
労や生活に不便さをもたらしている。手続の
所要時間のさらなる短縮と、「即時受領」の
段階的な実現を要望する。このほか、中国国
内で居留許可を取得している外国人が、中国
国内でのチケット予約、銀行口座開設等に使
用できるようなカード型の身分証があれば、
外国人の国内移動や生活がより便利になるた
め、公安機関による発行を要望する。

　中国国内において、外国人の勤務する都市が
変更となる場合に、就労許可を直接変更する
ことができず、必ず現有の就労許可を抹消し
たうえで改めて申請しなければならないとい
う方式では、かなりの時間を要するため、勤
務地または使用者の変更という方式の採用に
より、外国人の勤務地変更の問題を解決でき
るよう要望する。また、抹消したうえで改め
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て就労許可を申請するという同じ手続であっ
ても、各都市により取扱いの基準が完全に一
致してはいない。例えば、再申請時に犯罪経
歴証明書の提出が必要かどうかや、本人が出
向かなければならないか等の要求が異なり、
外国人は対応に大いに困惑している。統一的
な執行基準を明確に公示したうえで、その基
準が執行時に厳守されることとともに、相談
窓口や問い合わせ用ホットラインの設置によ
り、外国人が政策について確認しやすくなる
よう要望する。

　有効期間を1年とする就労許可証の交付が通
常の扱いとなっており、外国人の手続負担が
重くなっているため、2年または3年有効の
就労許可を統一適用していただきたい。ま
た、外国人が書類作成、手続準備に十分時間
をかけることができるよう、例えば、就労許
可証の有効期間が満了する90～100日前から
更新手続を受理できるといった措置について
も要望する。

④人材供給
　就労環境が不断に改善されているとはいえ、
日系の生産型企業の労働力は依然不足してい
る。例えば職業教育を強化して労働者の能力
を高め、労働力の自由な流動を促す等、労働
所管機関がより効果のある政策措置を講じる
ことで、日系の生産型企業が抱える「労働者
不足と雇用難」の問題解決が進められること
を希望する。

3.陝西省が中国の他都市と比較して、生活環境
に優れ、特色ある国際文化都市として発展す
るため、総合的視野に立った取り組みを要望
する。

①大気汚染
　数年前に比べると大気汚染の改善に向けた取
り組みがとられてはいるものの、他の地域と
比べると陝西省の状況は引き続き改善を要す
る状況にある。大気汚染の改善に向けた取り
組み強化を引き続き強く要望する。冬季の大
気汚染対策に関する計画の公表を要望する。

②騒音
　ビル等の建設工事が、早朝、夜中、週末にも実
施されており、その騒音でゆっくり休むこと
ができない。周辺住民の生活への影響を考慮
し、早朝・夜間の建設工事規制を要望する。

③道路・交通
　道路の交通渋滞が慢性化している。公共交通
機関のいっそうの整備・拡充、交通整理の強
化、駐車場の整備、違法駐車の取り締まり、
市民の交通ルール遵守意識向上のための啓蒙
など、引き続き改善に向けた取り組みを要望
する。

　歩道への大量のシェアリング自転車の山積み

で、歩行者は車道を歩かざるを得ない環境が
改善されていない。安心して歩くことができ
る街の環境整備を要望する。

　降雨で路上に水があふれ、水たまりが残り、
交通・歩行に支障が生じている。道路の排水
の改善を要望する。

④意見交換会
　西安市政府幹部と在西安日系企業の意見交換
会が2017年2月23日、西安市商務局主催で
開催されたことに感謝したい。さらなる相互
理解が必要な部分もあり、西安市の各関係当
局と在西安進出日系企業との対話・交流の定
期化を希望する。

　日系企業は法令遵守に誠心誠意取り組んでい
くつもりであるが、法令遵守を適切に行うこ
とができるよう、法制度解釈の統一的運用、
制度変更の際の十分な準備期間確保、諸手続
の簡素化・迅速化、申請・照会に対する文書
での回答といった予見可能性等に資する改善
を要望する。策定される政策・法令・計画が
企業の実態に即したものとなるよう、政策・
法令・計画の策定過程で日系企業を含む関連
企業との情報交換、調整を十分に行うことを
要望する。
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索 引
あ行

IoT（物聯網、モノのインターネット）
14、56、98、128、170、172、184、
186、202、220、254、284
RQFII
266、268、270
E コマース（EC、電子商取引）
22、56、60、66、82、102、124、
130、152、154、170、178、180、
216、218、226、232、236、238、
310
意匠権（意匠特許権）
62、68、138
一帯一路
34、82、84、128、166、180、278、
352、354
移転価格
44、46、48、308
イノベーション
8、10、40、52、56、58、76、78、
80、134、138、140、142、154、
184、254、258、262、270、284、
286、288、292
インターネット＋（インターネット＋（プ
ラス））
50、198、202
AI（人工知能）
56、82、84、200、202、220、238、
254、272、292
FTA（自由貿易協定）
28、30、92、100、128、130
HS コード（HS 番号）
26、28、30、168、298、316
越境 EC
82、102、152、154、218、236、
238、310
欧州（ヨーロッパ、EU、欧）
48、74、82、84、88、90、100、
126、128、138、178、180、184、
222、226、236、272、292、298、
302、324、328、334、336、352、
354

か行

海外（へ）送金（対外送金、対外支払、
外国送金、国外送金）
8、32、34、46、48、186、246、
266、270、306、318、320、340
外国人就労許可証（外国人就労許可）
240、296
外国人就労許可制度
344、348
外資規制（外資参入制限、外資参入規制）
6、10、34、36、112、200、208、
210、266、270、308

外資（の）参入（外商投資参入）
6、10、34、36、112、200、210、
212、232、266、268、270
外商投資法
6、8、10、32、34、76、78、88、
90、94、312
過剰生産能力（生産能力過剰）
132、134、158、160、162、164、
166
環境対策
70、84、128、130、132、160、162、
168、178、202、294、354
環境保護部
162
環境保護法
10、22、72、158、162、316
環境問題（環境汚染）
70、72、104、116、128、132、158、
160、162、166、202、204、208、
234、316
関税
26、30、46、82、130、138、140、
152、226、230、298、310、312、
316、320、346、354
関税（の…）撤廃
130
技術移転（技術輸出入、強制的な技術移
転）
12、34、46
供給側（の）構造改革（供給サイドの構
造改革、供給側改革、サプライサイドの

（構造）改革、供給側（サプライサイド）
の構造改革）
20、104、166、222、242、244、
284、292、330
居留許可（証）
52、84、286、310、316、320、348、
350、352、354
クラウド（化）
10、80、200、202、204、206、208、
308、318
京津冀（北京・天津・河北地区、北京・天津・
河北省、北京市・天津市・河北省）
70、158、164、166、262、292、
296
研究開発（技術開発）
58、62、64、84、108、138、140、
142、200、206、286、292、294、
302、322、342、344、352
原産地証明（書）
28、30、156、300
工業情報化部（工業・情報化部）
36、66、72、158、160、162、164、
168、196、198、200
工商行政管理局（工商行政管理総局、工
商局）
38、40、56、60、98、100、152、348

工場（の）立退き（工場移転）
304、314、320
国際標準（国際規格、グローバルスタン
ダード、国際的な標準）
6、10、144、148、156、196、228
国有企業
88、92、114、206、212、270
個人所得税
8、44、206、254、308
コスト
12、14、18、22、28、34、46、54、
70、74、86、92、112、136、146、
148、158、174、192、196、204、
206、208、224、226、234、236、
248、264、286、292、296、316、
318、322、324、326、332、344、
346、348、352、354
国家市場監督管理総局
38、40、42、56、62、64、66、68、
98、152、156、160、238、310
国家食品薬品監督管理総局（CFDA）
98、140、142、148、152、238
国家知識産権局（CNIPA）
56、58、64、66、68、78
国家発展改革委員会（発展改革委員会）
10、14、18、34、36、38、40、56、
74、78、98、104、112、132、160、
268、270
国家標準（国家基準、国家規格、GB）
74、76、78、80、100、102、144、
148、160、174、192、206、238

さ行

財政部
46、52、88、254、270
サイバーセキュリティ法（ネットワーク
セキュリティ法）
10、78、80、182、200、206、208
サプライチェーン
14、26、74、128、232、234、238、
254、288、304
自動運転（自動駕駛）
84、184、186、220
社会保険
6、10、12、50、52、54、116、118、
286、326、330
社会保障
50、52、54、116、254、288、322
自由貿易試験区（自貿区）
12、34、114、152、248、270、292、
294、296、306、310、312、352、354
就労ビザ
316、320
出資比率（投資割合、投資比率）
10、12、114、210、244、252、262、
268、290
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準備期間（猶予期間、移行期間）
6、10、28、34、44、48、74、80、
150、154、156、174、182、186、
192、194、224、244、248、294、
296、304、308、314、354、356
商標権
58、62、64、68、240
商標法
56、58、64
情報セキュリティ（セキュリティ）
10、78、80、178、182、200、202、
206、208
商務部
10、12、14、32、34、36、38、40、
78、98、166、232、234、236、252、
268、270、314
新エネ車（新エネルギー車）
184、190、192、342
水質汚染（水汚染、水質汚濁、水質への
汚染）
72、108、128、158、316
スマートフォン（スマート携帯、スマホ）
26、98、152、170、184、196、200、
220、254、276
税関（海関）
12、26、28、30、44、46、64、66、
82、84、98、100、102、106、108、
126、132、152、168、180、296、
298、300、304、306、308、316、
324、326、332、338
生態環境部（生態環境部局）
10、22、70、72、74、158、160、
162、166、294、354
政府調達（政府調達法）
8、32、50、74、88、90、92、208、
286、318、320
税務局（税務当局、税務機関）
44、46、50、54、122、240、294、
308、318、324、332
先進技術（先進的な技術、最先端技術、
先進的なテクノロジー、先進的な技術、
優れた技術）
14、116、134、168、204、206、
208、238、276、286、288
専利（特許）
40、56、58、60、62、64、66、78、
94、138、140、142、212
増値税（営業税から増値税への移行）
6、10、26、44、48、130、174、208、
234、240、270、294、308、316
ゾンビ企業
164、166、244

た行

WTO
10、26、28、90、152、232、260、262
対外開放（改革開放）
4、8、10、32、34、82、90、116、
138、232、244、246、258、266、
268、284、288、292、318、320、328
大気汚染
10、70、72、74、84、102、108、
128、132、134、158、160、166、
272、280、286、292、294、296、
316、352、354、356

知的財産（権）（の）保護（知財保護）
56、60、66、128、130、142、184、
204、206、238
中国銀行保険監督管理委員会（銀行保険
監督管理委員会）
242、244、250、258、260、262、
270、306
中国製造 2025
20、132
中国日本商会
4、14、32、56、78、94、138、142、286
中小企業（中規模・小規模企業、中小中
国企業）
88、124、128、132、152、206、
292、318、322、348
中国保険監督管理委員会（保険業監督管
理委員会）
244、252、256、258、262、264
著作権
62、210、212、214
手続（き）の簡素化（手続き…簡易、手
続円滑化、手続簡素化）
6、8、26、28、34、36、74、84、
114、116、118、148、192、208、
214、230、232、262、270、276、
286、288、292、296、308、310、
316、332、348、352、354、356
電気自動車（EV）
84、184、186、190
電子情報製品汚染制御管理弁法（中国版
RoHS、電器電子製品有害物質使用制限
管理弁法、電器電子産品有害物質制限使
用管理弁法）
72、74、174、180
電力制限（供給カット）
112、320
統一（的）（な）運用（運用統一（化）（性）、
運用の統一）
26、28、34、44、66、100、102、
116、230、288、296、348
独占禁止法
38、40、56、60、66
土壌汚染
70、72、304
特許権（専利権）
40、56、58、60、62、64、66、78、138、212

な行

日中韓自由貿易協定（FTA）
30、92、128、130
日中社会保障協定（社会保障に関する日本国
政府と中華人民共和国政府との間の協定）
52
日本産食品（日本の食品）
98、100
入札募集（入札法、入札、入札募集・入
札法）
50、88、90、92、114、116、118、
138、140、142、146、178、206、
208、290、318、320
ネガティブリスト
10、34、36、212、252、268、270、
312

は行

廃棄電器電子製品（産品）回収処理管理
条例（中国版 WEEE）
72、74、172、178、180
発票（伝票）
234、262、308、318
ハイテク
14、246、284、286、288、328、
334、336
判断基準（認定基準、判断根拠、判定基準）
30、36、40、44、60、62、66、146、
150、156、206、220、296、308、
310
PE（恒久的施設）
44、46、48、308
PM2.5
70、158、160、280、316
東アジア地域包括的経済連携（RCEP）
30、92、128、130
東日本大震災
12、100、102、240
ビザ（査証）
94、176、226、274、316、320、
350
VPN
200
付加価値電信業務（付加価値電信サービ
ス）
34、200、206、208、308
不正競争防止法（反不公正競争法）
38、40、42、56、234
物流コスト
352、354
米国（米）
18、20、26、30、32、40、82、90、
100、114、124、126、128、132、
138、152、158、164、170、172、
178、184、190、196、200、210、
220、222、224、226、236、258、
260、272、278、280、292、298、
302、324、328、334、336、354
米中貿易摩擦（貿易摩擦、米中摩擦、中
国と米国の経済摩擦、中美貿易争端）
18、20、30、32、82、114、124、
126、128、132、152、164、170、
172、184、190、218、220、222、
224、226、258、280、354
ペーパレス化（ペーパーレス（化））
28、84、316、326
北京（市）
4、14、38、52、62、84、88、90、
92、94、98、100、158、164、166、
168、172、200、220、226、238、
240、246、262、274、276、278、
284、286、288、290、292、294、
296、298
法制度整備（法整備、法制度の整備、関
連法令…制定、法の制度整備）
26、34、36、56、66、70、178、240
冒認出願（冒認登録）
58、64、130、212、214
法令遵守（法律法規を順守）
10、22、70、72、162、292、296、
316、356
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保税
28、174、176、230、304、312
保税区（保税エリア）
28、176、312

ま行

窓口一本化（窓口（の）（を）ワンストッ
プ（化）、ワンストップサービス）
52、80、178、200、288、290、310、
312、348
モバイル（通信、決済、ペイメント、ゲー
ム、移動体通信）
98、180、186、198、200、202、
210、216
模倣行為
60、64、66、208
模倣品（模倣商品、偽物、假冒偽劣商品）
56、60、62、66、130、178、180、
214、234、240

や行

輸出増値税
26、130
輸入規制（輸入制限）
12、100、102、104、106、108、
166、212、222、240、310

ら行

ロイヤルティ（ライセンス料、ライセン
ス）
28、46、202、204、296
ロボット
84、98、172、220、254


